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序章

第 1節 本研究の目的

本研究は「家族維持」という視点で、次の 2点を明らかにすることである、1つ 目

は、現在の日本の児童虐待ケースに対する在宅支援について、児童相談所及び市町村

において「家族維持」を目的とした援助の実施状況、実施されている援助者の家族維

持に対する意識、現在の体制で家族維持を行う際の障害等を把握することである。2

つ目は援助者が家族のために行うべき「Reasonable Efforts」 (正 当な努力)の概念が

日本の児童虐待在宅支援の援助者にはどのようにとらえられているのか?また、実践

においてどのように体現されているのかを実証的調査という手法を用い、その「正当

性」を検証することを目的としている。

具体的には次の 2つのリサーチクエスチョンを設定し、それらにそつて仮説を生成

する。

l口 「家族維持」という視点において、現在の日本の児童虐待ケースに対する在宅支援

は何がどこまで出来ていて、何が足りないのだろうか?また、日本で行われている「家

族維持」を目的とした援助にはどのような要素が実際は影響を与えているのだろう

か?

Ⅱ.日本における児童虐待在宅ケースの援助者は、援助者として行うべき家族維持に

対する「正当な努力 (reasonable Efforts)」 の概念を持つているのだろうか?それは

どこまで援助に体現 されているのだろうか ?どのような要素が「正当な努力

(Reasonable Efforts)」 に影響を与えているのか?

第 2節 問題の背景

厚生労働省 (201la)の調査によると、平成 22年度に全国の児童相談所で対応した

児童虐待相談対応件数は 55,144件であり、平成 2年度以来、毎年過去最多を更新して

いる。市町村においても、平成 22年度の児童虐待に対する相談受付件数は 55,219件

であり、前年度よりも 4,599件増となつている (厚生労働省,2010c)。 これらの約 9

割の子どもたちが実際は家族のもとで暮らしながら在宅支援・在宅指導と呼ばれる援

助を受けている (加藤,2010)。 これらの家族には、一体、どのような理念に基づき、

どのような援助が行われているのだろうか?

現実的には現在の日本の児童虐待施策において、児童虐待が認められた (又は疑い
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がある)が親子分離をされていないケース (児童虐待在宅ケース)に対して、市町村

または児童相談所 (以下、児相)が行う「在宅指導」「在宅支援」は、行政機関が行う

サービスの形態の呼称として用いられているにすぎず、必ずしも「家族を在宅で維持

しよう」という明確な目的をもったものではない (澁谷,2002)。 これらのいわゆる「見

守リケース」については、結局は「措置のタイミングを持つている」ケースであるこ

とが多くあり、具体的な援助が伴つていないことがよく見られる。本間ら (2003)の

調査では、40%の児相では見守り事例は具体的な援助なく放置されていることが明ら

かになっている。一方、市町村も在宅ケースに対して子どもと家族に対する長期的、

包括的な援助計画が必要であるという意識は薄い (前橋,2007)。 残念ながら、児童虐

待在宅ケースに対する効果的な介入手段は、現時点では、子どもの家庭外措置のみで

あり、児相は社会からの要請に応えようとするあまりに、子どもの安全確保に敏感に

なり、家族に対して必要以上に強権的に対応 してしまっている傾向がある (才村ヮ

2005b)。 そのため、児相が積極的に介入するケースに対しては、「まずは保護ありき」

という考えが主流になりつつある。平成 19年度「社会的養護施設に関する実態調査」

(厚生労働省,2008b)に よると全国の児童養護施設の入所率は平均 94%、 乳児院は

90%で あり、大都市では 100%を超えている施設も少なくない。相次ぐ虐待死報道の

後、どうしても子どもの安全に対して慎重にならざるを得ず「いつたん親子分離した

上で家族再統合」という流れが現在は盛んにマスコミ等を通じて唱えられ、世論を形

成しつつある。

もちろん、子どもの安全は最優先されるべきであり、一時的な親子分離が子どもに

及ぶ危険を回避するのに必要な場合も多くある。現場で実践にあたる児相職員、市町

村職員はメディアや世論からの多大なるプレッシャーの中、「何か事が起こつてからで

は遅い」という考えに圧倒されそうになってしまうことは、少なからずあるだろう。

もちろん、子どもの生命は何をおいても必ず守られなければならない。しかし、一方

で長期家庭外措置の判断は慎重に行うべきであり、援助者は児童虐待在宅ケースに対

して、子どもの安全とのバランスを常にはかりながら、家族を維持していくための援

助を試みる必要があるのではないだろうか。

1994年に日本が「子どもの権利条約」を批准して以降、「子どもの最善の利益 (the

best interests of children)」 という言葉が児童福祉の現場や政策策定 (policy making)

の場などでよく使われるようになつた。児童虐待という事象に対しても、「子どもに対
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する権利侵害」であるととらえることが、強制的介入を行う際の根拠となつている (厚

生労働省,2009b)。 しかしながら、ほぼすべての児童福祉に携わる人々がこの言葉を

知っていながらも、この概念は抽象的な枠組みを超えず、子どもの安全を確保するこ

と以上には、実践現場では、その具体化について共通した理解の基盤を持ちえていな

いように思われる。特に色々な立場の利益が拮抗する児童虐待ケースだからこそ、「親

の最善の利益」でも「援助者の最善の利益」でもなく、「子どもの最善の利益」に基づ

いた理念が実践化される必要があるのではないか ?も ちろん、子どもの安全は最優先

されるべきだが、私たち、児童福祉に関わる者が′b身を削り守ろうとしているものは、

子どもの安全のみだろうか?私たちは何を守ろうとして、家庭内の「虐待」という間

題に介入しようとしているのだろうか?親と子どもの間に立たされ、子どもの一生に

大きく影響を与える立場に置かれる児童虐待の現場で実践に当たる援助者は、世論の

流れや個人の独断ではなく、他の児童福祉領域の援助者と共有する理念を持つべきで

はないだろうか?そ して理念を具体化した援助は、現在の児童虐待ケースに対する在

宅支援ではどの程度、実施されているのだろうか?

本研究のテーマである「家族維持」 (Family Preservation)プログラムとは、もと

は米国において、子どもの家庭外措置を申し出る際には、援助者は「子どもを家庭に

とどめる正当な努力 (Reasonable Efforts)」
1を

行つたことを証明しなくてはならな

いという連邦法で示 された理念を実現化 したものである。児童福祉における

Reasonable Effortsと いう概念は、基本的には、「社会は子どもが家族と一緒に暮ら

せるように最大の努力をしなければならない」という理念であり、子どもにとつて「な

るべく良い成長を育むための」パーマネンシーの理念に基づくものである。本研究で

の「家族維持」はReasonable Effortsの 理念、Goldsteinヮ Freudヮ と Soln:tz(1973)

の考えを踏まえたパーマネンシー保障の理念 (「心理的親との永続的な関係の下での養

育環境」の保障)を基盤として、芝野 (2005b)の 「子どもの最善の利益」の定義を含

んだ上で、「現時点での心理的につながりを持つ保護者 (家族の形態にはとらわれな

い)の もとで、子どもが安全に安心して成長できることを目的とした援助の体系」を

指すものとする。また、Fam:ly Preservationは 「家族維持」の英語訳にあたるもの

l Reasonable Effortsに ついては reasonableに は「理にかなつている、道理の通つた、公平な、

適当な」という日本語訳もある (eプログレッシブ英和中辞典)が、本研究では子どもの最善
の利益の追求を目的に家族を援助する援助者としての努力を表すため、ソーシャルワークの価

値に照らし合わせても「正当な」という訳が最も適当であると判断し、「正当な努力」と訳する。
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として本論文では扱い、特に 1980年の連邦法を発端としたアメリカ合衆国での実践

を指す場合、この「Family Preservat:on」 を使用する。「家族維持」は先ほど述べた

ように「在宅支援」や「在宅指導」 (本論文では「在宅支援」「在宅指導」という言葉

はケースのリスクに関係なく、虐待が認められながらも子どもが長期的措置されてい

ないケースに対するサービス形態の呼称ととらえている)と は同義ではない。「家族

維持」は援助の根底に流れる理念とそれを反映した目的に向かつて系統だつて提供さ

れるものであり、それは援助者の「正当な努力」を示すプロセスでもある。これらの

概念については、本文中で更に詳しく論じていきたい。

第 3節 本研究の意義

本研究は次の 3点において、日本の児童虐待施策に対して、新しい方向性を示せる

点で大変意義があると考える。

1つ 目は、米国での Family preservationの実践経験をもつ研究者が質的・量的調

査という科学的手法を用いて、日本の在宅支援の現状について系統的に分析を行うと

いう点である。実際、アメリカの児童福祉現場でワーカーとして研修を受け、ケース

にかかわった筆者だか らこそ、文献研究なども深い解釈が可能であり、Family

Preservationの 強みと欠点の両面を実際の体験を通じて理解している。その深い理解

の上で、日本のコンテクス トに合わせた解釈を試みようとしていることは、ただの「洋

物プログラムの受け売り」以上の成果が得られると自負している。

2つ目に「家族維持」という視点より児童虐待ケースに対する在宅支援の実態を分

析することにより、日本の児童虐待在宅支援において、どの程度「家族維持」の要素

が援助行動や援助者の意識にあるのかについて科学的に把握しようとしている点であ

る。現在、児童虐待在宅ケースに対して行われている在宅支援には、子どもが家族と

ともに安全に安心して生活していけるための「家族維持」の為の援助と、リスクを常

に見張ることによリー時保護や親子分離のタイミングを待つている「見守り型」援助

が混在 していると考えられる。本研究により、現在の在宅支援の実態を詳細に分析す

ることで、それらの混在した援助を整理することが可能であると考える。

3つ目に、本研究の主題となる家族維持の概念は「家族維持と子どもの安全確保の

バランス」を目的とし、その調査対象を児相と市町村両方に広げたうえで、結果とし

て「家族維持」という目的のためにどのように両者が協働していくべきか、それぞれ
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が何をすべきか、そして一体誰が家族維持の援助の主体となるべきかについての提言

を導きだすつもりである。ゆえに本研究は「家族維持」という児童虐待在宅ケースに

対する援助の方向性を示すだけではなく、2005年 4月 以降大きな課題となり続けてい

る児童虐待在宅ケースに対する市町村と児相の役割分担に対して家族維持を目的とし

た協働のための方向性を提示していくことができると考える。

以上の 3点により本研究は「在宅のまま家族を支援し、子どもの安全を確保してい

く」という児童保護サービスが持つ最も困難な課題に挑戦し、新しい援助の方向性を

示唆するものであり、日本の児童福祉施策において今後にも大きな意義があると考え

ている。

最後に本研究はあくまで子どもの安全を最優先におく態度に対して、一切の妥協を

提示するものではないことを明言しておきたい。子どもの安全と家族を維持すること

のバランスをとりながら両立させる「正当な努力」について、どのように在宅支援の

現場で実現していくのかを探つていくことを最終日標としており、子どもの最善の利

益のために少しでも貢献できることを何よりも望んでいる。

第 4節 本論文の全体構成

本論文は主に 2部において構成される。前半は、文献研究部分であり、後半は主に

児童相談所と市町村にそれぞれに行つた 2つの質問紙調査から構成される。質問紙調

査の目的は先に述べたように、「家族維持」という視点からの日本の在宅支援に対する

現状把握と援助者が持つべき「正当な努力」の検証である。本研究の全体像について

は、図 0-1を参照していただきたい。
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第 1章 日本の児童虐待施策と在宅支援の体制について

第 1節 日本の児童虐待施策について

本節では、時代の流れとともに、日本の児童虐待施策がどのような変遷を辿つたのかを

明らかにするため、児童虐待という問題のとらえられ方、および厚生労働省や児童相談所

を中心とした児童虐待対応の変化をレビューした。

1.1990年以前 一家族問題の一種としての虐争

日本で初めて児童虐待防止法が成立したのは1933年に遡る。この法律の目的は主に貧困

等の理由から危険な諸芸 (曲馬、軽業、曲芸等)に従事させられた子どもや、公衆の観覧

に供せられた子ども、乞食をさせられた子どもに対する保護救済を目的としたものであり

14歳未満を対象としていた。年少児に対する搾取からの保護口救済を目的としたこの旧「児

童虐待防止法」は、(その内容は今後さらに充実させていく必要はあるが)早期発見・予防・

支援も視野に含めた現在の「児童虐待防止法」とは全くその性格が異なるものであつた。

昭和初期のこの頃は、「児童虐待」という事象は貧困問題から派生したものであり「社会の

中の仕方の無い出来事」とされ、特別に問題視されることはなかった。この法律はやがて、

戦後に出来た現在の児童福祉法の中に同法 34条として吸収されていつた。その後、1970

年代まで、引き続き、児童虐待は特別な問題としてみられることは無く、「嬰児殺し」「子

捨て」「子殺し」などの連続線上として依然として「社会病理」として新聞等に取り上げら

れていた (保坂・増沢・石倉 口佐々木,2007)。

米国で1962年に出版されたKempに よる「ノ]ヽ児の虐待 :Battered―child syndrome」 など、

児童虐待、特に身体的虐待を扱つた論文が 1970年代に入り、日本でも紹介されるようにな

ると、医療従事者を中心にレントゲン等の医療の現場で見られる身体的虐待に注目が集る

ようになった (上野,2006)。 一方、日本では1973年、厚生労働省児童家庭局が初めて「児

童虐待」の全国調査を行つた。しかし、児童相談所の「児童虐待」としての事象の認知は

まだ薄く、「養育不良」「欠損家族」という記載が当時の事例集には見られている (秋山,

2007a)。 児童相談所は親の子どもに対する「乱暴」「体罰」「厳しすぎるしつけ」のケース

に対して、どのように対応すべきか戸惑いながらも、「児童虐待」は「家族不全」の症状の

1つとして扱い、特別視をしてはいなかった。当時 (1970年代)、 児相は、あくまでも「受

容 口共感的」態度に強くこだわっており、虐待を含めた様々な家族問題に対して親子関係

の修復や親の養育態度の変容を目標として対応しており、被虐待児の保護を優先する姿勢
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はほとんど見られなかった。施設入所したケースを「ケースワークの失敗」としてとる傾

向もみられた (秋山,2007a)。

1980年代に入ると、社会的問題として様々な家族の問題が取り上げられるようになる。

平成 2年の国民生活白書では、家族の「個食」の問題がとりあげられ、家族内の関係が従

来のものとは変わりつつあつた。また、家族の内部に関しては密閉され、外からは家族内

の問題は見えづらい状況も指摘されている。実際には、70年代と同様、親の「せつかん」

による児童の死傷事件が報じられるなか、児童虐待を含め家庭で起こる問題に対して、一

部の専門家たちは危機感を持つて徐々に研究調査を進めてきた (増沢・石倉,2007a)。 し

かし、専門領域間の交流はなく、児童虐待についての用語や定義についても混乱が見られ

たのもこの時代であつた。

1988年になり、ようやく大阪府において医療、保健、福祉の児童虐待に関する合同調査

が行われた。この調査によると1983年から1987年までの 5年間で、大阪府内 (大阪市を

除く)の医療機関、保健所、家庭児童相談室、児童相談所で扱つた虐待ケースは403件、

そのうち死亡ケースは 17件あつた (大阪児童虐待調査会,1989)。 この時代においても、

児相は、虐待を「心の問題」として扱い、家族調整のみで対応していこうという態度力ヽ 司

われる。また、学齢期の子どものケースのみにかかわり、あくまでも「3歳までは保護し

ない」という姿勢をとり続けていた (秋山,2007b)。

当時、養護施設の入所児においても被虐待児の存在が把握されはじめ、施設関係者から

も、幼少期における虐待経験が入所児たちの人格形成に深刻な問題を残すことに懸念が示

されている。1979年、全国社会福祉協議会養護施設連絡協議会は全国の養護施設 (当時 528

ヶ所)の全児童31,000人に対して「養護施設の児童の人権に関する調査」を行つた。回答

のあつた22,583人 (回 J又率 76.5%)の うち、33%に及ぶ 7,460人が親からの一方的な人権

侵害により入所していることが明らかにされている。うち父または母の暴力、暴行等に起

因するケースが 1,240人 (16.1%)、 父または 母の放任、過干渉等に起因するケースが 872

人 (11。 7%)、 1970年代にはあまり表面化されていなかつた性的虐待も154人 (2.1%)あ っ

た。才村 (2005a)は、この時代の児童虐待に対する研究が社会的なうねりに発展しなかつた

理由として、「建前としての子どもの権利」は叫ばれるようになつたが「人々の意識の底に

は『私物的わが子観』が根強く存在し、子どもの著しい権利侵害を目にしても、『他人のこ

とだから口をさしはさむべきでない』と、親に遠慮してきた(p5)」 のではないかと指摘し

ている。これは一般国民のみならず、行政においても「親が子どもを虐待するというあま



第 1章 日本の児童虐待施策について

りにも残酷な事実は正視したくないという社会的心理があったのではないか (p5)」、と考

察している (才村,2005a)。

2.1990年から1996年まで ―児童虐待に対する社会的意識の高まリー

1990年代に入ると、一挙に児童虐待に対する対応は変化していく。大阪では「児童虐待

防止協会」が設立され、ついで東京の「子どもの虐待防止センター」が設立された。これ

らの 2つの民間団体は、虐待をしている当事者に対する電話相談を中心に親の支援を行う

と同時に、広く児童虐待の啓発活動を行うことを主な活動とし、その活動は一気に全国規

模へと広がっていった。これらの団体の活動により、「児童虐待は『普通』の家庭で起こり

うる」「うちの隣でも起こつているのかもしれない」という新たな社会的認知が広まつてい

った。1990年 8月 18日付の朝日新聞朝刊の記事には、大阪の児童虐待防止協会が電話相

談を開始してから2ヶ 月間にあった469件のうち虐待に関するものは264件あつたと報告

されている (朝 日新聞全国版,1990)。 1990年から1996年にかけての朝日新聞の紙面 (全

国版、地方版含む)においてキーワー ドを「児童虐待」で記事を検索してみると (聞蔵 DNA

for Libraryを 使用)、 「児童虐待防止協会」と「子どもの虐待防止センター」の活動報告

の記事が中でも多く見られ (146件中57件 )、 虐待の数を示す際の主なデータ源として用い

られている。これらの団体の活動報告に対する専門家のコメントには、「都市化・核家族化」、

「未熟な親」「育児不安」「父親不在」の言葉が登場し、従来の児童虐待とは違う見解がな

されていることがわかる。また「ネットワーク作り」という言葉が出始めるのもこのころ

である。

これらの活動と同時に、一般メディアにおいても、児童虐待の問題が多く取り上げられ

るようになってきた。「凍りついた瞳」、「ファザーフアツカー」などの被害者による体験記

が漫画などの一般向けの媒体で掲載された (増沢・石倉,2007b)。 孤立 口密室化した家庭

内で起こる児童虐待に対して、このような虐待者や被虐待者の告白を通して世間の注目が

向けられるようになった。

このような社会的意識の高まりをうけて、厚生省は、1990年に初めて全国の児相で扱う

児童虐待ケースに関する統計を取り始めた。全国児童相談所所長会も1989年 と1996年に

2回、全国児童相談所における「家庭内虐待調査」を実施し、虐待ケースの種別、ケース

の詳細を分析している (全国児童相談所所長会,1997)。 1996年の調査においては、1989

年よりも虐待ケースが増加しており、虐待の種月1についても前回の 1989年の調査で最も多
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かつた「保護の怠慢・拒否」から「身体的虐待」(48.9%)の件数が著しく増えている。ま

た、近隣・知人からの通告も増えており、この調査結果からも一般的な虐待に対する認識

が広まりつつあることがわかる。

児童養護施設の入所児童数も1995年を境に増加を始める。入所児数は1960年代に一度

ピークがあり、その後減少を続け 1980年代後半に定員割れ問題を起こしていたが、1995

年以降は児童虐待通告数の増加に対応し増加し始めた (しかし最近の増加に比べれば穏や

かである)。

1989年、国連では「子どもの権利条約 (児童の権利に関する条約)」 が採択され、1994

年に日本も批准する。条約批准以降、今や顕在化した児童虐待という問題に対し、子ども

の権利擁護という大義名分ができたため、児童虐待は「子どもの権利侵害」であるという

主張を楯に、家族という今まで外部不介入な場所に第三者が積極的に介入する必要性が専

門家を中心に語られ始めた。1990年代も半ばを過ぎると多職種の専門家が民間団体の虐待

防止活動と共に虐待に関わるようになり、医療、精神保健、臨床心理、法律、ソーシャル

ワークのさまざまな分野での虐待に関する論文・文献が発表・発刊された (増沢・大川,

2008)。

この 1990年代に入つてからの、民間団体の活動と「子どもの権利条約」への批准は、こ

れまでの児童虐待に対するとらえ方や対応に大きな変化をもたらした。ここでこの 2つの

事象がもたらした影響について少し考察をしてみたい。

「児童虐待防止協会」や「子どもの虐待防止センター」などの民間団体が設置する電話

相談に、当事者が自発的に相談し、援助を求めるケースの約 8割は比較的軽いケースであ

るにもかかわらず (上野,1996,p.196)、 児童虐待相談ホットラインの相談件数が児童虐

待ケース増加の根拠として新聞等に多く取り上げられ、「いかに子どもを虐待親から守るか」

という世論を創り出すきつかけになってしまつた。これらの悩める母親に対する「地域の

ネットワーク作り」が必要な軽度のケースとメディアをにぎわせる児童虐待死亡事例等の

「強権的介入」が必要な (必要だつた)ケースとは混在されたまま、世論は問題の原点を

「日本特有の強い親権」とし、子どもを「救済」するためにこれを打破する手段を持つこ

とを強調し始めた。元来、これらの民間団体が意図していた悩める親に対する支援という

目的とは裏腹に、「子どもの権利条約」を基盤とした「子どもに対する権利侵害」という後

ろ盾もあり、これらの民間団体の活動に対する報道が「児童虐待」という現象の社会的問

題化に拍車をかける結果となってしまった。上野 (1996)は、この状況を「子どもを『無垢

10
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な犠牲者』、親を『悪意ある攻撃者』、政府を『愛情あふれる救済者』とみなすパラダイム

の危険性」(p.38)と危惧した。「子どもの権利擁護」のスローガンのもとで、虐待する養

育者からの「子どもの救済」という実践原理が創出されることとなった。

この時勢をうけて、厚生労働省は児童虐待という問題に特化した対策を講じる必要に差

し迫られた。これ以降、特に現行民法における親権と子どもの権利との拮抗の問題に対し

て、何らかの解決策を立てる必要に追られていく。1996年以降、毎年のように厚生労働省

は、児童虐待対策の新しい事業、及び施策を打ち立てている。これ以降、日本でも、児童

虐待は政府が対策を毎年講じなくてはならない社会問題に発展した。1996年厚生省は、児

童虐待に特化した最初の対策である「児童虐待ケースマネジメントモデル事業」を始める。

これは児相を中心とした関係機関の連携体制のもとに虐待事例への対応を図る事業であり、

この事業の創設を機として、日本の児童虐待施策の方向性が定まつていくことになる。

もちろん、これらの変化に対して最前線で児童虐待対応に当たつている児相もその態度

の変換を迫られるようになる。児相は児童虐待対応に対して、これまで同様、「寄り添い共

感する」ケースワーク的アプローチで対応を続けていたものの、増え続ける虐待通告件数

に対してその対応に限界を感じ始めていた。施設入所に関しても親による同意入所が基本

であり、いつたん危機的状況から子どもを何とか引き離せたところで、施設入所にまでこ

ぎつけず (津崎,1992;山野,2006)、 一時保護所滞在期間が長期化する傾向がみられた (山

野,2006)。 虐待対応に関する法律的後ろ盾が全く無いまま問題の顕在化と世論の高まりを

受けて児相職員を初めとした援助者のいらだちはピークに達しつつあった。また、深刻な

ケースに対して強権的な介入が出来ないことを一部の児相関係者は問題視し始めていた。

こんな中、津崎 (1992)は、その長い児童虐待対応の経験から「父性的ソーシャルワーク」

「介入的ソーシャルワーク」を提唱する。このころから、子どもの権和1を侵害する虐待親

がもつ親権に対して「子どもを救済する手立て」を求めて、一気に施策の変化が強権的方

向に加速していくこととなった。

3。 1997年から2∞0年まで ―職権介入型虐待対応への切り替え―

児童虐待ケースに対応する援助者のいらだちがピークに達した 1997年および 1998年、

厚生省は当時、児童相談所等が虐待問題に十分対応しきれていないのは法+1度上の問題と

いうより、児童相談所等の制度運用に問題があるとして、「児童虐待等に関する児童福祉法

の適正な運用について (キ旨導強化)(1997年 6月 20日児発第434号厚生省児童家庭局通知)」 、
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「児童虐待に関し緊急に対応すべき事項について (キ旨導強化)(1998年 3月 31日児企第 13

号厚生省児童家庭局企画課長通通知)」 を出して運用の適正化に向けた指導を強化した。こ

れらの通知は子どもの権利条約の批准を受けて、国内の法的整備を急がされ改正された児

童福祉法を補う形として、児童相談所における児童虐待対応の強化を図るものであつた。

ゆえに、これらの通知によって、児相における児童虐待ケース対応は、従来までの対応と

完全に逆方向の「職権介入型」に切り替えるように、厚生省が公的な指示を下したことに

なる。またこれらの通知が出された背景には、この頃に起こつた虐待死事件、それに反応

したマスコミの児相バッシングも影響しているといわれている (才村,2005a)。 実際、こ

れらの通知は、これまで児相が躊躇していた児童福祉法 28条申し立てによる施設入所措置

や親権喪失の申し立ての件数を増やしていく結果となった (図 1-1参照)。 これ以降、親と

児相との関係や社会の児相に対する認識が完全に変化し、児相=「子どもを奪う機関」と

いう認識が一般に持たれていくようになる。この変化により児相という言葉が出ると、親

がすべての援助活動に対して疑心暗鬼になつてしまうというような影響も指摘された (小

林・松本,2007)。
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図1-1 「児童福祉法28条事件の新受・既済件数推移」法務省調べ (2∞2)

1997年、制定より50年を経て児童福祉法が改正された。この法改正に虐待の定義や通

告義務及び虐待禁止規定などの虐待に対する対応の法的根拠を盛り込むことを目的に、先

だって立ち上げられた日本子どもの児童虐待防止研究会 (現 日本子ども虐待防止学会)や

日本弁護士会連合会などから意見や要望が出されたが、その内容はこの改正では含まれる

ことはなかった (才村,2005a)。
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4。 2000年から2004年まで ―児童虐待防止法の成立 ―

これまでと変わらない法的枠組みのなかで、増加し続ける児童虐待相談への対応に、児

童福祉司は制度的限界、立ち入り調査・職権一時保護・28条申し立て等の法的対応の困難

性、人的資源の質的・量的不足という問題を抱えるようになった。先に出された厚生省か

らの通知により強化された「強権的な介入」の役害1と 家族に対して「寄り添い、共感的に

支援していく」役害1の 2つの矛盾した役害1を担わなくてはならない困惑も語られ始めた。

職員間、関係機関内で役割分担するなどチームワークによりその相反する役割を補おうと

するものの、法的後ろ盾なしにはこの困難を解消することができない限界に至っていた。

このような状況の中、満を持して、2000年 5月 「児童虐待の防止等に関する法律」、いわ

ゆる「児童虐待防止法」が成立した。制定当初の「児童虐待防止法」については、さまざ

まな批評が飛び交つた。「早期に発見し予防するか、虐待が見つかれば速やかに子どもを保

護する(立ち入り調査についても成立当初の児童虐待防止法では詳細に触れられていない)

という二極面についてしか言及されておらず、家族を包括的にとらえ、そこでどのように

子どもの最善の利益 (も しくは子どもにとって最も害の少ない選択)を追求できるかとい

う観点がない」(才村,2005a)、 「児相にのみ、その対応が一極化している」(本白女,2005)、

「親子分離後の親に対する支援の不足」(才村,2005:本白女,2005)、「在宅支援体制の不足」

(柏女,2005)、 「施設など親子分離後の受け皿の不足」鮮白女,2005)などのさまざまな指

摘が挙げられた。特に在宅ケースに対する援助についての言及は完全に抜け落ちていた。

このように児童虐待防止法は子どもを虐待から守る一定の役割を果たしたものの、多くの

課題を残したまま制定に至った。

児童虐待防止法の制定以降、皮肉なことに事実誤認、不十分な確認、拡大解釈による通

告、特定困難な通告の増加 (柏女ヮ2005)と 共に、立ち入り調査件数、職権一時保護、28

条申し立て件数の増加などにより、児相職員の負担が更に増えてしまう結果となつた。

5.2004年から現在 ―市町村と児相との協働対応と親に対する強権化 ―

2004年、児童福祉法が再度改正され、要保護児童にかかわる相談業務は、市町村が担う

こととなった。その背景には児童虐待防止法制定以降の児相職員に対するさらなる負担増

大が主な原因としてあり、実質上、在宅要保護児童に対する相談・援助業務を全て市町村

に移譲することにより、児相と市町村間の役割分担を明確にしようとした。

2004年以降、児童虐待防止法は2度改正されている。2004年の改正では、子ども虐待の
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定義にDVが′い理的虐待として加えられた。また、国及び地方公共団体の責務等の強化、児

童虐待の通告義務の範囲の拡大、子どもの安全の確認及び安全の確保に万全を期すための

規定の整備、家庭相談に関する体制の充実、児童福祉施設・里親等の見直し、要保護児童

に関する司法関与の見直しなどが行われた。また、親子再統合を目的とした保護者に対す

る指導力渤口えられた。「家庭的環境」および「親子再統合」という言葉も追記されたが、市

町村及び関係機関に対しては一部被虐待児の保育所入所への特月1酉己慮の追記があるものの、

通告、安全確認の場面に内容が偏るものであつた。在宅支援および家族維持に関する事柄

はまつたく言及されることはなかった。

2007年の児童虐待防止法改正には立ち入り調査に応じない場合に親に対する出頭要求

および臨検、捜索などの措置、施設入所児に対する面会禁止や接近禁止命令、指導に従わ

ない親に対しての一時保護、施設入所措置、親権喪失宣告などを行うことを明確化した内

容が含まれており、子どもの安全を守ることを目的として、指導に従わない親に対して、

児童相談所は強固な対応を辞さない態度をここで明らかにした。このような保護者に対す

る態度の強化に対して才村 (2005)は 、「児童相談所の福祉警察化」に危惧を示している。

「ソーシャルワークは虐待事例の前では無力であるとしてことごとく強権的に介入すべき

であると公言してはばからない職員もいる (p.20)」 「援助関係や援助プロセスヘの見通し

もなく行われる画―的な対応はソーシャルワークではない。(中略)。 このような理念やプ

ロセスのないところにソーシャルワークは存在しない (p.20)」 と現在の児童虐待対応の体

制がソーシャルワークの理念やプロセスから離れていってしまう可能性を指摘している。

その後も親に対する強権化は傾向として継続している。2009年 12月 「日本子ども虐待

防止学会」にて「児童虐待をめぐる親権制度見直しについての意見書」が作成された。そ

の意見書では、一時保護中、児童福祉施設に入所中又は里親に委託中になされる児童への

対応と親権との関係があいまいな点により、苦渋する現場の現状を説明し、親権の総論規

定の改正および施設入所中及び一時保護中の児童および、施設退所後の児童の親権に対す

る制限の検討と、在宅指導中の親に対しても児相への通所や精神科への治療等の行動に対

する直接勧告をする制度が求められている。2010年 3月厚生労働省は社会保障審議会児童

部会内に「児童虐待防止のための親権の在り方に対する専門委員会」を設け、親権の在り

方についての法改正へ向けた議論を始めた。

親権という親の持つ権利に対しての制限や、相反する権力をもつて指導を行うという流

れは、明確な理念と十分な議論を伴わなければ、才村が指摘するようなソーシャルワーク
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の不在化を招く可能性がある。子どもの最善の利益を守る、子どもの権利を守るために、

親権と同等のまたはそれに優る権力をどのように行使 していくのかは大変難しい課題であ

る。家族としての権利をどのようにして守っていくのかの議論が全くされないまま、児童

虐待施策の整備が進んでいく中で、今一度、家族を対象として支援し、家族を維持しよう

とする支援について考える必要性を本節の結びとして主張したい。

第 2節 日本における児童虐待在宅ケースに対する支援について

本節では、児童虐待相談件数全体の約 9割を占める在宅支援ケースに対してどのような

援助が行われているのかを、援助主体を児相および市町村に分け、文献レビューしていき

たい。

2009年 3月 に改定された「子ども虐待対応の手引き」(厚生労働省)によれば、在宅指導

の条件として ;1.虐待が否定されるか、もしくは虐待が軽度である、2.子どもが幼稚園・

小学校・中学校等の学校や保育所などの所属集団へ毎日通つている、3。 保護者が定期的に

相談機関に出向くか、民生・児童委員・主任児童委員 (主任児童委員)、 家庭相談員、保育

士、児童相談所所員等の援助機関の訪間を受け入れる姿勢がある、の 3つの必須条件と次

の 2つの望ましい条件 :4.関係機関内で「在宅で援助していく」との共通認識がある、5.

家庭内にキーパーソンとなり得る人がいる、の計 5条件が挙げられている。これらの条件

は実際には通告先の児童相談所もしくは市町村にて行われるリスクアセスメントにアセス

メン ト項目として含まれており、親子分離の判断の際に重要な要素となつている。

日本の児童虐待に関する通告先は①市町村、②都道府県の福祉事務所、③児童相談所の

計 3通 りある (平成 16年改正児童虐待防止法第 6条・児童福祉法第 25条 )。 白樫 (2005)

は、この通告先の選別は通告者の任意であり、「本人 (通告者)が一番通告しやすいと考え

るところに通告することが確実な通告に繋がるため、通告先の特定や優先順位をつけるベ

きではない (p.38)」 としているが、実際にはその後の調査や緊急度の判定なども、通告先

がそのまま引き続き行う場合が多く、そのケースの通告先がどこであつたかによってケー

スのその後の方向性が決まってしまう。市町村に通告が入つた場合、調査や指導を行うの

は、児童福祉を担当する課や係であることが多く、家庭児童相談室が設置されている市町

村では家庭児童相談室が担当することが多い。市町村においては、実際の虐待通告への対

応や調査、指導を行う部署・担当者と虐待防止の地域ネットワークを担当する部署・担当

者が同じである場合も多く (白樫,2005)、 市町本引こ通告が入つた場合は、そのまま引き続
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き要保護児童対策地域協議会での対応へとつながり、緊急度・重症度・保護者の動機レベ

ルなどの判断によって児相に送致および児相の指導を部分的に受けることもある (才村,

2005a)。 児相と市町村の間の役害1分担に関しては、様々な文献の中で課題となっていなが

らも (才村,2005a;柏女,2005;加藤,2005;芝野 口板野,2007;山野,2009)、 全体の

約 71%が役割分担の取り決めはなく個々の事例ごとに異なる対応をとつている (厚生労

働省,2009c)。 実際には、才村 (2005)が危1具 しているように、この役害1分担のあいまい

さにより、児相と市町村との間で「ケースの押し付け合い」が起こつているケースも少な

くないと考えられる。緊張度が高いケースに関して、市町村は早い時期から児相を巻き込

んでおこうと必死になり、児相との判断が食い違う際には、すれ違いが起こることも少な

くない。また有村 (2009)は 、市町村と児童相談所がそれぞれで対応したケースを、それ

ぞれでスクリーニング、アセスメントし、必要に応じて相互に送致・通告・支援等を行う

ことによって、異なった価値観を通した実践を行うことでの専門性の担保に大きな疑間を

投げかけている。このような混沌とした状況の続く中、児相、市町村がそれぞれ児童虐待

在宅ケースに対してどのような支援をおこなつているのかを見ていきたい。

1.児童相談所における児童虐待ケースヘの在宅指導

児童相談所における在宅ケースに対する在宅指導には、措置によらない指導と措置によ

る指導とがある。措置によらない指導には助言指導と継続指導があり、比較的軽微なケー

スや短期で解決可能なケースに対して行われる。措置による指導には児童福祉司指導 (児

童福祉法27条 1項 2号)や児童委員による指導、児童家庭支援センターによる指導がある。

内容については、「保護者に対して、児童虐待の理解、子どもとの接し方、養育方法、生活

についての指導を行う」とされている。在宅指導は、児童相談所を中心としながらも、「市

町村 (要保護児童対策地域協議会)、 児童福祉施設、保健所等と連携 口協力して行う」とさ

れている。児童福祉指導措置等の措置をとる場合には、保護者に対して指導を受けなくて

はいけない旨を決定通知などの文書で知らせる。従わない場合には都道府県知事による勧

告を行うことができ、必要があれば一時保護、28条措置、ついには親権喪失宣告通知など

を行う (厚生労働省,2008c)。 このような措置による児童福祉司指導は、いつたん一時保

護した後や家庭復帰する際に指導にのせるための枠組みとして用いられることが多く、施

設入所や一時保護に至るまでの在宅での援助に対しては、児童相談所は基本的には市町村

に任せる姿勢をとつていることが多い。2004年に児童相談業務を市町村に移譲して以降、
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いずれ要保護児童に対する在宅支援サービスは全面的に市町村に委譲する流れになってい

くようである (柏女,2005)。 2008年に厚生労働省からの通知ともに出された「児童虐待

を行つた保護者に対するガイドライン」においても、援助の対象として想定されているの

は主に子どもの家庭復帰前後における家族再統合ケースであり、措置前の在宅指導に関し

ては、「市町村と連携・協力して行うこと」と言及されているのみである(厚生労働省,2008c)。

実際には、ケースの主担当機関が児相であっても、直接的な援助を実際行うのは市町村で

あることが多いのが現状である。才村 (2005a)と 津崎 (2000)は これらの在宅指導を行つ

ている虐待ケースの中には、分離保護の必要性がないと判断されている、本来の意味で在

宅指導が適当なケースとともに、実際は経過観察的なもの、分離保護のタイミングを待つ

ているケースなども含まれていることを指摘している。つまり市町村が現在、在宅支援ケ

ースとして日常的に対応している在宅ケースの中に、必ずしもリスクが軽いわけではない

「措置待ちケース」が少なからず含まれている。それゆえに、措置権と強制力を持たない

市町村がこれらのリスクが高い「措置待ちケース」に対して、リスクの「モニタリング」

を含んだ援助を果たして十分に展開できるのか、が疑間となる。2009年に発表された「子

ども虐待による死亡事例等の検討結果等について (第 5次報告)」 (厚生労働省,2009b)に

よると、2007年 4月 1日から2008年 3月 31日 までに把握された死亡事例 115件のうち 102

件 (82.2%)は 児相を含む機関がなんらかの形でかかわつていたケースであり、そのうち

15件は児相が関わつていたケースであつた。残りの 87ケースは市町村の関連機関のみが

関わつていたケースである。のちに不幸にして死亡事例となるようなリスクの高いケース

の多くが、児相が関わることなく市町村のケースとなつていたという事実は、児相の強権

化が進む一方で、多くのケースが市町村任せになっているという現実と、児相と市町村と

の間の役割分担の危うさを如実に物語つている。それでは、次に市町村ではどのような在

宅支援が展開されているのかを文献によリレビューしたいと思う。

2.市町村における児童虐待ケースに対する在宅支援

1)前身としての児童虐待防止ネットワークから要保護児童対策地域協議会ヘ

市町村における児童虐待ケースに対する在宅支援への取り組みが本格化してきたのは、

2003年の子育て支援事業の市町村事務としての法制化とともに 2004年の市町村の児童相

談窓ロー義化以降であるが、それ以前に多くの市町村では児童虐待防止ネットワークが発

足しており、児童虐待ケースに対する独自の取り組みをしている市町村も少なくなかつた。
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都市部では 1980年代より主に障がい児に関するネットワークが発生しており、それが発展

して子ども相談連絡会として子どもに関するあらゆる相談を取り扱うようになつていた。

1990年代より児童虐待に対する相談が増加するようになり、それに対応するため虐待に特

化したネットワークが独立するようになつてきた (加藤,2005)。

国の施策として児童虐待防止ネットワークが登場するのは 1997年になってからのこと

である。市町村児童虐待防止ネットワークは、1997年発令された「子どもの心の健康づく

り対策事業について」という通知文上に事業として初めて記載され、2000年に創設された

(山野,2009)。 ここではネットワーク自体は法定化されたわけでも、定義化されたわけで

もなく、保健・医療・福祉・警察・司法などの関係機関・団体を構成員とする「児童虐待

防止協議会」を設け、定期的な連絡会や事例検討会を実施することなどが記されたにとど

まる。ゆえにネットワークの中の構成員は市町本引こより様々であり、学校が入つていない

市町村や守秘義務を持たない子ども会などが参加している市町村もあり、その運営方法も

様々であった。このネットワークに対するあいまいさについては、社会保障審議会児童部

会「児童虐待の防止に関する専門委員会」にて 2003年 11月 に取り上げられ、「責任体制の

明確化・情報の共有化 ロルールの明確化」の必要性が話し合われた。ここでの議論を基盤

として、2004年の児童福祉法一部改正において、市町村児童虐待防止ネットワークは「要

保護児童対策地域協議会」(以下、地域協議会)と して法律の条文に記載された。同時に同

法改正により、市町村が児童相談を第一義的に担うこととなつた。

2)要保護児童対策地域協議会の目的

児童福祉法第 25条の 2には地域協議会は「要保護児童若しくは要支援児童及びその保護

者又は特定妊婦 (以下「要保護児童等」)に関する情報その他要保護児童の適切な保護又は

要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換を行うととも

に、要保護児童等に対する支援の内容に関する協議を行うものとする」と書かれている。

つまり、地域協議会は要保護児童等の適切な支援のための情報交換と支援の内容に関する

協議を行うことを目的としている。

地域協議会の協議の対象とされるのは、設置・運営指針によると「要保護児童 (保護者

のいない児童又は保護者に監護されることが不適当であると認められる児童)およびその

保護者、要支援児童 (保護者の養育を支援することが特に認められる児童)と その保護者

及び特定妊婦 (出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認めら
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れる妊婦)と されている」(厚生労働省,2010b)。 ここで明確にされているように、地域

協議会で扱う対象は市町村が子育て家庭全般に行う「子育て支援」での対象とは明らかに

異なる。加藤 (2007)は児童虐待ケースに特化すると、子育て支援における目的は (特定

されない対象への)児童虐待発生予防、地域協議会の目的は虐待再発予防 (またはリスク

により特定された対象への虐待発生予防)と、その違いを明確にしている。児童相談と対

象が重複する部分もあるが、地域協議会が担当するのは要保護性・要養護性の高い家族お

よび要支援家族または特定妊婦などのハイリスクの家族であることが一般的であるが、対

象に対する考え方は市町村により違う (加藤,2007)。 地域協議会が対応することで、要保

護性により当事者である家族の情報を、当事者のいない場で当事者の許可なく関係機関が

話し合い、守秘義務を超えて、情報が共有されることが可能だと考えられることが多い。

加藤 (2004)は 、児童虐待防止ネットワークの時代から、家族不在で物事を進めていく危

険性を指摘し、「子ども・家族を含めた参加型のファミリーソーシヤルワークアプローチ」

の必要性について訴えたが、地域協議会になってもこの課題は残されたままである。加え

て児童虐待発生予防と虐待再発予防のために提供される援助および社会資源はほぼ同じも

のであり、違いとしては後者においては進行管理が定期的に行われる努力がされているく

らいである。ゆえに、ハイリスクであつたとしても提供可能な資源は限られており、定期

的に実践者会議の中で見直しをする以外は特別なことはできない現状がある。これらのハ

イリスクケースの中には、先に述べたような「措置待ちケース」も混在しているのである。

3)要保護児童対策地域協議会の構成

地域協議会は法制化されたことにより、その構成員に対して守秘義務が課せられること

となった。さらに2007年には厚生労働省から要保護児童対策地域協議会の設置・サポー ト

にあたっての「要保護児童対策地域協議会 (子どもを守る地域ネットワーク)スター トア

ップマニュアル」が出され、同年には児童虐待防止法及び児童福祉法の改正により、地域

協議会の設置が努力義務化された。設置状況は 2009年時点で全国 1789市区町村のうち

1663ヶ所 (92.5%)と なっており、準備段階の市区町村も含めると2011年末には設置状

況は 99.8%と なる予定である (厚生労働省,2010c)。 地域協議会は取り扱う内容を児童虐

待のみとせず、「要保護児童」と広げているため、従来の児童虐待防止ネットワークを児童

虐待部会とし、並列して非行部会、障がい部会などの他部会も設置している市町村も多い。

そうすることによって、各部会の児童相談窓口より吸い上げられたケースにおいて、要保
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護性の高いケースを要保護児童対策地域協議会が取り扱い、複数の関係機関とともに援助

を展開することができる (菅野,2007)。

地域協議会の構造については、多くの児童虐待防止ネットワークでも採用されていた 3

層構造 (1.代表者会議、2.実務者会議、3.個別ケース検討会議)を全地域協議会の 64.5%

が採用している (28.9%が 2層構造となつている)(厚生労働省,2009c)。 地域の関係機

関をメンバーとし、関係機関の連携が大きな目的となる地域協議会において機関の代表者

から実務担当者、そして個別ケースに関わる担当者までの各層において、それぞれの目的

をもって、定期的または必要に応じて会議を開催するという運営スタイルは市町村での「児

童虐待対応のための関係機関の連携が出来る体市1作 り」を促進させるのに効果的な構造で

ある。実際に各ケースヘの対応の役割分担や情報収集が行われるのは最下層にある個別ケ

ース検討会議であり、市町村が持つ全体のケースに対して3ヶ 月ごとの見直しを行つてい

るのは実務者会議であるのが一般的なスタイルである。さまざまな構成員による地域協議

会は多機関による複合体であり、児童虐待対応の体制として構造はよくできているが、地

域協議会の活動の中心となる個別ケース検討会議や実務者会議においては、その機能及び

方法論が確立されておらず、市町村により格差があるのは隠せない事実である (加藤 ,

2005)。

要保護児童対策地域協議会運営指針 (厚生労働省,2010b)によると、地域協議会におけ

る役害1については、主に3つの機能、主たる直接援助機能、とりまとめ機能、ケースマネ

ージャー機能がある
1。 日常的に家族に直接接触し、援助を行うのが直接援助機能であり、

保育士、保健師、学校教諭がその役割をとることが多い。これはケースワークのプロセス

でいうならば、援助の実施にあたる。また直接、家族と接しているため、情報を観察およ

び家族から直接収集してくるのもこの役割である。取りまとめ機能は個別ケース検討会議

にかかわる事務的な作業であり、いわゆる主担当機関がその役目を担うこともあるし、地

域協議会の事務局が行う場合もある。この役割は会議での援助の進捗状況や情報の整理、

記録や連絡調整を行う。ケースマネージャー機能は事例全体の責任を担い、危険度を判断

し、援助計画を作り、進行管理を行う。つまリアセスメント (リ スクアセスメント)、 援助

1主担当機関も地域協議会における大切な役割の一つではあるが、市町村によりその役割の解釈もさ

まざまである。「ケース支援の責任を負う機関」を示す場合 (こ の場合は市町村か児相か)も あれば

(滋賀県,2012)、「個別ケース検討会議 (必要があれば実務者会議)を招集し、主催する」(飯山市,

2008;結城市,2007)、 「(個別ケース検討会議で)議長をする」(結城市,2007)、 「支援の方向性の

決定・ケースマネージメントを行い、原則、調整機関が担う」(佐賀県,2010)な どの場合もある。

本論文では主担当機関の役害1解釈の統一が図られていないので、本文中の 3つの機育日こ役割を限定

することにした。
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計画立案の中心となる役害1である。また、立ち入り調査・一時保護について児相と連携を

とる役害1も担つている。つまリケースマネージャー機能は地域協議会での役害1の中でもっ

ともソーシャルワーク的機能のコア部分を司る役割だといってもよい。地域協議会でのこ

のような役割分担において、ソーシャルワーク機能は 1人もしくは 1機関が担うのではな

く、これらの 3つの役割 (主たる直接援助機能、とりまとめ機能、ケースマネージャー機

能)に分散されている。中には、さまざまな援助者と援助機関の集合体である地域協議会

の構成員の間で、ケースごとに「椅子取リゲーム」のように、役割が交代する市町村もあ

る。家族と最も関係が結べている機関や援助者がキーパーソンとして重要な役割を担うと

いう市町村も少なくない。援助者が人事異動等で交代することがある中で、このような状

況では地域協議会においてソーシャルワークの専門的機能があるとは言い難い。また、そ

のようなソーシャルワークの専門的機能を持とうとすることさえ地域協議会があきらめて

しまっているかのようにも見受けられる。もともと地域協議会内にソーシャルワーク専門

職がいない市町村も多い (芝野・板野,2007)。 地域協議会が持つ使命や目的はソーシャル

ワーク実践そのものであるのにかかわらず、核となリソーシャルワークを行う中心がいな

い、または存在しないまま運営されているようにも見受けられる。ソーシャルワークの専

門的機能にこだわらずとも、その運営の核さえどこなのかあまり明確でない場合も少なく

ない。

現在の地域協議会の中で、運営の核となっているのは調整機関 (事務局)であり、多く

の場合、市町村にある部署におかれているが、その他の児童福祉関連の業務である児童相

談担当、虐待通告担当との重複がある場合も多い。相談も通告もそれぞれの働きが違うた

め、担当が重なればそれだけ多忙となリネットワークで行う会議のタイミングが外れてし

まつたりする。市町村の規模によってその兼務体制は違い、規模が小さければ児童相談担

当、通告担当、事務局の 3者を一つの部署または、ひどい時は 1人で兼ねている場合も多

い。平成 21年度の厚生労働省調査 (2010b)においては、児童相談窓国の約 85%が調整機関

の役害1を担つている。通告から調査、指導を行うのは家庭児童相談室のある市町村では家

庭児童相談室が、無いところでは児童福祉を担当する課や係が担当している。事務局は、

児童福祉担当課、家庭児童相談室に加え、保健センターが担当することもある。このよう

な市町村による実務体制のばらつきは市町村の規模や実情に合わせたものであるが、同時

に、これらの違いが地域協議会での実践のあり方にも影響を与えていることは確かである。

実際、個別ケース検討会議開催回数などの活動状況なども市町村それぞれの状況によって、

０
乙
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随分異なり、全国的に見れば決して活発であるとは言えない現状もある (山野,2∞9;安

部,2010)。

4)要保護児童対策地域協議会での援助展開

実際の援助の展開は、個別ケース検討会議を中心に行われていることが多い。個別ケー

ス検討会議は、子どもと親のそれぞれの関係機関の担当者から構成され、この会議におい

て参加者は互いが持つ情報を交換・共有し、「何が問題になつているのか」、「課題は何か」

をアセスメントする。そしてその結果を基に援助計画が立てられ、役割分担が話し合われ

る。そして、ケースロ標と援助課題が提示され、共有される (加藤,2004)。 理想的な個別

ケース検討会議における手順およびケースマネージメントの内容について、加藤 (2005)

および「要保護児童対策地域協議会 (子どもを守るネットワーク)スター トアップマニュア

ル」 (厚生労働省,2007)を参考に図1-2にまとめた。

図 1-2 個別ケース検討会議におけるケースマネージメントプロセス

[加藤 (2∞5)・ 厚生労働省 (2∞7)を参考に筆者が作劇

個別ケース検討会議には、「該当要保護児童に対して直接関わりを有している担当者や今

背長理解
アセスメント
〔危跛度・緊急
度の判断〕

1主担当機関・主
たる直脚 薇

籠)・ キーバーリン

覇輛l・ とり書とnln

第1回個別ケース検討会議

第涸 以降のf□別ケース検討会議
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後関わりを有する可能性がある担当者」が出席し、「具体的な援助の内容」を検討する。こ

のケースマネージメントプロセスの内容にはソーシャルワークのケースマネージメントの

プロセスである情報収集、アセスメント、援助計画作成、評価が含まれている。このプロ

セスはソーシャルワークの専門的な直接援助技術 (Direct Practice)にあたり、NASWが

発行したガイドラインにおいても「ケースマネージメントはソーシャルワークの専門性に

おいて価値、知識、技術の基礎に当たるものである」と記されており、(NASW Case Management

丁ask Force,1984,p.3)本来は、高いソーシャルワークの専門性を必要とするはずであ

る。しかし、実際には、先述したように、地域協議会におけるソーシャルワークの専門性

はあまり期待できるものではない。個別ケース会議でケースマネージャー機能を担うこと

の多い市町村の児童福祉主管課においても、ソーシャルワークの専門性は高いとは言えな

い。加藤 (2004,2011)も 調整機関の不在または機能が不十分なために、ケースに対する

マネージメントカやアセスメントカが不足していることが課題であると指摘している。ま

た児童相談の中心的窓口になることが多い家庭児童相談室でも決してソーシャルワークの

専門性は高いものではなく、教育・保育などの周辺領域のバックグラウンドを持つ相談員

が相談業務を行つているところも多い。これまでの市町村児童相談担当の実態調査結果で

も、児童相談担当者の 3割が一般事務職であること (加藤,2007)、 社会福祉士・精神保健

福祉士などの社会福祉の専門資格保持者は大変少なく (加藤,2007;芝野 口板野,2007)、

最も多い専門資格が保健師 (加藤,2007)や教員免許 (芝野 口板野ヮ2007)と いうソーシ

ヤルワークの専門性の低さが指摘されていた。平成 20年度児童福祉法改正により、調整機

関に児童福祉司たる資格を有する職員や保健師、助産師、看護師等の専門職を配置する努

力義務が課せられたが、平成 21年度の厚生労働省の調査では全体の資格所有者は前年度の

調査結果に比べ、1.7%増加したに過ぎず、社会福祉士 日精神保健福祉士資格所有者に至っ

ては 0。 1%増加したに過ぎない (厚生労働省,2009c)。 調整機関におけるソーシャルワー

ク専門性確保については、ソーシャルワーク周辺の対人援助領域の専門性を持つ者で補填

しようとしているが、それさえもまだまだ乏しい状況である。

佐藤と柏女 (2009)の市町村に対する調査においては、市町村が感じている地域協議会

設置のメリットとして「情報提供・情報収集がしやすくなつた」(91.7%)、 「関係機関相互

の信頼関係」(69。 8%)が上位としてあがつているが、実際の家族に対する援助実践におい

て重要な「役害1分担の明確化」(32.2%)、「地域への子育て資源検討につながつたJ(11.5%)

などの援助機能に直接関するものに対しては実感が薄いことがわかる。地域協議会は関係
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者の結びつきを高め、情報提供・収集の場となり、情緒的なサポー トとなっているが、援

助の展開についてはまだまだその機能が実感されにくいようである。学校・保育所・保健

所などの各関係機関が本来もつ機能 (例 :学校ならば教育)に加えて、地域協議会にて与

えられた役割として、直接、家族に対して積極的に変化をもたらすような援助を行うのは

かなりの負担を強いるかもしれない。地域協議会で割り振られる役割だけでは、関係機関

が実際に家族に変化のきつかけをもたらす「チェンジエージェント」となることは大変難

しい。

地域協議会の大きな機能として「情報収集・情報共有」と「役割分担」があげられるが、

その基盤となる関係機関間の連携はいつもスムーズにいっているとは限らない。特に教育

関係および民生児童委員との連携には困難が生じることも多い (山野,2009)。 情報収集に

ついては、2010年 3月 に、すべての進行管理台帳に登録されている子どもについて、学校

等の子どもの所属機関からの定期的な報告が義務付けられた。わざわざ文部科学省と厚生

労働省の両省からの通知により報告が義務付けられたことは、今まで学校等との情報の共

有がうまくできていない場合が多かつたことが起因していると考えられる。

また、個別ケース検討会議を中心にした援助の展開プロセスをみると、この援助の展開

がリスクアセスメントを中心としたものとなっていることがわかる。児童虐待防止法、市

町村児童相談および地域協議会の運営指針でも早期発見に偏重しているきらいがあり、地

域協議会自体が子どもに対するリスクの発見・リスクの見守り等のリスクチエックに奔走

させられている傾向が見られる。山野による調査 (2009)で も、ネットワークがまだ初期

段階の市町村では、情報収集者としての役割を持つマネージャーが家族のリスクチエック

に偏重するあまりにリスクに振り回され、臨機応変さや細やかな対応が見えにくくなつて

しまっている様子が明らかにされている。リスクアセスメントの開発に関しては、上野

(1996)が分析していたように、今までのいわゆる「ケースワーク的」な支援アプローチ

から子どもの安全を強調した介入的アプローチヘの転換を図るために必要だつたのかもし

れないが、今後も地域の中で暮らす家族を支えていくような援助を在宅支援に求めるので

あれば、子どもの安全を確保するためのリスクアセスメントと並行して、家族を中心とし

た包括的なニーズの把握は不可欠だと考える。
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3口 日本の児童虐待在宅支援ケースに対する課題

以上の点を鑑みると、市町村での児童虐待ケースに対する在宅支援について地域協議会

の役害1は大変大きいと考えられるが、1)家族自身の援助過程への参加力ヽ まとんど見られな

いこと、2)ソーシャルワーク的な機能を期待される役割の分散、3)中心となる調整機関の

ソーシヤルワーク専門性の低さ、4)一部の関係機関に見られる連携の難しさ、5)包括的二

一ズの把握の不足などの点が課題として指摘できる。在宅支援を含めた児童相談体十Jが市

町村に移譲された大きな理由が家族の生活により近い支援体制が組める点であるのであれ

ば、虐待という事象を越えて、子どもが安全にその地域にこれからも生活していくために

家族の Wel卜beingの向上を目的に置き、家族のよりよい生活のためにはイ可が必要なのか、

そのために家族自身が変化することをどのように援助できるのか、という視点を含めた在

宅支援を展開していく必要がある。ゆえに、ソーシャルワークの視点を軸に積極的に家族

に働きかけ、関係機関とともに変化を促す援助を展開していける在宅支援体制が必要なの

ではないだろうか?児相および市町村が自らの役割分担を相互に理解しあい、児童虐待ケ

ースとしてではなく、より長期的な、子どもにとってそして家族にとっての最善の利益を

考えた上での在宅支援の実現が今こそ必要であると考える。そのためには、積極的に「家

族維持」を目的とした在宅支援体制を構築する必要がある。
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第 2章  「家族維持」の具体化のための拠つて立つ理論

第 1節 子どもの最善の利益

1994年に日本が子どもの権利条約に批准して以来、「子どもの最善の利益 (the best

intersts of the child)」 という言葉がよく聞かれるようになってきた。子どもの権利条

約の第 3条の「子どもの最善の利益」は広義にわたるものであり、「子どもの最善の利益」

の概念は実践に用いる時、個人の価値観や規範に基づく様々な解釈に開かれたものとなつ

ている (ノIヽ田倉,2008)。

だからこそ、子どもに対する重要な判断を行うときは、その判断に対する責任を委ねら

れた大人は「本当に最善のものを子どもに与えているのか?」 という質的基準を常に問わ

なくてはならない。多くの場合、第一義的にその判断を委ねられているのは子どもに対し

て親権をもつ親である。しかし、その親がその責任を全うできない場合、児童福祉法の第

1条 2にあるように「保護者とともに」子どもを育成する公的責任をもつ「国及び地方公

共団体」がその責任を負う。才村 (2005a)が指摘するように、この「保護者とともに」児

童を健全に育成する公的責任のあり方は、1997年に、厚生省より児童虐待ケースに対する

児相による積極的関与の通知が出されて以降、社会的なコンセンサスが強+1的な公的介入

の方向へ移行しつつある。

この「子どもの最善の利益」という言葉は、その判断を行う主体がその質的保証を行う

ことを目的としてあえて曖昧に書かれているため、その義務を全うするには、児童福祉施

策の使い手は必ず「本当に最善の利益を追求した内容となっているか」に留意しておく必

要がある。しかしながら、「何が子どもの最善の利益か」の意思決定は、援助者の個人の価

値観に委ねられるにはあまりにも責任が重大な意思決定ではないだろうか?

1994年に日本が子どもの権利条約に批准したことに伴い、この「子どもの最善の利益」

については、新たに法律が作られることはなく、児童福祉法の運用により対応がなされ現

在に至っている。未だ、児童福祉法のなかには「子どもの最善の利益」という文言は含ま

れておらず、様々な場でその言葉が多用されるのに、法的に位置付けのないままであり(芝

野,2005b)、 子どもの最善の利益の判断基準に対するガイドラインなども、現在の子ども

家庭福祉には設定されていない (柏女,2008)。

実際に、厚生労働省の児童福祉に関わる審議会において、「子どもの最善の利益」という

文言がどのような文脈で用いられたかを、審議会議事録より分析してみた。(表 2-1参照)

なお、この表の作成に当たっては、資料として、1.社会保障審議会児童部会第 1回～第
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33回 (2001年 12月 4日 ～2010年 2月 7日 )、 2.社会保障審議会児童部会児童虐待の防止

等に関する専門委員会 第 1回～第 5回 (2002年 12月 3日 ～2003年 6月 18日 )3.社会

保障審議会児童部会社会的養護専門委員会 第 1回～第 9回 (2007年 9月 7日 ～2010年 5

月27日 )、 4.社会保障審議会児童部会社会的養護のあり方に関する専門委員会 第 1回～

第 9回 (2003年 5月 23日 ～2004年 10月 21日 )、 5.社会保障審議会児童部会児童虐待防止

のための親権の在り方に関する専門委員会第 1回 (2010年 3月 31日 )の 5つの児童福祉

に関わる審議会議事録より「(子どもの)最善の利益」という文言を検索し、前後の文脈を

読み取ることにより、日本の児童福祉施策において、「子どもの最善の利益」がどのような

概念で審議に用いられているかを分析し、まとめた。

2001年 4月 から2010年 3月 末までのすべての審議会において、「子どもの最善の利益」

という文言が審議会で発言されたのは計 21回あり、その多くが子どもの権利擁護という意

味合いの中で、親の利益に相対して「子どもの利益」に焦点を置くという文脈、もしくは

抽象的に「子どもにとってよいこと」という意味で用いられていることが多かつた。2回

の発言においてのみ、「『子どもの最善の利益』の序列化を価値として持つこと」、「子ども

の最善の利益とは永続的な家族関係である」(2003年 6月 30日 、同年 10月 14日 、共に社

会的養護の在り方に関する専門委員会)との文脈の発言が両発言とも才村具理委員におい

て行われていた。また、2008年 12月 26日 の児童部会審議会で吉田委員により「子どもの

最善の利益の具体化の必要性」が平成 21年度の予算についての話題で発言されていた。以

上の結果より、施策や法の制定に最も直接影響を与えると思われる厚生労働省審議会内で

も、「子どもの最善の利益」についての言及は、抽象的な範疇をこえず、解釈を法や施策の

中に具体化するための議論はほとんどないと言わぎるを得ないことが明らかになつた。
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審 議 会 需■ :日 :鶴 11: 誰:1‐ 卜を卜,夕■li‐ 文脈■1 幕ど義め鶴曇め碁I幕|め:盤登 :め構 :務焼労 :

第4回 2003年 年6月 2日 才 村 虐待をどう見るかについて
方法論の前に、虐待対策の対応として、虐

待された子どもの福祉を最優先する視点の

必要性を説いた。

虐待された被害者としての子どもの権利の

回復を最善の利益と考えている。

第5回 2003年 年6月 18日 古 川 前回審議会報告書まとめ

児童虐待防止制度見直しの基本的視点と

して、「子どもの最善の利益への配慮を基

本的理念として」という文言を加えたという
言申日月̂

前回の才村の発言を視点として盛り込ん
だ。

2007年9月 7日

「日向ばっ

こ」代表廣
施設入所者の当事者団体代表
からのヒアリング

施設内での職員の援助に対して、施設や

職員の都合よりも子供が得られるものに重
施設側、援助者側の都合と対極のものとし

ての「子どもの最善の利益」の視点。

2007年 11月 13日
児童相談所の個別ワーカーの

資質に関する懸念

子どもの権利擁護や最善の利益をきちんと

確保できるような資質のワーカーばかりな
「子どもにとつて最もいいこと」をきちんと把

握し、対応できるという考え方。

2010年5月 27日
母子生活支援施設の最低基準

改正について

母子生活支援施設が母親主体の入退所形

態であることを指摘する上で、「子どもの最

善の利益」というよりは母親主体の制度で

あり、子どもの視点に立った時に十分なケ

母親主体居の施設形態に対する「子ども」
の最善の利益という相対的な意味でのつ

かわれ方。

り方|

審議会名 強 :::‐ トピ:,タ 支脈■■|■●■■■■|■■●■薫
=:

「子ども:め盤善め瀾l盤 1ぬ概念め:使おれ芳

第1回 2003年5月 23日 野 田
親子分離する際の専門性という
こと。

社会的養護は社会的養護としてどこまで安

定しながら子どもの最善の利益のための安

定度を保てるのかの仕組みや制度、方針
が不十分であることへの指摘ハ

児童福祉法第1条 における国と地方公共団

体の子どもの健全育成のための責務。子ど

もの権利条約第3条。

第2回 2003年聡月30日 才 村
最善の利益とは何かについての
オーダーメードの順番について。

まずは、実の親への支援。オーダーメード
の選択をするときの順番が、やはりまず家。
やはり在宅でできるだけ実の親子を離さず
に支援するということに価値をシフトをして
いくべき。

子どもの最善の利益を序列化して、それを

価値としもつことを主張。まずは実の親支

援、養子縁組、里親、施設という序列を明

言。(子どもの権利条約を引用 )

第2回 2003年6月 30日 兜森
基本姿勢として、子どもの最善
の利益の保障を置く。

リスクに応じて、地域や施設で専門的に支

援していくが、最終目標としては家族関係
再構築をもって進めていく。

子どもの最善の利益=家 族関係再構築とと

れる発言。

第5回 2003年9月 19日
全国里親 全国里親会より当専門委員会

への意見書
家庭養護の優先原理を社会的養護の基本
理念としてほしい。

子どもの最善の利益=子どもが心身共に

健康に育つこと。

第5回 2003年9月 19日 野 田 資料検討案に関する意見書

相談機能の多様化において保護者と児童

との相談を同一担 当者や部署が行う場合、

保護者の意向に従いがちである点を指摘 n

子どもの最善の利益を親の利益や言い分と

相対するものとして位置づけ、子どもが後回
しにならないように強化する必要性を強調。

第7回 2003年 10月 14日 才 村
特別養子縁組の重要性につい
て

実の親が育てられない場合に関しては、特

別養子を選ぶということが非常に大事だと
者テる^

子どもの最善の利益=永続的な家族関係

審:鎌会 :名 日:鉾 11 離 :i

「
ピリ1夕| 童脈 ■: 贈認鑑あ轟轟轟 1細:春1あ:機資ぬ韓 ,おお貴 :

第1回 2001年 12月 4日 柏 女

社会福祉という領域での児童福

祉の位置づけ。中でも相談とい

うフィールドでのサブシステムの

保護者が介入を希望しない分野で、児童福

祉関係者がどのように子どもの最善の利益

を確保できる介入を行えるかの議論。

保護者の意思と相反するものとして、確保

されるべきものとしての捉え方

第9回 2003年6月 24日 柏 女
児童虐待の防止等に関する専
門委員会での審議の報告ハ

児童虐待防止制度の見直しの基本的視点

の1つとしての基盤となる者夕 ^

子どもに焦点を当てた制度作りの基本的考

第 17回 2003年4月 9日 増 田
幼保合同保育についてのヒアリ
ング

総合保育での視点の1つとして、質の高い

俣吉弁日指すだめの留青 占ルl´ で
子どもに焦点をおいた保育・教育の根底に

当f― る者テ方月 で́

第 18回 2004年4月 23日 小笠原 幼保―元化総合施設について
―元化に際して、職員の労働条件が悪くな
り、保育の質が下がる懸金についてn

何よりも先に子どもに焦点をあて考えるとい
う支RIFr^

第20回 2004年9月 3日 岩 男 幼保一元化の中間まとめ報告
中間まとめ報告での意義・理念での文言の

明文化

「子どもの視点に立つ」ということを明示する

言葉として ^

第21回 2004年9月 30日 高 井 三位一体改革についての議論 総合施設構想に対する懸念
子どものために、子どもに焦点をあててとい
う章 峡 で ^

第23回 2005年5月 31日 高 井 少子化社会対策大綱の3(4)
子どもの最善の利益を基本として親の二一
ズを踏まえた効果的な施策

子ども側に焦点を当てつつ、親のニーズを
踏まえるという何を基本に置くかという考え
方川 で́

第27回 2006年2月 27日 清 川
児童自立支援施設のあり方に

関する研究会報告書について

「児童自立支援施設は子どもの健全な発
達口成長のために最善の利益の確保を目
指し、こういつた取り組むべき課題について

着実にひとつひとつ解決し、具体的な生活
を上げることを期待されるJと いうまとめ。

子どものためにとって最もよい状態

第29回 2008年 12月 26日 吉 田 H20年度の予算案について

4か月の全戸訪間事業日列に挙げて、形だ

けの援助ではなく、「すべての子どもの最善

の利益」をどのように保障するかの具体策

抽象論として語られてきた「子どもの最善の

利益」をどうすべての子どもに対して保証す

るかの具体化を聞いた。

時 継■ 撻脈■■■■■■■■■■■■■■■■■‖■‖| 1幕ど‖|め姜 善 め 湘 i幕1め盤 登 め 構 簿 基 姜 :

第1回 2010年3月 31日 才 村 本委員会の意義について

親の役割は子どもにとって重要だが、再統

合が不可能なケースになると、子どもの最

善の利益に焦点を当てなくてはいけなくな
る^

親子の利益を切り離して考えて、子どもに

焦点を移すことについて、子どもの利益を重

要視するという意図で用いられている。

表 2-1 厚生労働省社会福祉審議会内での「子どもの最善の利益」の使われ方
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芝野 (2005b)も 実家族によって、何らかの理由で養育されることができない子どもに対

する「社会的養護」のあり方に「子どもの最善の利益」という概念が持ち込まれているに

もかかわらず、それを積極的に議論し、操作化しようとする努力がなされていないことを

指摘している。援助者が、「最善の利益」という質的基準を保証するために何を目指してど

のような手続きを行うのか (due prOcess)が明らかにされておらず、マスコミのセンセー

ショナルな児童虐待事例の報道やそれに対する世論の高まりに反応して、場当たり的な法

や制度の改正に援助者が振り回されるという事態が起こっている。

特に、長期の親子分離および子どもの措置に関する決定については、前述した審議会内

でも話し合われているように、最も「子どもの最善の利益」について考えられなくてはい

けない決定事項である。Goldsteinら (1973)もその著書の中で、「子どもの措置に関する

決定は法律上最も上級の決定事項であり、子どもの心理的ニーズを最も満たせる人間とは

だれかを決めるという大変複雑な決定をはらんでいる (p.4)」 と述べ、「子どもの最善の利

益 (丁he best interests of the child)」 について記した著書 3部作の中で、「子どもの措

置や親権に関する法的判断」のためのガイドラインを実際の判例を用いて説明している。

特にGoldsteinら は、第 1作目の中で子どもの健全な発達のためには「子どもの身体的・

心理的ニーズに関心を払い、それを満たすことによって、子どもに自分が大事にされ欲さ

れていると感じさせる少なくとも1人の大人=心理的親」の存在が必要であると述べ、そ

の重要性を強調した。

さらに同書の中で、「子どもの利益は家族が外部からいちいち監視されずに自律的な単位

として尊重されることで、最も効果的に達成される」とし、「必要最小限度の公的介入」を

大前提として掲げた。そこでは、法律や制度が親子関係という人間関係に立ち入ることの

限界と、援助者や法律家が持ちがちな「救済幻想」を指摘し、措置に至るまでに、対象と

なる子どもは、措置そのものに内在している不利益をすでに負つていることを関係者は自

覚すべきだと主張した。措置に関する決定基準は「最も有害でない選択肢」を基準とし、

介入する事の弊害が、現在子どもが親から被つている害よりも小さいと判断される場合の

み、介入が正当化されるとした。また子どもを家庭外へ措置する際は、その手続きの中で、

必ず次の 3つの重要要素について考慮しなくてはならないとした。

重要要素の 1つ日は、「心理的親との関係の継続性」である。特定の心理的親との関係の

もとにおいて、子どものニーズは最も効果的に充足される。措置の決定をする場合は、子

ども自身が、「何が最善の利益であるかを決定し、実行することが可能な自律的な親を持つ
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権利」と、「その親との関係を分断されない権利」があることを忘れてはならないとしてい

る。「(子どもにとって)親が人格的に未熟で、不安定だつたとしても、子どもは情緒的な

絆をその親と持つ (Goldstein et al.,1973,p.19)」 のであり、「心理的親との絆に介入

し、それを分断することは、親が (社会的にみて)適切な親であろうが不適切な親であろ

うが、子どもにとって大きな情緒的ダメージを与える」ことを忘れてはならないとしてい

る。

2つ目の重要な要素は「子ども特有の時間感覚」である。大人にとっては短期間であつ

ても子どもの発達段階に応じて、心理的親との分離が与える影響は大きい。措置の決定を

行う場合には、子どもの発達段階に応じた子どもの主観的時間感覚に考慮したものでなけ

ればならない。

3つ目の重要な要素は「専門知識による予測の限界性」である。「措置に対する決定にお

いて、法律は親子関係を見張ることもできないし、遠い将来を予測することもできないと

いう限界を考慮しておかなくてはならない (p.49)」 。そして「法律は思い上がりをやめて、

子どもが傷つくことを回避するに留め、子どもの未来を予測するにしても短期間の予測に

すべきである (p.52)」 と指摘している (Goldstein et al.,1973)。 子どもが誰の眼にも

過酷な家族状況に置かれている極端な場合は別として、専門家は、断片的な専門知識の接

合に基づき子どもの現在と将来にとっての最善の利益を細部にわたって判断していく指導

的権限を自らに認める考え方そのものを見直すべきであるという訓示は、子どもの最善の

利益についての議論を深める際に、我々、援助者が大前提として心の中に刻んでおくべき

ことであろう。

第 2作目の「Before the Best interests of the Child」 (Goldstein,Solnit&Freud,

1979)に おいては、「家族の統合性 (family integrity)」 と「最小限の公的介入」(minimum

state intervention)を議論の核としている。前作の 3つの原則を基盤としながら、いか

なる場合にその「最ノJヽ限の公的介入」がおこなわれるべきかが論じられている。「最小限の

公的介入」は、公的権力が家族に対して介入する際の根拠となる「Parens Patrae」 理論を

行使する際に、回答すべき3つの質問が提示されている。1つ目は、「親子関係に介入する

際には何が前提条件となるか」である。つまり、公的権力が親子関係に介入することの必

要性を証明することができるか、である。条件として、公的権力が「最も有害でない選択

肢」を示せない場合は、介入するべきではない。2つ目は、「親子関係に介入するのに十分

な原因とは1可か」である。そして、その原因に対して誰がどれだけの説明を果たさなくて
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はならないかという問題である。親子関係に介入する際に、公的権力は何を根拠として親

子関係に介入するのかをはつきりと示す必要がある。3つ目は、前の 2つの質問に回答で

きたならば、「家庭外措置が最も有害でない選択肢となるか」である。子どもを措置する場

合には、その措置という選択肢が、(子どもを措置せず)家族を支援することよりも、子ど

もにとって害が少ないことを証明しなくてはならない。ここでも、「子どもの措置は子ども

の最善の利益のためになされるのではなく、(今子どもがいる状況よりも)害が少ない選択

をしているにすぎないということを援助者は理解しておく必要がある」とGoldsteinら は

繰り返し強調する。

加えて、第 3作目にあたる「In the Best interests of the Child」 (Goldstein,Freud,

Solnit,Freud&Goldstein,1986)で は、措置の判断を下す時に専門家が陥りがちな危険

として、「他の専門領域に越境してしまうこと」や「同じ家族に対して2つの違う役割を同

時に担ってしまうこと」、「子どもに対して親のようにふるまつて子どもを混舌Lさせてしま

うこと」(p.222)を挙げ、「子どもに対する措置は現在の子どものための利益ではなく、過

去に子どもに関わる大人や公的権力が与えた悪影響から回復させるために使われるべきで

ある」(p.225)と述べ、「(子どもの措置における)子どもの最善の利益はもっとも害の少

ない選択肢を子どもに提供することである」(p.228)と再述することでその 3部作の結び

としている。

これらの著書の中で示されたガイドラインは、米国において1980年の連邦法「養子縁組

援助と子どもの福祉に関する法律 (Adoption Assistance and Child Welfare Act,以 下 AACWA)

の中で法的手続きとして具体化された。とくに第 1部の「Beyond the Best interests of the

Child」 で示された 3つの重要要素である「心理的親との関係の継続性」、「子ども特有の時

間感覚」、「専門知識による予測の限界性」および「最も有害でない選択肢」という考え方

は本連邦法の中で「Permanency Planning(パーマネンシープランニング)」 、「Reasonable

Efforts(援助専門職の正当な努力)」 「Least Restrictive Alternatives(も っとも拘束の

少ない援助の選択肢)」 として子どもの措置に対する手続きの 3本柱として組み込まれた

(Schuerman,Rzepnicki&Littel,1994;芝野ヮ2005b)。 特に「心理的親との関係性の継

続性」は「子どもが元の家族にとどまれるように、または他の家族に永続的に養育される

ように」、「短期間に子どもが養親や保護者との間に継続した関係が築ける、そしてその関

係が生涯続くことを目的に実行される系統だつた援助のプロセス」つまり「Permanency

Planning」 (Maluccio,Fein,and Olmstead,1986)と して Family Preservationに 実践化
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されることの起源となった要素であり、本研究にとって最も重要な要素であるといつてよ

い。

Goldsteinら が提唱したこの「子どもの最善の利益」を考慮した措置に関する考え方の

ガイドラインは、親権をめぐる子どもの措置を考えるという特定の状況下での考え方を示

しており、子どもの権利条約第 3条に示された、「子どもの最善の利益」とは同じ言葉であ

れ、その出自も性質も異なるものである。先にも述べたが、日本においては「子どもの最

善の利益」に対する概念は「親ではなく子ども中心に考えよう」「子どもにとつて常によい

ことを考えよう」などの「心がけ」を表す抽象的な表現の域を出ていないのが現状である。

日本の児童福祉施策とくに社会的養護において「子どもの最善の利益」を操作化し、子ど

もにとって最善の利益の証 (evidence)を誰が見ても理解できるようにするという課題は

未だ残つたままである (芝野,2005b)。 児童虐待事例の場合、親子分離する際の大義名分

として「子どもの最善の利益」という言葉が使われるが、Goldsteinら が指摘するように

既にその時点に至るまでに子どもは傷ついていること、これ以上、子どもの福利を損なわ

ないための選択肢として、家庭外措置が本当に「もっとも害が少ない選択肢」なのかとい

うことを援助者は自問しなくてはならない。しかし、何が子どもにとって「最も害が少な

い選択肢」なのかは個々のケースによって違うし、それを判断する援助者の価値観によっ

ても左右されるだろう。そのためには日本の社会的養護の方向性として子どもの最善の利

益を具体化させた形での「手続き」をはつきりさせておく必要がある。連邦法AACWAに お

いて、その手続きは「もっとも拘束の少ない方法での援助」順でのヒエラルキーで確立さ

れており、その優先順位は 1.家族維持
1(maintaining the child in her or his own home)、

2.家族再統合 (reunification of placed children with their biological families)、

3.養子縁組 (adOption),4.長期里親 (permanent or long term foster families in

special situations)、 5.施設ケア (care in institutions)と なっている (Pecora,

Whittaker, Maluccio, Barth, Depanfilis&Plotonic, 2009; Schuerman et al., 1994; 蔵菫

野 ,2005)。
2

芝野は「子どもの最善の利益」を「子どもに 酔b理的親のいる家庭環境』を社会の責任

1 厳密にいえば、家族維持はパーマネンシープランニングには含まれず、それ以前の前提条件とさ
れることもあるが、要保護児童とその家庭に対する最優先事項であることにはかわりないと考える。
2 1997年 以降、Adoption and Safety Family Actに よりこの序列については並行プランニング
(concurrent planning)の義務付けにより、家族再統合については、その可能性を検討したうえで、

長期里親ケアや養子縁組のパーマネンシープランニングも同時並行で、目的として設けることにな
つており、完全な序列ではなくなっている。

32



第 2章  「家族維持」具体化のための拠つて立つ理論

として保障する仕組み、すなわち子どもに『安全で安定した成長の環境』を用意すること」

と定義づけている (芝野,2005b)。 実際、子どもたちの中に内在化された心理的親との肯

定的な関係が子どもたちのウェルビーイングを高めること、特に 3歳以下であれば実親と

の関係が重要となることは、畠中と木村 (2006)に よる在宅および児童養護施設入所中の

中学生に対する実証的研究でも明らかである。つまりGoldsteinら の考えを踏まえた芝野

の定義は、現在の日本の子どもたちの「最善の利益」の定義として極めて適切であると言

える。

ゆえに、本研究においても、Goldsteinら の研究成果を参考とし、この芝野の定義を「子

どもの最善の利益」の定義として採用したい。加えて Goldsteinら が提唱した基本原則、

「心理的親との関係の継続性」、「子ども特有の時間感覚」、「専門知識による予測の限界性」

および「最も有害でない選択肢」を踏まえた手続きを鑑み、その最優先事項である「家族

維持 (Family Preservation)」 の重要性を強調したい。また、Goldsteinら の提唱した「心

理的親との関係の継続性」を踏まえ、「心理的親との永続的な関係の下での養育環境」を本

研究で用いる「パーマネンシー」の定義とする。そしてすべての措置の可能性があるケー

スに対して、子どもの実親との関係を維持・修復しようと努力したことを援助者は証明し

なくてはいけないという考えこそが「Reasonable Efforts(正 当な努力)」 である。この

「Reasonable Efforts」 は本研究にとって最も重要な概念となるため、後の章でさらに詳

しく論じることにしたい。

第 2節 Fam:ly Centered Practiceに おける概念的枠組み

本研究のテーマである家族維持において焦点となるのは家族全体である。家族を関心の対象

の単位とし、援助提供の対象として考えるソーシャルワークの実践モデルの一つであるFamily

Centered Practice(以下 FCP)は、家族維持という限定的な実践モデルの根幹を支える包括的

実践モデルの一つである (Hartman&Laird,1983)。 tthe US Department of Health and Human

Servicesの AdministrationofChildrenandFamiliesの HP(http:〃剛 .childwelfare.gov/)

では、FCPは「家族に対して支援を展開する際の一方法」であり、「家族が持つ子どもの養育と

保護機能を強化するためのサービス提供システム全般に用いられ、家族やコミュニティという

文脈の中での子どものニーズと福利に焦点をあてたもの」とされている。FCPは家族関係にお

ける強みを認め、その強みの上によりよい結果を築こうとするものである。また、家族とは「実

家族、再婚等による混合家族 (Blended)、 親戚、里親、養子縁組などの幅広い種類の家族を含
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む」と定義されている (丁he US Department of Health and Huttn Servlces劇輛nistration of

ChHdren and Families)。 またFCPのアプローチは多くの場合はコミュニティを基盤とし、児

童虐待ケースだけではなく、対象も障がい児のいる家族、薬物依存の親や服役中の親のいる家

族など幅広い家族に対しても用いることができる (Leal,2∞ 5)。 本節では、対象と目的を限定

して行われる実践モデルの一つであるFamH y Preservationと その上位に位置する包括的実践

モデルであるFCP、 またFCPを支える概念的枠組みについて整理していく (図 2-1)。

Fam‖y Centered Practiceと Family PreservationdD

概念的関係図
(レビューを元に筆者が作成 )

図2-l Ftti!y Centered Practiceと Ftti!y Preservationの概念的関係日

FCP発祥の地であるアメリカにおいても、1980年以前は、児童福祉制度は家族を援助の

対象とはしていなかった。むしろ、子どもを保護し、子どもを保護した後は、なるべく実

親を忘れるように働きかけていた(Child Welfare League of Amer:ca,2003)。 この FCPが

実践において具体化された 3つの実践の流れ として、Child Welfare Leatte of

America(2∞3)は 1。 Permanency Planning、 2.Family Support、 3。 Fam:!y Preservation

を挙げている。 Family Centered Serv:cesと いう言葉で、家族を対象として強化・支援 ロ

介入を行い、すべての家族メンバーを援助することを目的としたサービスを総称すること

も多く、先述の 2。 Family Support、 3。 Family Preservat:onがそれらのサービスを内包

した限定的な実践モデルにあたる。ttells&Fuller,2000)。

なぜ家族を関心の対象単位 (a un:t of attention)と してとらえるのか?そこには、「子

どもの成長のために最適な場所は家庭である」という価値が根本にある。この「家族尊重」

概
念
的
枠
組
み
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の価値観は1909年第 1回ホワイトハウス会議において宣言され、以来児童福祉の基調とな

つている。また、ソーシャルワークの発展の流れからみるとHoH is(1964)以来の「心理社

会的枠組み」の流れにおける「状況の中の人間 (person in situation)」 の概念と生態学

的概念との融合である「システム論的認識論」において提唱された「家族を個人が所属し

ている環境としてとらえ、個人=家族■社会の相互作用が個人の行動に反映されるという

考え方 (Bronfenbrenner,1979)」 が元となつている。この生態学的視点 (ecological

perspect:ve)は FCPを支える概念的枠組みの 1つとされており、FCPに おける援助手続き

にも大しヽこ反映されている。また日本においても、家族という環境が子どものウェルビー

イングに対して大きな影響を与えるという実証的調査の結果も報告されており (畠中 口木

村,2006)、 家族を対象として援助を行うことが結果として子どもに対して良い結果をもた

らすことは広く認知されている。児童虐待ケースについては、子どもへのリスク判断によ

つては、児童を保護することを優先させ、親子分離をする必要に迫られる場合がある。し

かし、家族自体が変化し、子どもにとって安全な環境とならない限り、子どもは実家族に

戻ることはできない。また、家族が変わらない限り、その家族に新しい子どもができたら

同じことが起こりうる。環境としての家族に対して変化をもたらすことを目的に援助をし

なければ、応急処置及び対処療法をしたにすぎなくなってしまう。児童の保護は一時的な

処置であり、FCPは児童虐待ケースにおいても、子どもの安全が確保される限り用いられ

るべき包括的な実践モデルである。

日本の児童福祉施策が戦後の「児童保護」より、「児童福祉」を経て家族に目を向け始め

たのは子どもの権利条約への批准や国際家族年を経て、家族の重要性を強く意識させられ

たことへの影響が大きい (山縣,2010)。 1998年に初めて「子ども家庭福祉論」という名

称を用いたテキス トが出版され、高橋 (1998)はその中で、伝統的な「児童福祉」行政は

「親が責任を持つかまたは問題が起これば行政処分という形で子どもの保護を行うかの二

分法 (p12)」 であったと批判し、子どもと家庭を一体として把握し、子どもの帰属する家

庭 (親)への支援を充実させるための「子ども家庭福祉」という概念への転換を主張した3。

3なお、高橋 (1998)は家族は「扶養のシステムにかかわる少数の近親者」であるとし、家庭は「家族

およびそれに属する人びと」であり、「家庭を構成する成員相互が、情緒に基づく相互作用を行うこ

とによって、生理的、社会的、文化的、保健的欲求を充足するシステム」であるとし、親族関係に

とらわれない「家庭」という言葉を用いて「子ども家庭福祉」としている。本研究においては実家

族に対する支援を中心とした「家族維持」力潮 究のテーマであること、FCPに おけるFamilyの定義

は、「『家族』としてのアイデンティティを持つており、その関係性にコミット"∝mit"している2

人以上の人」(Pecora et al,2009,p.63)であり、高橋の「家庭」の定義とほぼ同義である。本研
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また子どもを対象にした専門職である保育士資格が法定化され国家資格となると同時に、

その養成課程に2002年「家族援助論」が位置付けられたのも家族を対象とした支援・援助

についての重要性力ヽ 忍知された徴であるといえる。畠中 (2003)は 「家族福祉」を「家族

成員の一人ひとりが誰も犠牲にならないで集団として自己実現していくだけの自立的遂行

の援助の実践とその援助サービスの体系 (p.172)」 と定義し、その実現には学際的なアプロ

ーチが必要であると述べた。しかしながら、家族を対象にした援助展開において拠つて立

つ理論となるべき概念的枠組みは日本においては紹介されていない4。

そこで、本節ではPecora他 (2009)が示したFCPの概念的枠組みである5つの視点 (図

2-2)を紹介し、FCP実践の 1つである家族維持 (Family Preservation)で の援助実践に

おいて、どのように解釈しうるかを考えてみたい。

FCPを支える概念的枠組みとしてPecoraほか (2009)は 5つの視点を紹介している。原案

は4つの視点より構成されていたが、2009年に紹介された枠組みには5つ目の要素となる

「リスクと保護要素」力渤口えられている (図 2-2)。

Fa m‖ y Centered Pract:ceの 概 念 自勺枠 組 み

エコロジカル視 点 リスクと保護要素 コンピテンス視点

Fa m‖y Centered Practice

パーマネンシープ
ランニング視点

発達的視 点

Maluccioによる図 (PecOra et al′ 2009;p85)を 日本語訳
したもの

図 2-2 F釧 :!y Centered Practiceの概念的枠組み

1つ目の「エコロジカル視点」はこの5つの視点の中でも基盤となる視点であり、他の3

究の中心テーマの「家族維持」は実家族にこだわり、システムの焦点を「家族」という複数の人間
の集合体にあてるため、あえてFamilyの訳語として「家族」を用いることとする。

4家
族援助のターゲット及びその全体像を示すための構成要素については山縣 (2009)が提示したも

のがあるが、ここでは援助を行う際のよりどころとなるべき理論的枠組みの不在について言及した
い。
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つの視点、コンピテンス視点、発達的視点、リスクと保護要素も包含した視点でもある。

子どもにとって家族は保護的かつ変化を与えるミクロシステムであり、子ども自身、家族

そして社会的なレベルでリスクと保護要素を見つけ出し、その中での複雑な作用を改善し

ていくことこそが実践の目的となる。家族を対象として、養育機能のみではなく生活全体

を包括的に援助する家族維持の実践は環境の中で家族を捉え、家族の中で親および子ども

を捉えるエコロジカル視点に端を発したものである。

2つ目は「コンピテンス視点」である。Germain(1992)は Robert Whiteの 概念を参考と

し、コンピテンス (c ompetence)を 「その環境で『効果』を上げるような方向へ向けられ

る本能的な力と、環境とともに成長する経験を探し求めること(p.10)」 だと定義し、自説

の生活モデルの概念的枠組みとして取り入れた。このコンピテンスという概念は、FCP以

外にも多くのソーシャルワークの実践モデルの中で概念的枠組みとして用いられている。

コンピテンス視点は家族へのエンパワメントの基本となる考え方である。コンピテンス視

点を踏まえ、エンパワメント実践を行うために大切な要素として、家族自身の意思決定ヘ

の参加、家族自身の強み、問題解決能力、自立心が挙げられている。家族維持において、

親のコンピテンスを信じ、生活のための継続的かつ包括的な支援を提供することこそ、工

コロジカル視点 ロコンピテンス視点・発達的視点に沿つて行われる実践である (Pecora et

al., 2009 )。

3つ目の「発達的視点」は、人間は環境との交互作用を通じて生涯、発達していくとい

う考えを基本としている。そして環境の変化に合わせて人間自体も変化し続けるという環

境との交互作用と、家族にあるコンテクス トにおいての人間の機能 口成長を理解するため

の拠つて立つ視座 (a frame of reference)を 提供する視点である (Germain,1973:Pecora

et al口 ,2009)。 発達段階についてはFreudを始めとした固定した発達段階があるという

考え方と個人、家族によってその段階が様々であるという考え方がある (Germain,1987)

が、ここで枠組みとして使用されるのは、後者の方であり、Germain(1991)は 人間の発達

は社会的、物理的環境との間の複雑かつ相互依存的な関係における力動的なプロセスであ

ると述べた。家族を取り巻く環境が変化することによりその交互作用にも変化が及ぶとい

う考え方は、家族全体とその家族のいる環境に対して働きかけることをターゲットとした

家族維持にも使われている視点である。

4つ目の視点である「パーマネンシープランニング視点」については、Goldsteinら (1973)

が述べた子どもの措置に関する基準を概念化した視点である。Pecoraほか (2009)は この

「
′

０
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視点を「実家族の重要性と家庭で子どもが養育されることの価値に重点をおいた哲学」と

紹介し(p.74)、 子どものパーマネンシーを守るためには、家族が持つ問題と子どもの安全

とのバランスに焦点をあてた実践、つまり、家族維持 (Family Preservation)に もっと関

心をむけるべきだと主張している。

FCPの概念的枠組みの中でもっとも新しく加えられた 5つ目の視点はリスクと保護要素

である。他の 4つの視点 (perspectives)と は違う次元から切り込むように図示されてい

るこの要素はFCPに おける革新的な概念要素である。リスクと保護要素の考え方は、予防

科学における流れの中で生み出された考え方であり、リスク軽減に対する試みを目的とし

たものである。リスクとレジリエンスアプローチとして紹介されることも多い (Greene,

2007)。 貧困家庭などのハイリスクとみなされる家族で養育されても、成功した成人となつ

た多くの子どもたちがいる事実をとらえ、リスクに焦点を当てるよりも、それを緩和 口軽

減させる要素に焦点をあてようとする考え方である。児童虐待においては、家族がもつ児

童虐待やネグレクトにつながるリスク要素と子どもの安全と家族全体のウェルビーイング

を促進させる保護要素の考え方の両方が必要である (丁he US Department of Health and

Human Services. Administration of Children and Families)。

リスク要素とは危機的および否定的な出来事を経験した人が将来、その悪影響を受け,

問題を発生させたり、ス トレスを高じたりする可能性のことであり、内的要素である生物

的なリスク要素と外的な環境的リスク要素がある (Encyclopedia of Social Work 20th ed.,

2010)。 実際にリスク要素には、リスク自体が除去可能なものと除去することが難しいもの

とがある。たとえば、障がいがある子どもなどは、障がい自体を取り除くことは難しい。

ひとり親家庭も同じである。この場合、リスクだけに焦点を当てているだけでは効果的な

援助が期待できない。一方、保護要素はリスクからの影響を緩和し、発達における成功し

た成果の可能性を上げるものである。保護要因の場合も内的 日外的の両方があり、アセス

メント結果によっては、ソーシャルワーカーはクライエントの回復能力を強化し、サポー

トネットワークを補強することができる (Greene,2007)。 FCPに おけるリスク及び保護要

素は 1)子ども自身・家族 (親 )・ コミュニティ、2)社会、3)環境の 3つの領域に分別す

ることができる (Pecora et al口 ,2009)。

日本においても 2000年前後より児童虐待に対するリスクアセスメントの研究が盛んと

なり、早期発見という目的のもとに「リスクを見つけること」に力が注がれていた時代が

あつた。昨今、リスク偏重傾向への反省を含めて、ス トレングス視点やエンパワメント実

38



第 2章  「家族維持」具体化のための拠つて立つ理論

践などの流れとともに、「サインズ・オブロセーフティアプローチ」(丁urnell&Edwards,1999)

などの保護要素もアセスメントの対象とする方法論も紹介され始めた。しかしながら、措

置前の在宅支援、特に市町村の在宅支援においてはリスクアセスメント以外のアセスメン

トが十分されているとは言い難い現状もあり、されていたとしても十分に援助に結び付け

られていないことも多い (加藤,2005;山野,2009)。 家族維持は子どもの安全へのリスク

のみに集中するのではなく、あくまで家族本来がもつ養育機能を促すこと、家族が持つて

いる保護要素を的確にアセスメントし、それを増進させることで子どもの養育に適した安

全な環境を作り上げることを目的とした実践である。家族維持は最もリスク要素と保護要

素について敏感であり、正確に把握し、バランスをとることを必要とされる実践と言つて

もよいだろう。

以上、本論文のテーマである「家族維持」の包括的実践理論となる Family Centered

Practiceにおける概念的枠組みについて整理をした。これらの概念は、「家族維持」の実

践においても援助者の価値・態度・援助方法のミクロ的分野に始まり、制度・法律・施策

等のマクロ的分里刊こおいてしっかりと認識しておくべき重要な概念である。本研究におい

ても、この FCPの概念を視座として研究を展開していくこととする。
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第 3章 日本における家族支援についての考察

―日本における親子分離に対する考え方の変遷と現状―

第 1章でも触れたが、1997年に厚生労働省が第 434号通知を出し、2000年に児童虐待防

止法が制定されてから後、子どもの安全のためには親子分離を辞さない態度が児相に求め

られ続けている。その結果として、児童養護施設及び乳児院への入所児数は年々増加傾向

にあり、平成22年度の全国の児童養護施設の定員充足率は平均87.6%(厚生労働省,201lb)

である。平成 20年度児童養護施設等入所児童調査結果によると、児童養護施設入所児童の

入所理由が児童虐待であるケースは全体の 14.4%、 ネグレクトのケースは 13.8%となつて

いる。また被虐待経験がある入所児童は児童養護入所児全体の 53.4%を 占める結果となつ

ており、入所児童の半数以上が虐待という背景を抱えていることが分かる。本章では、こ

のような現状を踏まえて、親子分離に対して積極的になつていく日本の児童虐待施策に対

して次の 3つの点を指摘し、なぜ日本の児童福祉施策に「家族再統合」とともに「家族維

持」の試みが必要なのかを議論したい。

まず 1つ日として、親子分離のみが児童虐待 (時にはネグレクト)に対する効果的な手

段になつていることが、虐待を背景とした入所児童の増加の主な原因となつている可能性

を指摘したい。特に、虐待をしている親が指導に乗らない場合、従来の方法のままでは子

どもの安全を確保しきれないことから、立ち入り調査、一時保護、施設入所という流れの

いわゆる介入的アプローチやハー ドァプローチといわれる方法論が展開されるようになつ

てきた。これは今までの児相が感じてきた「優しさを前面に打ち出した対応」による無力

さからの反省 (津崎,2003;才村,2005a)から生まれたものである。津崎 (2003)は この

「権威に裏付けられた毅然たる対応を行うソーシャルワーク」である「ハー ドアプローチ」

により、一歩も後に引かない強い姿勢をとり続けることにより、保護者は始めて挫折体験

を味わい、気弱になり、そこで受容的アプローチをとることにより、保護者の態度の変容

を促し指導に導きやすくなるとし、子どもの安全確保だけでなく、親の態度を変容させる

手段として大変効果的であると提唱した。さらに、津崎 (2008)は 「早期発見 日早期の安

全確認→速やかな子どもの保護→二―ズに乏しい親に対する改善の効果的指導枠組み→子

どもの心の傷の回復の手立ての整備→改善・回復を前提とした親子の再統合を目指す取り

組み→家庭復帰が困難である子どもたちを対象にした里親などの新たな代替家庭の提供、

あるいは自立を可能にするための保護・支援機能の整備 (p.19)」 の流れの支援の形を提唱

し、「介入型支援」と呼んだ。2000年の児童虐待防止法制定以降、この介入型支援に向か
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つて法律・制度は移行しつつある。しかし、この方向性に対して懸念を示す声も少なくな

い。才村 (2005)は、「ソーシャルワークは虐待事例の前では無力」として、強+1的介入を

盲信する児童相談所職員がいることが「児童相談所の福祉警察化」と椰楡される原因とな

つている事実を指摘している。また竹中 (2003)は 、介入的ソーシャルワークと受容的ソ

ーシヤルワークの 2極化について、2分裂されている事実を指摘し、両者の統合の可能性

を無視しているという批判もあるとした。川崎 (2006)も 「職権により子どもを保護した

ことで家庭引き取りを願う保護者が指導を受けることもある。だからといつて保護者を指

導する『手段』として子どもから親を引き離すのは本末転倒である(p.141)」 と親子分離を

親の行動変容のために積極的に用いるやり方について反論している。

この津崎による「介入的支援」の流れをうけて、立ち入り調査、一時保護の意味合いも

変わりつつある。以前は、立ち入り調査は原則的に児童福祉法 28条申し立てを想定してい

るケースについてのみ行われるものであり、立ち入り調査を行う前に家庭裁判所の審判に

耐えるだけの証拠がなければ実効性に欠けると考えられていたが、現在はそれを前提とは

していない。立ち入り調査は「調査」ではなく、「初対面の保護者との対立関係を前提とし

た手法 (平野,2008,p。 31)」 であるとしている。また多くの実践現場で立ち入り調査は一

時保護と連動している場合が多い。一時保護においても、以前は、保護者の同意を得るこ

とが前提であった (厚生省児童家庭局,1977)が、1990年「児童相談所運営指針」では、

親権者の同意が得られない場合にも行うことができると明記され、1998年の改正版では、

「一時保護の強行性」という表現が使われることで、以降、立ち入り調査と連動しての一

時保護という考えが定着していつた。立ち入り調査自体においてもその強制力を強めるこ

ととなり、2007年度の児童虐待防止法改正においては (第 9条の 3第 1項)には 晴翠錠を

伴う立ち入り調査の強化および拒否した者に対する罰金額の引き上げ」、「臨検、捜索等」

の処分などが付け加えられた。また 2010年夏に大阪市で起こつた幼児 2名の死亡事件に次

いで、同年 8月 に厚生労働省は「安全確認の徹底に関しての通知」を、9月 には「虐待通

告のあつた児童の安全確認の手引き」を各児童相談所向けに通達した。以上のように、さ

らに安全確認 口安全確保は強行的になりつつある。本論文は子どもの安全確保の徹底に対

して反対、または、子どもの安全を犠牲にすることを肯定しているのでは決してない。し

かし、このようなこれまでのケースワーク路線から逆行するような勢いでの親権に対する

強行性により、日先の安全確保と救命のみが目標となり、家族への初回の接触段階からす

でに一時保護 口親子分離へと流れてしまうことは、家族としての統合性に配慮することが
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できず、家族維持の可能性を探る機会を見失つてしまうのではないかと危惧している。児

童虐待事例に対する支援の方向性が一方向のみになつてしまうことで、家族に対して包括

的な支援を措置前に行う可能性が狭められる危険性を懸念しているのである。芝野 (2005b)

もアメリカの 1974年「児童虐待防止及び処遇法」 (Child Abuse Prevention and ttreatment

Act)成立後の、子どもたちの命を救うことが至上命令であり、虐待を受けている子どもた

ちは「救命」と「保護」の名の下に虐待者である親から次々に引き離された状況と 2000

年に児童虐待防止法が成立した後の日本の現状の類似性を指摘し、親権の効力をそのまま

にしたまま、パーマネンシーの理念のバックボーンを持たない状況の下での援助の流れに

対して警鐘を鳴らしており、その様子を「目先の安全という薄明かりのみを頼りに、まさ

にジャングルの中を地図や装具を持たずに進むことになってしまっている (p.367)」 状況

であると指摘した。一時保護はあくまでも子どもの安全確保の目的で用いるものであり、

親に言うことを聞かせるための手段として用いるものではない。子どもの身柄を保護し、

安全を確保するのみで援助を終えるのであれば、ソーシャルワークでなく警察が行えばよ

い。子どもの安全を確保しながら、子どもが家族のもとで安全で安心して生活できるよう

に援助を提供する「正当な努力」を行うこと、そして何よりも大事なことは、それが可能

であるか見極めること、それが児童虐待という問題に関わるソーシャルワークとしての使

命ではないのだろうか?そ して、その使命を遂行できるような、「介入型支援」以外の方

向性を示す法的制度が整えられるべきである。また、津崎が示すような「介入的アプロー

チ」も熟練の実践者の中では、長年積み重ねられた経験から「受容的アプローチ」と融合

され、必要な時において「毅然とした態度」として顕示されるものであり、実際の現場に

おいては分離されておらず自然と援助テクニックの中に組み込まれているものであると考

える。津崎 (2003)も 「力で押さえ込めといっているのではない」と述べ、最終的には習

癖化した問題解決のパターンに歯止めをかけたうえで、親の背負つている苦労や悲しみに

思いを馳せ、その気持ちを汲み取つてより現実にかなう行動を彼ら口彼女らが選択できる

ことに導く重要性を訴えている。決して「介入的アプローチ」に偏重して親に真つ向から

対抗することだけを推奨しているのではないのである。そのアプローチを使いこなすには

高い専門性と多くの現場経験が必要であり、「家族全体」のウェルビーイングに対する援助

者の責任を忘れてはいけない。川崎 (2006)は、「児童虐待の加害者となつてしまう保護者

は、これ以上ないというほどの苦しみ、困難を味あわされ、また人権侵害の被害者の側に

立たされてきたのであり、その果てに到達したのが児童虐待という結果なのである。だと
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したら保護者自身が、まずは精神的 口物理的に、また社会的に十分な援助を与えられなけ

ればならない(p.90)」 と述べた。家族の最善の利益を守ることで、子どもの最善の利益を

守る方法があるのだということを忘れてはならない。

2つ目の議論として長期の家庭外措置にとって子どもの最善の利益であるパーマネンシ

ーの確保のための制度が現時点では未成熟 (premature)な 点である。ここで指摘している

のは次の 2つの状況についてである。1つ目の未成熟な状況は長期の家庭外措置の判断に

際して、親子分離の正当性および必然性を客観的に証明するシステムが未だ整ってはいな

い点である。事実、平成 24年 4月 1日 の「民法等の一部を改正する法律」の施行により2

年以内の期間に限つて親権の停止制度が新設される (厚生労働省,201lc;厚生労働省ヮ

201ld;法務省,2011)。 この制度に該当する事案として想定されているのは、「祖父母や親

族が養育するのが相当であるが、親権者がそのことに納得せず、親権を喪失するのもちゅ

うちょされるような事案 (法務省,2011)」 、「入所ケースにおいて不当な主張が繰り返され

る、または繰り返されるおそれがあることにより、児童の安定的な監護が損なわれるおそ

れがある場合 (厚生労働省,201ld)」 、「緊急時以外の医療ネグレク ト事案 (厚生労働省,

201ld)」 、「在宅でも性的虐待のケース (厚生労働省,201ld)」 などであり、筆者が論じて

いるような司法という中立的な立場で、パーマネンシーの確保のために親子分離が必要か

どうかを客観的に判断することをねらったものではない。また停止解除の条件に伴う保護

者に対する指導に対しては、議論の段階から、司法関係者は極めて消極的な態度であり、

「施設入所中などの子どもの養護上、必要であるケースに対して関与する」という運用が

主ではないかと昇・込まれる (法務省,2011)。 このまま、「分離の正当性・必然性を証明す

る」という制度が整えられないまま親権制限の処分が行われてしまうことがないようにし

てほしい。この制度を「子どもの最善の利益」のために、運用していくには、これから事

案を積み重ねていく必要があり、時間が必要となるだろう。

次に、2つ目の未成熟な状況として、日本の社会的養護の現場が子どものパーマネンシ

ーを保証するという観点からは、未成熟な状況を脱していないことを指摘したい。実際、

家庭外措置になつた子どもたちの約 9割が児童養護施設に入所
1している中で、職員配置等

を定めた「児童福祉施設最低基準」はここ30年近くの間、改正されてはいない(才村,2008)。

1平成 21年度 (年度末実績)において児童養護施設の在所児は29,587人、里親委託児は3,836人で

あつた (厚生労働省,201le)。
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また、日本は国際的に見ても、親のケアを受けていない子どもに対する代替的養護が不十

分であることに対して、再三の勧告を国連子どもの権利委員会から受けている(平野,2010)。

パーマネンシーの保証、つまり、「心理的親との永続的な関係の下での養育環境」の保証と

いう観点では、施設において職員がどんなに努力しても、必ずしも入所している子どもの

発達に対して万全の環境であるとは言えない。特に職員配置の問題では、金子 (2004)が

指摘するように、現在の交代勤務制で複数の職員が養育に携わる中では、特別な大人との

永続的な関係を保障することはできず、心理・社会的関係を構築することが難しい。施設

現場で働いた経験がある者ならば誰でもどれだけ職員が精魂を込めて子どもと向き合つて

も、施設という環境の中での子どもとの関係性に対して限界を感じたことがあるだろう。

もちろん、「集団主義養護理論」(積推,1971)、 「積極的養護理論」などの施設養護におけ

る集団養護の特性の肯定的影響を唱えた理論 (北川,2000)も あるが、三宅 (2002)が提

言するように、職員体制・治療 口支援体制等の児童養護施設体制そのものが被虐待児の受

け入れが整っているとは言えない現状が続いている。これらの点についても、今後、職員

の加算配置や人員配置の引き上げ、里親委託率の引き上げなども将来的な構想として取り

組まれているが、同時に平成 26年度には社会的養護に措置される子ども数は4万 7600人

に増えると見込まれており、社会的養護の下のすべての子どもたちに対してパーマネンシ

ーが保証されている制度が構築されるには、まだまだ時間を要するだろう。里親制度が進

んだアメリカでさえ、家庭外措置の経験自体が子どもに与える否定的な影響を示す調査結

果が示されている(Fantuzzo&Perlman,2007;Stone,2007)。 このような否定的影響を考

えても、Goldsteinら が言うように親子分離後の措置先が「子どもが家庭でとどまるより

も害が少ない」ことをあらゆる意味で保障できなければ、家庭外措置は正当化できない。

家庭外措置にかかわる裁判所介入および社会的養護のいずれも改善に向けての制度改変

が行われつつあるが、これらの改変と同時に、その未成熟 (premature)な 状況を補てんす

るためにも、在宅でパーマネンシーを保証するための実践、家族維持を目的とした在宅支

援を制度の中に組み込む必要性があると強調したい。

3つ目の議論は、一度、物理的に長期分離してしまった子どもを家庭復帰させ、家族を

再統合することは家族維持よりも難しいのではないか、という点である。実際、家族再統

合の定義についても、日本では、分離された子どもが実際に家族のもとで生活することを

要件とする狭義の「家族再統合」と、在宅ケースにおいて傷ついた親子関係についての関

係修復を目的とした「家族再統合」、また施設入所児の子どもと親との関係修復を目的とし、
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必ずしも同居家族の再開を要件としない「家族再統合」などのかなり広義の定義が混在し

て検討されている (才村,2005a:山本・庄司・有村・板倉 口佐藤・伊藤ら,2009)。 本研

究では、在宅支援による親子関係の修復については、「家族維持」の定義の範囲に含まれる

ものとしてとらえており、本論文で「家族再統合」という言葉を用いる時は、前者の「分

離した家族が再び一緒に生活すること」として子どもの家庭復帰を想定した「家族再統合」

を意味している。平成 17年から平成 19年にかけて才村らは、「児童相談所における家族再

統合援助実施体制のあり方に関する研究」においてその実態調査を行つている。平成 18

年度の調査では虐待相談で児童福祉施設に施設入所している在籍児童 (里親を含む)7,026

人のうち、実際に家族再統合の方針を立てている事例数は1,091件 (15.5%)、 家族再統合

に向けてプログラムを実施しているのは 626件 (8.91%)(553家 族)、 うち各種技法とし

て特定される技法によるプログラムを実施しているのは 64件 (0.9%)で あつた。平成 20

年の児童養護施設入所児童等調査結果では自立まで児童養護施設に在所し続ける見込みの

子どもたちが 55.1%にも至ることが明らかになっている。才村 (2005a)は子どもたちの

家庭復帰が困難化している理由として、家族再統合の必要性は感じつつも、十分に時間が

割けないこと、保護者を援助の土俵に引き入れるための制度的基盤が脆弱であることなど

の要因を指摘した。それを裏付けるかのように平成 19年度における才村らの調査 (才村 ロ

澁谷・柏女・庄司・有村 口佐久間,2006:才村・澁谷・柏女・庄司 口有村・妹夫ら,2007;

才村・山本・庄司 口有村・板倉・根本ら,2008)において対象となった実際に家族再統合

を策定している136件の事例のうち、保護者自体が「行為があつたことも虐待にあたるこ

とも認めていなかったケース」は全体の 18.4%を 占める。家族再統合の援助計画の策定に

虐待者自身が参画したケースは 64件 (24.6%)、 虐待以外の家族が参画したケースは 34

件 (25.0%)に とどまつており、児童相談所が保護者に参画を要請していないケースが多

いのではないかと考えられる。家族再統合を図るには、生活課題解決のためのソーシヤル

ワークを始め、家族と子どもを徐々に接近させる家族再接触プログラム、個別またはグル

ープによるカウンセリング、ペアレントトレーニングなどの治療的教育など多面的な援助

が必要と考えられるが、実際行われている援助は「定期的な面接指導・カウンセリング」

が群を抜いて多く、他の援助の実施状況は低調であつた。以前から一般的に取り入れられ

ていた「家族再接触プログラム」でさえ、3分の 1に とどまつていた。「実施予定が立てら

れない・実施予定なし」と回答した理由については「親の意識 口意欲が乏しいため」が 12

件 (92.3%)、 「親の経済的理由から実施が困難であるため」3件 (23.1%)で あつた。
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平成 19年の児童虐待防止法改正において家族再統合への試みに対する強化が法律に盛

り込まれたのち、さまざまな保護者向けのプログラム (東京都児童相談センター,2004;

加藤・福間,2005;神奈川県児童相談所虐待防止班ヮ2006)、 そして2008年には厚生労働省

より主に家族再統合を目的とした保護者を援助するためのガイドラインが示された。施策

は試行錯誤しながら児童養護施設等に入所している子どもたちを家庭復帰させ、家族を再

統合することを目的として力を尽くしているが、その試みはいまだ発展途上といってもよ

い。物理的に分離された親子をもう一度、家族として再統合させることは、その分離期間

が長期間であればあるほど、至難の業であることは想像に足る。実際、米国の調査におい

ても、再統合率は 13%-70%と幅があり、再統合ケースにおける再措置率においても10%

-33%と まちまちである (Maluccio,Fein&Davis,1994)。 再統合の検証はその方法論が

難しいため、手法についても、不明確である部分が多い (Maluccioヮ Fein&Davis,1994;

Barth,Oourtney,Berrick&Albert,1994)。 日本での家族再統合の試みはまだ始まつたば

かりである。どの手法をとつても、人が人に対して行う手法である故、完璧なものはない

だろう。だからこそ、緊急の安全確保が必要でない限り (これを判断することは重要とな

る)、子どもが在宅の時点で、子どもが家族と共に安全に暮らしていける方向性を探ること、

つまり家族維持を数ある方法論の一つとして、実践に根付かせることの必要性を繰り返し

強調することをこの議論の結論としたい。
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第 4章 アメリカ合衆国における「Fam:ly Preservation」

第1節  連邦法に見られる Family Preservationの変遷 :the Adoption Assistance and

Child Welfare Act of 1980と :the Adoption and Safe Families Act

本章では、家族維持の originと もいうべき、アメリカ合衆国での Family Preservation

について、その法律上・実践上の歴史的変遷、効果測定の調査に関するレビューを行い、

どのような背景のもとで、Family Preservationが 生まれ、実践されてきたのかを把握し、

日本の児童福祉施策にて、どのように応用できるかを考察したい。

1.the Adoption Ass:stance and Child Welfare Act of 1980の 成立とその背景

1970年代のアメリカ合衆国では、児童虐待ネグレクトの主な解決策として里親ケアが和1

用され、その結果として1977年には約502,000の子どもたちが里親ケアに措置されていた。

その結果、平均措置期間は31カ 月、1人の子どもが 15か所以上の里親に措置変更される

“ドリフト (た らいまわし)現象"が起こり始めた。いったん里親ケアに措置されると、

実家族に対しては具体的な支援が行われないまま、子どもが措置に至った原因となる問題

についても放置されていることが多かつた。里親ケアヘ措置された子どもに対しても、措

置後のフォローアップが行わることも少なかった (師 ith,1991)。 このような状況の中で

も特に1980年に連邦法ができた理由として、Stein(2000)は次の 5点を挙げている ;1)十

分な家族維持の努力がなされないまま、子どもが簡単に措置されてしまつた現状があつた

こと、2)里親ケアは一時的なものであるべきなのに、永続的なケアとして使われてしまつ

ていたこと、3)子どもに対する援助計画力ヽ まとんど文書化されていなかつたこと、4)実親

に対して措置を予防するためのサービスカヽ まとんど提供されてこなかつたこと、5)里親ケ

アにいる子どもに対して、実親の訪間が促されていなかったこと。

里親ケアでの虐待の被害、里親ケアの長期化や「たらいまわし現象」の子どもに対する

悪影響が問題視される中,上記のような理由から、1980年に the Adoption Assistance and

Child Welfare Act of 1980(以下 AACWA)が+1定 された。この連邦法は「子どもの心理的親

との永続的な関係の下での養育環境の保証に対する系統だつた援助のプロセス」

(Permanency Planning)の確立を目的に、「家族維持」および「家族再統合」に対する「正

当な努力 (Reasonable Efforts)」 を法制化した州に財政的な報償 (連邦特別予算の支給)

を与えるものであつた。この法律は過去 20年間の児童福祉体制に対する大改革を試みてお

り、社会福祉法 Ⅳ―A章、IV―B章を改正し、新しい IV―E章を創出することで作られた。ま

「
′

■
■



第 4章 アメリカ合衆国における「Family Preservation」

たこのAACWAには、概念としての子どものパーマネンシーを実現させる法的枠組みとして

の「パーマネンシー ロプランニング」、子どもの措置をする場合の基準となる「最も制限の

少ない(実家庭に近い)措置環境」σhe least restrictive placement)、 措置予防及び家族

再統合に対する「正当な努力」(Reasonable Efforts)などの方向性が示された (Pecora,et

al.,2009)。 具体的には、連邦政府が各州に対して、特別予算支給の条件としたのは次の

内容だつた。

1)子どもが実の家族から分離されることを予防すること (family maintenance)、 そして

措置の必要がある子どもについては家族再統合を行うこと義務付ける (1983年より、

親子分離に対する予防および家族再統合に対して「正当な努力 (Reasonable Efforts)」

の実施については各ケースの内容を裁判官がレビューし、確認することが義務付けら

れた)。

2)すべての子どもに対して詳細に文書化された援助計画 (子どもを家庭復帰させるため

に必要な条件、コミュニティにおけるサービスの提供者、ソーシャルワーカーが家族

を援助するために何を実際するか)を作成する。

3)これらの援助計画は6カ 月に1回、次の内容に関して裁判所にてレビューされる。

(「里親ケアに子どもが継続して措置される必要があるか ?」、「親はサービスに対して

協力的か ?」 、「子どもが再統合される、養子縁組される」、「または法的後見人がつく

予定日はいつか ?」 )。

4)子どもの親権についての判断のため、措置後 18カ 月以内に裁半J所によるレビューを行

つ。

州規模の子どものケースに対するデータベースを作る。

家庭外措置に対する判断基準を設置する (なるべく子どもにとつて、より実家族に近

い環境での措置先を選別できるような基準を設ける)。

特別なケアを要する子どもに対する養子縁組の特別補助を設ける。

AACWAは連邦政府が州に対して「最善の実践 (Best Practice)」 の枠組みを提示し、それ

に対する報奨となる特別予算を設けたものであり、児童福祉史上、この法律は、最も重要

な役害1を、裁判官に対して与えることになった (Knepper&Barton,1997)。 ゆえに、法廷

関係者の中にはこの大きな役割に対 して戸惑いを示す者も少なくなかつた (Knepper&

Barton,1997:Kopeis&Rycraft,1993)。 この混舌Lの元となり、後に AACWAの最大の欠点
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であると指摘されるのは、条件として示したにもかかわらず、「正当な努力 (Reasonable

Efforts、 以下 RE)」 に対する連邦政府の指導が不十分である点だつた。具体的には連邦政

府はREの具体的定義を示しておらず、その定義付けは州政府や裁判所任せになってしまつ

ている点 (Kopels&Rycraft,1993)、 また REを実践するための援助計画の作成だけが義

務付けられており、実際の実施については義務付けられていない点 (Knepper&Barton,

1997)、 REの対象となる範囲があいまいであるため、子どもに生命の危険がある状態で行

使される可能性のある点 (Raymond,1998)が不十分な点として挙げられる。また現実は、

理想の様にはうまくいかず、AACWAが発効された後、各州では里親ケア数が増加し続けた

に関わらず再統合を試みようとしたため、結局、里親措置期間が延びてしまう結果となつ

た (Pecora,et al口 ,2009:池谷,2009)。 さらには州政府に対して REの不履行を訴える

集団訴訟も起こり始めた(Alexander&Alexander,1995:Kopels&Rycraft,1993)。 加え

て、いくつかの州でFamily Preservationプログラム実践中のケースで子どもの死亡事件

が起こってしまう (池谷,2009:Ke H y&Blythe,2000)など、様々な点で、実践とAACWA

との間のギャップを埋める必要性が明らかになってきた。また、1990年代に入つてからの

コカインの流行や 10代の妊娠の問題により、薬物依存や若年層の母親など援助の対象とな

る家族も変化し、「貴重な資源を投入してまで、これらの不適切な親の元に子どもをとどめ

る必要があるのか」という意見がメディア等で叫ばれるようになつた。この Family

Preservationに対する攻撃は、一時のFamilyPreservationに 対する一部の児童福祉実践

者や研究者の熱狂的な傾倒に対する反発 (backlash)と も思われた (Kelly&Blythe,2000)。

2日 the Adoption and Safe Fam:lies Act(ASFA)の 成立

AACWAで解決できなかった状況に対応するため、1997年 に新たな法律である the

Adoption and Safe Families Act(ASFA)が市1定 された。このASFAはその名前の通り、養

子縁組の促進とともに、子どもの安全を最優先事項とし、今まで曖昧であつた REの対象と

なるケースについて、「REを行わなくてもよい条件」を明文化した。拷間、遺棄、慢性的

虐待、性的虐待などの「極端な状況 (aggravated circumstances)」 、親に殺人及び殺人補助

の前科がある (疑いがある)場合や、対象児またはきょうだいに対して暴行行為の結果、

重傷を負わせたことがある場合、きょうだいに対して親権喪失宣告がされている場合は、

再統合および家族維持に対するREは行わなくてもよいとされた。

養子縁組の促進のために、ASFAは子どもの里親ケアヘの措置期間を短期化するため、過
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去22カ 月間のうち15ヶ月以上里親ケアに措置されていた子どもたちに対して、養子縁組

のプロセスを開始することとした。また法廷上の手続きとして、すべての家庭外措置ケー

スに対して措置 12ヶ 月後にパーマネンシーロヒアリングを行い、子どもが家庭に復帰する

ことが可能かまたは養子縁組か可能かどうかも審議することとした。これに対しては、12

か月という期間が家族再統合を試みるためには短すぎるとして多くの批判が上がった

(Raymond、 1998;Pecora,et al口 ,2009)。 またこのASFAはクリントン政権下の主たる福

祉改革であるthe Personal Responsibility and Work Opportunity Act of 1996と ほぼ同

時に施行されたため、AFDC(児童扶養世帯扶助)から丁ANF(貧困家庭一時扶助)への切り

替えと併せて、貧困家庭にとっては、子どもの再統合がさらに難しくなる可能性が高くな

つたとも批半Jされた (McGowan&Walsh,2000)。

援助計画作成についても、家族再統合をパーマネンシー保証のための目標とした場合、

それがうまくいかなかった場合の並立する目標 (concurrent goals)も 設定しておくこと

を義務付けた。この concurrent goalsの導入により、家庭外措置後の家族再統合を上位と

したヒエラルキーは事実上存在しなくなった。また、養子縁組促進のために地理的な条件

等を緩和し、養子縁組が目標として設定された場合は、どのように養子縁組 口親族ケア・

法的後見人等などの永続的なケアの提供に尽力がなされたかを文書化するように義務付け

られた。

一方でFamily Preservationプ ログラムおよび予防的なファミリーサポー トサービスプロ

グラムについては1993年に発効された Family Preservation and Support Service Program

(PL.103-66)を 継続させ、新しいREの条件の下での予算調和が行われた。ASFAの もとで予

算支給の対象が時間制限内での家族再統合サービス、養子縁組前後に提供されるサービス

などにも広げられ、広範なサービスを含むことになった。

以上のようにASFAはAAttAで提示した児童福祉施策の枠組みを現実的な問題に対応でき

るように、補足口修正を加えたものであった。ASFAで は児童福祉サービスの目標を大きく、

子どもの「パーマネンシー」・「安全」0子どもと家族の「ウェルビーイング」と定め、各州

の児童福祉サービスがこれら3つの日標をどれだけ達成できたかを評価するシステムであ

る「Child and Family Service Review」 を設立し、州の目標達成度を可視化した。

ASFA以降、全米において養子縁組は1998年から2000年の間で57%の増加がみられた。

また親権喪失ケースも減少し始めた。このような肯定的な結果の一方で、1998年に、再統

合ケースの33%が 3年以内に家庭外に再措置されているという結果も報告されているlThe
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United States General Accounting Office,2002)。 現場の運用においても、裁半1官は重

責を果たしきれず、当初の養子縁組の時間制限から外れることも多くみられた1。

以上の点から、本来の目的である養子縁組の促進が図られた点について、ASFAはある程

度の成果がみられたと考えてよいだろう。法廷システムの整備については、当初意図して

いたような時間的枠組みを全ケースに対して適応することは難しかつたが、その分、ケー

スの個別性に対応しながらパーマネンシーの保障を行つているような動きも見られている。

一番の ASFAの成果は養親の獲得についても予算が整備される中、本来ならば養子縁組が

難しく長期里親ケアとなる可能性の高かったケースに対して、時間制限が設定されること

により、養子縁組に促されるようになったことである(Pecora,et al.,2009)。

養子縁組の数の急増とさらなる子どもたちの安全の確保及び家族の強化のため、連邦政

府は2001年、Promoting Safe and Stable Families Amendmentsに より、ASFAから引き続

き Family Preservation,フ ァミリーサポー トサービスプログラム、家族再統合プログラ

ムなどの拡大発展を州に促した。またこの法律では引き続き、裁判所制度の改善及び里親

ケアや養子縁組後の子どもたちに対するプログラムの設置なども定められている。

3.ASFA以降のアメリカ合衆国の状況

2000年以降、引き続き、各州で児童虐待通告数は増加し続け、そのケースが持つ問題性

が複雑化 していくにもかかわ らず、利用できる資源に限 りがある状態が見られた

(Shusterman,Hollinshead,Fluke&Yuan,2005,p.vil)。 特に、通告ケースの中でもリ

スクがそれほど高くないマル トリー トメントケースに対しては、援助がうまく届かないま

まになってしまう状況が多く見られた(Child Welfare lnformation Gateway 2008)。 この

ような現状を踏まえ、これまでの「調査基盤対応」(Investigation based track)の 代替

となる対応 (alternative response)と してDifferential Response Approachが 新たな児

童虐待ケースヘの対応策として生み出され、2008年以降、いくつかの州で実践が行われつ

つある (Richardson,2008)。 この Differential Response Approachは 懲罰的になりがち

な調査基盤対応から始まる介入型援助とは相反し、家族自身の自発性と動機を尊重する自

1里
親ケアに 15カ 月以上いる子どもたちに対しても、親がすでにきょうだいの親権を喪失しているケ

ースや重度の虐待ケース以外でない限りは、裁判官が完全に家族再統合の可能性を絶つことを嫌が

り、なかなか養子縁組のプロセスを始めないケースも多くの州で見られた。反対に、年長児ケース、

特別な医療二一ズのあるケース、親族ケアに措置されているケース、間もなく再統合が完了する予

定のケースに関しては、15カ 月以上里親ケアに措置されていても、親権喪失対象ケースからは例外
とされることが多かつた (丁he United States General Accounting Office,2002)。
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主参加型援助が基盤となっており、従来の児童保護の枠組みから離れた援助となつている。

家族 自身の動機づけを尊重 し、家族全体に対 して働きかけるや り方は、Family

Preservationが持つ価値観と重なる部分があり、児童虐待ケースに対する在宅支援の新し

い形として、今後、蓄積された実践データを分析することにより、対象の選定、援助方法、

その効果について検証されることが期待されている。

第2節 Family Preservat:onプログラム実践の歴史

本節では、前節で述べたような法律的な変遷の背景で、アメリカ合衆国の Family

Preservationプログラム実践がどのような歴史をたどり発展していつたのかについてレ

ビューを行いたい。
2

Family Preservationプ ログラムの原型となる多問題家族に対する家庭訪間を中心とし

たサービスは、古くはMary Richmondに よる友愛訪間である (Ke‖ y&Blythe,2000)。 ま

た包括的な家族に対する支援としては、Oregon Projectや St.Paul Family Centered

Projectがあげられる。これらのプロジェクトは多問題家族に対して、家庭訪間を中心に、

具体的な生活援助を伴う包括的な家族支援を提供するものであつた (McCroskey,2001;

Schuerman et al.,1994)。 1960年代から全米で児童に対する虐待及びネグレクトから子

どもを守る試みが広がり始め、1974年には児童虐待に関する初の連邦法であるChild Abuse

Prevention and ttreatment Actが 施行され、各州に対して本法が要求する内容に沿うよう

に州法を改正することが連邦政府からの助成金の条件となつた (池谷,2009;Pecora,et

al.,2009)。 この法律に合わせて各州は通告受理システム等の児童保護システムを整備し、

被虐待児に対する里親ケア措置を用いた救済システムを整備させた。しかし、当時、虐待

を受けた子どもたちが次々と親子分離されていく一方で、通告ケースの 60%が「虐待が発

生したと断定するには不十分なケース」である現実があつた。これらの虐待が認められな

がらも家庭外措置を行うほどではないケースに対して、なんらかの積極的な対応が求めら

れるようになつてきた (Schuerman et al.,1994)。

そんな中、1974年、ワシントン州タコマにあるNational lnstitute of Mental Health

からの「里親ケアの代わりに実家族を支援するプログラムが作れないか?」 との呼び掛け

2なお、本文中で用いている「モデル」と「プログラム」という語句については、プログラムは「あ
る目的に向かって実施されているサービス実践」であり、個々の実践体系を指すものとして扱う。
モデノロまプログラムの上位概念であり、「実践理論と意義を背景に持ち、ある特定の対象に対して、

具体的な援助の方法論を示すもの」として使用している。
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に、David Happalaと Ji H Kinneyら のソーシャルワーカーのグループが応じ、Homebuilders

プログラムという新しい家族支援プログラムを完成させた (Kinney,Happala&Booth,

1991;MacDonald,1994)。 この頃、虐待を受けた子どもを救済する介入型援助が強く求め

られると同時に、膨らみ続ける里親ケア措置数や里親ケアたらいまわし現象に対する解決

策が児童福祉領域で働く実践家たちの間で強く問題視されていたという時代背景があつた。

それらの問題の角翠決策として、1909年の第 1回ホワイトハウス会議で唱えられた「家族生

活は文明の最高で最も素晴らしい産物」であり、「緊急で最も差し迫った理由がない限り、

子どもから家庭生活を奪つてはならない」という家族尊重の価値観を実践に反映させよう

という動きが求められ始めた (Schuerman et al.,1994)。 AACWAの草案が作成された時に

も、法律上の「Reasonable Efforts」 の実践例の一つとしてHomebuildersプログラムが米

議会に提出されている。1980年以降は、Reasonable Effortsの 実践化のために、多くの州

がHomebuildersプログラムをプロトタイプとしたFamily Preservationプ ログラムを実施

するようになった。

1980年代には家族支援のための社会資源も増加し、Family Preservationプログラムの

実施数も増加していった。家庭外措置されていた子どもの数は 1980年代には減少し始め

(Pe∞ ra,Fraser,Nelson,McCroskey&Meezan,1995)、 1990年代初めには35州 で Family

Preservationプ ログラムが開始され、1993年末にはニュージャージー州、コネチカット州、

ニューヨーク州の 3州内だけで 72プログラムが実施されていた (MacDonald,1994)。 この

プログラム実施数の爆発的な増加には、丁he Edna MacConne H Clark Foundationと Annie E.

Casey Foundationが大きなスポンサーとして 1990年初めに一連の Family Preservation

の動き(Family preservation movement)を バックアップしたことが背景にある(MacDonald,

1994)。 しかし、前節にて先述したように1990年代に入ると、児童福祉の援助の対象とな

る家族層の変化や薬物依存の親の増加などにより、再び、家庭外措置される子どもの数が

増え始め、1990年代半ばには 553,600人にも達するようになつた (Pecora et al.,1995,

p.wili)。 加えてニューヨーク州、コネチカット州、イリノイ州で立て続きに発生した虐

待死亡事例 (Ke Hy&Blythe,2000)を きつかけにして、メディアはさも Family

Preservationプログラム自体が子どもの安全を危険にさらしているかのように攻撃し始

めた。この頃、Family Preservationプ ログラムに対して実験デザインを用いた大規模な

効果測定が行われ始め、Homebuildersモ デルに代表される短期間集中型 Family

Preservationプログラムの「措置予防」に対する効果は当初期待していたほどではない、
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もしくはプログラムの在り方自体が妥当ではないことを示唆する研究結果が報告され始め

た。Family Preservationプ ログラムが子どもの安全を脅かしているという批半1に対して、

後にMcCroskey(2001)が 指摘したように、Family Preservationプ ログラムは、在宅で子ど

もの安全が確保されることを確認した上でしか提供されておらず、実際には子どもの安全

に慎重になるあまりに「差し迫った措置の危機にある」家族はプログラム対象から外して

しまうことが多いという現実があった。ゆえに、「措置予防」自体を目的としている点を再

考する必要性も同時に唱えられ始めた (We Hs&丁 racy,1996)。

2000年以降、家族維持を目的とした家族支援は残るものの、全体的な在宅支援の流れか

らは短期集中型・危機介入型モデルの特徴は薄れつつある。また名称も短期間集中的なプ

ログラムを集中型 Family Preservationプ ログラム (Intensive Family Preservation

Program)と呼び、それ以外の家族を中心とした包括的なサービスを提供する在宅支援を

Intact Family Services,Family Based Services,Home Based Servicesな どの他の名

称で呼ぶことで、もとのHomebuildersプログラムとは区別化を図ろうとする傾向も見られ

るようになった。また、措置予防という第 2次予防的な側面から「家族機能の向上」とい

うハイリスク家族を対象としながらもさらに低次の予防を目的としたプログラムに移行し、

より予防的なプログラムであるファミリーサポー トサービスプログラムとの融合による多

くの複合型のFamily Preservationプログラムが実践されている(Pecora et al.,1995)。

第 3節 Family Preservationモ デルの類型化と実践例

前節でも述べたように、現在、サー ビス提供体系を表す呼称としての Family

Preservationプログラムはそれ以外の呼称 (Family Based Services,Home Based Services,

Intact Family Services)な どと混合してつかわれることが多い。実際には、1980年以降

の措置予防を目的とした集中型プログラムとしての印象をFamily Preservationと いう呼

称自体が持つため、1990年代後半以降、同様のサービスを展開しながらも目的を措置予防

に固執 しない包括的な在宅サービスを指す場合は「家族基盤サービス (Family Based

Services)」 と呼ぶ場合が多く見られるようになった (Pecora et al.,2009)。 また対象を

限定せず、コミュニティ基盤での予防サービスを展開するファミリーサポー トサービスと

同延長線上でとらえられる場合も多い。ここでは混乱している多くの虐待ケースに対する

「在宅支援プログラム」の呼び名を整理し、本論文の主題テーマである「家族維持」の概

念について明確にしていきたいと思う。
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1.集中型Family Preservat:onモデル (IntensiveFamilyPreservationServiceModel)

Family Preservationプ ログラムの代表として紹介されたワシン トン州タコマの

Homebuildersプログラムが集中型 Family Preservationモ デルの原型であり、そのため

Homebuildersモデルと呼ばれることもある。Homebuildersプログラムはワシントン州ピア

ス郡タコマ市 (人口413,500人 )を対象に始まつた小規模のプログラムであり、元々はプ

ログラムの対象者もタコマ市内とその郊外に住んでいることを条件に助成された限定され

たプログラムだった。家族、Homebuildersス タッフ、送致元のスタッフの全員が

「Homebuildersプ ログラムが家庭外措置をとどめる唯―の方法である」と同意しているこ

とが条件となる。つまり、本当にHomebuildersプログラムを必要としている家族しか対象

としていない。また家族の中で最低 1人は「家族を維持していこう」という意志を表明し

ていなければならない。また家族の中の重要メンバー (親、対象児)が家族維持に明らか

に反対していないことが条件となる。プログラム初期では、対象となった家族は、児童虐

待よりも子どもの問題行動 (不登校、家出等)を主な問題とする家族が大半であつた(Kinney,

Madsen、 Flemingヮ &Haapala,1977)。 このプログラムを基盤としたモデルは集中型 Family

Preservationモデルと呼ばれ、以下のような特徴を持つ。

1)危機介入理論と認知行動理論を基盤としており、家族の危機に迅速に介入するこ

とを目的としている。そのため、短期間 (4-6週間)かつ集中的 (ワーカーは 1日 24

時間 ―週 7日体市1で対応)であり、ワーカー1人当たりのケースロー ドも少ない (約

2-4ケース)。 また家族の二一ズに柔軟に対応できるようにチーム体+1である (パラ・

プロフェッショナルもチームに含める)。

2)家族に焦点をあて、家族の問題能力を高めることを目的として援助を展開する。家族が

本来持つ強みを信じ、それをエンパワーすることを目的としている。

3)家庭訪間を基盤としてサービスを提供する。

4)具体的な生活援助 (住居、衣服、食糧、緊急現金扶助に対する援助)、 具体的な生活技

術や養育技術に対するスキル トレーニングが行動変容カウンセリングなどとともに組

み合わされている。

(Feldman, 1991 ;  Schuerman et al口 , 1994: Kinney, Happala &Booth, 1991 ;  Kinney,

Madsen, Fleming, & Haapala, 1977 )。

元となったHomebuildersプ ログラムは家族の実際のニーズと機能不全に焦点をあてた、

システムとして大変整ったプログラムであり (Kinney et al.,1991;Schuerman et al.,
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1994;MacDonald,1994)、 家族が変化の必要性を自覚した上で課題中心の行動変容に自発

的に参加することを目的としていた。また、州側にとっては短期集中型のサービスは経費

が節約でき、かつ予算が立てやすいという魅力があり、それも全米に拡大した理由だと考

えられる (Schuerman et al.,1994)。 しかし1990年以降、全米で広がつた集中型 Family

Preservationモデルは、元 H々omebuildersプログラムが対象としていた家族とは全く違う

種類の家族を対象としなければならなかった。元々のHomebuildersプログラムは非行ケー

スを主な対象としており、マイノリティ (人種的少数派)の家族が占める割合は対象全体

の 15%のみだつた。しかし、集中型 Family Preservationモ デルが実施された多くの大都

市における対象家族の大半は、マイノリティの家族であつた。例えばニューヨーク市での

3年間の試行プログラムの対象には、マイノリティの家族が 85%含まれていた。また、1980

年からのコカイン使用の大流行により、対象とするケースには多くの薬物依存ケース、加

えて貧困問題などの複雑な多問題を抱えたケースが含まれており、元来Homebuildersプロ

グラムが対象としていた家族とは全く性質が異なる家族であつた (MacDonald,1994)。 児

童虐待ケースの中には、児童保護サービスが介入する前から問題が長期化しており、プロ

グラムを開始する時点で、すでに多くの公的機関が家族に介入していることも多かつた。

家族が公的サービス慣れしてしまっているために、児童保護ワーカーが出す警告に対して

鈍感になってしまっている場合も多くあり、中には子どもが措置されることを待ち望んで

いる家族さえもいた (Schuerman et al口 ,1994)。 実際、Fraserらのメタアナリシス分析

によると、措置予防という指標では、この集中型 Family Preservationモ デルは、親や家

族自体が抱える問題に対してよりは子どもの問題行動を起因としたケースに対して効果的

だという結果が出ている(Fraser,Nelson,&Rivard,1997)。 反対に、親が精神疾患を持

つ場合、子どもが男子の場合、年収が5,000ドル以下の家族の場合、ネグレクトケースの

場合の措置予防には短期集中型は効果が見られないとの調査結果もあった。(Fraser et al.,

1997;Bath&Haapala,1993;Bath,Richey,&Haapala,1992)。 Bathらは子どもの年

齢グループによって、集中型 Family Preservationモ デルの効果に影響を与えるは属性が

異なることを明らかにした。子どもの年齢が 2歳以下のときは単親であること、親が精神

疾患をもっていること、子どもが3-9才のケースでは、子どもに精神疾患があること、特

別学級に所属していること、ネグレクトケースであること、また 12歳より年長の子どもの

ケースでは、家族の収入、以前の措置歴、男子であること、措置歴があることがその効果

の低さと関連しているとされた (Bath et al.,1992)。 つまり、時代の流れによる家族の

公
Ｕ

Ｅ
Ｕ
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問題の変容に対して、集中型 Family Preservationモ デルがその効果を発揮できなくなっ

てきたのである。以上のことから、措置の可能性のあるすべてのケースを対象にするので

はなく、しっかりと対象の選定を行つたうえでのサービス提供の重要性がわかる。また、

この集中型 Family Preservationモ デルの目的として、「措置予防」を設定することが本当

に適切なのかという疑間も生まれてきているが (Wells&丁 racy,1996)、 その効果を再評

価する動きもある (Kirk&Griffin,2007)。

2.マルチシステムモデル (Muiti―system Model)

1990年始め、全米に Family Preservationプ ログラムが広がり始める中で、集中型

Family Preservationプ ログラムの亜種ともいえる新しいモデルが登場するようになる。

マルチシステムモデルは基盤とする理論を家族システム理論にシフトさせ、それを拡張し

たものであり、家族、親類、コミュニティ、Family Preservationプ ログラム介入グルー

プ (ヮーカー、SV、 事業所 〔エージェンシー〕などプログラムに関わる援助者・援助機関)

の 4つのシステムに働きかけることを枠組みとしたモデルである。このモデルは従来の集

中型が焦点としていた親子関係からさらに焦点をさらに広げ、家族が置かれている環境に

も着目し、よりエコロジカルな視点を導入している点が特徴だと言える (Cillmarusti,

1992;Scherer&Brondino,1994)。 またマルチシステムモデルでは、アセスメントを重視

し、各システム間の持つ機能、相互作用等にも注意を払い、家族の強みを探しエンパワメ

ントすることを重視する (CilIEnaruSt i,1992;Scherer&Brondino,1994)。 多問題家族に

対しては家族内のシステムだけではなく、その他の複数のシステム (マルチシステム)に

介入することに効果があり、このマルチシステムモデルを用いたモデルは特に非行ケース

に対して効果があると言われている (Scherer&Brondino,1994)。 このマルチシステムモ

デルはHomebuildersモデルに比べて長期間となる (約 3カ 月)。 メリーランドモデルとも

よばれ、イリノイ州でもファミリーファース トプログラムとして採用された (Schuerman et

al.ヮ  1994)。

3.家族基盤サービスモデル (Family Based Service Model)

対象をあまり限定せず、集中的ではなく、将来的に措置の可能性があるケースに提供さ

れる。提供されるサービスには、親に対する教育プログラム、アンガーマネージメント(怒

りのコントロール)、 行動療法、アサーティブ (積極性)ト レーニングプログラムなどのス

キル トレーニングを中心にしたものと同時に交通手段の支給、緊急現金給付、住居や衣服
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の提供などの具体的なサービス提供も行う (師 ith,1991)。 Family Preservationプ ログ

ラムにおいては最も新しいモデルである。

Pecoraら (2000)は FamilyPreservationプログラムを家族に対する予防的プログラムの

一部としてとらえ、集中型 Family Preservationモ デルをもっとも対象を限定し、もっと

も集中的なサービス提供体系を持つモデルとして位置付ける反面、この家族基盤サービス

モデルをもっとも予防的なモデルと位置付けた。実際には、実践現場では家族基盤サービ

スと総称としての Family Preservationプ ログラムをほぼ同義に用いることも多くあり、

Pecoraら もその著書の第 3版においては、集中型 Family Preservationモ デルを家族基盤

サービスモデルの特殊なサービス体系の一種とし、家族基盤サービスモデルはケースマネ

ージメントやカウンセリング、教育的プログラム、スキル トレーニングなどの幅広いプロ

グラムと具体的な生活支援を組み合わせ、家族の問題解決に向けてサービスを提供する幅

広いプログラムを含むモデルを指す呼称として説明している (Pecora et al.,2009)。 家

族基盤サービスモデルは家族に児童虐待等の問題があり、将来的には子どもが家庭外措置

される可能性のある家族に対して、家族機能を回復させることを主な目的としており、集

中型モデルに比べ、対象の選定条件として「差し迫った措置の可能性」にはこだわらない

ことが特徴である。また理論的枠組みについても、危機介入理論は薄れ、家族システム理

論、社会学習理論、認知行動理論、エコロジカル視点など多くの理論を中冨広く取り込んで

いる。家族基盤サービスモデルの中にも、治療的な要素が強調される Home Based Model,

Family ttreatment Modelと 呼ばれるモデルもある。Home Based Modelの代表的なプログラ

ムとして、アイオヮ州でのFAMILIESプ ログラムは有名である。このFAMILIESプ ログラム

では、準臨床的な方法を用いセラピス トは 10-12のケースを一度に担当し、平均4.5ヶ

月間介入する。(Whittaker,Kinney,Tracy&Booth,1990)。 Family ttreatment Modelは

家族システム理論を用いた治療的要素がさらに強くなったモデルである。オレゴン州子ど

もサービス局が初めてこのモデルを実施した、セラピス トは 1lヶ一スを担当し、90日間

の介入期間が基本形である。2人のセラピス トがつく場合もあるが集中度は高くなく、必

ずしも家庭訪間での提供を基本とせず家族が来所する形の面談もある。

1993年の連邦予算改正の一部であるFamily Preservation and Support Services Program

の制定により、さらに予防的なプログラムと介入 (治療)中心のプログラムを統合させて

いく傾向にある。そのため、図4-1に示したように、ファミリーサポー トサービス、家族

基盤サービスモデルの区分はあいまいなものになりつつある (Arsan,1996)。
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Fam‖v Presewattonモデルの類型化
家族   日批 lJ瀬費技麟り実践琶戸ルの総称

=Familv P“watimモデル

ファミリー‖ ―ト
サービス

図4-l F卸 :ly Preservation Hode:の 類型化 (レ ビューにより筆者が作成)

結論として、援助の目的、家庭外措置のリスクの程度、サービス提供の集中度、基盤と

する理論的枠組みによって、Family Preservationモ デルは類型化することができるが、

依然として複数の呼称が混乱 して使われている現状がある。AAttAで 課せ られた

Reasonable Effortsを 実践化した形での Family Preservationプ ログラムは先で述べた短

期集中型モデルを基盤としたプログラムが主流となつていたが、1990年以降に提供されて

いるあまり集中度の高くないプログラムにおいても、「子どもにとって家族が必要であり、

可能である限り実家族を維持する」という「家族維持」の目的は存続している。また、現

在、「Family Preservat:on」 という名称は、集中型 Family Preservationモ デルを指すこ

とが多いが、本研究では家族を維持することを目的に「現時点での心理的につながりを持

つ保護者 (家族の形態にはとらわれない)のもとで、子どもが安全に安心して成長できる

ことを目的とした援助の体系」ことを「Family Preservation」 と呼び、「家族維持」はそ

の日本語訳として扱う。特定のサービスと言うよりは「家族維持」という特定の目的のも

と、展開される実践の総称としたい (図 4-1参照)。 Family Preservationを哲学として

とらえるか、特定のサービスとしてとらえるかによって、その言葉のとらえ方は全く異な

つてくる (McCroskey,2001)が 、本研究ではFamily Preservat:onは 家族維持という「価

値観」を根底にもつ系統だつた実践体系 (プログラムやモデル)を総称するものと扱いた
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量。そしてその Family Preservationは 、レビューしたように主に3つのモデルに類型化

される。また、Family Preservationを プログラムとして具体化したものを Family

Preservationプログラムと呼ぶこととする。その際、広義の Family Preservationに は予

防的なファミリーサポー トサービスを含む場合もあるが、本研究ではそれらの「対象を限

定しない」ポピュレーション型予防的実践プログラムについてはFamily Preservationの

概念には含めないこととする。

児童福祉に関わる熟練した実践者 (experts)は児童保護サービスの介入より、離れ離れに

なった家族を再統合することは、措置前に家族を維持することを目的に援助を展開するよ

りも、より多くのエネルギーとより多くの資源を必要とすると認めており、家族再統合だ

けでは子どもの最善の利益を守ることは不十分であることを強く主張し始めている(Kelly

&Blythe,2000)。 多くの批半Jがありながらも、Family Preservationの 価値観は、慎重な

意思決定の下で実践されれば、決して子どもの安全を犠牲にするものではない。Family

Preservationの 理念は養子縁組とともに児童福祉のシステムにおいて子どもの最善の利

益を追求するためには不可欠なものであると著者は考える。アメリカ合衆国の児童福祉シ

ステムは、Family Preservationの 哲学をより効果的に実現できる実践方法を試行錯誤し

続けているのである。

第 4節 Family Preservationの 効果に関する先行研究レビュー

アメリカ合衆国におけるFamily Preservationプログラムについて、その効果が科学的

に証明される前に、家族に対する価値を具体化したプログラムとして熱狂的に崇拝されて

しまった経緯があることは否めない。実際にその効果測定が始まつたのは、1980年後半で

あり、Jacobs(2001)は一連のFamily Preservationプログラムの効果測定を3つの時代に

区分して整理している。第 1期では効果測定は小さなサンプルを用いての、プレロポス ト

テス トのみの評価であり、実験デザインは使われていなかった。比較的多くの調査結果が

Family Preservationプ ログラムに対して肯定的な結果を誇示していた。第 2期では、多

くの批判により実験デザインが用いられるようになり、大規模な調査が行われるようにな

った。しかし、後に示すようなサンプリングの問題、評価対象の選定のゆらぎなどの問題

が新たに指摘されるようになった。また、第 1期で示されたような肯定的な調査結果とは

裏腹にFamily Preservationプログラムの効果について、実験デザインを用いて行われた

調査結果は芳しくないものが多かつた。第 3期においては、以前の 2期の反省を踏まえ、
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評価デザインも洗練されたものになった一方で、以前のような大規模な調査に対する予算

がつかず、調査数は減少した。

Family Preservationプ ログラムの目的とそのムーヴメントの動機づけ自体が、膨れ上

がつた里親ケアヘの措置数を減らすことにあり、「差し迫つた措置の危機」にある家族に対

する「子どもの措置の予防」で
ャ
つたため、

曇二1131言l:Flli l]|、 1[「指標に「措置予防率」が用いられた。初期の実|

高い措置予防率を示すものが多く、その評価の対象となつたプログラムのほとんどが

Homebuildersモデルを基にした集中型 Family Preservationプ ログラムであり、その多く

が 80-95%の措置予防率を誇示していた (Schuerman et al.,1994)。 これらの効果測定に

ついては、実験デザインでなく lLヒ較のための統制群を使用していない)、 これらの高い措

置予防率には通常の里親ケア以外への家庭外措置や家出した子どもについては差し引かれ

たものが多かつた。またサンプルサイズがノJヽ さすぎて、メタアナリシスによるESが計算で

きない、多変量による分析が行われていない (Blythe&Patterson,1994)、 などの科学的

な証拠として扱うには手続き上不十分な点が多かつた。

1990年代に入り、上記のJacobsに よる区分の第 2期にあたる効果測定では、実験デザ

インを用いた無作為振り分けによる実験群と統制群による大規模な調査が数多く行われた。

実験デザインを使わずに行つた効果測定による結果とは違い、これらの実験デザインを用

いた効果測定の結果は様々なものであり、今回レビューした実験デザインによる効果測定

17調査のうち、措置率で実験群と統制群との間に統計上有意な差が出ていた調査は5調査

しかなかった。(表 4-1参照)。

しかし、これらの実験デザインを用いた調査においても、問題点はいくつか認められた。

社会福祉サービスの実験デザインによる効果測定については、サービスが提供されないこ

とに対する対象への不利益を考えると倫理的問題により実践することが大変難しいという

現実がある (Rubin&Babbie,2008)。 特にこのFamily Preservationプログラムに対し

ては「子どもの安全」に関わる問題であるため、オーバーフローケース (サービス提供の

順番を待つているケース)を統制群にしていない限りは、ほとんどの調査が統制群に対し

ても、なんらかの在宅支援サービスを提供している。しかし、提供されたサービス内容に

ついての詳細が説明されている調査報告は少ない (Blythe&Patterson,1994)。 サービス

提供自体も、特に複数の地域での調査を行つている場合は、サービス内容を同一化するよ

うにコントロールすることは難しい(Schuerman et al.,1994;Blythe&Patterson,1994))。
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また調査対象の単位がそれぞれの調査でばらばらであり、家族単位のものと子ども単位の

ものが混在している。「ケース」を単位としている場合は、子ども単位なのか家族単位なの

かがさらに不明確である (Blythe&Patterson,1994)。 対象についても詳細がわからず、

無作為の振り分けがされてはいるが、両群においてどこまで対象の属性が均質化されてい

るのかは不明なものが多い。

中でも、指摘された大きな問題は、ケースの選定条件についてであつた。これは調査デ

ザイン自体の問題と言うよりは、調査対象となった Family Preservationの プログラムデ

ザイン自体の問題と言つてもよい。評価の対象となったほとんどの Family Preservation

プログラムが援助対象としていたのは「差し迫った措置の危険のある」家族であるが、対

象となつた家族が本当に「差し迫った措置の危険」があるのかという疑間が持たれた。実

際、現場のワーカーは、子どもの安全に対して懸念のある場合は、Family Preservation

プログラムにケースを送致しない1頃向があること、また、Family Preservationプ ログラ

ムヘの実際の送致理由は、今差し迫った措置の危機があるからではなく、何ヶ月後かに起

こりえる措置の可能性を低くするため、または漠然と家族を具体的なサービスに迅速につ

なげるためである場合が多いことがインテークワーカーヘのインタビュー調査で明らかに

なっている(Hayward&cameron,2002)。 母集団であるすべての Family Preservationプ ロ

グラムの対象ケースが「差し迫った措置の危機」があるケースであるならば、ランダムに

抽出された調査対象となるケースをランダムに実験群・統制群に振り分けた場合、統制群

のケースの措置率は非常に高くなるはずだが、統計的有意差が認められたケースにおいて

も、実験群の措置率と大きな差がないもの力ヽ まとんどである (MacCroskey&Meezan,1998;

師 ith,1991)。 また統制群に対してサービスが提供されていないオーバーフローケースを

統市1群として用いた調査でも、統+1群の措置率はあまり高くない。これではプログラムの

目的と援助対象者の選定が合致していないということになる。

また、もともと「差し迫った措置の危機」(the illlninent risk of placement)の定義が

はつきりとしていないことも問題の 1つである(Blythe&Patterson,1994;丁 racy,1991;

Stein 1985)。 差し迫った危機に至るまでのリスクの種類がケースにより様々であり、ゆ

えに対象となるケースが児童虐待・ネグレクトケース、非行ケース、精神保健ケースまた

は他のありとあらゆる複雑な問題が混在している可能性が高い。今回レビューした17の調

査のうち、「差し迫った措置の危機」について「2年以内に措置される可能性が示唆される

こと」と定義づけが加えられていたものは 1調査、「差し迫った措置の危機」ではなく、「家
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族がどれだけFamily Preservatlonプログラムを必要としているか」を選定条件としてい

たものは 1調査であった。しかしながら、どちらも大変主観的な定義であることは否めな

い。

また、「少なくともどちらかの親がプログラムに進んで参加すること」、「新しいスキルを

学ぶ能力があること」、「変化に対する動機づけが確認されていること」などの Family

Preservationプ ログラムヘの参加条件自体が家族を選別してしまい、実際に「差し迫つた

措置の危険ある」家族のほとんどは当てはまらずに排除されてしまうことも報告されてい

る (Frankel,1988;丁 racy,1991)。 加えて、家族が調査に同意する時点で、サンプルとな

る家族にバイアスがかかる可能性も無視できない(Blythe&Patterson,1994)。

次に効果測定を通じて指摘された大きな問題は、効果の指標となる「措置予防」につい

てである。これは Family Preservationプ ログラム自体の目的が「措置予防」である故に、

「どれだけ措置を防げたか」が自動的に効果の指標となるが、その評価は大変難しい。「差

し迫った措置の危険性」と同様に「措置予防」に影響を与えた変数を特定することが難し

いためである。また、措置の決定に影響する変数に対しても事前に注意が必要である。

Nelson(1991)の調査によると、虐待およびネグレクトケースにおける措置の決定に大き

な影響を与える変数は「薬物依存」、「精神保健サービスの受給」であつた。また「措置の

危機にある子どもの数」も決定要因としての影響力が高かつた。これらの変数をあらかじ

めきちんとコントロールしないことには妥当性が確保されない。また望ましい措置と避け

るべき措置の区別がつけにくいし、その区別をつけることは不可能である (Pecora et al.,

1991: Schuerman et al., 1991) 。

以上のような問題点により、Family Preservationプ ログラムに対する調査デザインの

改善策として次のような点が提言される。

l.措置予防率以外の措置に関する指標を使う (措置に至るまでの在宅期間、措置期間、

措置変更回数、措置にかかるコス ト等)。

実際、措置期間が短い 、措置に至るまでの時間を延長させている、制限の少ない措置先

に措置されている、というような効果も調査により示されている。(MacCoskey,&Meezan,,

1998;Blythe&Patterson,1994)。 また Smith(1991)は解決策として、措置を予防で

きたケースではなく、統+1群、実験群のどちらのグループでも、措置されたケースについ

てその経緯について詳細に比較を行うべきだと提唱している。
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2.措置予防率以外の効果に注目すべきである。

措置に至るまでに媒体変数となっている変数で、Family Preservationプ ログラムが変

化をもたらしている変数があるはずである。子どものウェルビーイング、家族機能、ソー

シヤルサポー ト、親子間の関わり方の向上、生活状態の改善、家族に対するサポー トの増

強、養育技術の向上、家族の情緒的状態の改善、ス トレス低下などについて効果が確認さ

れている (MacCroskey,&Meezan,1998;Schuerman et al.,1991)。 また、児童虐待再通

告率 (Schuerman et al.,1991;Yuan,et al口 ,1990)および非行ケースにおける再補導

率・再逮捕率 ((Fraser,Nelson,&Rivard,1997)な ども効果の指標として用いられてい

る調査もある

3。 属性と効果の関係性を明らかにし、Family Preservationプ ログラムの対象選定につ

いて考察すべきである。

措置予防を効果の指標とした場合、子どもの年齢と送致理由は措置率に影響を与える可

能性が大きく、多問題家族やネグレクト家庭は効果が低いが、一方で援助を行う期間を延

長することで効果が上がると言う報告もある (Fraser et al.,1997)。 また、子どもに起

因した送致理由を持つケースに対する効果は高く、反対に親の薬物依存・精神疾患がある

ケースについて効果はあまり期待できない。家族の問題として貧困家庭、ひとり親家族、

ネグレクト、措置歴がある場合は効果が薄い (Bath et al.,1992;We‖ s&丁 racy,1996)。

事前に属性を限定した上で、様々な効果指標を用いて測定することによつて今後の Family

Preservationプ ログラムの対象選定に対する示唆を得ることができると考える。

4.調査デザイン自体を見直す

量的調査における効果測定が主流になっているが、ケース記録やワーカーに対するイン

タビュー調査などの質的な手法による調査(Wells&Freer,1994:Hayward&Cameron,2002)

も必要であると考える。また、Smith(1991)が提唱するようにまた、同規模、同条件のカ

ウンティで、Family Preservationプ ログラムが実施されたカウンティと実施されていな

いカウンティでのカウンティ全体の措置率の比較を行うのも、Family Preservationプ ロ

グラムの影響を評価する一方法である。
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これらの効果測定を通して見えてきた対象の選定と効果の指標にあたる問題点は、調査

自体の問題と同時に、Family Preservationプ ログラム自体の脆弱点も反映している。措

置予防率だけの評1面では当初期待されていたほどの効果を示す調査は多くなかつたが、調

査を通した提言を踏まえて、さらに家族の、そして子どもたちの最善の利益を守るために

貢献できるプログラムを目指して改良していくことができると考える。
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第 4章 アメリカ合衆国における「Family Preservation」

第 5節  まとめ アメリカのFamily Preservationから応用すべきもの

本章では、アメリカ合衆国におけるFamily Preservationに おける法律、歴史的変遷、

類型化、そして効果評1面についてのレビューをおこなつた。Family Preservationモ デル

はこれまで児童福祉が尊重してきた家族に対する価値を実践として具体化したものであり、

1980年の AACWAに定められた Reasonable Effortsを 実践として具体化させたものであつ

た。

AACWA施行以降、ワシントン州で開発されたHomebuildersモデルを原型とした短期集中

型のモデルが全米に広がったが、このモデルでサービス提供の対象とされているのは、「差

し迫った措置の危機にある」家族であり、このモデルの目的は「子どもの措置の予防」で

あつた。この集中型 Family Preservationモ デルについては、その対象の選定と目的自体

が自己矛盾を招いていることが、一連の調査の中で明らかになつてきた。つまり対象とな

る「差し迫った措置の危険性があるけれども、Family Preservationサ ービスを提供され

れば措置を予防できるケース」の選定が非常に難しいため、目的にあつた対象が選定され

ていないことが多かつた。

ゆえに、集中型 Family Preservationモ デルについては、早期対応におけるアセスメン

トを兼ねて行われるべきではないかという意見もある(Hayward&Cameron,2002)。 集中型

Family Preservationモ デルに比ベサービス提供期間がより長く集中度が低い家族基盤サ

ービスモデルと対象を組み合わせながら、複数の効果指標を用いて、「どのモデル」が「ど

のような対象」に、「どのような効果」をもたらすかを吟味していく必要があると考える。

結局は、“Family Preservation"は 「措置を予防する」ことに重きを置くのではな <、

「家族を維持する」ことを目的とするべきである。根底に流れる哲学としての “Family

Preservation"は 児童福祉にとって欠かすことのできない価値であり、その実践は絶やし

てはならない。実験デザインを用いた量的調査による効果測定では芳しい結果は出なかっ

たが、プログラムの性質上と調査デザイン自体に問題があつた。「Family Preservationプ

ログラムは効果がない」と結論づけてしまうのではなく、「できるかぎり家族が維持できる

ように」努力すること(Reasonable Efforts)を 具体化する方法として Family Preservation

は大切であり、日本でもアメリカでの Family Preservationの 流れや調査結果を踏まえた

うえで、「家族維持」への努力を具体化させた、援助行動の集合体としての Family

Preservation実践モデルの開発が必要である。ゆえに本研究では、この日本における

Family Preservationの 日本語訳として「家族維持」という言葉を用い、その内容につい

68



第 4章 アメリカ合衆国における「Family Preservation」

て「現時点での心理的につながりを持つ保護者 (家族の形態にはとらわれない)のもとで、

子どもが安全に安心して成長できることを目的とした援助の体系」を指すものと定義した

い。そしてその「家族維持」のための「正当な努力」について、操作的定義を行い、日本

での児童虐待ケースの在宅支援実践での検証を試みたい。次章においては、援助者が行う

べき「Reasonable Efforts(正 当な努力)」 についての文献レビューを行い、その操作的定

義を行う。
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第 5章  「家族維持」のために援助者が行うべき「正当な努力」とは

第 1節 アメリカ合衆国におけるReasonable Effortsと は

本節では、Reasonable Efforts(RE)に 関する文献研究を行い、その概念の整理を行いた

い。Reasonable Effortsは 法律用語として広く用いられる用語であり、その使用は児童福

祉および社会福祉領域に限つたものではない。Reasonable Effortsは 2つの単語からなる

が、英単語の「Reasonable」 はプログレッシブ英和中辞典によると「1。 理にかなつている,

道理の通つた,筋道がたっている.2.道理にはずれない,正当な,公平な,適当な,ほど

よい,(値段について)相応な,法外でない3.理性のあるヮ分別のある」であり、「Effort(s)」

は「(目 的のための)努力・奮闘」を意味している。法律用語においては、Best Efforts

(すべての手段を用いて、手を尽くす)の次に高い程度の「努力」を表すものであるが、

その程度は主観的判断に委ねられている。Adoption Assistance and Child Welfare Act of

1980(AACWA)に記された REは「子どもの家庭外措置されることに対する予防」および「子

どもを家庭復帰させることに対して」に対して Reasonableな Effortsを行うこととされ

た。序章で述べたように、本研究では「Reasonable」 を子どもの最善の利益の追求を目的

に、家族を援助する援助者としての道理にかなった努力の程度を示すものと理解し、「正当

な」と訳すこととし、Reasonable Effortsを 「正当な努力」と訳した。しかし、アメリカ

合衆国の実践においても、Reasonable Effortsの 定義は主観的判断を意図的に残したもの

であり、解釈は人によって違う。そのため、本節では、アメリカ合衆国において「Reasonable

Efforts」 がどのように扱われ、角翠釈されているかを文献より探つていくこととした。

丁he US department of health and human services: Administration for children and

familiesに よると、児童福祉における Reasonable Effortsは連邦法においてはその法律

的定義をあえて明確に行つておらず、州法もケースバイケースでの角翠釈が可能なものとし

ており、裁判所がケースの状況を見て最終的な判断ができるようになつている。REは 1980

年の連邦法、AACWAの 中で 2回条文の中に登場し、1回 日は州政府に課した16アイテムの

一つとして、2回目は各事業所が行つた援助が「Reasonable」 であるという判断をする仕

組みの設置を裁判所に義務付けたものとされている (Blome,1996)。 連邦政府からの予算

獲得の条件として各州に課せられた措置予防及び家族再統合のための「正当な努力

(Reasonable Efforts)」 は、1983年には、すべての措置ケースに対して、事前にその努

力が行われたことを裁判官が レビュー し判断することになつていた。だが、この
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Reasonableが どの程度のサービスの量と質を指すのかは、はつきりしないままであり、そ

の概念については裁判官の主観的な判断に完全に委ねられていたのだつた (Seaberg,

1986)。

AACWA施行以降も増え続ける里親ケア措置数により、裁判所が取り扱うケース数は膨大

となり、裁判所が行うREの レビューは形骸化してしまうことも少なくなかった。多くの州

では、裁半J官が REのためのチェックリス トにチェックを入れていくだけであり、ある州で

はすでに措置を求める書類に「REは証明された」と事前に印刷してあるので裁半1官は何も

しなくてもいいようにさえなっていた (Knepper&Barton,1997)。 ケンタッキー州で裁半1

所システム改善のために行われた調査では、多くの場合、裁判官は児童福祉に関しては門

外漢であるとの意言哉が強いため、ほぼケースヮーカーの主張どおりに判決が下されている

ことが明らかになった。また、REを否定すると、その後の処理が煩雑になるためなるべく

避けようとする傾向が強いことも結果により示された。(Knepper&Barton,1997)。

州によるREの不履行に対して、権利擁護団体等から州に対して訴訟が行われたが、多く

の場合は、児童福祉事業所に対してケースワーカーに対するスーパービジョンと研修の強

化、ワーカーが抱える担当ケース数の減少などを求める判決結果に終わつた。なかでもイ

リノイ州児童家庭局を訴えた Suter v.Artist Mの 判例は、連邦最高裁判所にまで控訴され

た判例である。この訴訟はREは連邦政府が州に対して課したものであり、個人は州に対し

てその不履行を訴える権限はないと判断され、最高裁判所での訴えは取り下げられた。加

えて、この最高裁判決によって、連邦政府は州に家族維持と家族再統合のための REを示す

ような援助計画を作成することは求めていても、実際に計画を実行することまでは求めて

はいなかった点が公に明らかとなった。また連邦政府は意図的にREの定義を明文化するこ

とを避けており、その解釈については州任せになっていることも、この訴訟において公然

の事実となつた (Kopels&Racraft,1993)。

このようにREに対する客観的判断は困難ではあるが、同時によい結果をもたらすことも

ある。Rattermanの調査によると法的に実践の説明責任を問われることにより、ケースマ

ネージメントの主体である事業所に対して、説明責任を果たすことへのよいプレッシャー

を与えることになる。また、裁判官が児童福祉に対する知識が深ければそれだけ良い判断

を下すことができるため、裁判官への研修が各州で行われるようになってきた。加えて、

裁判官が判決のために、ケース記録をレビューした結果、家族維持のための資源の不足に

気づき、新しい社会資源の創出を指示することもある (Ratterman,1986)。 1997年の
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Adoption and Safe Family Actに より、子どもの安全性が最優先事項としてさらに強調さ

れたため、REの遂行について条件が付けられるようになった。また RE自体もその定義が

拡大され、必要があれば親権を停止し養子縁組を行うことでパーマネンシーを確保するこ

とや、REが必要ないとされる状況であつても、子どもにとって「最も有害でない環境への

措置」を熟慮する努力もREと して解釈されるようになつた。

実際には Reasonable Effortsは 主観的な判断であるはずだが、その主観的な判断を裁判

所が客観的に判断するのは大変難しい。特に Reasonableが 示す「正当な
1」

量・質は、親

に「何をすべきか」を伝えるだけではなく、実際にワーカーが積極的に援助しているか

(Seaberg,1986)、 家族にサービスを使うようにどの<ら い働きかけたか (Hunner,1986)、

家族がサービスを利用しやすいようにどのくらい配慮したか (サービスの accessibility)

(Hunner,1986)、 サービスの提供の順番 ロタイミングに酉己慮したか、措置の危機の起因

となるニーズを満たすだけの量を提供したか (Hunner,1986)、 必要なサービスが入手不可

能であれば、代替となるサービス用意したか (availability)、 が判断基準となるが、これ

らの判断は十分なソーシャルワークの専門知識を持つた者でも困難だろう。

サービスの質に関しては、家族の状態および二一ズとサービスとの妥当な関係、つまり

提供するサービスの適切さ (appropriateness)を 示す。適切なサービスとは次の 2つを克

服することを目的としていなくてはならない ;1)子どもが里親ケアに措置された、もしく

は措置される恐れが発生した原因となった問題、2)家族がサービスを利用することへの阻

害要因 (Seaberg,1986)。 問題の特定化には包括的かつ綿密な家族状況に対するアセスメ

ントが必要となり、アセスメント自体の正確さもここでは問題となる。これらのサービス

に対する一連の多角的な判断を行うためには、提供したサービスのリス トだけではなく、

「どのように援助をしたのか」などに及ぶ援助活動の詳細な記録、およびアセスメント記

録が必要であり、ケースの状況を見ながらその記録を綿密に精査して判断する必要がある

(Seaberg,1986)。 また、REは援助者からの一方向の努力だけではなく、家族 (親)側の

変化に対する努力も含まれる。サービスプランに対して親がどれだけ協力的だつたか?そ

して実際に措置の原因を解消するに当たって Reasonable Progress(適 切な進展)があつ

たのか、も判断の基準となっている。(Sudia,1989)。

1序章で述べたように、本研究では「Reasonable」

する援助者としての努力を表すために、「正当な」
訳す。

を子どもの最善の利益の追求を目的に家族を援助

と訳し、Reasonable Effortsを 「正当な努力」と
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つまるところ、REは 1980年の米国連邦法 AACWAに おいて定められた子どもの家庭外措

置を防ぐための努力水準である。連邦法では、REの定義はあえて具体的には定められてい

ないが、その判断は、援助計画が作成されているかだけではなく、その援助の内容や提供

方法などにも及んでおり、大変多角的で総合的な判断が必要とされている。RE自体は法律

用語であり、その努力に対する評1面基準を指す用語にすぎないが、児童福祉におけるこの

用語の運用に際しては、かなり重<複雑な任務を各州に委ねていると言えるだろう。次に

各州が実際、州法の中でどのようにREを定義し、どのような状況でREを必要としている

かについてレビューし、まとめることにした。

第 2節 合衆国州法にみるReasonable Effortsの定義

本節では、実際に全米各州 (合衆国領含む)におけるREの定義とその必要条件について

レビューを行つた。州法の該当箇所の検索には、AdministrationforChildrenandFamilies

によるChild Welfare information Gateway State Statutes Search

(http://ww.childwelfare.gov/systellwi de/laws_policies/state/)を 用いた。

なお、ここで取り上げた州は州法に、連邦法に書かれているREの定義 (子どもの家庭外

措置されることに対する予防」および「子どもを家庭復帰させること」を目的とした援助 ロ

サービス提供等の主旨)以外の内容が含まれているものである。

1997年のASFA施行以降、REの意味は拡大され、家族維持 口家族再統合以外のパーマネ

ンシーを達成するための努力もREと している州もある。次の多くの州は親権喪失と養子縁

組 (後見人選出)によリパーマンネンシーを最終化させるための努力もREの定義に含んで

いる ;アラバマ州、ワシントンDC,ジ ョージア州、メイン州、ノースキャロライナ州、

メリーランド州、マサチューセッツ州、ネブラスカ州、ネバダ州、ニューヨーク州、オク

ラホマ州、ペンシルヴァニア州、プルエル トリコ領、ロー ドアイランド州、サウスキャロ

ライナ州、テネシー州、テキサス州、ユタ州、バーモント州、ヴァージエア州、ウィスコ

ンシン州、ワイオーミング州、アイオワ州、アーカンサー州。また、子どもにとって「も

つとも有害でない環境に措置すること」が REの一部となっている州もある(デラウエア州、

ニュージャージ州)。子どもが今まで馴染みのあつたコミュニティや近隣とのつながりを考

慮した措置先などを含むこと (アイダホ州)やきょうだいと同一の措置先もしくはきょう

だいの訪間の保障 (カ リフォルニア州、ノースダコダ州、オクラホマ州)などを具体的に

REの内容として含めている州もある。
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連邦法AACWAは援助計画の作成のみが REの内容となっているが、州によつては文献研究

においてみられたように、提供されたサービスの質についても州法で言及しているところ

もある。サービスの提供だけを指すのではなく、それらのサービスが入手可能であること

(available)、 利用可能であること (accessible)、 適切であること (appropriate)(ワ イ

オーミング州、ニューハンプシャー州、バーモント州)、 子どもの安全を守るのに十分か、

文化的に適切か、入手可能で利用可能かどうか、一貫していて迅速かどうか、状況にとつ

て現実的かどうかの 5条件 (ミ ネソタ州)など、提供されるサービスの内容が REに値する

ものかどうかを判断する基準を示している州もあつた。

また、サービスの提供について文書化した計画を立てておくこと (ア ラスカ州、デラウ

ェア州、グアム領、メイン州、モンタナ州)。 さらにその援助計画の内容に対しても具体的

に条件づけている州もある。「家族が必要としているサービスの優先順位、強度、量が家族

のためになるようにバランスよく構成されていること (ハワイ州)」 、「児童保護サービス局

により文書化された上で、家族に提案され、援助の提供者として関係機関も広く含めてい

ること (グアム領)」 「子どもの措置の危機の原因となった問題に対するサービス、子ども

の安全を確保する方法、効果を測る手段、子どもの身体的・情緒的ウェルビーングを守る

ための家庭訪間を含んでいること (メ イン州)」 などが援助計画に必要な要素として含まれ

ている州もあった。

REで提供されるサービス種別を具体的に挙げている州もある。「実家族だけではなく、

拡張家族や養親に対しても提供される家事サービス、カウンセリングサービス、ファミリ

ーセラピー、グループセラピー、セルフヘルプグループ、薬物・アルコールカウンセリン

グ、職業カウンセリング、養子縁組後のサービス (イ リノイ州)」 、「適切な養育のための訓

練などを含む親に対するサービス、入手可能または過度の財政負担にならないサービス、

子どもが在宅で維持、もしくは家族再統合されることが可能となるように身体的健康およ

び情緒的危害から守ることのできるサービス (サウスダコダ州)」 、「経済的扶助、家庭訪間

による援助、集中的な治療サービス、コミュニティ基盤のサポー トサービス、特別な二―

ズのある家族に対する特別サービス (ウ ィスコンシン州)」 など、家族支援のための多種多

様なサービスが REを証明するために提供すべきサービスとして挙げられている。

また、サービス提供やその計画 (援助計画)だけではなく、アセスメントや効果測定な

どの一連のケースワークおよびケースマネージメントに関する行動についても REに含め

る州もある ;「包括的なアセスメント (ウ ィスコンシン州)」 、「定期的な効果測定 (モ ンタ
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ナ州)」 。REを援助者側だけの努力ではなく、家族 (親・保護者)側の努力でもあることを

明記した州もある (ミ シガン州)。 また、モンタナ州は「家族の自主的な同意」をREに含

めている。

以上、各州での州法において REは連邦法よりも具体的に定義づけられてはいるものの、

やはり、ケースバイケースで判断できるだけの角翠釈の余地を含むものにはなっていること

がわかつた。本研究では、これまでのレビューと次節でとりあげるイリノイ州での在宅支

援にかかわる実践者に対するインタビュー結果を踏まえて、この REの操作的定義を行うこ

とを試みる。

第 3節 家族維持を目的とした「正当な努力 (Reasonable Efforts)」 に対するインタビ

ュー調査の結果より

本章における前 2節での文献および州法のレビューに加え、筆者が実際にアメリカ合衆

国イリノイ州において、在宅支援に携わつている実践者のグループ 2グループによる FGI

調査および児童家庭局局長 1名、副局長 2名、民間児童福祉機関プログラム責任者 3名に

対する個別インタビュー調査の結果 (畠山,2007)について、本節では取り上げる。調査

の全容については「家族維持を目的とした『正当な努力』(Reasonable Efforts)に 対する

一考察一アメリカロイリノイ州のインタビュー調査結果を通して一」(子どもの虐待とネグ

レクト9(1)、 2007年 )にて発表済なので、調査の手続きについては割愛する。

本調査は援助職として、Reasonable Effortsを どうとらえているか、を明らかにするこ

とを目的としておこなった。インタビュー対象については下表 5-1および次頁表5-2を参

照してほしい。

児1童1福ll■ t

領1域:で

'01経:験準:数:
|〔:銀 :):::::=:11

今|まで1■1
働tヽた■|=

華暴ジ壼華:

ジ祟総1数Ⅲ

現在1韓|=帯■
|ジ蝉 |ジ■の,1

1勤 1務1年,数

=苺
:

|(1年 :)1111:|:11:,,I111111:

対象 1

児童家庭局
局長・副局長

A 副局長
社会福祉学修 士号 ,

2 years post
graduate

20+

B 局 長 社会福祉学修士号 無記入 数力所
C 副局長 朴 会 福 莉卜学 修 士 暑

対象2
民間児童福
祉機関プログ
ラム責任者

D 所 長
修士号 (ソーシャル

ケースワー…ク)

37 27

E 副所長 社 会 福 祉 学 修 士 号

F 所 長
修士号 (カウンセリ
ング)

29

表 5-1 個別インタビュー対象者属性
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01機:関キ|

10 9

3(30%) 4(44%)

11.5 12.8

2.5

最 大 5

15=′卜  1

1.5

最 大

最 ′Jヽ

2

6.15 9.75

7.95 11.44

表 5-2 FGI調査参加者の属性

インタビュー質問は、すべてのインタビューに共通して「どのようにして援助者が行つ

た家族を維持するための『努力』が『正当である』と判断できるか ?」 と尋ねた。

結果として、14カ テゴリーが抽出され、3つのカテゴリー、1.「Reasonable Efforts」

の内容、Ⅱ口「Reasonable Efforts」 を実践するために必要なもの (必要な条件 )、 Ⅲ .

「Reasonable Efforts」 の抱える問題点に分類した。結果は次の表 5-3の とおりである。

表5-3 分析より得られた14カテゴリー

本節ではREの操作的定義の参考とするため、「REの内容」のカテゴリーに注目した。各

カテゴリーについて、ローデーターであるインタビューイーの発言を含めながら (「」内に

示す)考察を加えた。

1口 家族と援助者側両方に「正当な努力」を認める。

裁半1所での判断の基準となるのは、援助者側の活動に対してのみになりがちだが、「家族

の能力と責任を認めた上で、家族側にも求められるべきものである」という意見が本調査

公
Ｕ

η
′

ReasonaЫ e Effortsの 内容 必要なもの 問題点

家族と援助者側両方に「適切な努力」
を認める

援助に使える資源の存在 司法論理に基づいている

リスクとニーズのアセスメント
家族が援助に対して拒否的でな

い
一定の定義がない

結果ではなくプロセスである
ワーカーの「努力」についての記録を
残す

達成すべき目的がある

家族との接触

家族への物質的サービスの提供
家族が子どもの養育に対する最低基
準を保つ

継続性をもって家族に働きかける

援助側のアイデアと手段の限りを尽く
す
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では多数見られた。援助者側の「正当性」だけではなく、介入される側の家族も「正当」

であるべきだという意見も見られた。

2.リスクとニーズのアセスメント

家族を維持しながら子どもの安全を守るためには、「最初に子どもに対するリスクアセス

メントを行い、現時点で子どもが家族にとどまることが可能かどうかを確認した後、子ど

もが家庭で養育され続けるためには、家族に何が必要かのアセスメントを行う。」

3.結果ではなくプロセスである 日
4ロ ヮーカーの努力についての記録を残す

実践現場にいるワーカーは「正当な努力」を裁判所が判断する「結果」であるとはとら

えていない。「今回は子どもの措置が認められなかつたとしても、文書が残つていれば、裁

判所は次回違う判断を下すかもしれない」「『正当な努力』はいつでも達成しなければなら

ないのではなく、それに向かって取り組んでいくことである」。現時点では、裁半J所の客観

的な判断では、「正当性」が認められなかったとしても、「援助することで起こつた小さな

変化が次の大きな変化につながる」可能性を信じながら、援助を提供し、その証明のため

記録を残しておく。

5口 達成すべき目的がある

援助者が家族に対して「正当な努力」を行うとき、そこには常に達成すべき目的が存在

していなくてはならない。その目的とは、「子どもがより安全になること」、「家族が安定す

ること」、「親がよりよく機能できるような機会を与えること」であり、「子どもの最善の利

益のために、養育に適切な環境に子どもをとどめる」ために「家族を必要な援助に結び付

ける」ことである。

6.家族との接触・ 7.家族への物質的サービスの提供

ワーカーが行つた努力が正当なものであるか否かの最低基準は、「ワーカーが家族に接触

したか (し ようとしたか)」 と「親として子どもを養育する最低基準を満たすための物質的

サービスをワーカーが提供したか」である。「ワーカーの中には、十分に家族と接触しなか

つたり、リスクに対するアセスメントをしなかったりするワーカーがいるので、ある一定

の責任基準を設けておく必要がある」との意見もあった。また、親に対して物質的サービ

スを提供するのは、「貧困は親の責任ではなく、国や州の政策の責任である」という大前提

があるからである。これらのサービスが提供されたにもかかわらず、親が与えられた物質

的サービスを子どものために使わなかった時には、子どもの措置が必要となる。
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8。 家族が子どもに対する養育の最低基準を保つている。

親は子どもを養育するための衣食住以外の最低基準も保つておかなくてはならない。

「たとえ、家から一歩出た環境が、銃声が飛び交い、薬物の売人がたむろするような場所

だつたとしても、家に一歩入れば、子どもが安全に暮らせる環境を、親は提供する必要が

ある。それが提供できない場合は、子どもの措置を考慮する必要がある。」

9.継続性を持つて家族に働きかける 日
10。 援助者側のアイデアと手段の限りを尽くす

援助者側の援助は継続性をもったものでなくてはならない。「家族が非協力的態度、怠慢、

無反応だったとしても、1回の電話、2回の訪間で終わるのではなく、ワーカーは子どもに

対するリスクレベルを考慮しながらも、継続的に家族に働きかける必要がある」。そして、

「チームや機関が全力で関わつてでも、変化が起こらず、子どもにとつて危険な場合は、

すべての関係者が集まつて『正当な努力』が達成できたかどうかを判断する」必要がある。

「『正当な努力』とは治療ではなく、すべての人が試みたということ」であり、「家族に対

する援助の方法は一つだけではない」ので、援助者が「どれだけ工夫を凝らして家族に介

入したか」で判断される。

これ らの内容を踏まえた上で、実際に日本の在宅支援を援助者の「正当な努力

(Reasonable Efforts)」 の視点で評価をおこなうため、その操作的定義を次節にて試みた

い。

第 4節 まとめ  「正当な努力」という概念の操作的定義

本章では、第 1節にて、文献レビューより、Reasonable Efforts(RE)の概念の整理を

行い、第 2節にて、全米の各州法ではどのようにREが定義されているかを州法の条文内の

REの定義を抽出しまとめた。第 3節では、筆者がアメリカ合衆国イリノイ州にて児童家庭

局関係者及び実践者に対しておこなったインタビュー調査の結果についてまとめた。以上

を参考にしながら、本節では本章のまとめとして、REを法的用語として使うのではなく、

「正当な努力」と日本語訳し、その定義を「現時点での心理的につながりを持つ保護者と

子どもの関係を重視し、家族に価値をおき、家族を維持するために児童福祉に関わる援助

者として正当な努力を行うことであり、専門的援助活動のアカウンタビリティ (説明責任)

を示す指標」とし、質問紙調査により日本の現在の在宅支援において REがどれほど体現

されているかを明らかにするため、操作的定義を行い、変数化したい。

もともとREはケースバイケースにて判断できるための余地を残しているため、ケースの
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状況に合わせた定義付けは本研究で予定している「援助者に対する質問紙調査」と言う形

にはそぐわない。なので、個別のケース内での実践を操作的定義に含めることは難しい。

だが、質問紙という手法を用いて、文献レビューにより明らかになつた「正当な努力」を

示す援助行動 (「家族との接触 (畠山,2007)」 、や「援助活動の言羊細な記録 (Seaberg,1986:

Sudia,1989;畠 山,2007)」 など)が行われているかということは把握できる。サービス

の質については、個々のケースに実際に提供されたサービス内容を検証することは難しい

ため、サービスの質を保証するような行動 (「サービスとニーズの妥当性のためのアセスメ

ント (Seaberg,1986;畠 山,2007)」 「達成すべき目的の設定 (畠山,2007)」 など)を援

助項目に反映させることとした。前章で述べたとおり、アメリカ合衆国の Family

Preservationは 「REを実践にて具体化した援助の体系」であるはずなので、Family

Preservationの概念を援助行動として項目化したものに、サービスの質を表す援助項目が

含まれているはずなため、Family Preservationの概念を援助項目化した後に、これらの

REの文献レビューに上がっている「サービスの質」に関する項目が含まれているか再度確

認することした(実際、抽出した項目にすでに含まれていた)。 また家族側の「正当な努力」

については、個別のケースに関する状況であり、援助者を対象とした今回の質問紙調査で

は把握するのは難しいため、今回の定義づけには直接的に含めないこととした。

芝野 (2005b)は Reasonable Effortsは 「適切な援助努力」と訳しており、直接援助者

の専門的援助活動実績であり、アカウンタビリティとしてのプロセス・エビデンスと説明

した。第 3節で取り上げた筆者によるインタビュー調査の結果 (畠山ヮ2007)においても、

REは結果ではなく、「達成すべき目的に向かったプロセス」であり、「継続性」を持つて「援

助者のアイデアと手段の限りを尽くし」て、家族に働きかけることであるとされていた。

ゆえに、本研究でもREを援助行動の総量としてとらえることとし、家族維持を目的とした

援助 (REの具体化した援助行動でもある)の実施度の総量として定義することとした。フ

ェーズ型の日本の児童虐待施策において、プロセス ロエビデンスに基づく評1面は難しいと

されるが (芝野、2005b)、 援助者を主体とし、その在宅支援全般に対しての一定期間にお

ける援助の総量を変数としてとらえることは、援助者としての REの操作的定義としては適

当であると考えた。

加えて、元々の連邦法 (AACWA)での REの主旨を考慮し、「措置に至ったケースに関して

は、援助者は措置前に家族維持のための援助をできる限り行つた」という措置前の家族維

持のための尽力度に対する評1面を操作的定義とすることとした。ただし、実際の REは米国
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では裁判所による客観的評価の基準であるが、日本の現状では客観的な評価が難しいため、

今回の調査では援助者自身による主観的評価という形式をとつた。

最後に、1980年連邦法で REの背景にある家族に対する価値、「親子分離は最後の手段で

ある」もその操作的定義に含め、援助者の「正当な努力」の「正当性」の基盤となる価値

についても定義として含めることにした。これは子どものパーマネンシーを確保するとい

う意味でも、重要な価値であり、1980年連邦法の中心的な理念の源となつているものであ

る。

以上、本研究ではReasonable Efforts,「 正当な努力」の操作的定義として次の 3つの

変数を採用し、質問紙調査においては観測変数として定義づける。

1.家族維持を目的とした援助活動の総量

2。 子どもの家庭外措置の決定前に、できる限りの家族維持を目的とした援助をおこなつ

たという援助者自身の評価。

3.「親子分離は最後の手段である」という価値

そして、これらの 3つ変数においては相互に正の関係があることを仮定し、在宅支援を行

う上でこの 3つの変数の関係が成立することこそが、「正当な努力」の「正当性」を示して

いると仮定する。つまり援助者の家族維持の努力が「正当である」ためには、この 3つの

変数が正の相関を示していることとした。

「 正 当 な 努 力 」の 正 当 性 を 示 す モ デ ル

図 5-1「正当な努力」の正当性を示すモデル
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第 6章 研究方法

第 1節 調査デザイン

本調査は、序論で示したリサーチクエスチョンをもとに、実態把握および生成した仮説

を検証することを目的としている。繰り返しとなるが、リサーチクエスチョンは次の 2つ

である。

l. 「家族維持」という視点において、現在の日本の児童虐待ケースに対する在宅支援は

何がどこまでできていて、何が足りないのだろうか ?また、日本で行われている「家

族維持」を目的とした援助にはどのような要素が実際は影響を与えているのだろう

か?

H.日本における児童虐待在宅ケースの援助者は、援助者として行うべき家族維持に対す

る「正当な努力 (Reasonable Efforts)」 の概念を持つているのだろうか?それはど

こまで援助に体現 されているのだろうか ?どのような要素が「正当な努力

(Reasonable Efforts)」 に影響を与えているのか?

まずはリサーチクエスチョン I.を明らかにするために、日本の児童虐待ケースに対す

る在宅支援の実態把握とそれを主に行う援助者の意識を明らかにすることとした。具体的

には次の事柄を明らかにする。

① 日本の児童虐待ケースに対する在宅支援において、「家族維持」のための援助がど

のくらい実施されているか?

② 日本の児童虐待ケースに対する在宅支援を主に行う援助者は「家族維持」の援助

をどのくらい重要だと思つているか?

③ 日本の児童虐待ケースに対する在宅支援を主に行う援助者は「家族維持」の援助

に対して何を障害だと感じているか?

④ 日本の児童虐待ケースに対する在宅支援を主に行う援助者は「家族維持」のため

には何が必要だと感じているか?

⑤ 日本の児童虐待ケースに対する在宅支援のどのような援助が実際にはどのような

主体により提供されているか?

リサーチクエスチ ョン

(Reasonable Efforts)」

観的評価)、 実施度合計

H.については前章での文献 レビューを踏まえ、「正当な努力

の概念に対して、操作的定義を行い、尽力度 (措置前の援助の主

(援助行動の総量)、 親子分離に対する意見 (価値)の 3変数に変
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以上の分析を行うために、調査デザインを作成した。調査デザインは図6-1の とおりであ

る。

本研究における調査はまず第 1段階として、日米での在宅ケース援助者に対するフォー

カスグループインタビュー調査 (FGI調査)を行い、全国児童相談所児童福祉司に対する質

問紙調査のための質問項目 (家族維持のための援助項目、家族維持のために必要な要素項

目、援助の際の障害項目)を抽出した。これらの FGI調査及び文献研究にて抽出した項目

を元に質問紙を作成し、全国児童相談所および全国市区町村に対して質問紙調査を行つた。

これら2つの対象に対して全国規模での調査を試みた理由は、児童虐待ケースに対する在

宅支援の役割が児童相談所と市町村間で明確でない経緯があり、日本の児童虐待ケースに

対する在宅支援をくまなく把握するためには、児相・市町村両方に対して調査を行う必要

数化した。そして、これら3つの変数間の関係として次の仮説を立てた。

仮説 1.援助者はすべてのケースに対して、措置前に家族維持のための援助をできる限り

行つたと感じている。

仮説 2.援助者は「親子分離は最終手段でありなるべく避けるべきである」と考えている。

仮説 3.措置前に家族維持の尽力をしたと感じる援助者ほど、在宅支援ケースに対しても、

家族維持を目的とした援助を多く実施している。

仮説 4.親子分離に対する意見は、措置前に行つた家族維持の尽力度と関係している。つ

まり、親子分離は最後の手段と考えるグループのほうが尽力度は高く、親子分離

は対応の一方法と考えるグループのほうが尽力度は低い。

仮説 5.親子分離に対する意見は現在行つている在宅支援に対する家族維持の実践に影響

を与えている。つまり、親子分離は最後の手段と考えるグループのほうが、親子

分離を対応の一方法と考えるグループよりも家族維持のための援助実施量の平均

値が高い。

仮説 6.親子分離に対する意見は回答者の属性に関係している。

仮説 7.措置前の家族維持のための尽力度は児相及び市町村の援助主体の特徴を反映させ

た仮説モデルで表すことができる。

仮説 8.援助者が行つている家族維持を目的とした援助の行動の総量 (実施度合計)は児

相及び市町村の援助主体の特徴を反映させた仮説モデルで表すことができる。

仮説 9.上記の仮説 7・ 8で検証したモデノИよ、親子分離に対する意見形成により群間で差

異が見られる。
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があると考えたためである。またこれらの 2つの質問紙調査の質問項目についてもできる

限り共通の項目を用い、2つの調査結果を比較できるようにした。

調査 3.

実施 )

全国市区町村児童童虐待在宅ケースに対する援助についての質問紙調査(2007年 11月

①家族維持を目的とし

た援助項 目(61項 目)

→ 実施度

→ 重要度

→援助の主体

②家族維持のために

必要な要素項目

27項 目→必要要素

(児相・市町村共通)

③家族維持にとっ

て障害となる要素

項目

19項 目→障害度

④親子分離に対する意

見

⑤家族維持の尽力度

⑥属性等に関する質問

調査 1。 2005年 度関西学院大学 COE海外調査奨励金による調査 (②米国 FGI)、 2005年 関西学院大学 COE個人研究助成費に

調査 (① 日本市町村 FGl)・ 厚生労働科学研究 子ども家庭総合研究事業  「児童虐待等の子どもの被害及び子どもの問題行動

防 ◆介入・ケアに関する研究」 (主任研究者 奥山真紀子)、 「児童相談所を中心とした在宅支援に関する研究」 (分担研究者

信和)の一部 (③児相児童福祉司 FGI)

調査 2.平成 16年度 厚生労働科学研究 子ども家庭総合研究事業  「児童虐待等の子どもの被害及び子どもの間

題行動の予防・介入 。ケアに関する研究」(主任研究者 奥山真紀子)、
「児童相談所を中心とした在宅支援に関す

る研究」 (分担研究者 前橋信和)の一部として実施した質問調査の一部

調査 3.平成 19年度・平成 20年度 科学研究費補助金 (若手研究スター トアップ)(課題番号 19830119)に よる

研究の一部として実施した質問調査
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調査 1.児童虐待在宅ケース援助者に対するフォー

カスグループインタビュー(FGI)調 査

①市町村児童虐待防止ネットワーク会議に所属す

る実践者に対するFGI調 査(2005年 6月 実施)

②アメリカ・イリノイ州家族維持プログラム実践者に

対するFGI調査(2グループ)(2005年 9月 実施)

③在宅支援児童福祉司に対するFGI調査(2005年

11月・2006年 1月 実施 )

Farni!y Preservationに ついてヌD

文献研究

Reasonable Effottsに ついての文

献研究 (本文第 5章 )

調査2.全国児童相談所の在宅支援担当児童福祉司に対する質問紙調査(2006年 2月 実施)

①家族維持を目的とした

援助項目(66項 目)

→ 実施度

→ 重要度

→援助の主体

②家族維持のために必

要な要素項目

27項 目→必要要素

(児相・市町村共通 )

③家族維持にとっ

て障害となる要素

項目

20項 目→障害度

④親子分離に対する

⑤家族維持の尽力度

⑥属性等に関する質

問

図 6-1 本研究における調査デザイン
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第2節 日米における児童虐待在宅ケース援助者に対するフォーカスグループインタビュ

ー調査

1日 本調査の目的

質問項目抽出のために、日本とアメリカ合衆国の在宅支援にかかわる援助者のグループ

4グループに対してフォーカスグループインタビュー調査 (以下 FGI調査)を試みた。主

にここで抽出しようとしている質問項目は、1)家族維持を目的とした援助項目、2)家族

維持のために必要な要素項目、3)家族維持を目的とした援助にとつて障害となる要素項目

である。

アメリカ合衆国イリノイ州にて調査を行つたのは、1980年の AACWA以降、提示された

Family Preservationの実践が、およそ 30年の間に、紆余曲折を経て形を変えながらも、

在宅ケースに対する実践の中でしっかりと生き続けており、その中で実践を続ける援助者

から直接データを収集することで、文献研究だけでは抽出できない現場ならではの「生の

データ」が収集できると考えたためである。また、日本での FGI調査では抽出できない先

駆的な部分を抽出し、質問項目に含めることができると考えた。中でもイリノイ州を選ん

だのは、筆者が以前に在宅支援ワーカーとして勤務していたため、州法やサービス等に関

する知識を持つていること、調査協力が得られやすかったこと、そして、イリノイ州は 2002

年からの 3年間の間、他の州と比べて里親ケア措置数が少ないこと (1000人 あたり1。 8人

の措置数)(the US Department of Health and Human Services:Administration of Children

and Families,2005)が 主な理由である。

また併せて、日本において児童相談所在宅支援担当児童福祉司と市町村在宅支援援助者

の 2つの異なるグループをインタビュー対象としたことで、日本の現場で行われている家

族維持の要素を質問紙調査に包括的に組み入れることができると考えた。

2.調査方法

1)FGI調査について

本調査は FGI調査の手法を用いて行つた。FGI調査は参加者と直接かかわり「ありのま

まの表現」を得られる、グループでの相互作用を通して、より広範でまとまつたデータが

得られる、より潜在的な意見が得られるなどの特徴がある (安梅、2001;呉、2003;Vaughn

Schullln&Sinagub,1999)。 これらの特徴を考慮した結果、FGI調査は、グループダイナミ
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クスを利用して、日ごろの実践を通して参加者が感じている「家族維持」に対する潜在的

な意識を効率的に抽出できる手法だと考え、調査方法として採用した。

2)調査方法

4グループのいずれのグループにおいてもFGI調査の手法にのつとり(安梅,2001;呉 ,

2003;Vaughn et a H.,1996;梅 澤,1993)参加者がリラックスして自由に意見が表出で

きるように、飲み物やお菓子を用意し、座席配置にも気を配つた。インタビューデータは

lGレコーダーおよびDVDカ メラを用いて、録音・録画した。倫理的配慮として、事前にイ

ンタビュー調査の趣旨とインタビュー設間を参加者に送付またはインタビュー前に提示し、

録音・録画の承認も事前に得た。インタビューで得られた情幸剛ま個人が特定される形で外

部に漏れることがないことを事前に説明し、インタビュー内容についてのインタビュー参

加者間での守秘義務についても確認を行つた。

① インタビュー設間

インタビュー設間は、事前に参加者に送付またはインタビュー前に提示した。設間はす

べてのグループに対して共通したものである (ア メリカでの FGI調査においては同義のも

のに設間を英訳した)。

l.「 (児童虐待在宅ケースを想定して)子どもが措置されることなく、家族が家族として

維持していけるためには、援助者は何を行う必要がありますか?」

面.「子どもが措置されることなく、家族が家族として維持していけるためには、何が必要

だと思われますか ?」

lil.「援助者が家族を維持していくための援助を行う際、何が障害となる (なっている)と

思われますか?」

② 調査対象について

対象の属性については表6-1の通りである。アメリカでの2グループに関しては、在宅

支援においてシカゴ市内で最も多くの在宅ケースを委託されている民間児童福祉機関であ

るA機関とイリノイ州南部の州第2の大都市のペオリアにてFamily Preservationプログ

ラムを委託されているB機関に対して、調査協力をお願いし、了承していただいた。シカ

ゴ市内においては、Family Preservationプ ログラムという呼称は在宅支援については使

Ｅ
Ｕ

０
０
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われておらず、州南部においてのみ用いられているが、内容に関してはB機関で行われて

いるFamily Preservationプ ログラムには緊急現金扶助 (Emergency Cash Assistance)が

サービスメニューに含まれている以外は、担当ケース数や期間等のプログラム枠組みや内

容に関しては両グループであまり相違がなかった。

グループ3の 日本の市町村援助者のグループに関しては、阪神地域にあるC市の要保護

児童対策地域協議会の所属機関に属し、児童虐待ケースの援助に関わつた経験を持つ専門

職を対象者の条件とし、地域協議会事務局を通してリクルートを行つた。グループ4の児

童相談所児童福祉司のグループについては、調査対象者は、阪神地方の3ヶ所の児童相談

所に勤務し、児童虐待ケース在宅支援を担当した経験が比較的多い児童福祉司を対象者の

条件として、各児童相談所の代表者を通してリクルートを行つた。いずれのグループの参

加者も、1)児童虐待在宅支援ケースに対する経験が豊富であること、2)自身の実践を言

語化し表現することに長けていること、を条件として紹介いただき、本調査の趣旨を説明

し参加の同意を得た。

食
Ｕ

０
０

グ ル ー プ 1.

在 宅 支 援 ワ ー カ ー
(アメリカ )

グ ル ー プ 2_

ファミリー プ リザ ベ

ー シ ョン ワ ー カ ー
(アメリカ )

グ ル ー プ 3.

市 町 村 援 助 者 (日
本 )

グループ 4.

児 相 児 童 福 祉 司
(日 本 )

人 数 10名 9名 1回 目 11名 、2回 目

10名
7名

性 別 女 性 10名 女 性 7名 、男 性 2名 女 性 8名 、男 性 3名
(2回 目 2名 )

女 性 4名 、男 性 3名

職 種 在 宅 支 援 ワー カー 6

名
プ ログラム 責 任 者 1

名 、SVl名
所 長 1名

目」所 長  1 名 、S∨3
名 、ワ ー カー 1名 、
プ ログ ラム 責 任 者 1

名 、セラピス ト2名 、

アシスタン ト 1名

家 庭 相 談 員 3名 、中

学 校 教 員 (生 活 指

導 )1名 、保 育 士 (子
育 て 支 援 )1名 、保

健 自雨3`名 、障 害 本目言炎

担 当 1名 、教 育 セン

ター (教 育 主 事 )1名

児 童 福 祉 司
7名

現 職 (現 プ ロ グ ラ

ム )(で の 平 均 経 験

年 数

6.15」 手

(最 短 1年 、最 長 15
年 )

9.75年  (最短 4年 、

最 長 16年 )

6.3年 (最短 2′ヶ月 、

最 長 2ヶ 月 )

7年
(最短 2年 、最 長 14
年 )

社 会 福 祉 領 域 で の

平 均 経 験 年 数

11.5年 (最短 4年 、

最 長 30年 )

12.83年 (最短 4年 、

最 長 20年 )

22年 (最 短 10年 、

最 長 34年 )

教 育 バ ックグ ラウ ン

ド
福 祉 4名 (学 ± 1

名 、修 ± 3名 )カ ウ
ン セ リン グ 修 ± 1

名 、心 理 学 修 ± 1

名 、工 学 学 ± 1名 、
神 学 修 ± 1名 、社 会

学 学 ± 1名 、そ の 他
学 ± 1名

福 祉 (修± 4名 )

カウ ンセ リング 修 士

2名 、臨 床 心 理 修 士
1名 、心 理 学 ± 1

名 、高 卒 1名

福 祉 4名 、心 理 2

名 、法 学 1名

資 格 LCSW(り11の 社 会 福
祉 資 格 )3名 、
LCPC(り ‖ヽの カ ウ ン
セ リング 資 格 )1名

LCSW(り11の 社 会 福

祉 資 格 )3名 、
LCPC(り 日ヽの カ ウ ン

セ リング 資 格 )2名

社 会 福 祉 ± 1名 、教

員 免 許 2名 、保 健 師
3 41・ 看 護 自雨 4 名 、

精 神 保 健 福 祉 ± 1

名 、保 育 ± 3名 、社
会 福 祉 主 事 1名
(複数 の 回 答 あ り)

社 会 福 祉 ± 2名 、社

会 福 祉 主 事 1名

表6-l FGI調査グループメンバーの属性
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3.分析方法

分析方法は安梅 (2001、 2003)の「内容分析法」、Vaughnら (1999)の 「自然主義的探

査法を基礎としたデータ分析の手続き」、および Flick(2002)の「質的研究の枠組み」を

参考とし、次のような手順で行つた。C各インタビューの録音を書き起こし、その精度の

確認を行つた。②調査者である筆者はデータを何度も読み込み、インタビュー目的に沿つ

た基本的考えを確認したうえで、データをそれ自体で有益であるようにもっとも少ない情

報量を含んだ単位に単位化した (コ ーディング)後、その単位をカー ド化する作業を行つ

た。C筆者と複数の調査協力者の手によって内容を同じくする情報単位をまとめていく作

業であるカテゴリー化を行つた。

なお、本調査では、質的研究においての「妥当性」を確保するために次のような手続き

をそのインタビュー進行および分析プロセスの中に含めた。インタビュー進行では、研究

の枠組みに沿つたインタビューフローを事前に作成し、データ収集に意図的な偏りが出な

いような進行を試みた。分析に際して、Respondent Validationと して、第 3者の判断を

通じて分析結果の妥当性を高めることを目的に、児童福祉領域に造詣の深い調査協力者複

数名に分析のプロセス全般に参加してもらい、レビューをしてもらった。また、言語につ

いては、英語での FGI調査に関しては、録音データを書き起こす際、英語を母国語とする

調査協力者のチェックを受け、次に書き起こしたデータから日本語のコーディングをする

際には、日本語と英語に堪能である調査協力者の協力を得て、2言語間で意味の取りこぼ

しが無いよう細心の注意を払つた。

4口 結果

すべてのグループに対する調査結果をまとめたものは次の通りである。ここでの分析結

果で得たカテゴリーを質問項目作成に使用することとした。また、日米グループ間で共通

するサブカテゴリーについて比較し、それぞれの家族維持のための在宅支援の特徴につい

て表にまとめた (表 6-2～表 6-4)。

η
′

０
０
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表 6-2 家族維持のために援助者がする援助  (◎はグループ内において特に強い同意の見られた項目)
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表 6-3 家族維持のために必要な要素 (◎はグループ内において特に強い同意の見られた項目)
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5.考察

本 FGI調査の主な目的は質問項目抽出であるため、考察は日米グループの比較に関する

ものに限定したい。

1)家族維持のために援助者が行う援助

日本における在宅支援は、児童相談所によるものと市町村によるものの 2層構造にて行

われている。市町本‖こおいては、直接的な援助というよりは、親子に他の親子と交流する

機会を与えるなどの間接的な方法で家族を支援することが多い。基本的に市町村では、家

族が自発的に援助を受け入れることが、援助提供の際には必要であるため、積極的な介入

ができない実情がある。ゆえに市町村では関係機関を介して家族に対する情報を収集し、

最も介入するのに効果的なタイミングを計ることが重要となってくるようである。

アメリカの在宅支援ワーカーは、家族との間の複雑な立場をよく理解しており、まずは

家族との信頼関係を結ぶことが不可欠だと感じている。そのためには、まずは家族に対し

て自分たちの役割を明確に理解してもらうことが必要である。自分たちは援助するために

家族に接触しているのであり、非難をしに来たのでも、罰を与えに来たのでもないことを

明確にする。また、ワーカーは家族自身がしなければいけないことまで、踏み込んで代わ

りにしようとはしない。ある参加者は「ワーカーは家族よりも、家族維持に対して一生懸

命になつてはいけない。家族に対する自分の関わりに対して常にバランスを計らなくては

いけない」と言及していた。

表 6-4 家族維持を目的とした援助に対する障害  (◎はグループ内において特に強い同意の見られた項目)
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2)家族維持のために必要な要素について

日本の児童福祉司は、サービスを提供する前に、家族自身がどれくらいリスクに対する

緩和要因を持つているかをアセスメントするよりも、リスクの除去をどのように行うかに

援助を集中させてしまう傾向が強い。一方、アメリカの在宅支援ワーカーは、家族自身の

変化に対する動機づけや自発力に高い重要性を置いている。たとえば、アメリカでのイン

タビュー参加者の 1人は「(家族維持は、)家族自身によるものである。最も大切なのは、

家族自身が自分たちは何をしなくてはいけないかをわかつていることだ。誰も家族の代わ

りはしてくれないということを理解しておく必要がある」と述べた。

3)家族維持を目的とした援助に対する障害について

日本において児童虐待防止法ができて、約 10年 しか経過していない。未だ日本での児童

虐待対応のシステムは発展途上である。法的な虐待の定義はあるものの、システム上、ど

こからどこまでを児童虐待として取り扱うのかという点、どこからどこまでを強制的介入

の範疇とするのかという点で、現場では混舌Lが見られる。アメリカにおいては司法システ

ムと児童虐待対応システムの間の整合性の不足が障害要素として今回のインタビュー調査

で指摘されていた。もしも、日本が積極的な司法のモニタリングをアメリカのように導入

するのであれば、この 2つのシステムのすりあわせは十分に議論する必要があると考える。

今回の調査は4つのグループのみを対象としたため、結果の普遍化には限界がある。本

調査の結果から抽出した質問項目を用いて、質問紙調査を行い、多方面からの分析に臨む。

第 3節 質問紙調査 1日 2で用いる質問紙について

1口 質問項目作成について

全国児童相談所の在宅支援担当児童福祉司を対象とした質問紙調査、および全国の市区

町村の主たる援助者を対象とした質問紙調査に用いる質問項目については、両調査の結果

を比較するため、基本的に共通した項目を用いることとした。質問紙項目には主に前節で

説明した日米 4つのグループに対するFGI調査、および米国の Family Preservationに つ

いての文献研究の結果 (Pecora et al,1992,1995;Nelson et al,1990;Kinney et al,

1991;Kaplan et al,1994)そ して「子ども虐待対応の手引き」 (日 本子ども家庭総合研究

所,2009)よ り抽出した。そして、児童福祉領域の現場経験者、児童福祉領域を専攻とす

る大学院研究室メンバー、学識経験者等とともにこれらの項目の妥当性の検討をした結果、
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質問項目として妥当であると合意したものだけを採用した。

特に家族維持を目的とした援助項目66項目については、日米で行つた 4グループに対す

る FGI調査と文献研究の結果を踏まえ、アメリカの Family Preservationの 実践の概念を

項目化するために、文献研究から得た下位概念を6つ、1.「基本的姿勢・援助の枠組み」、

2.「安全とのバランス」、3.「変化を促す態度」、4.「テクニック」、5.「ケースワーク」、

6.「具体的援助」を質問カテゴリーとし、FGI調査から抽出されたコー ドから、アメリカ

の Family Preservationの 実践を反映しながらも、日本の現場で行う家族維持を意識した

援助項目の選定を心がけた。次に第 5章にておこなつた REの操作的定義における「サービ

スの質」を担保する援助項目が含まれていることを確認した。質問紙作成の順序としては、

まずは児相児童福祉司を対象とした援助項目を作成した。同様の内容を持つものは 1つの

質問項目となるようにし、援助項目が業務上弁別しているように試みた。最後に、在宅支

援の経験の豊富なベテラン児童福祉司1名に、アメリカの Family Preservationの 概念を

表象しながらも、日本の現場での実情から離れていないかどうかについて、ワーディング

も含め確認と修正を依頼した。

項目選択後、試用版を作成し、実際に阪神間の児童福祉司7名 に回答していただき、ワ

ーディングと質問項目の両方についての意見を収集した。また、質問者の回答傾向などか

らも妥当性の検討を行い、修正を加え、児童福祉司に対する援助項目は 66項目となつた。

家族維持の援助に必要な要素、障害要素に関する項目についても、同様の手続きを行い、

必要な妥当性を確保するように努めた。

市区町村用の質問項目については、児相用の質問紙調査で用いた質問項目から市町村の

実践に当てはまらないものを省く、または修正するという作業を行つた。、児童福祉司用の

質問項目と同じ意味を持つように留意しつつも、表現を修正した試用版を阪神間の 4自治

体の児童福祉主管課のメンバーに実際回答していただき、質問紙全体の意見を収集した。

質問紙に含まれる項目は次の通りである (資料として添付してある質問紙を参照)。

1)家族維持を目的として行う援助項目 (児相 66項 目、市町村 61項 目)

①それぞれの援助項目に対して「どの程度実施したか」を「1.していなし呵 .よ くし

ている」までの 5件法のライカー トスケールで評価する。

②それぞれの援助項目に対して「家族維持にとってどの程度重要か」を「1.重要でない
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巧 口重要である」までの 5件法のライカー トスケールで評価する。

③それぞれの援助項目に対して、誰・どの機関が主に行うべきか (援助の主体に関する

質問)を児相対象の調査では、「児童相談所 口市区町村・その他」からあてはまるもの

をすべて選択して答える。市区町村が対象の調査では、児相を含めた援助の主体リス

ト36主体 (巻末資料の質問紙参照)の中からあてはまるものをすべて選択して答え、

市区町本‖こおいてはまた実施する必要はないと思う場合は、「実施する必要はない」を

選択する。

2)家族維持を目的とした援助に対する障害について (児相 20項 目、市区町村 19項目)

それぞれの項目について「1.まったく障害とは思わなしL巧.大変障害だと思う」の 5

件法のライカー トスケールに加えて「0.現状にあてはまらない」から選択する。

3)家族維持のために必要な要素について (児相・市区町村とも27項 目)

それぞれの項目について「1.必ずしも必要でなしL巧口絶対に必要である」の 5件法の

ライカー トスケールで評価する。

2.REの操作的定義を示した変数に関する質問項目

第4章におけるREの操作的定義化をした変数に関する項目として次の2つの質問項目を

用意した。

1)「親子分離」に対する価値観

長期の親子分離についての回答者の考えを尋ねた。「1.親子分離は最後の手段であり、

なるべく避けるべきである」、「2.親子分離は対応の一方法として積極的に行うべきである」

の 2選択肢のうち「どちらかといえば」当てはまるものを選んでもらうように質問に指示

を付け加えた。

2)家族維持に対する尽力度

調査実施年度に担当したすべての児童虐待長期措置ケース (一時保護ケースは除く)に

対して、どの程度、「家族維持」のための援助を措置前に行つたかを「1.まつたくおこな

わなかつた巧 .できる限り行つた」の 5件法のライカー トスケールにより尋ねた。
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第 7章 質問紙 1「児童相談所における児童福祉司による児童虐待ケース在宅支援の実

態及び意見調査」

第 7章 質問紙調査 1 「児童相談所における児童福祉司による児童虐待ケース在宅支援

の実態及び意見調査」

第1節  調査の対象、調査方法、分析方法

1.調査対象

全国 197か所 (支所も含む)の児童虐待在宅支援ケースを担当する児童福祉司、担当が

決まっていない場合は、児童虐待在宅支援ケースに関わつている児童福祉司、各相談所 5

名ずつ、計985名 を対象とした。実際は、全数調査として全国の児童虐待在宅支援担当児

童福祉司すべてに行うつもりであつたが、各児童相談所によって在宅支援の体制 (担当が

いる、在宅支援担当課がある、地域担当が地域別に在宅支援を担当している、他)が様々

なことが想定される、且つ各児童相談所に対象となる児童福祉司が何名いるかが把握でき

ないため、研究班で協議の結果、各児童相談所所長宛に質問紙を送付し、該当する児童福

祉司最大 5名に質問紙を配布してもらうこととした。なお5名 という人数も都市部の大規

模な児童相談所を想定した場合、該当者の概ねの人数として適切であると考えた。

2.調査方法

郵送法による質問紙調査を実施した。質問紙と返信用封筒を5セ ット、各児相にまとめ

て郵送し、回答者力ヽ固別に返信してくる形をとつた。なお、回答については統計処理後の

データから個人が特定されることはないこと、個人名、相談所名等を一切公表しないこと

を質問紙の表紙に記載した。調査は2006年 2月 に実施した。

3.分析方法

分析として記述統計、探索的因子分析、 t検定、分散分析、共分散構造分析およびその

共分散構造モデルに対する多母集団同時分析をおこなった。分析には、Microsoft Excel

2003、 PASW(SPSS)Statistics 18.0、 AMOS17.0を用いた。

本章では、リサーチクエスチョン Iに対する分析として記述統計、探索的因子分析まで

の分析結果を考察する。リサーチクエスチョンⅡに対する分析の結果については第 10章で

まとめて取り扱うこととする。
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態及び意見調査」

第2節  調査結果の分析 (その 1)

1口 回収率について

支所を含む全国児童相談所 197か所に5通ずつ質問紙を送付 (985通 )し、540通の回答

があつた (回川又率は 54.8%)。 欠損している回答が各質問群につき3分の 1以上あるケー

スを除くと、有効回答数は528通 (有効回収率 53.6%)であった。

有効回答の中で、相談所名が書いてあらたものは 504通で、169か所 (85.5%)の 児童

相談所から回答があったことが明らかであるが、実際は在宅支援担当者や課があると答え

た回答者は 5.5%しかおらず、担当ケースが地区で割り振られているため、自分の地区の

在宅支援ケースを担当している場合が多くみられた (82.2%)。

2.回答者の属性について

回答者の属性について特徴的な事項を記述する。(詳細については表7-1を参照)

1)年齢については、最も多かつたのは、40歳代 (37.1%)、 続いて 30歳代 (28.0%)、 50

歳代 (21.8%)の順であつた。

2)児相での勤続年数は、1年以上 3年未満が最も多く (33.7%)、 次に 1年未満 (18.8%)

であった。3番目に多いのは、10年以上 30年未満(11.9%)であつた。全体の 7割 (70。 1%)

が 5年未満の勤務であった。

3)児相以外の直近の勤務先では、福祉領域以外の部署や施設が最も多く (23.1%)、 次に

多いのは、福祉事務所 (18.4%)であった。他の児童相談所も含め、児童福祉領域の機

関に勤務していたものは、合計31.6%であった。

4)児童福祉司資格の種別については、心理学、教育学、社会学の課程を修得し、1年以

上の勤務経験のある者が最も多く約 4割 (40。 9%)を占めた。

5)大学 口短期大学での主な専門領域については、社会福祉学専攻が最も多く全体の 3害1

(32.1%)を 占めていた。次に多いのは、教育学 (12.1%)、 心理学 (9.7%)の 順であつた。

6)社会福祉士の資格の有無は、回答者の全体の 8割 (80.1%)が社会福祉士資格を持つて

いなかった。

7)担当ケース数については、全担当ケースは51-100ケースの児童福祉司が最も多く、全

体の 4割を占めていた。101-300ケースの福祉司も3割近くいることから、7割近い児

童福祉司は50ケース以上担当している。中でも児童虐待ケース数は11-30ケースが最

も多く、4割強を占めた。児童虐待在宅ケースの担当ケース数は、30ケース以下力ヽ ま
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ぼ8割を示す結果となった。(詳細については表 7-2を参照)

表 7-1 回答者 (児童福祉司)の属性 (左右表とも)

表 7-2 回答者の担当ケース

3.記述統計による結果

1)家族維持を目的とした援助の実施度の平均点ランキング (表 7-3参照)

5件法のライカー ト尺度の尺度をそのまま点数化し、平均値ランキングとして表した。

以下、重要度、障害度、必要要素についても同様である。

実施度について上位 25%(平均の第 3四分位数)にある項目は 17項目あり、関係機関

との連携 (質問項目番号 23、 24、 12、 43の計 4項目)やワーカーの援助者としての姿勢や

態度を表す項目 (質問項目番号 7、 13、 52、 8、 16の計 5項目)が 多く含まれていた。下

位 25%(平均の第 1四分位数)には 17項目が該当し、うち 13項目 (項目番号 15、 6、 40、

10、 17、 27、 56、 61、 59、 35、 14、 66、 64)が住居、家計、医療、保育所への送迎等の生
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活上の具体的援助に関わる項目であつた。

2)家族維持を目的とした援助の重要度の平均点ランキング (表 7-4参照)

上位 25%あてはまる項目は 18項目あり、援助に対するワーカーの態度に関する項目が

9項目 (項目 13、 8、 7、 30、 47、 52、 16、 1、 19)、 関係機関との協議・連携に関する項目

が 5項目 (項目番号 23、 24、 12、 20、 43)であった。反対に下位 25%の 17項目には衣食

住、経済活動、医療、保育などに関する生活上の援助が固まつている (17項 目中 14項目 :

項目 15、 11、 40、 10、 6、 56、 61、 35、 27、 17、 59、 66、 14、 64)。
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η
′

ｎ
ｖ

順位 項目番号 質問項目 平均値 SD 度数

1 地域の機関から家族の情報を収集する。 4.52 0705

危機的な状況の場合には、一時保護・ショートステイなあ 使い、危機を回避する。 0841
ワーカーとしての責任を証明するために、自分が行つた援助を文書に記録しておく。 0897 528

学校教諭口幼稚園教諭・保育士と子どもの状況について協議するc 0755 527

児童相談所内の心理判定につなげ子どもの状態を知る。 0874

関係機関に児童相談所としての視点や立場を説明していく 423 0827 524

1 ワーカーは家族に対して忍耐強く対応する。 4。21 0823

虐待の告知の仕方は、家族状況や虐待の程度を昇.て 、ケースにより判断するn 4.21 0861

保護者と対峙する場面では、必要以上に懲罰的にならないような表現を用いる。 4:19 0868
保健師や学校の教諭など地域の援助者に家庭訪間を依頼する。 0983
家族を援助するという自分の立場を明らかにし、家族の信頼を得る。 4。00 0835 527

保護者が子どもに対して肯定的な視点をもつことができるように働きかける。 4=03 0872
定期的に家族に接触する。 3.34 0935

家族が必要なとき、自分自身で利用できるように事前に地域の資源とつなげておく 1006 525

それぞれの家族に対してワーカーが何がどこまでできて、何ができないのかを自覚する。 0993

子どもの気持ちを代弁して保護者に伝える。 3182 0972 527

30 家族に関する情報をたえず収集し、児童相談所が家族に介入するタイミングを逃さない 3:74 0948 522

家族がすべきことまで、ワーカーがしてしまわないように気をつける。 0999
保護者が困つていることを口にしたタイミングを逃さず、必要なサービスにつなぐ 0945 512

34
すでに保護者とつながつている関係機関に保護者が必要としているサービスを紹介しても
39っ 。

1088

児童相談所との誓約を破つた場合に起こる結果についてきちんと保護者に伝える。 1.117

家庭を訪問し、家族の生活の場で援助活動を行う。 1115 527

保護者や子どもの状態を医師と協議する。 1 123

1 家族の長所をいかして、援助を展開する。 0943 522

定期的に援助の評価を行い、ある程度の結果が見られれば援助を終結する。 0082 525

家族の「子どもと共に生活する権利Jと 、子どもの「安全に幸せに暮らす権利」の両方を大事にすそ 1121

チームアプローチを取ることによって、自分のアセスメント結果や意思決定を確認する。 1216

職場で同僚と共有できる家族支援に対する価値観をもつている。 346 1044 522

ワーカー自身が家族の変化に対して希望を持つ。 345 1034
30 家族と共に目標を設定する。 342 102 526

関係機関に対して、家族との接し方についての詳細な助言を行う。 1017 524

次の大きな変化につながるような家族の小さな変化を支援する。 1053
33 子育ての負担を軽減するための家事・育児支援サービスに家族をつなぐ。 334 1099 527

33
家庭訪間を行い、子どもの長期分離を防ぐためには家族が何を必要としているかをアセス
メントする。

334 1072 526

地域の民生児童委員に協力を要請するハ 322 1

問題の原因の分析を行うのではなく、今ある問題の解決に集中する。 3.20 0902

頼りにできるような親戚を探し出し、協力してもらう。 1.181

家族が必要としているスキルを例を用いて家族にわかりやすく説明する。 1.082 524

ワーカーが家族に必要な具体的なサービスを提供することで、実際に「援助できること」を家族に 1.014

40 地域の資源に家族をつないだ後も、子どもに対するリスクアセスメントを継続する。 1202 525

カウンセリングを通して保護者に虐待した原因について内省させる。 303 528

42 保育サービス、学童サービスの利用のための手続きを援助する。 1 526

43 家族が自身のリスクに気づく術と、それに対する適切な対応を教える。 1033 526

44 家族に病院・医師を紹介する。 1 186

家族をどのように資源やサポートに結びつけるのかの援助計画を作成していく。 1114 527

児童福祉司指導を保護者に虐待を認識させる枠組みとして使う。 1332 523

保護者が通院日入院している間、子どもの保育ケアを確保する。 289 1301

家に食料が十分確保されているかどうか、入手手段はあるのかを確認する。 288 123
生活保護等の申請を援助する。 1.189 525

援助終結後も、家族が再び同じ状態にもどっていないかフォローアッ方 る .68 1.205

医療機関で保護者が充分な説明を受けられるよう配慮する。 1 193 520

見本となる大人の姿をワーカーが子どもに見せる。 2.59 1068 524

家族に新しく身についたスキルを試す機会を与える。 2.36 1097

保護者や子どもの通院に同伴する。 2.24 1218 527

保護者に他の親と交流する機会を与える。 2.00

保護者の求職に関する情報を得る援助をするハ 1,026 527

衣服や学用品の提供0確保の援助を行うn 0965 527

保護者をペアレントトレーニングプログラムヘ扶致する。 1.79 1103

保護者と子どもが一緒に楽しめるような娯楽活動を企画するのを手伝う。 0922

住居探しを手伝う。 1.60 0886 527

医療費の控除の申請を援助する。 1.60 0928

住居設備に対する援助(修繕口安全面の確認なaを行う。 1.57 0872

保護者の借金の返済計画を一緒に立てる。 1.50 0.834

家計の管理を保護者と一緒に行う。 1.38 0705

保護者の求職のための具体的な準備(履歴書を一緒に書く、面接の練習等)を手伝う。 1.36 0732 527

子どもを学校・幼稚園・保育園に送迎する。 1.30 0.674 527

表 7-3 児童相談所 実施度平均値ランキング [ブルー部分は上位 25%、 オレンジ部分は下位 25%]
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順位 項目番号 質問項目 平均値 SD 度数

1 危機的な状況の場合には、一時保護ロショートステイなどを使い、危機を回避する。 4.72 0579
地域の機関から家族の情報を収集する。 ■58 0685 526

学校教諭・幼稚園教諭・保育士と子どもの状況について協議する。 4150 0647
ワーカーは家族に対して忍耐強く対応する。 4_40 0.713

児童相談所内の心理判定につなげ子どもの状態を知る。 4■8 0709 525

保護者が子どもに対して肯定的な視点を持つことができるように働きかける。 4_46

ワーカーとしての責任を証明するために、自分が行つた援助を文書に記録しておく。 4.44 0.869

家族を援助するという自分の立場を明らかにし、家族の信頼を得る。 4144 0773 525
関係機関に児童相談所としての視点や立場を説明していく。 444 0768

1 家族が必要なとき、自分自身で利用できるように事前に地域の資源とつなげておく。
家族に関する情報をたえず収集し、児童相談所が家族に介入するタイミングを逃さない 4■ 2 0772

虐待の告知の仕方は、家族状況や虐待の程度を見て、ケースにより判断する。 4_40 0742
保護者と対峙する場面では、必要以上に懲罰的にならないような表現を用いる。 4_37

保健師や学校の教諭など地域の援助者に家庭訪闇弁依頼するハ 4_36 0771 525

それぞれの家族に対してワーカーが何がどこまでできて、イ可ができないのかを自覚する。 4B4 0802
家族の長所をいかして、援助を展開する。 430 0819

定期的に家族に接触する。 0795 525

家族と共に目標を設定するハ 424 0.814

F菫塑國日止⊇菫童堕Jつた場合に起こる結果についてきちんと保護者に伝える。 0.835

保護者が困つていることを口にしたタイミングを逃さず、必要なサービスにつなぐ。 0.815

保護者や子どもの状態を医師と協議する。 0848

子どもの気持ちを代弁して保護者に伝えるハ 0877

家族をどのように資源やサポートに結びつけるのかの援助計画を作成していく 0925

家庭訪間を行い、子どもの長期分離を防ぐためには家族が何を必要としているかをアセスメントする。 0874
カウンセリングを通して保護者に虐待した原因について内省させる。 0942
子育ての負担を軽減するための家事・育児支援サービスに家族をつなぐ^ 0890
チームアプローチを取ることによって、自分のアセスメント結果や意思決定を確認する。 0971 509

すでに保護者とつながつている関係機関に保護者が必要としているサービスを紹介してもらう。 0885

援助終結後も、家族が再び同じ状態にもどっていないかフォローアッ方 る 1036
家庭を訪間し家族の生活の場で援助活動を行う 0.951

1 家族が必要としているスキルを、例を用いて家族にわかりやすく説明する。

家族がすべきことまで、ワーカーがしてしまわないように気をつける。 0970
地域の資源に家族をつないだ後も、子どもに対するリスクアセスメントを継続する。 0963
家族の「子どもと共に生活する権利」と、子どもの「安全に幸せに暮らす権利」の両方を大事にする。 1057

定期的に援助の評価を行い、ある程度の結果が見られれば援助を終結する。 0920 524

職場で同僚と共有できる家族支援に対する価値観をもっている。 0989 1

家族が自身のリスクに気づく術と、それに対する適切な対応を教えるn 394 0.878

次の大きな変化につながるような家族の小さな変化を支援する。 0952 508

関係機関に対して、家族との接し方についての詳細な助言を行う。 0877
頼りにできるような親戚を探し出し、協力してもらう。 0988

保護者が通院日入院している間、子どもの保育ケアを確保する。 1076
保育サービス、学童サービスの利用のための手続きを援助する。 1035 522

ワーカー自身が家族の変化に対して希望を持つ。 1022 509

地域の民生児童委員に協力を要請する。 0986 526
保護者をペアレントトレーニング (親 業 )プ ログラムヘ送致する。 1 140

ワーカーが家族に必要な具体的なサービスを提供することで、実際に「援助できること」を家族に証明する。 0973 1

家に食料が十分確保されているかどうか、入手手段はあるのかを確認するハ 1064
48 児童福祉司指導を保護者に虐待を認識させる枠組みとして使う。 1 103

生活保護等の申請存援助する^ 344 1.063

医療機関で保護者が充分な説明を受けられるよう配慮する。 1051 520

家族に病院 ,医 師を紹介する。 3.42 1018
家族に新しく身についたスキルを試す機会を与える。 3.36 0951

問題の原因の分析を行うのではなく、今ある問題の解決に集中する。 3_33 0946 1

保護者に他の親と交流する機会を与える。 1032

見本となる大人の姿をワーカーが子どもに見せる。 1072
保護者の求職に関する情報を得る援助をする。 2.83 1074
保護者や子どもの通院に同伴する。 1.070

住居探しを手伝う。 1.095 522

医療費の控除の申請を援助する。 1 139

保護者の借金の返済計画を一緒に立てる。 2.65 1111 522
保護者と子どもが一緒に楽しめるような娯楽活動を企画するのを手伝う。 2.64 1086 525

衣服や学用品の提供・確保の援助を行う。 2.64 1092 522

住居設備に対する援助 (修繕・安全面の確認など)を行う。 2.58 1088
保護者の求職のための具体的な準備 (履歴書を一緒に書く、面接の練習等 )を手伝う。 2.43 1089 526

家計の管理を保誇者と一緒に行う^ 1074 522

子どもを学校・幼稚園・保育園に送迎する。 1080

表 7-4 児童相談所重要度平均値ランキング [ブルー部分は上位 25%、 オレンジ部分は下位 25%]

3)家族維持を目的とした援助を行う際の障害の平均点ランキング (表 7-5参照)

「0=現状にあてはまらない」の選択肢は、欠損値として処理を行つた。上位 25%の項目

には、担当ケースの多さや立場の問題、専門的技能の不足の問題と根本的な児相のシステ
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ムに関わる項目が含まれていた。反対に、自身の公務員としての制約ある立場や「指導」

という形の援助に対する抵抗等の現在のサービス提供の仕組みに関しての項目が下位

25%で見られた。

4)家族維持のために必要な要素の平均点ランキング (表 7-6参照)

上位 25%は、「衣食住」「子どもの安全を守る人の存在」「保護者の自己コントロール能

力」「関係機関の『家族維持する』という共通目標」、「住居」「愛着関係」、「子どもの精神

的安心感」の7項目であり、養育に対する最低限度必要な要素 (衣食住、愛着関係、安心)

と安全面に関する項目が混合していた。下位25%は「子どもの順調な成長」、「ワーカーの

言うことを聞き入れる」「家庭内での秩序」「家族の家族維持していくことに対する自信」

「インフォーマルなサポートを持つている」「資源を活用できる」「自分たちが家族維持の

プロセスに参加しているのだという自覚」の7項目であつた。

1頂 位 項目番号 平均値 SD 度数

1 児童福祉司一人あたりの担当ケース数が多い 0.911 513

強制介入的な部分と家族維持に対する支援の部分の切り替えがむずかし
い 。

0。953 516

ワーカーの専門的な技能が不足している。 0.867

家族のニーズに答えることができるサービス提供体制が地域に組めてい

ない。

虐待事件が起こると、マスコミがすべての責任を児童相談所に押し付け
るハ

1.044 493

司法システムの継続的関与がない 3.98 0。 951 491

保護者との信頼関係を結ぶことが難しい 3.83 0。967

ネグレクトケースに対して家事を行つてくれるヘルパー制度がない(あつて

も利用に制限がある。)

十分なスーパービジョンが受けられない。 3.77 1.046

費用や交通が理由で、保護者が地域の資源を使えない。 1.074 500

児童福祉司の人事異動で担当者が頻繁に変わってしまう。 3.68 1.052

担当地区が広い 3.65 1.145 497

1 保護者が都合のよい時間帯や週末にサービスを提供できない。 3.33 1.100

援助を受けることが、親失格とみなされ、スティグマ化している。 3.30 0。 965 481

児童福祉司が虐待ケース以外のケースも担当している。 1.329 498

虐待をすべて心の問題に捉えてしまう風潮がある。 1.032 424

家族に対する援助が「キ旨導」という一方的な形式をとっている。 421

サービスの充実によつて保護者の依存心を助長してしまう。 2.82 0.991

援助の見直しの時期が決まっていないため、ケースを終結できない 2.78 1.083 423

20 公務員という立場の制約によリサービス提供が自由に行なえない 1.085 464

表7-5 児童相談所 障害度の平均値ランキング [ブルー部分は上位25%、 オレンジ部分は下位25%]
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表 7-6 児童相談所必要要素平均値ランキング [ブルー部分は上位 25%、 オレンジ部分は下位 25%]

5)実施度平均値と重要度平均値の差ランキング (表 7-7参照)

すべての項目において、重要度平均値のほうが実施度平均値よりも高ポイントに分布が

偏つているため、ここでは上位 25%値である 0。 93以上にある項目、つまり「重要だとは

思つているのに、実施できていない」項目のみに着目した。特に 1位の「保護者をペアレ

ントトレーニングヘ送致する」、2位の「援助終結後も、家族が再び同じ状態に戻つていな

いかフォローアップする」においては実施度の平均値ランキングでは、下位 25%に入つて

いるものであった。これらの項目は、実施度では「あまり実施されていない」援助であり、

重要度の割には実施度が低いといつても差し支えのない項目であるといえる。また、差の

上位25%にあった17項目の中で、具体的な生活援助に当たる項目は10項目を示しており、

重要度のランキングではすべて下位 25%である。また、ペアレントトレーニングヘの送致

(項目42)やスキルを試す機会 (項目39)、 家族のリスクヘの対応法の教授 (項目65)な

ど、家族自身の生活技術構築 (スキルビルディング)に関する項目も差のランキングの上

位にあがっており、重要度に比べ実施度が低い。

順 位 項 目番号 質問項 目 平均値 SD 度数

1 最低限の衣食住の確保ができている。 0.80 528

家庭内に子どもの安全を守る人がいる、または定期的に家庭を訪問し
てくれる人がいる。

0.86 528

保護者が自分の行動をコントロールする力がある。 0.79 528

関係機関内で「在宅で支援していく」との共通認識がある。 0。90 528

安心して生活できる住居がある。 0.85 528

子どもと保護者の間に愛着関係がある。 0。84 527

25 子どもが家庭で精神的な安心感をえることができる。 0.85 528

24 最低限度の経済的基盤が確保できる。 4.17 0。89 528

保護者自身が今までやってきたことに変化が必要だと気づく。 4.13 0。89 528

26 保護者が子どもを養育する最低限度の能力を持っている。 4.12 0。92 528

20 虐待者に虐待の認識がある。 4.06 0。93 528

23 虐待者が自分でSOSを出せる。 4.04 0。92 528

保護者が就業している間に保育サービスが確保できる。 4.03 0.87 528

子どもが自分自身の安全を守ることができる。 4.02 0,98 528

最低限の衛生状態が保たれている。 4.01 0.89 528

保護者が保護者としての責任を自覚している。 3.96 0.92 528

子どもが幼稚園・′Jヽ学校・中学校の学校や保育所などの所属集団ヘ

毎日通つている。
3.95 0.91 528

保護者の (精神的)治療経過が良好である。 3.94 0.86 528

家族がお互いに助け合つている。 3.87 1.02 528
20 22 何とかして家族を維持していこうという気持ちが家族にある。 3.85 0.85 528

子どもの成長(身長・体重)は順調である。 3.76 0。99 528

22
保護者がワーカーに対して心を開き、ワーカーの言うことを聞き入れ
る。

3.66 0。98 528

22 家族内での秩序が守られている。 3.66 1.08 528

24 27
家族自身が家族としてやっていくことができるという自信をもつてい
る。

3.58 0。95 528

24 家族はインフト マルなサポートシステムを持っている。 3.58 1.07 528

家族が地域の資源を自分でうまく利用できる。 3.53 0。91 528

家族が自分たちは家族維持のプロセスに参加しているのだと実感す
る。

3.33 1.07 528
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表 7-7 児童相談所 実施度と重要度の平均値の差のランキング [ブルー部分は上位 25%、 オレンジ部分は下

順位 項目番 質問項目 実施度 重要度 差

1 42 保護 者 をペアレントトレーニングプログラム ヘ送 致する。 1.79 3.67 Ⅲ■』口:

援 助終結 後も、家族 が再 び同じ状 態 にもどっていないかフォローアップする 2.68 4.07 二1^30.

40 保護 者 に他 の親 と交流する機 会 を与 える ^ 2.00 3.23 ■11食豊:

家族 をどのように資源 やサ ポートに結 びつけるのか の援助 計 画を作 成 していくA 2.92 4.12 ■1lm
35 保護者 の借金 の返 済 計 画を一緒 に立 てるハ 1.50 2.65 ‐111盤

56 住居探 しを手伝う。 1.60

医療 費 の控除 の 申請 を援 助する。 1.60 2.69 ■1舶

カウンセリングを通して保護者に虐待した原因について内省させる。 3.03 二1●霊

66 保護者 の求職 のための具 体 的な準 備 (履歴
=井

一緒 に
=く

、面 格 の組 習 等 )を手伝 う^ 1_36 2.43 ■1■7

保 護 者 の 求 職 に関 す る情 報 を得 る援 助 存す る ^ 2.83 ‐■■2‐ 1

家計 の 管理 を保護 者 と一緒 に行 うハ 1.38 2.39 ■|1101,

住 居 設 備 に対 す る援 助 (修組 0安全 面 の 確 認 な ど)葬行 う^ 1.57 2.58 ‐■011

家族に新しく身についたスキルを試す機会を与える。 2.36 3.36 二100
家族 が 自身の リスクに気づく術と、それ に対する摘切な対 応 を教 える ^ 2.96 3.94 m

子どもを学校口幼稚園・保育園に送迎する。 1.30 2.25 ‐ 95
保 護者 と子 どもが 一緒 に楽 しめるような娯 塞活動弗企 画 するの弗羊伝う^ 2.64

1凛

保護者が通院・入院している間、子どもの保育ケアを確保する。 2.89 3_82
. oO_m

地域 の 資源 に家族 をつないだ後も、子 どもに対するリスクアセスメントを継続 する。 3.05 3.97 -0.92

衣 服 や 学 用 品 の 提 供・確 保 の 経 助 弗行 う^ 2.64 -0.83

家族 が必 要 としているスキルを例 を用 いて家 族 にわ か りやすく説 明するハ 3_16 3.99 -0.83

家族 と共 に 目標 を設 定する _ 3.42 4.24 -0_82

保育サービス、学童サービスの利用のための手続きを援助する。 3.8 -0.79

家庭訪間を行い、子どもの長期分離を防∝ めには家族が何を必要としているかをアセス
メントする。

3.34 4.12 -0.78

医療機関で保護者が充分な説明を受けられるよう配慮する。 2.65 3.42 -0。 77

子 育ての 負担 を軽 減するための家事 0育児 支援サービスに家族 をつなぐハ 3.34 4.09 -0。 75

生 活保護 等 の 申請 を援 助する。 2_70 3_44 -0_74

家族に関する情報をたえず収集し、児童相談所が家族に介入するタイミングを逃さない 3.74 4.42 -0.68

家族の長所をいかして、援助を展開する。 3.62 4_3 -0.68

家 に食 料 が十 分確 保 され ているか どうか 入ヽ 手 手段 はあるの かを確 認する ^ 2.88 3.54 -0.66

頼 りにできるような親 戚 存探 し出 し 協ヽ 力して半・ちう^ 3.19 3.83 -0_64

チームアプローチを取ることによって、自分のアセスメント結果や意思決定を確認する。 3.47 4.08 -0.61

家 族 が 必要なとき、自分 自身で利 用できるように喜前 に地域 の 音源 とつなげておく̂ 3.83 4.43 -0_60

児童福祉司指導を保護者に虐待を認識させる枠組みとして使う。 2.91 3.5 -0.59

見本となる大人の姿をワーカーが子どもに見せる。 2_59 -0.56

次の大きな変化につながるような家族の小さな変化を支援する。 3.35 3.9 -0.55

保 護者 や子 どもの状 態を医師 と協 議する 6 3.63 4.18 -0.55

児童相談所との誓約を破った場合に起こる結果についてきちんと保護者に伝える。 3_66 4_2 -0.55

それぞれの家族に対してワーカーが何がどこまでできて、何ができないのかを自党する。 3.82 4.34 -0.52

地域 の 民生 児童 委 員に協 力を要請 する ^ 3.22 3.74 -0.52

38 関係機 関 に対 して、家族 との接 し方 についての詳 細な助 言 を行う。 3.41 3.93 -0.52

保護者が困つていることを口にしたタイミングを逃さず、必要なサービスにつなぐ。 3_71 4_2 -0.49

42 保 護者 や子 どもの通院 に同伴する n 2.24 2_71 -0.47

42 家 族 に病 院 0医師 存紹 介 す る ^ 2.95 3.42 -0.47

42 職場で同僚と共有できる家族支援に対する価値観をもっている。 3.46 3.93 -0_47

45 46 ワーカーが家族に必要な具体的なサービスを提供することで、実際に「援助できること」を家族に 3.13 3.59 -0.46

46 保 護者 力`子 どもに対 して肯 定 的な視 点存半1つことができるように働 きか ける ^ 4_03 4_46 -0_43

46 29 定 期 的 に家 族 に接 触 す るハ 3.84 4.27 -0.43

48 34
すでに保護者とつながつている関係機関に保護者が必要としているサービスを紹介しても

3.67 4.08 -0.41

49 49 家族の「子どもと共に生活する権利」と、子どもの「安全に幸せに暮らす権利」の両方を大事にすそ 3.57 3.96 -0.39

50 家族を援助するという自分の立場を明らかにし、家族の信頼を得る。 4.06 4.44
50 家庭を訪問し、家族の生活の場で援助活動を行う。 3.64 4.02

52 37 ワーカー自身が家族の変化に対して希望を持つ。 3.45 3.78

52 定盤重L援助の評価を行い、ある程度の結果が見られれば援助を終結する。 3.94

54 55 子どもの気持ちを代弁して保講者に伝える^ 3_82 4_14

55 43 保健師や学校の教諭など地域の援助者に家庭訪間を依頼する。 4.07 4.36

56 ワーカーは家族に対して忍耐強く対応する。 4.49

57 26 家族がすべきことまで、ワーカーがしてしまわないように気をつける。 3.98

57 60 危機的な状況の場合には、一時保護・ショートステイなどを使い、危機を回避する。 4。45 4.72

59 22 児童相 談 所 内の心理 判 定 につなげ子 どもの状 態 を知 るハ 4.26 4.48

60 関係機関に児童相談所としての視点や立場を説明していく。 4。23 4.44

24 学校教 諭・幼稚 園 教 諭・保育 士 と子 どもの状 況 について協 議するハ 4.36 4.56

47 虐待の告知の仕方は、家族状況や虐待の程度を見て、ケースにより判断する。
52 保護者と対時する場面では、必要以上に懲罰的にならないような表現を用いる。 4.19 4.37

45 Fn3重 の原因の分析を行うのではなく、今ある問題の解決に集中する。 3.20 3_33

ワーカーとしての責任を証明するために、自分が行つた援助を文書に記録しておく。 4.37 4.44

地域 の機 関か ら家 族 の情 報 を収 集するハ 4.52 4.58

位 25%]
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市町村の結果と比べて、児相のみで実施度 ―重要度の差が上位 25%の項目(市町村の実

施度=重要度の差の上位 25%には見られない項目)は、下表7-8の ようになった。

「18.カ ウンセリングを通して保護者に虐待した原因について内省させる」以外は、具体

的な生活援助に関する項目 (住居、経済、求職、保育所等への送迎、娯楽活動)であり、

援助の主体を間う質問では項目18以外の項目はすべて「市町村」がその主体となるべきで

あるという回答が多かつた。

35 保 護 者 の借 金 の返 済 計 画を一緒 に立てる。 -1.15

56 住 居 探 しを手 伝 う。 -1.11

61 医療 費 の控 除 の 申請を援助する。 -1.09

18 カウンセリングを通 して保護 者 に虐 待 した原 因について内省させ る。 -1。 08
10 保 護者 の求職 に関する情 報 を得 る援 助をする。 1.02

59 住 居 設 備 に対 す る援 助 (修繕 0安全 面 の 確 認 など )を行 う。 -1.01

64 子 どもを学校・幼稚 園・保 育 園 に送 迎 する。 -0.95

27
保 護 者 と子 どもが 一緒 に楽 しめるような娯 楽 活動 を企 画 するのを手伝

つ 0
0̈.93

表7-8 児相のみにおいて実施農■重要度の差の平均が上位25%内の項目 (数値は実施度―重要度の差を示す)

項目 18については児相が援助の主体となるべきであるという回答が最も多く、重要であ

ることは認めらわ′ながらも、児相自身が実施できていないことを自覚している項目である

と考えられる。

6) 援助の主体について (表 7-9参照)

「家族維持」を目的とした援助項目66項目のうち、主体がすでに明確であるものを除い

た後の 4項 目に対して、「誰が主に行つているか又は行うべきか」を尋ねた。回答には、

「児童相談所」口「市町村」・「その他」の 3つの選択肢を用意し、当てはまるものすべてを

選んでもらった。また「その他」を選んだ場合のみ具体名を記入してもらう形をとつた。

なお「その他」を選んだ場合でも記入した答えが市町村に該当する機関であつた場合は、

市町村としてカウントした。結果としては、「心理的」な援助 (「22.児童相談所内の心理

判定につなげ子どもの状態を知る」)、 「保護的」 (「60.危機的な状況の場合は、一時保護・

ショー トスティなどを使い、危機を回避する」など)、 ケースワーク行動 (「58.アセスメ

ント」、「19.家族とともに援助目標を設定」、「51.援助の評価を行い、結果を見て終結」、

「9.援助計画を作成」)は児相主体となるべき援助項目の上位を占めている。また医師や

子どもの所属機関との「協議」についても児相が主体であるという回答が多かつた。一方、
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保育所の送迎、衣食住の確保、家族との定期的な接触、家庭訪間での援助などの日常的な

援助は市町村がすべきだという意見が多くみられた。「その他」の機関として挙がつた機関

の中で最も多かつたものは「民間機関」、「NPO」 であつた。

また各項目の欠損値を除いた回答者数にてそれぞれの主体を答えた割合 (%)を見てみ

ると、フォローアップや保育・家事支援・生活保護などのサービスにつなぐ役割は回答者

の 80%以上が市町村の役害1であると答えていた。また児相口市町村とも70%以上の回答者

が主体であると答えていた項目は、「学校教諭・幼稚園教諭 口保育士と子どもの状況につい

て協議する」、「家族が必要なとき、自分自身で利用できるように事前に地域の資源とつな

げておく」の 2項目であつた。これらの援助については児相・市町村の両方でケースによ

つて役害1分担を行う必要のある部分である。

その他の主体の割合が高かつた項目 (20%以上)は「保育所等への送迎」(民生委員、フ

ァミサポなど)、「借金の返済計画の援助」(弁護士、法律相談、裁判所など)、「家計の管理」

(生保、民間団体など)、 「求職のための準備の援助」(ハローワーク等)、 「衣服・学用品の

確保」 (民生・児童委員、学校、社協など)であった (かつこ内は主な具体名)。
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県 相 児 相 (%) 市 町 村 区 市 町 村 (% そ の 他 その他 (% 欠 損 値 回 答 者 数

1-22 児童相談所内の心理判定につなげ子どもの状
態を知るハ

459 93.3% 19.3% 48

1-60 危機 的な状況の場合には、一時保護 ロショート
ステイなどを使い 危ヽ機を回掛する_

437 886% 168 34.1% 48

1-47 虐待の告知の仕方は、家族状況や虐待の程度
を見て、ケースにより判断する^

433 880% 143 29.1% 3.7%

子どもの気持ちを代弁して保護者に伝える̂ 85.7% 35.5%

1-58
家庭訪間を行い、子どもの長期分離を防住 め
には家族力く何を必要としているかをアセスメント
する^

84.6% 470% 43% 48

1-19 家 族 と共 に 目標 を設 定す る ^ 84.2% 50.9%
-41 保護者や子どもの状態を医師と協議する。 841% 223 45.3% 3.5% 48

1-18 カウンセリング樋 して保護者に虐待した原因
について内省させるハ

835% 226% 13.2%

1-53 関係機関に対して、家族との接し方についての

詳細な助言を行う。
407 82.7% 33.9% 3.0% 48

1-51 定期的に援助の評価を行い、ある程度の結果
が 見られれ ば援助を終結する^

403 817% 182 36.9% 3.4%

学 校 教 諭・幼 稚 園 教 諭・保 育 士 と子 どもの 状 況
について協 議 す る。

803% 72.6% 3.9% 492

1-9 家族 をどの ように資 源 や サ ポー トに結 びつける

の か の 援 助 計 画 を作 成 して いく̂
79.7% 262 531% 493

1-65 家族が 自身のリスクに気づく術と、それに対する
適切な対応を教える。

383 77.8% 43.9% 4.9% 492

1-23 地 域 の 機 関 か ら家 族 の情 報 を収 集 す る ^ 764% 360 73.2% 6.9%

1-31 家族が必要としているスキル悧 を用いて家族
にわかりやすく説 ERする^

374 760% 49.0% 8.7% 492

保護者が子どもに対して肯定的な視点をもつこ
とができるように働きかける。 365 742% 646% 11.2% 492

1-20 家族が必要なとき、自分 自身で利用できるよう
に事前に地域 の資源とつなげておく。

351 71.3% 79.9% 10.8% 492

1-43 保健 師 や学 校 の 教 諭 な ど地 域 の 援 助 者 に家 庭
訪 間 を依 頼 する ^

709% 326 66.3% 3.5% 492

保護者をペアレントトレーニングプログラムヘ送
致する。

70.8% 298% 6.7% 493

定 期 的 に家族 に接 触 す る。 341 69.3% 75.4% 11.2% 492

頼 りにできるような親 戚 を探 し出 し、協 力 しても 339 689% 61.8% 4.5% 492

1-21 家庭を訪問し家族の生活の場で援助活動を行う 322 65.3% 413 83.8% 120% 493

1-48 地域の資源に家族をつないだ後も、子どもに対
するリスクアセスメント弁鰈締すス^

286 57.9% 334 67.6% 4.0% 494

1-25 地域 の民生児童委員に協力を要請する。 509% 795% 4.7% 48

1-11 家族 に病 院・医 師 を紹 介 する ^ 48.9% 375 761% 40

1-34 すで に保 護 者 とつな がっている関 係 機 関 に保 護
者 が 必 要 としているサ ー ビスを紹 介 l´て +,ら う^

208 423% 79.5% 9.6% 48 492

子育ての負担を軽減するための家事・育児支援
サービスに家族をつなぐ6

83.1%

1-38 家に食料が十分確保されているかどうか、入手
手段はあるのかを確認する。

36.4% 380 77.2% 53 10.8% 48

1-33 保 護 者 が 通 院・入 院 している間 、子 どもの保 育
ケアを確 保 する ^

169 34.3% 432 87.8% 53 10.8% 48

1-40 保 護 者 に他 の 親 と交 流 する機 会 を与 える。 158 320% 340 69.0% 15.2% 48

1-3 援助終結後も、家族が再び同じ状態にもどって
いないかフォローアップする

148 30.1% 406 825% 12.8% 492

1-32 生活保護等の申請を援助する。 144 293% 85.2% 10.6% 48

1-50 保育サービス、学童サービスの利用のための手
続きを援助する。

129 26.2% 439 892% 6.5%

1-6 保 護 者 や 子 どもの 通 院 に同 伴 する。 24.1% 304 61.7% 164% 48

保護者と子どもが一緒に楽しめるような娯楽活
動を企画するのを手伝う。

100 203% 294 59.8% 26.6% 492

1-35 保護 者 の借 金 の 返 済 計 画 を一 緒 に立 て る。 14.4% 277 56.2% 136 27.6%

1-59 住居設備に対する援助 (修繕・安全面の確認な
ど)を行う。

13.2% 350 711% 14.6% 492

1-66 保護者の求職 のための具体的な準備 (履歴書
を一緒に書く、面接の練習等 )を手伝う。

114% 296 60.2% 120 24.4% 492

1-61 医療 費 の 控 除 の 申請 を援 助 する。 105% 785% 10.1% 493

1-10 保 護 者 の 求 職 に関 する情 報 を得 る援 助 をする。 22.0% 492

1-17 衣 服 や 学 用 品 の 提 供・確 保 の 援 助 を行 う 7.5% 76.5% 23.5% 493
1-56 住 居 探 しを手 伝 う。 7.3% 73.8% 15.7% 492

家計の管理を保護者と一緒に行う。 6.9% 62.6% 129 26.2% 492

1-64 子どもを学校 0幼稚園・保育園に送迎する。 4.3% 266 540% 169 343% 493

表 7-9 児童相談所 援助主体について 児相主体回答%別ランキング (%は回答者数での割合)

第 7章 質問紙 1「児童相談所における児童福祉司による児童虐待ケース在宅支援の実

態及び意見調査」

(黄色部分は児相・市町村・その他の中で最も回答数が多い主体を指す。)
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第 3節 調査結果の分析 (その 2)

1。 探索的因子分析の結果

在宅支援担当児童福祉司が 1)「家族維持」のために実施している援助 (実施度)、 2)「家

族維持」のために重要だと感じている援助 (重要度)、 3)「家族維持」を目的とした援助に

対して障害だと感じている要因 (障害度)、 4)「家族維持」のために必要だと感じている要

素 (必要要素)のそれぞれ 4つの質問領域の構成要素を抽出するため探索的因子分析を行

つた。すべての因子分析において因子の抽出には、重みづけのない最小二乗法
1を

用い、回

転にはプロマックス回転を用い整理した。またいずれの分析においても固有値 1.00以上を

基準にスクリープロットを用いて因子数を決定し、その後、共通性 0.3未満、因子負荷量

0.35未満の項目を削除して因子抽出を繰り返した。なお、抽出された因子名については児

童福祉を専門とする大学院研究室ゼミ内でその妥当性についての検討を行つた。(表 7-10、

表 7-11、 表 7-12、 表7-13を参照)。

1)  在宅支援担当児童福祉司が「家族維持」のために実施している援助 (実施度)

在宅支援担当児童福祉司が「家族維持」のために実施している援助 (以下、実施度)は

4因子が抽出された。この 4つの因子で累積寄与率は45.7%あ り、因子負荷量から判断し

て因子のり吊属は比較的明瞭であると判断できる。第 1因子には、「住居探し」、「家計の管理」、

「就職支援」、「衣類や学用品の提供」、「住居設備に対する安全 (1舞善・安全面の管理など)」 、

「医療費控除のための援助」などの生活に密着した具体的な事柄に対する援助項目が含ま

れていることから『具体的生活援助』と命名した。第 2因子は、「援助者が自分の立場を明

らかにして家族の信頼を得る」、「忍耐強さ」、「家族の長所をいかす」、「介入のタイミング

を逃さない」、「ノlヽ さな変化を支援」などの具体的行動というよりは援助に対してのワーカ

ーとしての心がけについてであるため、『援助に対するワーカーの態度』と命名した。第 3

因子は「保健師や学校教諭などに家庭訪間を依頼」、「地域の機関からの情報収集」、「学校

教諭らと子どもの情報について協議」、「関係機関に保護者にサービスを紹介してもらう」、

「医師との協議」など、関係機関と連携してサービスを提供したり、家族についての協議

を行うなどの内容の項目が含まれていたため、『関係機関との協議・連携』と命名した。第

4因子は「家族が新しいスキルを試す機会を与える」、「家族が必要としているスキルを説

1質問紙力潮贋序尺度であること、正規分布性を仮定していないことから重みづけのない最小二乗法で

因子抽出を行つている。
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明する」、「家族にリスクに気付く術と適切な対応を教える」などの家族のスキルについて

の項目が含まれているため、『家族の持つスキルの開発』と命名した。

表7-10 在宅支援担当児童福祉司が「家族維持」のために実施している援助の実施度の探索的因子分析

2)在宅支援担当福祉司が「家族維持」のために重要だと感じている援助 (重要度)

在宅支援担当福祉司が「家族維持」のために重要だと感じている援助 (以下、重要度)

では、4因子が抽出された。この 4因子の累積寄与率は 46.0%であり、因子負荷量からも

因子の帰属も明瞭である。第 1因子は「求職」、「住居探し」、「借金の返済」、「医療費控除」、

「衣服や学用品」、「学校等への送迎」、「生活保護」、「親子で楽しめる娯楽活動」、「保育ケ

アの確保」に関する援助が含まれており、生活の中の具体的なことにかかわる援助である

と解釈し、『生活の中での具体的な援助』と命名した。第 2因子については、「地域の機関

から家族の情報を収集する」、「子どもの情報について協議する」、「地域の援助者に家庭訪

間を依頼する」、「家族へ忍耐強く対応する」、「子どもの状態を医師と協議する」、「虐待の

告知の仕方はケースにより判断する」、「保護者と対峙する場面では必要以上に懲罰的にな

らないような表現を用いる」、「危機的な状況には、一時保護 ロショー トスティを使い回避

する」、「定期的に家族に接触する」などの家族に関する情報を収集し、その状況を理解す

因子名口項 目[全 体のCrOnbach α=0.887]
因子負荷

共通性
第 1因子 第2因 子 1 第3因 子 1第4因子

第 1因子『 具体的生活援助』[CrOnbach α=0.854]

0.717

0.712

0。 694

0.665

0.653

0.635

0.567

0.538

0031       0024    -0046

0053       -0046    -0086

-0019-137E-0,05  -o o53

-0017      0024    0006

-0030        0025     0059

0159       -0011    -0046

-0052       -0032     0160

-0,093        0.040     0235

0.501

0.460

0447

0.448

0464

0431

0408

0.443

0506

0482

0.408

0458

0.350

0.559

0555

0568

0422

0.348

0459

0552

0.458

56.住居探しを手伝う。

14家計の管理を保護者と一緒におこなう。

10.保 護者の求職に関する情報を得る援助をする。

35.保護者の借金の返済計画を一緒に立てる。

壁J墨理者の休職のための具体的な準備(履歴書を一緒に書く、面接の練習等を手伝う。
17衣服や学用品の提供口確保の援助をおこなう。

59住居設備に対する援助 (修繕口安全面の確認など)をおこなう。

61.医療費の控除の申請を援助する。

第 2因 子『 援助に対するワーカーの態度』[CrOnbach α=0.824]

8 家族を援助するという自分の立場を明らかにし、家族の信頼を得る。 0040

0046

0074

-0086

0026

0024    -0099

0023   -0060
-0127     0.055

0.150     0253

0059     0245

0014    -0104
-0034     0171

-0.020     0213

0055    -0141

0027     0059

0135     0013
-0033      0376

-0053      0298

0.035

-0191

-0135

0220

0229

13ワーカーは家族に対して忍耐強く対応する。

1.家族の長所をいかして、援助を展開する。

30.家族に対する情報をたえず収集し、児童相談所が家族に介入するタイミングを逃さない

28次の大きな変化につながるような家族の小さな変化を支援する。

第3因子『 関係機関との協議 口連携』[CrOnbach α=0.776]
43.保健師や学校の教諭など地域の援助者に家庭訪間を依頼する。

23地域の機関から家族の情報を収集する。

24.学校教諭口幼稚園教諭口保育士と子どもの情報について協議する。

34.すでに保護者とつながつている関係機関に保護者が必要としているサービスを紹介してもらう。

41 保護者や子どもの状態を医師と協議する。

第4因子『 家族のもつスキルの開発』[CrOnbach α=0.718]
39.家族に新しく身についてスキルを試す機会を与える。

31.家族が必要としているスキルを例を用いてわかりやすく説明する。

65.家族が自身のリスクに気づく術とそれに対する適切な対応を教える。

固有値 6679     3435       1429     1083

寄与率(%) 26686    12602       4055     2.359

累積寄与率(%) 26686     39.288       43.343    45702

因子間相関(第 1因子

(第 2因 子 0197     1000

(第 3因子 0190     0634       1000

(第 4因子 0467     0482       0383     1000
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ることや、それを踏まえた対応を行うなどの内容を含む項目が見られたため、『家族の状況

の理解と対応』と命名することとした。第 3因子については「家族のリスクに気付く術と

それに対する適切な対応を教える」、「必要としているスキルをわかりやすく伝える」、「家

族とともに目標を設定する」、「チームアプローチによリアセスメント結果や意思決定を確

認する」、「ペアレントトレーニングヘ送致する」、「新しいスキルを試す機会を与える」、「援

助計画を作成していく」、「家族力ヽ可を必要としているかをアセスメントする」、「カウンセ

リングを通して虐待した原因について内省させる」、「家族の長所をいかして援助を展開す

る」などの幅広い内容となったが、多くの項目において、ジェネラルなソーシャルワーク

において共通して行われる内容であると解釈し、『臨床ソーシャルワーク』と命名すること

とした。第 4因子については「児相と制約を破つた場合の結果について保護者に伝える」、

「保護者が困つていることを国にしたタイミングで必要なサービスにつなぐ」、「ある程度

の結果が見られれば援助を終結する」というタイミングを見計らうことに焦点をおいた項

目が帰属していることから、『援助のタイミング』という因子名とした。

因子負荷

第1因子 1第
2因子 1第

3因子 1第 4因子 第 1因 子 1第 2因子 1第 3因子 1第 4因子

第1因子『生活の中での具体的な援助』[Cronbach

・
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第3因 子『臨床ソーシャルワーク』[CrOnbach α=0872]
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０ ４３４

０ ４３２
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く、面接の練習等)を 手伝う。

４２

な

1 医療費の控除の申請を援助する。

64子どもを学校・幼稚園・保育園に送迎する。
58家 庭訪間を行い、子どもの長期分離を防ぐためには家族が

10保 護者の求職に関する情報を得る援助をする。
18ヵ ゥンセリングを通して、保護者に虐待した原因について内

32生 活保護等の申請を援助する。

第4因 子『援助のタイミング』[Cronbach α=0663]

家族に病院・医師を紹介する。
33児童相談所との誓約を破つた場合に起こる結 果についてき

32保護者が困つていることを口にしたタイミングを逃さず、必要

33保護者が通院・入院している間 、子どもの保育ケアを確保 51定 期的に援助の評価を行い、ある程度の結 果が見られれ

40保護者に他の親と交流する機会を与える。

第 2因 子『 家族の状況の理解と対応』[CrOnbach

24学校教諭・幼稚園教諭・保育士と子どもの情報について協
(第 2因子 )

(第 4因子 )

41 保護者や子どもの状態を医師と協議する。

47虐 待の告知の仕方は家族状況や虐待の程度を見て、ケー

60危 機的な状況な時には、一時保護・ショートステイなどを使

29定 期的に家族に接触する。
54子 育ての負担を軽減するための家事・育児支援サービス

表 7-11 在宅支援担当児童福祉司が「家族維持」のために重要だと思う援助の重要度の探索的因子分析
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3)在宅支援担当児童福祉司が「家族維持」を目的とした援助に対する障害だと思う要因

(障害度)

「家族維持」を目的とした援助に対する障害要因 (以下、障害度)について 2因子が抽

出された。2因子でのサンプルの分散の説明力を表す累積寄与率は 38。 0%であり、因子負

荷量からは項目のそれぞれの因子に対する帰属についても明瞭であつた。第1因子は、「家

族のニーズにこたえることができるサービス提供体制が地域に組めていない」、「保護者が

地域の資源を使えない」、「ヘルパー+1度がない (あっても制限がある)」 、「司法システムの

関与がない」、「十分なスーパービジョンが受けられない」などの項目を含んでいるため、

援助を提供するためのシステム自体の問題に寄与した障害を表す項目であると解釈し、『援

助のためのシステムの不足』と命名した。第2因子については、「担当地区が広い」、「児童

福祉司1人当たりの担当ケースが多い」という2項目で構成されているため、『人的資源の

不足』という因子名を命名した。

因子 名・項 目E全 体 の CrOnbach α=0.732」
因子 負 荷 共 通 性

第 1因子 第 2因子

0.339

0.391

0.340

0.357

0.579

３

１

１

４

３

３

０

０

第 1因 子『 援 助 の た め の シ ス テ ム の 不 足 』ECrOnbach
α=0.707]

-0.048

-0.085

-0.001

0.223

0.283

0。813
0.557

5.家族の二一ズ にこたえることが できるサ ービス提 供体
制が地域に組めていない ^

0日 649

0.622

0.598

0自435
0.357

3.費用 や 交 通 が 理 由で 、保 護 者 が 地 域 の 資 源 を使 えな
い 6

10.ネ グ レク トケ ー ス に 対 して 家 事 を行 つてくれ るヘル

¬ 度 が ない (あっても利 用 に制 限 が ある)。

18.司 法 システム の 継 続 的 関 与 が ない。

17.十分 なスー パ ー ビジョンが 受 けられ ない。

第 2因子『 人的資源 の不足』ECrOnbach α=0.587]
-0.110

0.046
16.担当地 区 が 広 い。

6.児童 福 祉 司一 人 あた りの 担 当ケー ス数 が 多い。

固 有 値 2.706      1.134

寄 与 率 (%) 29.786     8.219

累積寄与率 (%) 29.786     38.005

因子 間 相 関 (第 1因子 ) 1.000

(第2因子 ) 0.527      1.000

表 7…12 在宅支援担当児童福祉司が「家族維持」のための援助にとつて障害だと思う要因の探索的因子分析

4)在宅支援担当児童福祉司が「家族維持」のために必要であると思う要素 (必要要素)

「家族維持」のために必要な要素 (以下、必要要素)については、5因子が抽出された。

累積寄与率は47.8%であり、それぞれの因子に対する項目の帰属も明瞭であつた。第 1因

子については、「家庭内の秩序」、「保護者の責任の自覚」、「家族がお互いに助け合う」、「家

族としてやっていく自信」、「家族の家族維持のプロセスヘの参加に対する自覚」、「変化の

必要性に気付く」、「何とかして家族を維持していこうという気持ち」などの家族が家族と
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してあるべき時に必要な機能に関する項目が多かつたため、因子名を『高い家族機能』と

命名した。第 2因子は、「最低限の衣食住の確保」、「最低限の経済的基盤の確保」、「最低限

の衛生状態」、「安心して生活できる住居」、「子どもを養育する最低限度の能力」、「子ども

の精神的な安心感」などの項目を含み、これらは養育に対する最低限度必要な要素である

と考えられるため、『最低限度の養育基準』と命名した。第 3因子は「虐待者がSOSを出せ

る」、「虐待者に虐待の自覚がある」、「家族に家族維持していこうという気持ちがある」、「家

族が地域の資源をうまく利用できる」などの項目が含まれていた。家族が自らの持つリス

クを自覚し、それをマネージメントしていく力をもっていることを意味する項目が多いと

解釈し、『家族自身のリスクマネージメント能力』と因子名を命名した。第 4因子について

は、「子どもが学校などの所属機関に毎日通つている」、「保育サービスが確保されている」、

「家庭内に子どもの安全を守る人がいる」、「保護者の (精神的)治療経過が良好である」

などの子どもの安全を確認する手段および方法、もしくはその条件についての項目が含ま

れているため、『子どもに対する安全確認の枠組み』と名付けた。第 5因子は「子どもの成

長は順調」、「子どもが自分自身を守ることができる」という子ども自体の成長と能力に関

わる項目で構成されており、『子どもの健全な成長』と因子名を命名した。

因子 名・項 目[全 体 の Cronbach α=0851]
因子負荷

共通性
第1因子 第2因子 第3因 子 第4因子

第1因 子『高い家族機能』[CrOnbach α=0829]
9 家族内での秩序が守 られている。

12 保護者が保護者 と しての責任 を自覚 している。

2 家族がお互いに助 け合 つている。

27 家族 自身が家族 と してや ってい くことができるとい う自信をもっている。

14 家族が自分たちは家族維持のプロセスに参加 しているのだと実感す る。

8 保護者 自身が今までや ってきた ことに変化が必要だ と気づ く。

22 何 とか して家族 を維持 していこうとい う気持 ちが家族にある。

0 566 0 031 0271 0 070 0 475

0 365

第2因 子『最低限度の養育基準』[CrOnbach α=0819]
18 最低限の衣食住の確保ができている。

24 最低限度の経済的基盤が確保で きる。

16 最低限の衛生状態が保たれている。

10 安心 して生活できる住居がある。

26 保護者が子 どもを養育す る最低限度の能力を持 っている。

25 子 どもが家庭で精神的な安心感 をえることができる。

第3因子『家族自身のリスクマネージメント能力』[CrOnbach α=0703]
23 虐待者が自分でSOSを 出せ る。

20 虐待者に虐待の認識がある。

21 家族が地域の資源 を自分で うま く利用できる。

第4因 子『子どもに対する安全の枠組み』[Cronbach α=0752]
7 子 どもが幼稚園・小学校・中学校の学校や保育所などの所属集団へ毎 日通 つている。

9 保護者が就業 している間に保育サー ビスが確保できる。

3 家庭内に子 どもの安全 を守 る人がいる、または定期的に家庭 を訪問 して くれ る人がい

5 保護者の (精 神的)治療経過が良好である。

第5因 子『 子どもの健全な成長』[CrOnbach α=0562]
子 どもの成長 (身 長・体重)は順調である。

子 どもが自分 自身の安全を守ることができる。

固有値

寄与率 (%)

累積寄与率(%)

因子間相関 (第 1因 子 )

第2因 子 )

第3因 子 )

第4因子) 0 579       0 497       0 359       1 000       0 298

第5因子 )

表 7-13 在宅支援担当児童福祉司が「家族維持」のために必要と思う要素の探索的因子分析
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2.因子内の平均値の比較

次に、探索的因子分析にて抽出した因子 (実施度、重要度、障害度、必要要素)別に、

因子内の平均値 (素点)を比較することとした。

1)実施度因子別平均値

図 7-1 児相― 因子別平均値

実施度において抽出された 4因子の各因子の因子内項目の平均値を比較した。高いもの

から順に、①第 3因子「関係機関との協議・連携」 (4.05)、 ②第 2因子「援助に対するワ

ーカーの態度」 (3.69)、 ③第 4因子「家族の持つスキルの開発」 (2.83)、 ④第 1因子「具

体的生活援助」(1.58)であった[( )内の数値は平均値]。 児相における実施度では、第

3因子「関係機関との協議・連携」の平均値が最も高く、第 1因子「具体的な生活援助」

がもっとも低い結果となった。また、2番目に高い第 2因子と3番目の第 4因子の差が大

変離れており、家族への生活技術構築 (スキルビルディング)に対する援助は意識されな

がらも、実施度は他の 2つの因子に帰属する項目に比べ、実施されていないことが分かる。

第 1因子「具体的な生活援助」については他の因子と比べ、平均値が大変低かつた。つま

り児童福祉司による具体的生活援助はあまり行われていないことを示唆している。

2)重要度因子別平均値
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重要度においては、平均値の順位は高いものから順に、①第2因子「家族の状況の理解

と対応」(4.42)、 ②第4因子「援助のタイミング」 (4。 11)、 ③第3因子「臨床ソーシャル

ワーク」(3.99)、 ④第1因子「具体的なサービスに対する援助」(2。 92)であった。上位 3

つに因子についてはあまり差がないが、衣食住や就職等の生活に関するサービスを含んだ

第1因子「具体的なサービスに対する援助」については平均値が他と比べて低い。

3)障害度因子別平均値

児 相 障 害 度 因 子 男11平 均 値

図 7-3 児相障害度因子別平均値

障害度に関して抽出された 2因子の因子別平均値は、高いものから順に、①障害度第 2

因子「人的資源の不足」(3.97)、 ②第1因子「援助のためのシステムの不足」(3.85)であ

ったが、2つの平均値の間にはあまり差はなかった。どちらかと言えば、システムと言う

よりは担当ケース数 (ケースロード)の多さなど、人的資源の不足を障害だと思つている

ようである。

4)必要要素因子別平均値

図 7■ 児相必要要素因子別平均値

必要要素について抽出された5つの因子の因子別平均値は、高いものから順に①第2因
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子「最低限度の養育基準」 (4.18)、 ②第 4因子「子どもに対する安全の枠組み」 (4.08)、

③第 5因子「子どもの健全な成長」(3.87)、 第 3因子「家族自身のリスクマネージメント」

(3.87)、 ④第 1因子「高い家族機能」(3.73)と なった。5つの因子において平均値には

あまり差がないが、最も高かったのは衣食住等を含む「最低限度の生活基準」の因子であ

り「家族機能」についてはそれほど求めていない可能性がわかった。

第 4節 考察 ―リサーチクエスチョンIを踏まえて ―

本節では、児童相談所児童福祉司に対する質問紙調査での結果に基づき、リサーチクエ

スチョンI「家族維持という視点において、現在の日本の児童虐待ケースに対する在宅支

援は何がどこまでできていて、何が足りないのか?また、日本で行われている 家族維持を

目的とした援助にはどのような要素が実際は影響を与えているのだろうか ?」 を明らかに

することを目的に考察する。

1.児童相談所が行う児童虐待ケースに対する在宅支援において、「家族維持」のための援

助がどのくらい実施されているか?

1)どのような家族維持のための援助がどれくらい実施されているか?

実施度の平均値ランキングの結果、及び因子別の平均値において、児相児童ネ冨祉司が行

う在宅支援で最も実施されている援助は、関係機関、特に家族が住む地域の関係機関 (学

校、幼稚園、保育所、保健師、医療)を通しての情報収集、および家族についての状況の

把握などであった。児相による在宅支援の特徴として、児童福祉司自らが直接、家族に接

触するのではなく、関係機関を通して情報を得たり、状況を理解しようしたりしているこ

とがうかがわれる。また、児相としての「援助に関するワーカーの態度」を示す援助もラ

ンキングでは上位にあがっており、因子別の平均値でも同様の項目を含む因子の平均値が

高かった。家族自身がスキルを開発するような「家族の持つスキルの開発」の因子の実施

度平均値は意識されていながらもあまり高くはなかった。養育技術を始め、家事・生活技

術、コミュニケーションなどのスキルの開発については、米国のFamily Preservationプ

ログラム実践においては、社会的学習理論を基盤としたテクニックを用いた援助が広く使

われている。

今回、実施度で最も顕著に結果が示されたのは、衣食住、就職、医療などの生活の中の

具体的な援助についての実施度が平均値のランキングでも因子別の平均値でも他と比べて
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大変低かつたことである。これは先述したとおり、市町村が行うものであるという意識か

ら実施度が低い可能性も考えられるが、そうであれば市町村との機能的な役割分担を明確

にしておく必要があると考えられる。

2)重要だと思われているのに実施されていない援助は何か?

重要だと思われているのに実施できていない項目に注目するために、重要度平均値から

実施度平均値を引いた差のランキングの結果に着日した。上位 25%にある 17項目の中で

家計管理、就職、住居等の具体的な生活援助は 10項目であり、これらの項目はすべて重要

度におけるランキングの下位 25%の項目であつた。このことから、これらの項目は他の項

目に比べ重要度は低いが、ほとんど実施もされていないと考えてよい。これら17項目のう

ち 12項目は援助の主体は市町村であると考えられていることから、児相の役割ではなく、

市町村の役目だという認識であるため実施度も低いと考えることもできる。また、ペアレ

ントトレーニングヘの送致やスキルを試す機会の提供、家族へのリスクヘの対応法の教授

など、家族自身の生活技術の構築 (スキルビルディング)に関する項目も差が大きく、こ

れらの援助ができていないことがわかった。これらの援助の提供には専門的な知識と技術

が必要となっており、ワーカーの研修、児童心理司との協働でのサービス提供も必要とな

つてくるだろう。また、ペアレントトレーニングについては近年においては都市部にはト

リプル Pやコモンセンスペアレンティングなどの認知行動理論を基盤とした舶来プログラ

ムが導入されつつあるが、全国的にみればまだまだ十分に普及されているとは言い難い状

況である(山本 田庄司 口有村 口新納・板倉・根本ら,2011)。 第 3章で述べた本研究の拠つ

て立つ理論であるFCPに もあるように、家族自身が自分自身のニーズに気づきそれを充足

する術をもつ (自 らでリスクをマネージメントする力も含む)こ とが家族維持を目的とし

た援助の最終日標になるべきだと考えている。市町村に比べて、専門的援助に対する資源

が豊富であるはずの児童相談所において、そのための援助に対する実施度があまり高くな

いことは児童福祉司の意識改革も含めた研修などの試みが必要なのかもしれない。山本ら

(2011)は再統合ケースにおいても、親の意識が低いため援助プログラムヘの参加を促せ

ない現状を明らかにしている。在宅支援のケースは、これらの生活技術構築 (スキルビル

ディング)を目的としたプログラムヘの参加に対する動機づけが再統合ケースに比べて低

いため、児童福祉司にとっては、よりいっそうサービス提供への積極性が弱くなってしま

つているのかもしれない
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2.在宅支援ケースを担当している児童福祉司は「家族維持」の援助をどのくらい重要だ

と思つているか?

重要度の平均値ランキングの結果においては、「援助者としての態度や姿勢」を示す項

目が上位 25%の中で多くみられた。また、因子別の平均値を見ると、他の因子に比べ「家

族の状況の理解と対応」の因子が最も高かつた。家族の状況を周りの関係機関等を通じて

把握しながら、効果的な対応を思案するような援助が重要であると感じられているようで

ある。因子別平均点については、タイミングを図ることを重視するような援助行動も重要

に感じられているようである。反対に、実施度と同様、生活に関する具体的なサービス (衣

食住、経済、医療、就職等)に対しては重要度が低いという結果が平均値ランキングにお

いても、因子別の平均値の比較においても顕著に見られた。援助として意識はされている

ものの、児相が主体となって援助はされておらず、かつ、あまり重要であるとは考えられ

ていないことが顕著であった。 これ らの具体的生活援助は、アメ リカの Family

Preservation実践では「Concrete Service」 として必要不可欠とされているものであり信

頼関係構築のためにも意識的に戦略的に用いられている援助である (畠山,2007)。 意識さ

れてはいても、家族維持という目的で、実施も、重要視もされていないことは、今後の課

題として考えるべき点である。

3口 在宅支援ケースを担当している児童福祉司は「家族維持」の援助に対して何を障害だ

と感じているか?

障害度についての平均値ランキングでは、児童福祉司一人あたりのケース数の多さが高

い値で 1位であり、児相ならではの強+1的介入と支援の切り替えの難しさや、ワーカーの

専門的技能の不足が上位の 2位・3位としてあがつていた。因子別平均値においても、人

的資源の不足に関する因子の方がやや高い値を示している。児童虐待という特殊なケース

に付随する難しさや、公務員と言う立場でのサービス提供などについては、他の項目に比

べ、あまり障害であるとは意識されていないようであつた。

実際に同質問紙で尋ねた回答者の担当ケース数も平均 96.1ケースであり、中でも児童虐

待担当ケース数は平均 33.2ケース、児童虐待在宅ケースに関しては平均 22.5ケースとな

つている
2。

2高
橋・澁谷・才村・有村・妹夫・伊藤ら (2007)の児童福祉司に対する調査でも、福祉司一人当た

りの平均相談ケース数 135.64ケースであり、虐待ケースの平均ケース数は 22.9ケースと同様の結

果が出ている。
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回答者の 8割 (82.2%)が地区担当と言う形で地区によって担当ケースを割り振られてお

り、様々な種類のケース (虐待ケース以外の非行、養護、障がい等)を混在して担当して

おり、その忙殺ぶりは今回の調査結果からも明らかである。継続したモニタリングが必要

な「家族維持」を目的とした在宅支援に対して、この担当ケース数の負担が障害となる点

は容易に想像できる。

児童福祉司の持つ強制的介入と支援との切り替えの難しさについては、第 3章にて述ベ

たとおり、措置権を持つ児童相談所ゆえの悩みであり、最近の市町村への児童虐待在宅ケ

ースを含めた相談業務権限の移譲の流れの理由の一つでもある。

児童福祉司の専門性については、才村 (2005a)、 才本引まか (2011)や高橋ら (2007)が

指摘したように、児童福祉司を一般行政職で採用する都道府県もいまだ多くある上に、人

事異動のサイクルが 3年から5年と短いこともあり、なかなか経験がもたらす児童虐待対

応の専門性が培われにくい現実がある。任用資格の改訂や子どもの虹情報研修センター設

立における研修の充実など、専門性を担保しようとする動きはあるものの、任用資格につ

いてはソーシャルワーク以外の専門領域への拡大を図ろうとする動きもあり、家族維持を

目的とした在宅支援にはソーシャルワークの専門性が必要であること、その上で児童福祉

司という職種に特化した専門性がどのようなものかを明確にした上で、才村ら (2011)が

指摘した通り、福祉職の採用の徹底、人事異動システムの改善、採用した専門職に対する

人材育成計画、長期にわたる経験をもつスーパバィザーの養成と配置などのマクロ環境で

の整備が必要であると思う。

4.在宅支援ケースを担当している児童福祉司は「家族維持」のためには何が必要だと感

じているか?

必要要素の平均ランキングにおいて、上位 25%に入つた項目は衣食住、安全、愛着関係、

子どもの安心感などの養育に関する最低限度必要な項目とリスクをコントロールするため

の要因が混在する結果となった。この養育基準については、アメリカ合衆国で親権喪失の

際の基準となる「Minimum Parenting Standard」 (Division of ttraining and Development,

Department of Children and Family Services H linois,2000)の 要素と一致する。探索

的因子分析の結果においても、これらの項目が「家族維持」のために必要な要素の構成要

素として抽出されており、児童福祉司の中で必要なものとして意識づけられていることが

分かる。しかし衣食住等の物質的な二一ズについては、充足するための援助の実施度と重
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要度がともに低いことが矛盾した結果となっている。

必要要素項目の平均値ランキングの下位 25%に、家族自身の「家族維持」への動機づけ

や自信、コンピテンスなどの項目が多く見られ、また因子別平均値においても家族機能に

関する項目が最も低い平均値となっていた。つまり、児童福祉司が「家族維持」に必要な

ものとして、「養育」の場としての最低限度の基準は家族に対して期待するが、「家族」と

言う集合体としての機能や「自分たちは家族である」というアイデンティティとそれを保

持しようという動機づけにはあまり期待していないようである。実際、家族自身が家族を

維持していく状況を、最終的な援助目標とするならば、この部分が必要な要素としてもう

少し重視されてもよいのではないだろうか。養育環境としての家族、子どもに対してのリ

スクに焦点が向いてしまって長期的な視野が持たれていない、または虐待ケースの家族に

対しては家族がもつ機能や動機づけにまでワーカーの意識が向いていないようである。工

ンパワメン トロス トレングス視点が支持されるなか、援助の展望として、家族自身に期待

すること、必要とすることの視野も広げていく必要があると考える。

5.日本の児童虐待ケースに対する在宅支援において、どのような援助がどのような援助

の主体により提供されているか?

児童福祉司が、児相が主体となって行つている、または行うべきであると思う援助は、

子どもに対するリスクにかかわる援助、心理判定やカウンセリングに関する心理的な援助、

アセスメント、援助計画作成、他の関係機関との協議などのケースワーク ロソーシャルワ

ークの援助が含まれていた。児童福祉司は児相が持つ措置権等の職権を用いた介入とケー

スワークや臨床的な内容も含めたソーシャルワークの専門的な援助行動については自分た

ちが行うべき行動として自覚しているようであった。だからこそ、自らの専門性に関して

その限界を感じてしまいがちなのだろうし、また、支援と介入のジレンマに陥つてしまう

のかもしれない。反対に、もともと市町村に窓口がある保育サービスや生活保護、家事・

育児支援サービス、医療費控除などのサービスヘつなぐ役割や他の地域の資源へつなぐ役

割、援助終結後のフォローアップなどの役害1については 7割以上の回答者が市町村の役害1

であると回答していた。生活に即した具体的な援助については市町村が行うべきだと児童

福祉司は理解していることが明示された。つまり、リスクや心理またはソーシャルワーク

の高い専門性が求められるような援助については児相が行い、市町村のサービスを使い具

体的な生活に関する援助を提供するのは市町村が行う、という役割分担が児童福祉司の中
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に明確にあるということである。実際に市町村が児童福祉司の期待通りにこれらの援助を

行つているかについては市町村での質問紙調査の結果において検討したい。

6.全体としての考察

児童福祉司は、児相の役割としてリスクを中心とした介入、カウンセリングや心理判定

などの心理的な援助、ケースワーク、ソーシャルワークを挙げていた。また、自らが直接、

家族と接触し援助を提供するのではなく、市町村の関係機関を通して情報を収集し、家族

の状況を把握しており、市町村に対しては、家族が生活してい<上での様々な援助を、市

町村が持つ制度・サービスを用いて行うことを期待していた。つまり児童福祉司自身は、

児相と市町村との役割分担を明確に意識化しているように感じられた。もちろん、2004年

以降、児童相談所運営指針においても、在宅ケースに対する児相の役害1は「専門的知識や

技術の提供と市町村への後方支援」と明確化されているが、介入と支援の役割の両立や担

当ケース数の多さからも、職権を用いた介入役もしくは心理やソーシャルワークの専門的

援助の役害1以上のことはできないのが現状である。また、毎年、虐待相談件数が増えるご

とに児相が在宅支援から離れていく傾向が強まつているようにも現場の声を聞くと思われ

る。今回の質問紙調査結果でも「家族維持」を目的とした援助の展開に関しては、児相は

「家族維持」実践の主たる担い手というよりは、外側から支える役割として、必要なタイ

ミングにおいて適切な専門的知識や技術、そして必要時に職権を使つた介入による後方支

援を市町村に与える必要があるだろう。「家族維持」を目的とした援助の実践にとっては、

児相が市町村と密に連携し、必要時にどれだけうまく関われるかが重要なポイントとなる

と思われる。

可
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第 8章 質問紙調査 2「市町村における児童虐待ケース在宅支援の実態および意見調査」

第 1節 調査の対象、調査方法、分析方法

1.調査対象と方法

全国市区町村 1969カ 所 (2007年 11月時点。政令指定都市行政区、東京 23区含む)に

各児童福祉主管部 (課)宛で、郵送にて質問紙 2部 1組を送付した。質問紙は 2部構成で

あり、第 1部は、「児童虐待在宅ケースに対する援助 (支援)の状況について (の質問紙)」

とし、1)家族維持を目的とした援助項目61項目についての実施度、2)各援助項目に対する

援助の主体、3)市区町村および第 1部の回答者の属性について尋ねる内容とした。第 1部

の回答者として、児童虐待在宅ケースに対する支援の全体の動きを最も把握している人に

回答してもらうため、「市区町村で児童虐待在宅ケースに関するマネージメントおよび取り

まとめをされている方」とした。第 2部は「児童虐待ケースにおける在宅支援に対する意

見について (の質問紙)」 とし、1)家族維持を目的とした援助項目61項目 (第 1部と同項

目)についての重要度、2)家族維持を目的とした援助に対する障害度、3)家族維持のため

の必要要素、4)長期の親子分離に対する意見、5)措置前の家族維持の尽力度、6)第 2部の

回答者の属性を尋ねる内容とした。第 2部の回答者は、その意見が市区町村での実践に最

も反映される人に回答してもらうため、「市区町村で児童虐待在宅ケースに関する業務の中

心となっている方」とした。いずれの質問紙も複数名での回答及び第 1部と第 2部の回答

者が重複しても可とした。

実施時期は 2007年 11月 ～2008年 2月 である。倫理的配慮として、回答者個人や市区町

村が特定される形での公表や個人データが外部に漏れないこと、調査について質問がある

場合には対応できるように問い合わせ先を質問紙表紙に明示した (質問紙の内容及び構成

について巻末資料および第 6章第 3節を参照)。

2口 分析方法

質問紙調査 1と 同様に、分析として記述統計、探索的因子分析、 t検定、分散分析、共

分散構造分析およびその結果の共分散構造モデルに対する多母集団同時分析をおこなつた。

分析には、Microsoft Exce1 2003、 PASW(SPSS)Statistics 18.0、 AMOS1 7.0を用いた。

本章では、前章の質問紙調査 1の内容と同様に、リサーチクエスチョン Iに対する分析

として記述統計、探索的因子分析までの分析結果およびその考察について取り上げる。リ
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サーチクエスチョンⅡに対する分析の結果は、次章でまとめて取り扱うこととする。

第 2節 調査結果の分析 (その1)

1。 回収率

回収された質問紙は 1140カ 所あり、2部そろって返送されていないもの、欠損している

質問が各質問群につき1/3以上あるケースを除くと有効回答数は1114ケースとなった。有

効回収率は 56.6%、 有効回答率は 97.7%と なった。調査を行つた平成 19年度に新規 口継

続を問わず、虐待ケースの取り扱いがある市区町村965カ所を分析の対象とした。

基本的属性について

分析対象となった市区町村について

分析の対象となった市区町村の基本的属性については下表8-1の とおりである。
回 答 市 区 町 村 の 基 本 的 属 性

２

　

　

１

市 区 町 村 の 分 類

ブ]巧計
=ゴ

ロJ一―

町
本寸
政 令 指 定 都 市 行 政 区
東 京 23区

55.65
33.16
3_11
6_94
1.14

100.00

537
320
30
67
11

965

市 区 町 村 の 人 口 規 模

10万 人 未 ,

10万 人 か ら20万 人
20万 人 か ら30万 人
30フラノヽ 厖人」L

75.16
14.24
4.93
5.67

０

３

４

５

な し
10ケー ス 未 満
10ケー ス 以 上 30ケ ー ス 未 満
30ケ ー ス 以 上 100ケ ー ス 未 満
100ケ ーース 以 上

(SD==33_52)

新 規 ケ ー ス 数

8.56
51_13
24.89
7.43
8.00

100.00

76
454
221
66
71

継 続 ケ ー ス 数

平

な し

10ケー ス 未 満
10ケー ス 以 上 30ケ ー ス 未 満
30ケ ー ス 以 上 50ケ ー ス 未 満
50ケ ーース 以 」L

5.04
49.26
24_51
6.87

14.32

888
26.28

44
430
214
60

125

(SD==50.79)

な し 60.36
100.00

577

児 本目が 1市「区 町 本寸内 に あ `る か  あ

18_67

5

1794■ い

100.00 959

表 8-1 市町村質問紙調査 分析対象の市区町村の基本的属性

2)回答者の属性 (資料 1.付図 1-1～付表 1-11)

第 1部・第 2部の回答者の属性については、巻末資料 1の付図 1-1か ら付表 1-5が第 1

部の回答者の属性、付図1-7か ら付表 1-11までが第 2部の回答者の属性を示している。ま

た、付図1-6は第 1部・第 2部の共通回答者数を示している。なお、第 1部、第 2部とも

複数名の協議の上の回答であり、その人数には制限はないが、回答者の属性については回
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答に最も影響を与えたと思われる3人までについて書くように指示した。

第 1部・第 2部の回答に参カロしたのは、約 97%の市区町村において 3人以下であつた。

第 1部と第 2部のどちらの回答にも加わった人数は 1人が最も多く (62.0%)、 ついで 2

人 (20.4%)と いう順であり、第 1部・第 2部で重複した回答者がいなかった市区町本‖ま

7.7%のみだつた。第 1部の回答者 (児童虐待在宅ケースのケースマネージメントおよびと

りまとめをしている方)は、勤務形態においては、非常勤 日常勤、専任 口兼任ともほぼ半々

だが、若干、非常勤・兼任が多い結果となった。第 2部の回答者 (児童虐待在宅ケースに

関する業務の中心となつている方)は、第 1部の回答者に比べ常勤が多い (75.1%)結果

となった。第 1部・第 2部の両方において、回答者のほぼ半数が管理職 (第 1部 :59。 5%、

第 2部 :51。 3%)であり、次いで相談員等の直接援助職 (第 1部 :24.9%、 第 2部 :26.5%)、

保健師 (第 1部 :6.9%、 第 2部 :5.8%)の順となっている。回答者の資格については、

第 1部回答者は「資格なし」が最も多く (28.4%)、 ついで「教諭」 (17.5%)、 「社会福祉

主事などの任用資格」(16.1%)の順となっており、第 2部回答者も同様に「資格なし」

(26.0%)、 「教諭」(19.2%)、 「社会福祉主事などの任用資格」(15.2%)の 順であつた。

3.記述統計

1)家族維持を目的とした援助の実施度の平均点ランキング (表 8-2参照)

実施度の平均値ランキングについては表 8-2のようになつた。上位には、ランキング 2

位の「56.一時保護を使つた危機的状況の回避」以外は、関係機関との協議・連携・情報

収集に関わること、および家族への対応や関係性に関するもの (「11.忍耐強く対応」「48.

必要以上に懲罰的にならない」「7.援助者としての立場を明らかにして信頼関係を得るJ

「26。 定期的な家族への接触」「23.援助者は家族がすべきことまでしない」)や家族への

視点 (「1.家族の長所を生かす」「44.家族維持と子どもの安全のバランス」)に関する項

目が見られた。

下位 25%については、16項目中 13項目が住居、就職、医療費、家計などの生活に対す

る具体的な援助を示す項目が占めていた。児相での調査で下位 25%に入つていた項目と同

項目は 16項目中 15項目であつた (「60.家族が自身のリスクに気付く術と、それに対する

適切な対応を教える」以外)。 つまりこれらの項目 (具体的な生活援助)は児相でも市町村

でもあまり実施されていないということになる。児相上位 25%に入つていないが、市町村

では上位 25%に入つている項目は、(カ ッコ内は児相での順位)「22.地域の民生児童委員
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に協力を要請する (35位 )」 、「23.家族がすべきことまで援助者がしてしまわないように

気をつける (18位 )」 、「45。 保育サービス、学童サービスの利用のための手続きを援助す

る (42位 )」 、「4.家族の『子どもとともに生活する権利』と、子どもの『安全に幸せに

暮らす権利』の両方を大事にする (26位)」 、「1。 家族の長所をいかして、援助を展開する

(24位 )」 、「58。 保護者が困つていることを国にしたタイミングを逃さず、必要なサービ

スにつなぐ (18位)」 であった。これらの項目は市町村特有の援助項目と考えてよいであ

ろう。

児相ランキ
ング 順 位 項 目番号 質 問 項 目 平 均値 SD 度数

危機的な状況の時には、児童相談所と連携し、一時保護等を使い、速やかに危機を回避
する。
学 校 教 論・幼 稚 □ 教 諭・保 育 士 と子 どもの 状 況 について協 議 する。
地 域 の 機 関 か ら家 族 の情 報 を収 集 する ^ 0.95 958
援 助 者 は 家 族 に対 して忍 耐 強 く対 応 する。

保 護 者 と対 時 する場 面 で は 、必 要 以上 に懲 罰 的 にな らな いような表 現 を用 いる。 949
環 族 を援 助 するという自分 の立 場 を明 らか にし 家ヽ 族 の信 頼 を得 る ^ 944
地 域 の 民 生 児 童 委 員 に協 力を要 請 する A

家 族 が すべ きことまで 、援 助 者 が Lて しまわ な いように気 をつ ける ^

保 百 サ ー ビス ヽ単 音 サ ー ビ ス の 剰 日 の f―め の 手 締 書 券将 助 す ス ^

定 期 的 に 家 族 に 接 触 す る ^

それぞれの家族に対して援助者が何 がどこまででナて^何がで■ないか弁自常する^

家 族 の「子 どもと共 に生 活 する権 利 」と、子 どもの「安 全 に幸 せ に暮 らす権 利 」の 両 方 を大
事 にする。

100 943

盟 者 が 子 どもに対 して肯 定 的 な視 点を持 つことが できるように働 きか ける。 0.99 949
24 家 族 の 長 所 をいか して 、援 助 弁■ 関 する ^ 942

保護者が困つていることを口にしたタイミングを逃さず、必要なサービスにつなぐ。 1.07 955
援 助 者 自身 が 環 族 の 変 化 に対 して希 望をもつ 6 350 100
チームアプローチを取ることによつて、アセスメント結果や意思決定を確認する^

家 族 が 必 要 な とき ヽ自 分 自 身 で 利 用 で き る よ うに ^地量 の 書 頂 ルつ た lfてお く

家 庭 存油 閣 1´ ^表権 の 牛 活 の 爆 r・燿 動 警 動 な

「

な ら ^

すでに保 護 者 とつなが っている関 係 機 関 に保 護 者 が 必 要 としているサ ー ビスを紹 介 しても 942

家庭訪間を行い、在 宅で暮らしていくためには、家族が何を必要としているかをアセスメン
トする^

3.33 957

問題 の 原 因 の 分 析 を行 うの ではなく。今 ある問 題 の解 決 に集 中する ^

子 どもに対 するリスクアセスメントを饉 続 して行 う^ 3.30
家族 に医・tA機関 (病院 ヽ医 師 等 )を紹 介する ^ 3.28 123 952
市 町 村 の 関 係 機 関 内 で 共 有 で き る 家 族 支 援 に 対 す る 価 値 観 を手.っ て い る ^

地 域 の 他 の 関 係 機 関 の 援 助 者 に 家 庭 請 闇 券俵 媚 す 妥

次 の 大 きな 変 化 につなが るような表 性 の 小 さな 書 化弁す 将 する ^ 1.06 940
[族をどの よ うに 資 源 や サ ポ ー トに 結 び つ け る か の 全 体 的 な 欄 助 II・回 弁作 成 L´て い く^

関 係 機 関 に対 して 、家 族 との 接 し方 についての 詳 細 な助 言 を行 うハ

二五二の 負 担 を軽 減 するための 家 事・育 児 支 援 サ ービスに家 族 をつなぐ。

援助 墨 結 後 も、家 族 が 再 び同 じ状 態 に戻 っていな いかフォローアッ方 る。 322 952
(ケ ースの 状 況 を見 て )虐 待 の 告 知 存行 う^ 320 1.25 956
生 活 保 護 等 の 申請 を援 助 する _ 128 949
菫族 Lお登 L度の改 善 が 見 られ れ ば援 助 を終 結 する。
子どもの気持ちを代弁Lて 保薦者に伝える^ 952
家族が必要としているスキル (生活・養育技術等)を、例を用いて家族にわかりやすく説明
する。

1.20 954

援 助 者 が 家 族 に必要 な具 体 的 なサ ー ビスを提 供 することで 、実 際 に「援 助 できること」を家
族 に証 明 する。

310 936

面 接 等 を通 して 、保 護 者 に虐 待 した原 因 について 内省 させ る ^ 955
39 堡菫壺宣J鬱ヒ入院 している間 、子どもの保育ケアを確保する。

環 に食 料 が 十 分 確 保 され ているか どうか 、入 手 手 段 はあるの か を確 認 をする。 3.01 949
定 期 的 に援 助 効 果 の 評 価 を行 う^

43 家 族 と共 に 目根 を設 定 す Z 2.95 956

…
子どもの状態を医師と協議する。 2.93 27 954

頼りにできるような親戚等を探し出し、協力してもらう。 287
46 家 族 が 自身 の リスクに気 付 く術 と そヽれ に対 する摘 切 な対 応 弁教 テる ^ 949

医 療 機 関 で保 護 者 が 充分 な説 明 を受 けられ るよう配 慮 する ^

保 歴 者 に 対 して 求 職 に 関 す る 情 報 弁得 る 響 助 多す る ^

見 本 となる大 人 の姿 を援 助 者 が子 どもに 見せ る ^

保 護 者 に 他 の 親 と交 流 す る機 会 弁与 テ る ^

医療 費 の 控 除 の 申請 を援 助 する。

衣 服 や 学 用 品 の 提 供・確 保 の 援 助 をおこなう。

環 計 の 管 理 を保 護 者 が できるように援 助する。
子 どもを学 校・幼 稚 園・保 育 □ に 扶 抑 す る サ ー ビス の 利 用 弁澤 助 す 疼

住昼設備 (修繕・安全面の確認なDに 対する助言・援助をおこなう。 930
住居盤しを手伝う。
保 護 者 や 子 どもの 通 院 に同 伴 す戻

環 族 に 新 しくつ い た ス キ ル (生活・摯 吉 持 術 等 )弁減 す 機 会 券ニ テ る ^

保 歴 者 と子 どもが 一 緒 に 基 l´め る よ うな 娼 奏 活 動 葬企 画 す ス の 葬手 侵 ら ^

星 E者 の 求職 の ための 具 体 的 な準 備 (履歴 書 を一 緒 に書 くヽ 面 機 の績 習 等 )を手伝 うn

保護 者 にペア レントトレーニング (親業 )プログラム を紹 介 する。 08

表 8-2 市町村実施度の平均値ランキング [ブルー部分は上位 25%、 オレンジ部分は下位 25%]
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第 8章 質問紙調査 2「市町村における児童虐待ケース在宅支援の実態および意見調査」

2)家族維持を目的とした援助の重要度の平均点ランキング (表 8-3参照)

市町村の重要度の平均値ランキングで上位 25%に あがっているものは、リスクに関する

もの (「56.一時保護を使つた危機的状況の回避」、「43.子どもに対する継続的なリスクア

セスメント」)、 家族との関係づくりや援助者としての態度に関するもの (「7.援助者の立

場を明らかにし、家族の信頼を得る」、「11.忍耐強く対応」、「14.援助者ができること、

できないことの自覚」等)、 関係機関との連携に関するもの (「21.学校や幼稚園・保育所

との協議」、「20.関係機関からの情報収集」)であつた。下位 25%には、実施度と同様、

衣食住、就職、医療、保育ケア、他の親との交流などの生活の中で具体的な援助に関して

の項目が集まつていた

児相の重要度ランキングと比べてみると、市町村上位 25%の 17項目中、児相の上位 25%

にも入つていた項目は 12項目であつた。入つていなかつた 5項目は、「3.援助終結後も、

家族が再び同じ状態に戻つていないかフォローアップする (児相 :29位、市町村 9位 )」 、

「23.家族がすべきことまで、援助者がしてしまわないように気をつける (児相 32位、市

町村 11位 )」 、「31.チームアプローチをとることによって、アセスメント結果や意思決定

を確認する (児相 27位、市町村 13位 )」 、「43.子どもに対するリスクアセスメントを継続

して行う (児相 33位、市町村 15位 )」 、「8.家族をどのように資源やサポー トに結びつけ

るかの全体的な援助計画を作成していく (児相 :23位、市町村 16位 )」 であつた。児相に

比べて、市町村での在宅支援では、継続的に家族に関わり、終結後も地域に住み続ける家

族は末永く市民として関わつていくため、フォローアツプも重要に考えられているようで

ある。また近い距離で比較的密に家族と接するため、援助者としての境界線を明確にする

ことや、要保護児童対策地域協議会などを使つた多機関との連携における意思決定や援助

展開など、市町村の援助体+1に起因した重要な援助項目が、児相と比べ市町村では上位に

ランクインしていた。

下位 25%に関しても、項目14項目中、児相の下位 25%にある項目は 11項目あつた。重

複していなかった項目は「28.生活保護等の申請を援助する (児相 :49位、市町村:51位 )」 、

「37.保護者にペアレントトレーニング (親業)プログラムを紹介する (児相 :45位、市

町村 51位 )」 、「47.家族にある程度の改善が見られれば援助を終結する (児相 :35位、市

町村 :53位)」 であった。市町村においても衣食住、医療、就職などの生活に対する具体

的な援助項目が下位 25%に入つていることは、市町村もそれらの項目をあまり重要には感

じていないということが示されている。援助の終結に関しては、先述したフォローアップ

り
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り
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第 8章 質問紙調査 2「市町村における児童虐待ケース在宅支援の実態および意見調査」

の実施と同様、家族がその自治体の住民である限り、市町村は何らかのサービスを提供す

る主体であり続けるため、「終結」はあまり意識されていないし、重要視されていないよう

である。

児相ラン
キング

項目番号 順位 質問項目 平均値 SD 度数

56
1

危機的な状況の時には、児童相談所と連携し、一時保護等を使い、速やかに危機を回避
するA

0.41 963

学校教諭・幼稚園教諭・保育士と子どもの状況について協議する。 0.60 963

家族を援助するという自分の立場を明らかにし、家族の信頼を得る。 0。 75 963

援助者としての責任を証明するために自分が行った援助を文書に記録しておく。 0。 80 959

援助者 は蒙族に対して忍耐強く対応する 0.68

それぞれの家族に対して援助者が何がどこまでできて、何ができないかを自覚する 0.74

保護者が子どもに対して肯定的な視点を持つことができるように働きかける。 0。 74 959

地域の機関から家族の情報を収集する。
1 家族の長所をいかして、援助を展開する。

援助終結後も、家族が再び同じ状態に戻つていないかフォローアッ方 る。 0.80

家族がすべきことまで、援助者がしてしまわないように気をつける。
保護者と対時する場面では、必要以上に懲罰的にならないような表現を用いる。 0.74 962
チームアプローチを取ることによって、アセスメント結果や意思決定を確認する。 0.84

家族が必要なとき、自分 自身で利用できるように、地域の資源とつなげておく。 0.83

子どもに対するリスクアセスメントを継続して行う。 0.80 958

家族をどのように資源やサポートに結びつけるかの全体的な援助計画を作成していくn 0.85

定期的に家族に接触する。 0.80 964
地 域 の 民 生 児 童 委 員に協 力を要 請 す るハ 0。 82 964

家庭訪間を行い、在宅で暮らしていくためには、家族が何を必要としているかをアセスメン
トする。

0.85 959

市町村の関係機関内で共有できる家族支援に対する価値観をもっている。 960

保護者が困っていることを口にしたタイミングを逃さず 必ヽ要なサービスにつなぐ。 0.86

家族の「子どもと共に生活する権利」と、子どもの「安全に幸せに暮らす権利」の両方を大
事にする^

0.93

援 助 者 自身 が 家 族 の 変 化 に対 して希 望 をもつ n 4.06

定期的に援助効果の評価を行うn 4.06 962

保護者が通院・入院している間、子どもの保育ケアを確保する。 4.02

家族と共に目標を設定するn 0。 89

(ケ ースの状況を見て)虐待の告知を行う。 3.98 1.00

次の大きな変化につながるような家族の小さな変化を支援する。 3.96 0.89

すでに保護者とつながつている関係機関に保護者が必要としているサービスを紹介しても
39っ。

3.93

子育ての負担を軽減するための家事 口吉児支援サービスに家族をつなぐA 3.88 0.90

家族が必要としているスキル(生活・養育技術等)を、例を用いて家族にわかりやすく説明
する。

3.85 0.96

関係機関に対して、家族との接し方についての詳細な助言を行う。 3.83 0。 90 962

子どもの気持ちを代弁して保護者に伝える。 0.92

家庭を訪問し、家族の生活の場で援助活動をおこなう。 0.98

家族が 自身のリスクに気付く術と、それに対する摘切な対応を教 えるハ 0.96 960

保育サービス、学童サービスの利用のための手続きを援助する。 0.93

面接等を通 して、保護者に虐待した原 因について内省させる。 1_04 955

保護者や子どもの状態を医師と協議するハ 0。 95 960

地域 の他の関係機関の援助者に家庭訪間を依頼する。 0.96 960

頼りにできるような親戚等を探し出し、協力してもらう。 1.05 962

家に食料が十分確保されているかどうか、入手手段はあるのかを確認をする。 1.00 959

援助者が家族に必要な具体的なサービスを提供することで、実際に「援助できることJを家
族に証明する。

0。 95

55 見本となる大人の姿を援助者が子どもに見せるn 1.09 958
家族に医療機関 (病院 医ヽ師等 )を紹介する。 3.52 960

52 40 問題の原因の分析を行うのではなく、今ある闇顕の解決に集中するハ 0.90

50 医療機関で保護者が充分な説明を受けられるよう配慮する。 954
54 保 護 者 に他 の親 と交 流 す る機 会 を与 えるハ 960
50 保護 者 に対 して求 駐 に関 す る情 報 を得 る燿 助 存す るハ 381 0。 93
65 家計の管理を保護者ができるように援助する。 3_20: 0.97 957

家族に新 しくついたスキル (生活・養育技術等 )を試す機会を与える。 329 0.95 958
49 生活保護等の 申請を援助する。 3.20 957
45 1 保護者にペアレントトレーニング (親業)プログラムを紹介するハ 1.00 959

家族にある程度の改善が見られれば援助を終結する。 3.19 0。 98

06 子どもを学校・幼稚園・保育園に送迎するサービスの利用を援助する。 3.15 1.09 960
59 医療費の控除の 申請を援助する。 3.01 1.09 957

1 衣服や学用品の提供・確保の援助をおこなうハ 1.04 959
63 55 住居設備 (修繕・安全面の確認など)に対する助言 口援助をおこなう。 0。 99
57 52 住居探 しを手伝う。 2_74 0。 97 960
64 保護者の求職 のための具体 的な準備 (履歴書を一緒に書く、面機の績習等)を手伝う。 1.03 960

24 保護者と子どもが一緒に楽 しめるような娯楽活動を企画するのを手伝う。 1.02 960
57 1 保 護 者 や 子 どもの 通 院 に同伴 す る。 0。 98 960

表 8-3 市町村重要度平均値ランキング [ブルー部分は上位 25%、 オレンジ部分は下位 25%]
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第 8章 質問紙調査 2「市町村における児童虐待ケース在宅支援の実態および意見調査」

3)家族維持を目的とした援助を行う際の障害の平均点ランキング (表 8-4参照)

障害度においては上位 25%には様々な分野にわたる項目が見られた。1位、2位の両項

目は 3位以下の項目との平均値差が大きく、人と専門技能の不足について市町村が大変苦

悩していることが浮き彫りとなった結果となった。下位 25%の項目では、現在の市町村で

の立場に関係した項目がたくさん見られた。児相のランキングと比較してみると、児相の

ほうが障害度を強く感じているものは (つまり児相の順位のほうが高い項目)、 差が大きい

ものから、「6。 取り扱うケースが多い (順位差 11)」 、「5.家族のニーズにこたえることが

できるサービス提供体制が地域に組めていない (順位差 5)」 、「17.司法システムの関与が

ない (順位差 5)」 であった。市町村では児相に比べて、一人の援助者が扱うケース数自体

はあまり障害と感じていないようだが、人員については不足していることが強く障害と感

じているようだ。これは担当ケースを持つというより、チームで対応することが多い体制

であるためだと言える。

反対に市町村のほうが、障害度を強く感じている項目は創贋位が市町村のほうが上)、「13.

人事異動等で援助者が頻繁に変わつてしまう (順位差 6)」 、「16.スーパービジョンが受け

られない (差 6)」 、「8.サービスの充実によって保護者の依存心を助長してしまう (差 5)」

であつた。人事システムについては、児相では、福祉専門職の採用や異動がなく経験を積

めるシステムヘの改革が徐々におこなわれるなど、市町村に比べれば改善されてきている

と思われる。市町村のレベルでは、嘱託職員のほうが常勤職員よりも長くいる場合が多く、

管理職なども他部署から移動してくる場合が多い。スーパービジョン導入についても、ベ

テランが育たない環境ではなかなか難しい。「サービスの充実によつて依存心を助長してし

まう」という項目については、長く家族とかかわる市町村だけにサービスを継続して提供

することの弊害も見えてしまうのかもしれない。

4)家族維持のために必要な要素の平均点ランキング (表 8-5参照)

必要な要素のランキングで上位25%である7位までに入つた項目は子どもを育てるため

の最低基準の養育条件に関する項目 (衣食住、子どもの精神的安心、親の最低限度の養育

能力等)と子どもに対するリスクコントロールに関する項目 (保護者が自分の行動をコン

トロールできる、子どもの安全を守る人の存在)な どであった。下位 25%については家族

自身が持つ力 (家族が一緒にやっていくという自信、家族内の秩序、変化のプロセスヘの

参加、資源を使う能力、インフォーマルサポー トの所持)や子ども自身の成長 (子どもの
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自分自身を守る力、子どもの身体的に順調な成長)に関する項目が見られた。

児相のランキングとの比較では、市町村の上位 25%にある 7項目の中で児相の上位 25%

にも重複 した項目は 6項目で、重複 していない 1項目は「26.保護者が子どもを養育する

最低限度の能力を持つている (児相 :10位、市町村 :7位 )」 であつた。全体的に児相と市

町村の順位差が大きいものについては、児相の順位のほうが市町村より高いものから「9.

家族内での秩序が保たれている (児相 :8位、市町村 :24位 )」 、「6.関係機関内で『在宅

で援助していく』との共通理解がある (児相 :4位、市町村 :19位 )」 、「27.家族自身が家

族として一緒にやっていくことができるという自信をもっている (児相 :12位、市町村 :

23位 )」 、「8.保護者自身が今までやってきたことに変化が必要だと気付く (児相 :9位、

市町村 16位 )」 であった。反対に市町村での順位のほうが児相より高い項目は、差の大き

いものから、「2.家族がお互いに助け合つている (児相 :19位、市町村 :11位 )」 、「12.保

護者が保護者としての責任を自覚している (児相 :16位、市町村 10位 )」 、「15.保護者の

(精神的)治療経過が良好である (児相 :18位、市町村 12位 )」 。「25.子どもが家庭で精

神的な安心感を得ることができる (児相 :7位、市町村 2位 )」 、「4.子どもが自分自身の

安全を守ることができる (児相 :26位、市町村 21位 )」 であつた。家族内の関係や家族の

情緒的な要素については、市町村のほうが家族維持に必要であると感じていることがわか

った。

表 8-4 市町村 障害度平均値ランキング [ブルー部分は上位 25%、 オレンジ部分は下位 25%]

125

児相ラン
キング

順位 項 目 質問項目
平均値 標準偏差 度 数

人員が不足している。 4_12

量堕査⊇児童堂待ケースに対する専門的な技能が不足している。 401 928
虐待事件が起こると、マスコミが全ての責任を公的機関におしつける。 3_86 102 850
保護者 との信頼関係を結 ぶことが難 しい 0.99

人事異動等で援助者が頻繁に変わってしまう。
スーパービジョンが受けられない 3.76 0.97 821

豊星土重通が理由で、保護者が地域の資源を利用できない 371 1.04 864
ネグレクトケースに対して家事を行つてくれるヘルパー制度がない(あつても利用に制限が
ある)。

370 1.09 833

家族の二―ズにこたえることができるサービス提供体制が地域に組めていない 3.66 100 870
1 保護者に都合の良い時間帯や週末にサービスを利用できない 3.48 865
司法システムの関与がない 346 780
取 り扱うケース数が 多い 3.40

つて保護者の依存心を助長してしまう。 3.29 1.05

勤務形態 (非常勤・嘱託等)が職務内容にそぐわない 3_28 1.20 723
1 援助を受けることが親失格とみなされスティグマ化しているハ 3.27 0.99

虐 待 葬全 τ 心 の 間 輌 |「 堺 テ7:士 ら国 割 ボ ふス 320 096 788
ケースがなかなか終錯不書なl.、

宙 Fr村 自身 で措 置 権 が 桑 動 で青な い 3_02 26 836
公 務 昌ルいう寺 場 の 制 約 により^サー ビス繹 供 が 自 由 に行 テた Lヽ 2_63 1_05
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表 8-5 市町村 必要要素平均値ランキング [ブルー部分は上位 25%、 オレンジ部分は下位 25%]

5)実施度平均値と重要度平均値の差ランキング (表 8-6参照)

市町村においても児相での調査結果と同様に、すべての項目で重要度平均値のほうが実

施度平均値よりも高い値に分布が偏っているため、その差のランキングが上位 25%値以上

にある項目、つまり「重要だとは思っているのに、実施できていない」程度が比較的大き

な項目に着目することとした。上位 25%に入つていた項目は 16項目あつた。その中で、

重要度が上位 25%であった項目は 16項目中 3項目 (「3.援助終結後も、家族が再び同じ

状態に戻つていないかフォローアップする[重要度 9位]」 、「8.家族をどのように資源やサ

ポー トにつなげるかの全体的な援助計画を作成していく[重要度 16位]」 、「43.子どもに対

するリスクアセスメントを行う[重要度 15位 ]」 )であつた。「43.リ スクアセスメント」、

「54.家庭訪間によるニーズアセスメント」、「8.援助計画の作成」、「3.フォローアツプ」

などの項目はケースワークのプロセスそのままを示す項目であり、その重要性が比較的高

く認められながらも、実際の実施度との間には差がみられた。また 1位は、児相と同様に

「37.保護者にペアレントトレーニング (親業)プログラムを紹介する」であり、他の上

位 25%の項目は、スキル開発に関する項目 (「34.家族に新しくついたスキル (生活・養

育技術等)を試す機会を与える[2位 ]」 、「60.家族が自身のリスクに気付く術と、それに

対する適切な対応を教える[7位]」 )、 関係機関との連携に関する項目 (「53.市町村の関係

機関内で共有できる家族支援に対する価値観をもっている[12位]」 、「36.保護者や子ども

公
Ｕ

Ｏ
乙

児相ラン
キング

順 位 項 目 質問項目
平 均 値 標 準 偏 差 度 数

1 最低限 の衣 食住 の確保 ができている∩ 067 958
IIItil11:三 J 子どもが家庭で精神的な安心感を得ることができる。 069 958

1 子どもと保護者の間に愛着関係がある。 4.45 072
家庭内に子どもの安全を守る人がいる、又は定期的に家庭を訪間してくれる人がいる。 4.41 958

保護者が自分の行動をコントロールする力がある。 4^41

安心 して生活できる住居 がある 076 959
26 保護者が子どもを養育する最低限度の能力をもっている。 959
24 最低限 度 の経済 的基盤 が確 保 できる。 956

保護者が就業している間の保育サービスが確保できる。 4.31 0.76 958
1 保護者が保護者としての責任を自覚している。 958

家族 がお互 いに助 け合っている。

保護者の (精神的)治療経過が良好である。 075
虐 待 者 に虐 待 の 認 識 が あ る ^ 421
虐待者 が 自分でSOSを出せ る。 419

1 最低限 の衛 生状態 が保たれている。 416 957

保護者自身が今までやってきたことに変化が必要だと気づく。 415
何 とか して家族を維持 していこうという気持ちが家族 にある。 415 07 957

子どもが幼稚園0′
1ヽ学校・中学校等の学校や保育所などの所属集団へ毎日通っている。 4.14 959

関係機 関 内で「在 宅で援助 していく|と の共轟認識 がある。 413
保護者が援助者に対して心を開き、援助者の言うことを聞き入れる。

子どもが自分自身の安全を守ることができる。 3.99 955
子どもの成長 (身 長・体重)は順調である。 3。 95 956
家族 自身が家族 として一緒 にやっていくことが 出来るという自信を持っているハ 086 956
家族 内での秩 序 が守 られている。 3.92 085 952
家族 が 自分たちは家族維 持 のプロセスに参加 しているのだと実感する。 3.68 0.94 949

家族が地域の資源を自分でうまく利用できる。 3.67 087 959

家族はインフ壮 マルなサポートシステムを持っている。
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の状態を医師と協議する[16位]」 )、 具体的な生活援助にかかわる項目 (「29.保護者が通

院 日入院している間、子どもの保育ケアを確保する[9位 ]」 、「12.家計の管理を保護者が

できるように援助する[11位])、 「61.保護者の求職のための具体的な準備 (履歴書を一緒

に書く、面接の練習等)を手伝う[12位]」 )であつた。

表 8-6 市町村 重要度と実施度の差平均値ランキング [ブルー部分は上位 25%、 オレンジ部分は下位 25%]

この実施度と重要度の差において、児相と市町村の上位 25%内に共通して入つているも

のは、9項目あつた。(表 8-7参照)

‖E位 項 目 番・●・ 菫問項 目 実 施 度 重 要 度 整

保 護 者 にペ アレントトレーニング (親彙 )プログラム を紹 介 す る ^

家 族 に新 しくつ いたスキ ル (生 活・養 育 技 術 等 )を試 す 機 会 を与 えるハ

援 助 終 結 後 も、家 族 が 再 び 同 じ状 態 に戻 っていな いか フォローアップす る。 3.22 :書:111む1,

46 定 期 的 に援 助 効 果 の 評 価 を行 う

家 族 と共 に 目標 を設 定 す る。 2.95
見 本 とな る大 人 の 姿 を援 助 者 力く子 どもに 見せ るハ 3.59

60 室基 が 自身のリスクに気付く術と、それ に対する適切な対応を教 える。 3.79

家族をどのように資源 やサポー日こ結 びつけるかの全体的な援助計画を作成していく。
29 保護者が通院 0入 院している間 、子どもの保育ケアを確保する。 4.02
43 子どもに対するリスクアセスメントを盤続して行う 3.30

家 計 の 管 理 を保 護 者 が できるように援 助 す る ^

薔 町 村 の 関 係 機 関 内 で 共 有 できる家 族 支 援 に対 す る価 値 観 をもって い る 3.28

量 巨 五 の 主 駐 の た め の 具 体 的 な準 備 (履 歴 書 を一 緒 に書 く、面 接 の 練 習 等 )を手 伝 う。

家庭訪間を行い、在宅で暮らしていくためには、家族が何を必要としているかをアセスメントす
る。 3.33

1 35 保 護 者 に他 の 親 と交 流 する機 会 を与 元 る ^ 3.43
1 保護者や子 どもの状態を医師と協議する。 2.93 3.76

チームアプローチを取ることによって、アセスメント結果や意思決定を確認する。 3.50
頼 りにできるような親 戚 等 を探 し出 し、協 力 1´ て千島 う^ 2.87 3.69 -0.81

1 家 族 の 長 所 をいか して 、援 助 を展 開 す る ^
-0.78

住 居 設 備 (修繕・安 全 面 の 確 認 な ど)に対 す る助 言・援 助 をおこな う^
-0。78

(ケース の 状 況 を見 て )虐待 の 告 知 を行 う 3.20 3.98 -0.77

家 族 が 必 要 な とき、自分 自身 で 利 用 できるように 、地 域 の 資 源 とつな げて おくハ
20 子 どもを学 校・幼 稚 園 0保 育 園 に送 迎 す るサ ービス の 利 用 存揺 助 する ^

-0。 77

23 家族 が必要 としているスキル (生活 0養育技術等 )を、例を用いて家族 にわか りやすく説 明する。 3.85 -0.74

24 1 医 療 機 関 で保 護 者 が 充 分 な 説 明 を受 けられ るよう配 慮 す るハ 3.46 -0.73
24 保 壼 者 が 子 どもに対 して 肯 定 的 な視 点 を持 つことが できるように働 きか ける ^

-0.73

それぞれの家族に対して援助者が何がどこまでできて、何ができないかを自堂する^
-0.73

面 接 等 を通 して 、保 護 者 に虐 待 した 原 因 につ いて 内 省 させ る。 3.06 3.76 -0.70

子 どもの 気 持 ちを代 弁 して保 諄 者 に伝 える ^ 3.81 -0。 70
次 の 大 きな 変 化 につ な が るような 安 権 の 小 きた な イヒ葬す 燿 す ふ ^

家に食料が十分確保されているかどうか 、入手手段 はあるのかを確認をする6 -0.66

保護者と子どもが一緒 に楽しめるような娯楽活動を企画するのを手伝う。 -0.65

子育ての負担 を軽減するための家事・育児支理

'       
なぐ^ 3.26 3.88

保 護 者 に対 して 求 職 に関 す る情 報 を得 る将 助 葬す る ^

-    4.16

保護者が国っていることを口にしたタイミングを逃さず、必要なサービスにつなぐ -0.61

危 機 的 な 状 況 の 時 に は 、児 童 相 談 所 と連 携 し、一 時 保 護 等 を使 い 、速 や か に危 機 を回 避 す る。 -0.60

住 居 探 しを手 伝 う。 -0.59

関 係 機 関 に対 して 、家 族 との 接 し方 について の 鮮 細 な 助 言 を行 う 3.26 3.83 -0。57
援助者が家族 に必要な具体的なサービスを提供することで、実際に「援助できること」を家族 に

'I明
する^

3.10 3.67 -0.57

す で に保 護 者 とつな が つている関 係 機 関 に保 護 者 が 必 要 として いるサ ー ビス を紹 介 してもらう。 3.37 3.93 -0.56

32 艦 助 重 自 身 が 家 族 の 変 化 に対 して希 望 をもつ 6 3.50 4.06 -0.55

23 塞族 がすべきことまで、援助者がしてしまわないように気をつける^
-0.55

塁族 を援 助 す るという自分 の 立 場 を明 らか にし、家 族 の 信 頼 を得 る。

医 療 費 の 控 除 の 申 請 を援 助 す る ^ .53
26 定 期 的 に家 族 に接 触 す る ^

-0.50

衣 服 や 学 用 品 の 提 供・確 保 の 援 助 をおこな う^

地 域 の 他 の 関 係 機 関 の 援 助 者 に 安 塵 訪 閣 弁佐 婚 す る ^

44 家族の「子どもと共に生活する権利」と、子どもの「安全に幸せに暮らす権利」の両方を大事にす
る。 4.10

保 護 者 や 子 どもの 轟 院 に 同 伴 す る ^

48 援 助 者 は 家 族 に対 して 忍 耐 強 く対 応 す る ^

48 学 校 教 訥・幼 稚 園 教 諭・保 育 士 と子 どもの 状 況 につ いて協 議 す る。

―

E4し 、家族 の生活の場で援助活動をおこなう 3.48 3.79
地 域 の 民 生 児 童 委 員 に協 力 を要 請 す る A 4.21

地 域 の 機 関 か ら家 族 の 情 報 弁Jヱ 集 す る ^

家 族 に医 療 機 関 (病院 、医 師 等 )を紹 介 す る 3.28 3.52
55 保護者と対峙する場面では、必要 以上に懲罰的にならないような表現を用いる。

析 を行 うの で は な く、今 あ る問 題 の 解 決 に集 中 す る。 3.30 3.52
生 活 保 護 等 の 申 請 を援 助 す る。

援 助 者 として の 責 任 を証 明 す るた め に 自分 が 行 った 援 助 を文 書 に記 録 してお く̂
60 塁 族 二 あ る程 度 の 改 善 が 見 られ れ ば 援 助 を終 結 す る

保育サービス、学童サービスの利用のための手続きを援助する 而
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表 8-7 実施度と重要度の差が児相・市町村に共通して上位 25%である項目 (児相調査での項目及び差の数値

にて表記)

これらの項目は児相 口市町村ともに重要だと思われている割には、実施がされていない

項目である。「援助計画の作成」、「終結後のフォローアップ」などのケースワークのプロセ

スに関するもの、スキル開発に関するもの (「スキルを試す機会がある」、「家族自身がリス

クに気付く術のその対応を教える」)が見られる。これらの項目は児相口市町本‖こ共通して、

在宅支援において弱くさらなる実施が必要な項目と考えることができる。児相 口市町村と

もに、重要度も実施度も低かつた具体的生活援助の中でも、「求職のための準備への援助」、

「家計の管理」、「通院 日入院している間の保育ケア」「ペアレントトレーニングプログラム

ヘの送致 (紹介)」 は、重要度の割に実施できていない項目として挙げられている。

表8-8 市町村のみにおいて実施慶―重要度の差の平均が上位 25%内の項目 (数値は差を示す)

児相の上位 25%には入つておらず、市町村においてのみ上位 25%内の項目は全部で 7

項目あつた(表 8-8参照)。 これらの項目においては、市町村において、さらに実施を行う

必要があると考えられる。特に援助効果の評価については、要保護児童対策地域協議会に

てケースの進行管理が3カ 月に 1回行われるように指導されているはずだが、実際に援助

の効果となると、なかなか援助と効果との因果関係を証明することは難しいようである。
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6)援助の主体について (資料 2日 付表 2-1～付表 2-36参照)

市町村における援助主体に関しては、各援助項目 (主体が明らかな 13項 目を除いた 48

項目)に対して児相を含めた援助の主体リス ト6領域 (保健・医療 日精神保健分野、障害

分野、子育て支援・児童相談分野、教育分野、法律・人権分野、その他の分野 ロサービス)

にわたる36主体より、主にどの機関 (だれ)を中心に実施されているのか、最も中心に行

つているところを3つまで選んでもらった。また、実施されていない場合は、どの機関 (だ

れ)が行うべきか、援助自体を実施しなくてもよいと思っている場合は、「実施する必要は

ない」を選んでもらった。

市町本引こおける関係機関において、それぞれの機関がどのような援助を行つている (ま

たは実際は行つていないが行うべきだと思われている)を把握するため、援助の主体ごと

に集計を行い、それぞれの機関に対する全回答数中の各援助項目の回答数の割合を出した。

各主体とも実施度 4,5(実際に該当機関がよく実施している援助)と実施度 1(実際は行

われていないが行うべきだ、該当機関が実施することを期待されている援助・役割)の回

答において、それぞれ 50%ま での援助項目をまとめたものを資料として添付している (資

料付表 2-1～ 2-36参照)。 ここでは各分野で主な機関のみ結果を紹介する。(援助項目につ

いては「」内にその主な内容を略式にて表記)。

1口 保健・医療 日精神保健分野

ア.保健センター (付表 2-1)

実際に保健センターが行つている援助項目としては、文書の記録および家庭訪間による

家族に対する定期的な接触であった。また、医療機関への紹介も保健センターを通して行

われることが多い。

今は実施されていないが、将来、保健センターが実施することを期待されている援助項

目として、「ペアレントトレーニングの紹介」がある。「医師との協議や通院の同伴」など、

医療機関との橋渡し的役割も期待されている。

イロ保健所 (付表 2-2)

保健所は保健センターよりも医療との連携が実際に行われている割合が高かつた。期待

されている項目としては、保健センターと同様、「ペアレントトレーニングプログラムの紹

介」がある。

ウロ医療機関 (精神科含む)(付表 2-3)

実際、実施度が 4,5と 高い項目において、危機回避のための一時保護の手段として医療

ｎ
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機関が使われていることが示されていた。期待される役割及び実施されている項目ともに、

「保護者が十分な説明を受けられるように配慮する」である。

工.精神保健センター (付表 2-4)

実際に実施されている援助、期待される役割ともに「医療機関の紹介および保護者への

説明」が高し培1合でみられる。

2.障害分野

力.障害児地域療育等支援事業 (付表 2-6)

実際に実施されている援助については、「忍耐強い対応」や「医療機関への紹介」、「家庭

訪間による援助活動」などが挙げられていた。障がい児療育に関しては、子どもの成長に

合わせて、家族に対して援助を行つていく忍耐強さが必要とされているのかもしれない。

実施されていないが将来期待される役割としては、「ペアレントトレーニングプログラム

ヘの紹介」が挙げられている。

キ.知的障害者更生相談所 口身体障害者更生相談所 (付表 2-7)

実際に実施されている援助については、「(障がいがある)親自身が自身のリスクに気付

く術とそれに対する適切な対応を教える」が 36.36%の割合を占めていた。また、「求職の

ための情報提供」や、「家族を他機関につなげる援助」も行われている。

実施されていないが将来期待される援助としては、「求職のための具体的な準備」が挙げ

られていた。求職に関する情報は提供しても、例えば履歴書の書き方や面接の練習などの

細かい準備までは実際は行われていることは少ないのかもしれない。

クロ発達障害者支援センター (付表 2-8)

比較的新しい機関である発達障害者支援センターでは、「(発達障がいがある)子どもに

対するリスクとその対応」、「通院への同伴、医療機関での説明に対する配慮」や「親が子

どもに対する肯定的な視点を持つことへの援助」が実際行われている援助としてあげられ

ていた。

期待される援助としては、「医師との協議や説明への配慮」など、医療とのつなぎになつ

てほしいと期待されている。また「生活技術の習得」や「娯楽活動」、「求職のための準備」

等も挙げられている。

130



第 8章 質問紙調査 2「市町村における児童虐待ケース在宅支援の実態および意見調査」

3.子育て支援・児童相談分野

サ.子育て支援センター (付表 2-11)

「他の親と交流する機会の提供」が最も実施されており、「家事・育児サービスにつなげ

る窓国の役割」も果たしている。期待される援助としては、「親子で楽しめる娯楽活動の提

供」がある。

シ.保育所 (付表 2-12)

実際に実施している援助としては、「保護者が子どもに対して肯定的な視点を持つことに

対する援助」が最も割合が高い。また、期待される役割としては親に対する働きかけの次

に、援助者自らが「子どもに対して見本となる大人の姿を見せる」という役割がある。

ス.育児支援家庭訪間事業 (養育支援訪間事業)(付表 2-13)

基本的な役割としては、訪間により家庭で援助活動を行うことではあるが、育児支援・

家事支援を通して「生活スキルを家族に伝える役割」や「家庭訪間により家族が何を必要

としているかをアセスメントする」という役割も持つている。また現在は実施されていな

いが期待される役害1と しては、「子どものロールモデルとなる働き」や、「通院への同伴」

なども期待されている(実際には規貝J上、縛りがあることも多い)。

セ.児 童館・子育てひろば事業 (付表 2-14)

児童館や子育てひろば事業は、「親同士の交流の場としての役割」を実際に果しているが、

加えて、親子の娯楽活動の提供も行われているし、期待もされている。

ソ.フアミリーサポー トセンター (付表 2-15)

「子どもの送迎」や「通院同伴」が可能である数少ないサービスの一つであり、「親が通

院 日入院中の保育サービス」を提供することもできる。有料ではあるが、サービス提供制

限のはざまを埋めることができる融通の利くサービスとして利用されているようである。

夕.児童養護施設等の児童福祉施設 (付表 2-16)

児童養護施設等の児童福祉施設では、「家族自身にリスクヘの対応を教える」という役割

を果たしている。また、ショー トスティにより、「保護者の入院中・通院中の保育ケアを提

供する」ことが期待されている。

チ.児童家庭支援センター (付表 2-17)

児童家庭支援センターについては、児童養護施設に併設していることが多いため、「リス

クヘの緊急対応の役割」を実際果たしているようである。また割合は低いが「情報収集や

関係機関との協議」、「地域資源とのリンケージ」などのケースワーク機能も果たしている
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ことがわかった。期待される役害1と しては、「ペアレントトレーニングの紹介」、「求職の援

助」や「娯楽活動の企画」等の援助も期待されている。

ツ.家庭児童相談室 (付表 2-18)

多くの援助に対する役割を担っている機関であり、「文書による記録」、「危機回避」、「忍

耐強い対応」、「学校等との協議」、「保護者に対する働きかけ (リ スクヘの対応)、 「子ども

に対する肯定的視点等)」 などの危機介入からケースワーク的役害1までの中冨広い援助を行つ

ている。

テ.児童相談所 (付表 2-19)

実際に行つている援助として、「援助の記録」、「学校等との協議」、「虐待の告知」、「定期

的な家族への接触」など幅広い援助の実施を行つている。また「危機介入」や「継続的な

リスクアセスメント」なども行われている。実際には実施されてはいないが、「ペアレント

トレーニングの紹介」や「保護者に対する虐待の原因の内省」などの介入的な関わりが期

待されている。

トロ主任児童委員 口民生委員 (付表 2-20)

実際に行つている援助として、「家族に関する情報の収集」、「他の機関への家庭訪間依頼」、

「家族への接触」があり、家族の身近な資源としての役害1を果たしている。また、「生活保

護申請の援助」や「フォローアップ」、「食料が確保されているかどうかの確認」なども行

つている。期待される援助としては、「求職に対する援助」、「住居探し」などが上がってい

る。家族に対する身近な存在であり、制度上の縛りも少ないために、うまくいけば生活に

入り込んだ具体的な援助が実施可能であるし期待されているようである。

ナ.市町村 (児童相談窓口)(付表 2-21)

市区町村の機関の中では幅広く援助を行つている。家庭児童相談室が児童相談の窓口と

なっている市町村も多い。「児童相談所との連携」や「学校等の子どもの所属機関との協議、

援助に関する記録」、「保育・学童サービス利用の手続きの援助」などが実施されていた。

実際には行われていないが、将来、期待される援助として挙げられていたのは、「医療控除

申請の援助」、「送迎サービス利用の援助」、「求職に対する援助」や「住居探し」への援助

であつた。
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4。 教育分野

ヌ.学校、幼稚園 (教育委員会)(付表 2-23)

実際行われている援助は「学校内での協議」、「保護者に子どもに対する肯定的な視点を

持つように働きかける」、「地域の機関からの情報収集」などであつた。将来、期待される

援助は、「衣服や学用品の提供・確保」や「子どもに対して見本となる大人の姿を見せる」、

「学校等への子どもの送迎サービス利用などの援助」である。

ネ.教育相談室、教育センター、教育研究所 (付表 2-24)

実際に行われている援助は、学校への橋渡しや親へのかかわりである。また、期待され

る役害1と して「ペアレントトレーニングプログラムヘの送致」、「衣服や学用品の提供」な

どがある。

5.法律 口人権分野

ハ.法律事務所・弁護士 (付表 2-26)

実際に実施されている援助、期待されている援助とも、「家計の管理への援助」、「保護者

に虐待した原因について内省させる」役割である。

ヒロ警察 (付表 2-27)

実施されている援助は「児相と連携して、一時保護などで危機回避を行つたり、虐待の

告知を行つたりする」である。期待されている援助は、警察という立場を利用して、「保護

者に対して虐待告知や虐待の原因への内省などの関わり」である。

フ.保護司 (付表 2-28)

保護司については、親が保護の対象となっている場合を想定しての回答が見られた。実

施されている援助は「地域の機関からの情報の収集」や「他の機関への家庭訪間の依頼」

などである。期待される援助としては、「虐待に対する内省」を促す、および「住居や就職

探しへの援助」である。

6口 その他の分野 ロサービス

ホ.母子自立相談員 (付表 2-30)

母子自立相談員については、児童相談窓口に配置されていることも多く、在宅支援にと

つては大切な資源であるが、母子家庭の親子のみが援助の対象とされているため、対象が

限定されてしまうようであつた。実施されている援助は、求職に関する情報提供、生活保

０
０

０
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護の申請援助、住居探し、家事・育児支援サービスヘの送致、具体的な求職のための準備

の援助等など幅広い。また、期待されている援助は求職に関する援助や家計管理に対する

援助である。

ミロ市町村 (生活保護担当)(付表 2-32)

市町村生活保護担当については、「生活保護の申請援助」が最も実施され、期待されてい

ヘルバーサービス (付表 2-33)

「家庭訪間により家族が実際生活している場において援助」を実施している。期待して

いる援助は、「通院の同伴」や「学校等に子どもを送迎する」であるが制限があることも多

いようである。

メロ社会福祉協議会 (付表 2-34)

社会福祉協議会は場所によって提供できるサービスが異なるようである。実施されてい

るのは「家計の管理」や「家事・育児支援サービスヘの送致」、「学用品 口衣服の提供や援

助」などである。期待されている援助は「衣服や学用品の提供」や「親子での娯楽活動の

企画」等である。

モ。NPO

NPOによって活動内容も異なるため、ひとくくりにはできないため、回答が幅広い。実

施されている援助は「子どもの学校等への送迎」、「親子向けの娯楽活動の企画など」であ

る。期待されている援助は「衣服や学用品の確保」や「送迎・同伴サービス」である

第 3節 調査結果の分析 (その 2)

1.探索的因子分析の結果

児童福祉司に対して行つた質問紙調査 1と 同様に、市区町村が 1)「家族維持」のために

実施している援助 (実施度)、 2)「家族維持」のために重要だと感じている援助 (重要度)、

3)「家族維持」を目的とした援助に対して障害だと感じている要因 (障害度)、 4)「家族維

持」のために必要だと感じている要素 (必要要素)のそれぞれ 4つの質問領域の構成要素

を抽出するために探索的因子分析を行つた。すべての因子分析において因子の抽出には、

最尤法を用い、回転にはプロマックス回転を用いて整理を行つた。サンプル数が965と大

きいため、ある程度正規分布を仮定することが可能だと考えたからである。またいずれの

分析においても固有値 1.00以上を基準にスクリープロットを用いた因子数を決定し、その
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後、共通性 0.3未満、因子負荷量 0.35未満の項目を削除し、因子抽出を繰り返した。なお、

抽出された因子名については、児童福祉および社会福祉を専門とする研究者複数名により

その妥当性についての検討を行つた。(表 8-9、 表 8-10、 表 8-11、 表8-12を参照)

1)市区町村が「家族維持」のために実施している援助 (実施度)(表 8-9)

市区町村が「家族維持」のために実施している援助 (以下、実施度)は、6因子が抽出

された。これらの 6因子の累積寄与率は47.2%であり、因子負荷量から判断して因子の帰

属は比較的明瞭である。第 1因子には、因子負荷量の高い項目から「家族に対する忍耐強

い対応」、「家族を援助するという自分の立場を明らかにし、信頼を得る」、「援助者自身が

家族の変化に希望を持つ」などの具体的な行動というよりは、援助者の態度や価値観を示

すような項目が含まれていることから、『援助者としての態度』と命名した。第 2因子は、

「住居探しへの援助」、「住居設備に対する助言・援助」、「家計の管理に対する援助」など

の生活上の具体的な援助を表す項目が含まれていたため『具体的な生活援助』と名付ける

ことにした。第 3因子は「定期的な援助効果の評1面」、「家庭訪間によるニーズアセスメン

ト」、「継続したリスクアセスメント」などのアセスメントに関連する項目が含まれていた

ので『家族に対するアセスメント』と命名した。第 4因子は、「家事・育児支援サービスに

つなぐ」、「通院・入院時の保育ケア」、「子どもに対する送迎サービス」などの子育てに対

するサービスを表す項目が含まれていたため、『子育てに対するサービス』と命名した。第

5因子には、「学校教諭等子どもの所属機関との協議」、「地域の機関からの情報収集」、「民

生児童委員への協力要請」などの関係機関へのかかわりや協働を示す項目が含まれていた

ため、『関係機関とのつながり』と命名した。第 6因子については、「医療機関での説明ヘ

の配慮」、「医療機関の紹介」、「通院に対する同伴」などの医療にかかわる援助が含まれて

いたため、『医療に関するサービス』と命名した。

2)市町村が「家族維持」のために重要だと感じている援助 (重要度)(表 8-10)

市町村が「家族維持」のために重要だと感じている援助 (以下重要度)では4因子が抽

出された。これらの4因子の累積寄与率は46.2%であり、因子負荷量から因子の帰属は明

瞭である。第 1因子は、「チームアプローチでの意思決定」、「家庭訪間によるアセスメント」、

「継続的なリスクアセスメント」などの幅広いソーシャルワークの基本的な援助項目が含

まれていたので、『ソーシャルワークの基本的態度』と命名した。第 2因子は、「求職の準

備」、「住居探し」、「医療費控除の申請」などの生活に密接し、かつ具体的な内容の援助項
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目が含まれていたため『生活のための具体的な援助』と命名した。第 3因子は、「学校等の

子どもの所属機関との子どもの状況に対する協議」、「地域機関からの情報収集」、「民生児

童委員への協力要請」など地域の関係機関との連携・協力に関する援助項目が含まれてい

たため、『関係機関との協力体制』と命名した。第 4因子は、「医療機関の紹介」、「医療機

関からの説明に対する配慮」、「医師との協議」など医療機関との連携による援助項目が含

まれていたため、『医療機関との連携』と命名した。

3)市区町村が「家族維持」を目的とした援助に対して障害だと感じている要因 (障害度)

(表 8-11)

市町村が家族維持のために障害だと感じている要因 (以下障害度)では、4因子が抽出

された。4因子の累積寄与率は44.6%であり、因子負荷量から因子の帰属は明瞭である。第

1因子は、「スーパービジョンが受けられない」、「司法システムの関与がない」、「人員が不

足」などの援助を提供するための環境自体が整っていないために起こる障害要因が含まれ

ていたため、『援助のための環境の不整備』と命名した。第 2因子は「費用や交通が理由で、

保護者が地域の資源を利用できない」、「保護者の都合のよい時間にサービスを提供できな

い」、「ニーズに対応した資源が地域にない」などのサービス提供に関する障害要因が含ま

れていたため、『サービス提供の不備』と命名した。第 3因子は、「公務員と言う立場の制

約」、「サービス提供による保護者の依存心の助長」、「援助を受けることによるスティグマ」

が含まれており、援助提供に関する葛藤が障害となる可能性の項目が含まれていたため、

『援助提供に関するジレンマ』と命名した。第 4因子は「保護者と信頼関係を結ぶことの

むずかしさ」、「専門的技能の不足」が含まれており、援助者の援助技術の不足が原因での

障害と考えられることから『援助技能の不足』と命名した。
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家族維持のために実施している援助の実施度の探索的因子分析

因子名・項 目 (全 体のCrOnbach α= 0951     ) 因 子
共通性

第1因子「援助者としての態度」【CrOnbach α=0907】
実施度11:援 助者は家族に対して忍耐強く対応する。

実施度7:家族を援助するという自分の立場を明らかにし、家族の信頼を得
る。

実施度32:援 助者自身が家族の変化に対して希望をもつ。

実施度14:それぞれの家族に対して援助者が何がどこまでできて、何ができ
ないのかを自覚する。
実施度23:家 族がすべきことまで、援助者がしてしまわないように気をつけ
る。
実施度6:援助者としての責任を証明するために自分が行つた援助を文書に
記録しておく。
実施度4:保護者が子どもに対して肯定的な視点を持つことができるように働
きかける。
実施度25:次 の大きな変化につながるような家族の小さな変化を支援する。
実施度1:家族の長所をいかして、援助を展開する。
実施度48:保 護者と対時する場面では、必要以上に懲罰的にならないような
表現を用いる。
実施度44:家 族の「子どもと共に生活する権利」と、子どもの「安全に幸せに
暮らす権利」の両方を大事にする。
実施度26:定 期的に家族に接触する。

実施度58:保 護者が困つていることを口にしたタイミング拠 さず、必要な
サービスにつなぐ。

第2因 子「具体的な生活援助」【CrOnbach α=0842】
実施度52:住 居探しを手伝う。

実施度55:住 居設備 (修繕・安全面の確認など)に対する助言・援助をおこな

実施度12: 家計の管理課 護者ができるように援助する。

実施度57:医 療費の控除の申請を援助する。

実施度15:衣服や学用品の提供・確保の援助をおこなう。

実施度9:保 護者に対して求職に関する情報齢 る援助をする。

実施度61:保 護者の求職のための具体的な準備 (履歴書を一緒に書く、面
接の練習等)を手伝う。

実施度33:家 に食料が十分確保されているかどうか、入手手段はあるのかを
確認をする。

実施度28:生 活保護等の申請を援助する。

第3因 子「家族に対するアセスメント」【CrOnbach α=0850】

-01161

実施度46:定 期的に援助効果の評価を行う。

実施度54:家 庭訪間を行い、在宅で暮らしていくためには、家族が何を必要
としているかをアセスメントする。
実施度43:子 どもに対するリスクアセスメントを継続して行う。
実施度60:家 族が自身のリスクに気付く術と、それに対する適切な対応を教
える。
実施度31:チームアプローチを取ることによって、アセスメント結果や意思決
定を確認する。
実施度53:市 町村の関係機関内で共有できる家族支援に対する価値観を
もっている。
第4因 子「子育てに対するサービス J【 crOnbach α=0834  】

実施度50:子 育ての負担を軽減するための家事・育児支援サービスに家族を
つなぐ。
実施度29:保 護者が通院・入院している間、子どもの保育ケアを確保する。
実施度59:子 どもを学校・幼稚園・保育園に送迎するサービスの利用を援助
する。
実施度45:保 育サービス、学童サービスの利用のための手続きを援助する。
実施度30:すでに保護者とつながつている関係機関に保護者が必要としてい
るサービスを紹介してもらう。
実施度41:援 助者が家族に必要な具体的なサービスを提供することで、実際
に「援助できること」を家族に証明する。
第5因 子「関係機関とのつながり」【CrOnbach α=0747  】
実施度21:学 校教諭・幼稚園教諭口保育士と子どもの状況について協議す
る。

実施度20:地 域の機関から家族の情報を収集する。

実施度22:地 域の民生児童委員に協力を要請する。

実施度38:地域の他の関係機関の援助者に家庭訪間を依頼する。

第6因 子「医療に関するサービス」【crOnbach α=0.732  】
実施度13:医療機関で保護者が充分な説明を受けられるよう配慮する。

実施度10:家族に医療機関(病院・医師等だ紹介する。

実施度5:保護者や子どもの通院に同伴する。

固有値 固有値

寄与率 寄与率

累積寄 与率 累積寄与率

因子間相関

(第 1因 子 )

因子間相関 (第 1因子 )

因子間相関
(第 2因子 )

因子間相関 (第 2因子 )

因子間相関 因子間相関 (第 3因子 )

因子間相関

(第4園子 )

因子間相関 (第 4因子 )

因子間相関 (第 5因子 )

因子間相関 (第 6因子 )

表 8-9 市町村援助者が「家族維持」のために実施している援助の実施度の探索的因子分析
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家族維持 のための援助の重要度の探索的因 F分析

因子名・項 目(全体のCronbach α= 0.950    ) 因 F―

共通性
1

第1因子「ソーシャルワークの基本的態度」【CrOnbach α=0.932
】

-0.108

0.104

0.111

0.146

0.175

0 126

0.137

0.234

-0.13

138

101

121

177

-0.108

0.194

0.347

0 284

0.115

0.578

0.581

0.534

0.462

0.523

0.477

0.429

0.379

0.529

0.406

0.426

0.473

0 398

0.313

0.449

0 304

0.31

0.458

0 341

0.639

0.607

0.547

0.571

0.461

重要度31:チームアプローチを取ることによって、アセスメント結果や意思決定を確認
する。

重要度54:家 庭訪間を行い、在宅で暮らしていくためには、家族が何を必要としてい
るかをアセスメントする。
重要度43:子 どもに対するリスクアセスメントを継続して行う。

重要度53:市 町村の関係機関内で共有できる家族支援に対する価値観れ ってい
る。
重要度46:定 期的に援助効果の評価を行う。

重要度8:家族をどのように資源やサポートに結びつけるかの全体的な援助計画を作
成していく。
重要度4:保護者が子どもに対して肯定的な視点を持つことができるように働きかけ
る。
重要度1:家族の長所をいかして、援助を展開する。

重要度60:家 族が自身のリスクに気付く術と、それに対する適切な対応を教える。

重要度32:援 助者自身が家族の変化に対して希望れ つ。

重要度14:それぞれの家族に対して援助者が何がどこまでできて、何ができないの
かを自覚する。
重要度25:次 の大きな変化につながるような家族の小さな変化を支援する。

重要度17:家族と共に目標を設定する。

重要度48:保護者と対峙する場面では、必要以上に懲罰的にならないような表現を
用いる。
重要度18:家族が必要なとき、自分自身で利用できるように、地域の資源とつなげて
おく。
重要度44:家 族の「子どもと共に生活する権利」と、子どもの「安全に幸せに暮らす権
利」の両方を大事にする。
重要度7:家族を援助するという自分の立場を明らかにし、家族の信頼を得る。

重要度58:保 護者が困つていることを口にしたタイミングを逃さず、必要なサービスに
つなぐ
重要度11:援助者は家族に対して忍耐強く対応する。

0814

0.792

0 789

0 709

0.698

0 656

0 647

0 647

0.632

0.616

0.613

0.601

0 584

0.58

0 57

0.553

0 545

0.532

0 489

第 2因 子 「生 活 の 為 の 具 体 的な援 助 」【CrOnbach α=0.905 】

0114

014

0.187

0161

-0 105

0 132

重要度61:保 護者の求職のための具体的な準備(履歴書を一緒に書く、面接の練習
等)を手伝う。

重要度52:住 居探しを手伝う。

重要度57:医 療費の控除の申請を援助する。

重要度55:住 居設備(修繕・安全面の確認など)に対する助言・援助をおこなう。

重要度15:衣服や学用品の提供・確保の援助をおこなう

重要度59:子 どもを学校・幼稚園・保育園に送迎するサービスの利用を援助する。

重要度24:保 護者と子どもが一緒に楽しめるような娯楽活動を企画するのを手伝う。

重要度28:生 活保護等の申請を援助する。

重要度9:保護者に対して求職に関する情報を得る援助をする。

重要度45:保育サービス、学童サービスの利用のための手続きを援助する。

重要度5:保護者や子どもの通院に同伴する。

重要度12:家計の管理課 護者ができるように援助する。

0.874

0 862

0 744

0.702

0 652

0 605

0 603

0.514

0 496

0 453

0412

0 405

第3因 子 「関係機関との協力体制」【CrOnbach α=0.706】

重要度21:学 校教諭・幼稚園教諭・保育士と子どもの状況について協議する

重要度20:地 域の機関から家族の情報を収集する。

重要度22:地 域の民生児童委員に協力を要請する。

0.608

0 607

0.569

第4因子 「医療機関との連携」【Cronbach α=0.774 】

0 118

012

重要度10:家族に医療機関(病院・医師等)を紹介する。

重要度13:医療機関で保護者が充分な説明を受けられるよう配慮する。

重要度36:保 護者や子どもの状態を医師と協議する。

0639

0.57[

0 40ε

固有値 13.503       3.192 l.396       1 151

寄与率 35.042       7 244 2.285       1.672

累積寄与率 44.572      46.244

因子間相関 (第 1因子 ) 1 0 575       0 554

因子間相関 (第 2因子 ) 1 0.574

因子間相関 (第 3因子 ) 1 0.339

因子間相関 (第 4因子 ) 1

表 8-10 市町村援助者が「家族維持」のために重要だと思う援助の重要度の探索的因子分析
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家 族 維 持 の た め の 援 助 に対 す る障 害 要 因 の 探 索 的 因 子 分 析
因 子 名・項 目 (全 体 の CrOnbach α=0.792
)

因 子
共 通 性

第 1因 子 「 援 助 の た め の 環 境 の 不 整 備 」
【Cronbach`χ =0_678     】
障 害 度 16:ス ー パ ー ビ ジ ョン が 受 け られ な い

障 害 度 17:司 法 シ ステ ム の 関 与 が な い 。

障 害 度 15:人 員 が 不 足 して い る。

第 2因 子「 サ ー ビス 提 供 の 不 備 」
【Cronbach`v=0.629     】
障 害 度 3:費用 や 交 通 が 理 由 で 、保 護 者 が 地 域 の 資

源 を 利 用 で き な い 。
障 害 度 1:保護 者 に都 合 の 良 い 時 間 帯 や 週 末 に サ ー ビス を提
供 で きな い 。

障 害 度 5:家 族 の 二一 ズ に こた え ることが で きるサ ー ビス 提 供
体 制 が 地 域 に組 め て い な い 。

第 3因 子「 援 助 提 供 に 関 す るジ レンマ 」
【Cronbach cν =0.585    】
障 害 度 9:公務 員 とい う立 場 の 制 約 に よ り、サ ー ビ ス 提

供 が 自 由 に お こな え な い 。

障 害 度 8:サー ビス の 充 実 によって 保 護 者 の 依 存 心 を助 長 し
て しま う。

障 害 度 14:援 助 を受 けることが 、親 失 格 とみ な され 、ス テ ィグ
マ 化 して い る。

第 4因 子「 援 助 技 能 の 不 足 」
【Cronbach α=0.591】
障 害 度 19:保 護 者 との 信 頼 関 係 を 結 ぶ こ とが 難 しい 。

障 害 度 18:援 助 者 の 児 童 虐 待 ケ ー ス に 対 す る専 門 的 な 技 能
が 不 足 して い る。

固 有 値

寄 与 率

累 積 寄 与 率

因 子 間 相 関 (第 1因子 )

因 子 間 相 関 (第 2因 子 )

因 子 間 相 関 (第 3因 子 )

因 子 間 相 関 (第 4因 子 )

表 8-11 市町村援助者が「家族維持」のための援助にとって障害だと思う要因の探索的因子分析

4)市区町村が「家族維持」のために必要だと感じている要素 (必要要素)(表 8-12)

市区町村が「家族維持」のために必要だと感じている要素 (以下必要要素)の探索的因

子分析では、4因子が抽出された。4因子による累積寄与率は47.6%であり、因子負荷量か

ら因子の帰属は明瞭である。第 1因子は「家族がお互いに助け合つている」、「子どもと親

との間の愛着関係」、「保護者としての責任」、「家族内での秩序」などの家族内での関係性

や援助者と家族の関係性に関する項目が含まれていたため、『家族維持のための関係倒 と

命名した。第 2因子は、「最低限の衣食住」、「最低限の衛生状態」、「最低限度の経済的基盤」、

「住居」などの養育のために最低限度必要な条件に関する項目が含まれていたため、『養育

のために必要な基本的条件』と命名した。第 3因子は「関係機関内での家族維持に対する

共通意識」、「家族がインフォーマルサポー トシステムを持つている」、「家族内の安全を守

る人の存在」、「子どもが自分自身を守れる力」などの家庭内外での子どもの安全を守る環

境についての項目が含まれていたため、『安全を守る環境』と命名した。第 4因子は、「地

域の資源の利用」、「虐待者がSOSを発信できる」、「虐待の認識がある」、「家族自身の家族

維持に対する自信」などの家族自身が虐待という困難に立ち向かい乗り越えていくための

要素についての項目が見られたため、『困難を乗り越える力』と命名した。
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家族維持のために必要な要素の探索的因子分析

表 8-12 市町村援助者が「家族維持」のために必要だと思う要素の探索的因子分析

因子名・ 項 目 (全体のCronbach α=   0.921
)

因 子
共通性

1

第1因 子  「家族維持のための関係性」 【CrOnbach α
=  0.851      】

011

0.115

-0.131

-0 154

0.232

0 296

0.292

0.113

0.305

-0.19

0.231

-0.181

0 187

0 168

0.184

-0.125

0 189

-0 218

0.222

0.17

0343

0.496

0.382

0.548

0.555

0.466

0.434

0.521

0.661

0.519

0.567

0.495

0 476

0 391

0 363

0.449

0.34

0.377

0.5531

必要度2:家族がお互いに助け合つている。

必要度1:子 どもと保護者の間に愛着関係がある。

必要度12:保護者が保護者としての責任を自覚 している。
必要度9:家 族内での秩序が守られている。

必要度8:保護者自身が今までやってきたことに変化が必要だと気
付 く。

必要度11:保護者が援助者に対 して心を開き、援助者の言うことを
受け入れる。
必要度14:家族が自分たちは家族維持のプロセスに参加 しているの

だと実感する。

0 76

0.728

0.615

0.59

0.532

0 463

0.427

第2因 子  「養育のために必要な基本的条件」
【Cronbach α=     0.837】

-0 121

018

0 189

-0.154

-0 145

0 236

0 363

0.284

必要度18:最低限の衣食住の確保ができている。

必要度16:最低限の衛生状態が保たれている。

必要度24:最低限度の経済的基盤が確保できる。

必要度10:安心 して生活できる住居がある。

必要度26:保護者が子どもを養育する最低限度の能力をもってい
る。

必要度19:保護者が就業している間の保育サービスが確保できる。

0 882

0.654

0 631

0.529

0.504

0 392

第3因 子  「安全を守る環境」 【CrOnbach α= 0.683
】

-0 105

0 123

0.148

必要度6:関 係機関内で「在宅で援助 していく」との共通認識があ
る。

必要度7:家 族はインフォーマルなサポー トシステムを持ってい
る。

必要度13:家庭内に子どもの安全を守る人がいる、又は定期的に家
庭を訪間してくれる人がいる。
必要度4:子 どもが自分自身の安全を守ることができる。

0.652

0.622

0.426

0418

第4因 子  「困難を乗 り越える力」 【Cronbach α=
0.805      】

0.176

-0 131

必要度21:家族が地域の資源を自分で上手く利用できる。

必要度23:虐待者が自分でSOSを 出せる。

必要度20:虐待者に虐待の認識がある。

必要度27:家族自身が家族として一緒にやっていくことができると
いう自信を持っている。
必要度22:何 とか して家族を維持 していこうという気持ちが家族に
ある。

0.645

0.632

0 583

0 423

0.421

固有値 8 408       1 735       1.377       1 046

寄与率 35.847       5 786       3 675        2.32

累積寄与率 35.847      41.633      45.307      47.628

因子間相関 (第 1因子 ) 1 000       0 501       0 579       0 712

因子間相関 (第 2因 子 ) 1 000       0.472       0 571

因子間相関 (第 3因 子 ) 1 000       0.610

因子間相関 (第 4因子 ) 1.000
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2。 因子内の平均値の比較

次に、児童福祉司対象の質問紙調査と同様に探索的因子分析にて抽出した因子 (実施度、

重要度、障害度、必要要素)別に、因子内の平均値 (素点)を比較することとした。

1)実施度因子別平均値

市町村における実施度でも、関係機関とのつながりを示す内容の因子である第 5因子「関

係機関とのつながり」がもっとも平均点が高かつた (3。 90)。 ついで、0。 11の僅差で高か

つたのが援助者の援助や家族に対する考えや理念をあらわした第 1因子「援助者としての

態度」(3.79)で あった。続いて第 3因子「家族に対するアセスメント」 (3。 20)と第 4因

子「子育てに対するサービス」(3.14)の順となる。その後は差が大きくなり、第 6因子「医

療に関するサービス」(2.71)、 第 2因子「具体的な生活援助」(2.46)の順となる。市町村

においても、「具体的な生活援助」の因子は最も低い平均点の因子となつた。

第6因子「医療に関するサービス」

第5因子「関係機関とのつながり」

第4因子「子育てに対するサービス」

第3因子「家族に対するアセスメント」

3.14

3.20

第2因子「具体的な生活援助」

第1因子「援助者としての態度」

図 8-1 市    因子別平均値

2)重要度因子別平均値

重要度に関しても、実施度と同様、学校や保育所などの関係機関から情報を収集し、協

議を行う項目を含んだ因子である第 3因子「関係機関との協力体制」(4.41)の 平均値が最

も高く、ついで基本的なソーシャルワークの態度を示す内容を含んだ第 1因子「ソーシヤ

ルワークの基本的態度」(4.21)が高かった。実施度の平均値と同様に第 4因子「医療機関

との連携」(3.58)、 第 2因子「生活のための具体的な援助」(3。 02)は他の因子に比べて実

施度と重要度ともに極端に低い結果となった。
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第4因子「医療機関との連携」

第3因子「関係機関との協力体制」

第2因 子「生活のための具体的な援助」

第1因子「ソーシャルワークの基本的 態度」

1.00      2.00

図8-2 市町村重要度因子別平均値

3)障害度因子別平均値

障害度について、市町村でもっとも家族維持のための援助の障害と考えられているのは、

保護者との信頼関係を結ぶことや援助者自身の専門技能に関する内容を含む第 4因子「援

助技能の不足」(3.92)で あった。次にスーパービジョンが受けられないことや司法システ

ムの不関与、人員の不足などの内容を含む第 1因子「援助のための環境の不整備」(3.81)

が高い平均値を示す因子として挙がつている。少し差があって、3番目には家族にとって

のサービス提供の不便さやアクセシビリティの内容を含む第 2因子「サービス提供の不備」

(3。 64)の因子が続いた。公務員の立場によるサービス提供の制限やサービスを受けるこ

とによる保護者の依存心やスティグマの助長を示す第 3因子「援助提供に関するジレンマ」

(3.07)に ついては、平均値が他の因子と比べてかなり低く、あまり障害だとは感じてい

ないことが明らかになつた。

第 4因 子
「 援 助 技 能 の 不 足 」

第 3因 子「 援 助 提 供 に 関 す る ジ レ ン マ 」

第 2因 子
「

サ ー ビ ス 提 供 の 不 備 」

鋼巨■E日 月卜
「 夕麗月力6Dブ

=さ
わdD■職力た

`Dフ
F皇整夕青」

図8-3 市町村障害度因子別平均値
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4)必要要素因子別平均値

児相での結果と同様、もっとも家族維持のために必要だと考えられる要素は、衣食住、

経済等の生活の基本的な必要要素を含む第 2因子「養育のために必要な基本的条件」(4.36)

だつた。次に平均値が高かつた因子は、家族自身が自分たちを一つのまとまりとするため

に必要な家族内の関係性、そして援助者との関係性が含まれた第 1因子「家族維持のため

の関係性」(4.12)であった。関係機関内での認識の一致、安全を守る人間の存在等を含ん

だ第 3因子「安全を守る環境」(4。 04)と 家族自身が危機的状況や問題を乗り越えていくた

めの動機づけや自信、能力を含んだ第 4因子「困難を乗り越える力」(4。 03)の 2つの因子

の平均値の差は0,01とほぼ同値である。市町村の特徴として、安全に関わる要素よりも家

族内もしくは援助者と家族の関係性のほうが、家族維持にとつては僅差ではあるが、より

必要であると感じていることが分かつた。また、児相同様に家族自身の力や能力に関して

は他の要素に比べ、あまり重視されていないことが分かつた。

第 4因子「 困 難 を乗 り越 え る 力 」

第 3因子「 安 全 を守 る 環 境 」

第 2因 子「 養 育 の た め に 必 要 な 基 本 的

条 件 」

第 ■因 子「 家 族 維 持 の た め の 関 係 性 」

4.03

4.04

4.■ 2

図 8-4 市町村必要要素因子別平均値

第 4節 考察 ―リサーチクエスチョンIを踏まえて ―

本節では、市町村対象に行つた質問紙調査 2の結果を考察すると同時に前章で述べた児

相対象の質問紙 1。 の調査結果も踏まえて、日本の虐待ケースに対する在宅支援全体にお

いて、リサーチクエスチョン I「『家族維持』という視点において、現在の日本の児童虐待

ケースに対する在宅支援は1可がどこまでできていて、何が足りないのか?また、日本で行

われている「家族維持」を目的とした援助にはどのような要素が実際は影響を与えている

のだろうか ?」 を明らかにすることを目的に考察したい。
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1.市町村における児童虐待ケースに対する在宅支援において、「家族維持」のための援助

がどのくらい実施されているか?

1)どのような家族維持のための援助がどれくらい実施されているか?

実施度の項目別ランキング結果で、上位 25%には、児相での結果と同様に、「関係機関と

の協議・連携・情報収集」を示す項目が多く占めた。児相の上位 25%と比べた場合、手続

き上、市町村に帰属するサービス (保育・学童サービス、民生委員への協力要請)、 安全と

家族維持のバランスや家族の長所をいかした援助展開などのエンパワメントの視点、また

タイミングを生かして必要なサービスにつなぐことなどが、児相の上位 25%にはないが、

市町村の上位 25%に見られた項目であつた。家族の近くで日常的に援助活動を行う市町村

の特性を生かした援助が展開されている様子がよくわかる。

下位 25%に おいては、市町村・児相ともにほぼ同じ項目が占めており、重複する 15項目

については、市町村・児相ともに、あまり実施されていないと考えることができる。これ

らの 15項目のほとんどが住宅・就職 口医療、家計の管理などの具体的な生活援助に関する

項目であつた。また、本質問紙調査におけるすべての援助項目はFGI調査及び文献研究よ

り抽出した「家族維持を目的とした援助」に必要な援助項目ばかりであるはずだが、日本

の在宅支援の特徴として「具体的な生活援助」については家族維持を目的とした援助とし

て提供されていないことがわかる。

探索的因子分析では「子育てに関するサービス」「医療に関するサービス」など衣食住、

経済などの具体的な生活援助の他に具体的援助内容を含む因子が独立して抽出された。児

相における実施度の因子構造と比較をしてみると、「関係機関との連携」「援助者の姿勢」

「具体的な生活援助」などに関する項目は共通してあり、実施度の因子別平均値の比較に

おいても、「関係機関との連携」「援助者の姿勢」をあらわす因子の平均1直は高かつた。児

相と同様、市町村においても関係機関との連携をとおして、援助がおこなわれていること

が明らかになった。

具体的な援助に関する因子については、保育サービスなどを含んだ「子育てに対するサ

ービス」は比較的実施度が高かった。医療機関との連携や家族が医療サービスを受ける際

の援助などの「医療に関するサービス」の方が、衣食住、経済的な援助を含む「具体的な

生活援助」の因子よりも実施度は若干高いが、他の 4因子からは点数差があり低かつた。

「具体的な生活援助」の低さについては前述したとおりである。
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2)重要だと思われているのに実施されていない援助は何か?

重要だと思われているのに実施できていない項目に注目するため、各項目の重要度平均

値から実施度平均値を引いた差のランキングの結果に注目した。重要度が上位 25%に ある

上に、差のランキングも上位 25%で あるもの、つまり他の項目に比べ重要だと思われてい

る割に実施度との差が大きい項目は、終結後のフォローアップ、家族と資源をつなげる全

体的な援助計画の作成、子どもに対するリスクアセスメント、ニーズアセスメント (重要

度は上位 25%で はないが 0.02僅差)に関する項目だつた。

重要度は上位 25%には入つていないが、差のランキングで上位 25%に入つているのは、

家族のスキル開発に関する項目、関係機関との連携に関する項目、具体的な生活援助に関

する項目 (例 :「保護者の入院通院中の保育ケア」「家計管理への援助」、「求職への援助」)

であつた。

児相と市町村で共通して差のランキングが上位 25%に入つていた項目は 9項目ある (表

8-6)。 これらの項目は児相においても市町村においても重要だと感じられているほどには

実施がされていない項目と考えられる。スキル開発に関する項目 (例 :「ペアレントトレー

ニングヘの送致」、「新しいスキルを試す機会を提供」、「リスクに気付く術と対応を教える」)、

フオローアップと援助計画の作成、具体的生活援助 (例 :「家計管理への援助」、「求職の準

備に対する援助」、「他の親との交流」、「親の通院中日入院中の保育ケア」)であつた。援助

計画の作成やフォローアップについては、ケースワークの重要な過程であるだけに、実施

度を上げる必要がある。またスキル開発に関する項目も、家族自身の力を高める上で必要

であるが、児相・市町村ともに実施度もあまり高くない。

重要度と実施度の差が児相の上位 25%に は入つておらず、市町村の上位 25%のみに見られ

る項目は全部で 7項目あつた。中でも定期的な援助効果の評価は客観的指標がなく難しい

ようである。また、「家族と共に目標を設定する」、「家庭訪間を行い、在宅で暮らしていく

ためには、家族が何を必要としているかアセスメントする」、「見本となる大人の姿を援助

者が子どもに見せる」などは、家族に直接接する機会が多い市町村が得意とすべき項目だ

と考えられるが、実際には、重要度と実施度の差が大きい項目としてあげられている。重

要だと思っているのに、それほど実施ができていない原因を探り、それを解決する必要が

ある。
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2。 市町村における在宅支援ケースに対する援助者は「家族維持」の援助をどのくらい重

要だと思つているか?

重要度の上位 25%は、リスクに関する項目、家族との関係作りや援助者としての態度に

関する項目、関係機関との連携に関する項目が占めていた。下位 25%には実施度と同様、

衣食住、就職、医療、保育ケア、他の親との交流などの具体的な援助に関しての項目が集

まっていた。児相の上位 25%で は見られず、市町村のみで重要度上位 25%に見られた項目は、

フオローアップ、チームアプローチ、継続したリスクアセスメント、援助計画作成に関わ

る項目であり、多機関で継続的な関わりを行う市町村の援助形態を反映したものであつた。

同じく、下位 25%に関して、市町村独自で重要度が低い項目はペアレントトレーニングヘ

の送致、援助の終結に関する項目であつた。市町村の場合、家族はいつたん要保護ケース

から外れたとしても住民としてサービスを受け続ける立場となるので終結はない、という

考え方が主流のようである。ペアレントトレーニングについては、児相が行うものという

意識があるのかもしれない。最近では大阪府内の市町村 (摂津市,2005:白 山,2007))や

神奈川県茅ヶ崎市 (茅ヶ崎市,2010)などで、 トリプル Pやコモンセンスペアレンティン

グなどの養育スキル開発を目的としたプログラムも実施もされているが、全国的にみると

まだまだ市町村には積極的にケースを送致できるほどのプログラムが資源として存在しな

いため、児相に委ねているようなところもあるかもしれない。

重要度の探索的因子分析により抽出された因子は4つであり、実施度よりもその因子構

造は簡素であるといえる。最も興味深かつたのは、「医療機関との連携」に関する因子が抽

出されたことであつた。市町村にとって、関係機関の中でも医療機関は特別に感じられて

いるようである。また、「ソーシャルワァクの基本的態度」と名付けた第 1因子には、かな

り幅広く対人援助に関わる項目が含まれていた。何が重要かとなると、実施している援助

ほどに詳細には分別されていないようである。重要度の因子別平均点が高い因子は、「関係

機関との協力体制」、「ソーシャルワークの基本的態度」であり、実施度の因子別平均値と

類似した結果となつた。また、重要度においても、衣食住経済等への援助を含む「生活の

ための具体的な援助」は他の因子別の平均値に比べて大変低い数値となつており、市町村

においてもこれらの援助については重要であるとは考えられていないことが明らかになつ

た。これについては前述したとおり、児相・市町村共に生活に即した援助が十分提供でき

ていないし、その重要性に気付いていないことが如実に表れた結果となつた。
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3.市町村における在宅支援ケースに対する援助者は「家族維持」の援助に対して何を障

害だと感じているか?

市町村が家族維持を目的とした援助を行う際に障害となる要素については、項目別の平

均値ランキングにおいても因子別の平均値においても、専門的な援助に関する技能の不足

を強く障害だと感じていることがわかつた。先に述べたように、市町村における専門職の

配置は、また十分でない。実際、本調査の回答者においても、第 1部・第 2部ともに26-28%

の回答者が何の資格も有していなかった。またスーパービジョンのシステムについても十

分でなく、人事異動についても常勤事務職であれば平均 3年での異動が一般的である。ま

たケース数は多いと感じていなくても、他の児童福祉業務との兼務の場合が多く、人員不

足を慢性的に感じていることが結果により分かつた。在宅支援の中心的役割に市町村を据

えるのであれば、それなりに人員の増員 (専従職員の確保)と専門技能獲得のための画策

が必要である。そのためには児相からの後方支援も必要であり、一部で行われている児童

福祉司の出向によるスーパービジョン制度などの画期的な方法をより積極的に取り入れる

必要があるだろう。また公務員の人事システムについても、経験と知識を培えるような体

制の必要性が強く求められる。民間委託やアウトソーシングという方法も可能性のある解

決策として考えるべきであろう。また、市町村での在宅支援で求められる「専門性」は何

かをとらえた上で、在宅支援の目的をしっかりと定着させ、それに必要な「専門性」を身

に着けるための研修制度の整備も必要である。

4.市町村における在宅支援ケースに対する援助者は「家族維持」のためには何が必要だ

と感じているか?

市町村が「家族維持」のために必要だと感じている要素としては、児相と同様、衣食住、

子どもの精神的安心感、保護者の最低限度の養育能力などの「最低限度の養育条件」と「リ

スクコントロール」に関する項目がランキングで上位に見られた。「最低限度の養育条件」

には物質的条件や養育スキルなどの項目が含まれるが、それに対する援助であるべき生活

の具体的援助やスキル開発に関する援助は、児相と同様に、実施度・重要度ともに低く、

物理的な条件や養育スキルを必要要素として求める結果とは矛盾した結果となつている。

市町村の結果が児相と異なったのは、家族の中の保護者の役割や秩序、助け合いの関係、

また援助者と家族との関係性などの「家族の関係性」を家族維持のために必要な要素とし

て高く評価している点である。家族に近い存在の市町村が「関係性」を重視している点は
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大変興味深い。援助者と家族の関係については、長期間、足を運び寄り添うことによつて

保護者との関係性を育んでいく、家庭相談員をはじめとした市町村援助者の「足で信頼を

稼ぐ」スタンス (畠山,2010)が表象された結果となった。

一方、家族自身が持つ力については、児相同様、あまり必要性を感じていなかつた。特

に市町本SIlま、家族を地域で維持していくためには、そこで生活が続く家族のこれからのよ

りよい生活を踏まえた援助 (ウ ェルビーイングや00Lに視点を置いた援助)も行つていく

べきであり、家族自身の力を促進させることを援助の目的とするべきである。自助能力や

レジリエンシーなど、家族自身が自分たちでよりよい生活を育んでいけるように、家族が

困難を乗り越えられるための力に援助者が視点を向け、その促進のための援助を行う必要

があると考える。

5.市町村における在宅支援においてどのような援助が実際にはどのような主体により提

供されているか?

援助の主体については、市町村の場合、複数の関係機関が連携しながら協働して援助を

行う体系となっているために、市町村の在宅支援の実態を把握するためには、それぞれの

関係機関がどのような援助を行つているかを分析することは意義があると考え、それぞれ

の主体別に項目を分析した。

家族維持の目的で、市町村での在宅支援において幅広い援助を行つているのは、保健セ

ンター、家庭児童相談室、市町村 (児童相談窓口)児童相談所の 4機関であるが、援助に

関する文書の記録についてもこれらの4機関が行つているという回答が多かつた。家族に

対する様々な関係機関からの援助を把握し、全体を記録するという意味では、市町村の実

践の現状を考えた場合、家児相、市町村 (児童相談窓口)が要保護児童対策地域協議会の

事務局として中心的役割となっている場合が多いため、取りまとめて記録する役割を担う

ことも多いと考えられる。児童相談所については、児相特有の役割として虐待の告知、一

時保護等を用いた危機介入やリスクアセスメント、虐待の原因に対する内省など、虐待と

いう問題に切り込む際の職権を使つた介入を期待しているようであつた。保健センターは、

母子保健との絡みもあり、所属機関を持たない乳幼児ケースや出産前後に支援が必要な特

定妊婦に対する援助にとって大変重要な機関であるといえる。また、定期的な家族に対す

る接触や家庭訪間が職種上、自然に行える立場であり、保護者の子どもに対する視点への

働きかけや生活養育技術などの家族が持つスキルに対する働きかけも、家庭という生活の
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場において展開できるという強みを持つ。また医療機関への紹介も専門的観点から行うこ

とができる。実際には、紹介だけにとどまらない医療機関との連携による働き (通院への

同伴、医療機関での保護者への説明への配慮等)も期待されている。

その他の関係機関については、もともとの虐待のリスクが起因する分野によつて援助の

主体が変わる。たとえば、子どもにある知的や身体障がいにリスクが起因する場合は、障

害児地域療育等支援事業により、家庭訪間や医療機関の紹介などのサービスが受けること

ができるし、発達障がいがある場合は、発達障害者支援センターから発達障がいがある子

どもの理解と対応、通院への同伴、医療機関での説明などの酉己慮などのサービスを受ける

ことができる。母子世帯である場合には、母子自立相談員による求職に対する援助、住居

探し、家事 口育児支援サービスヘの送致などのサービスを受けることができる。しかしな

がら、これらの機関・事業などのサービス受給対象に該当しない場合は、具体的な生活援

助においては提供が難しくなる。現時点でのサービス制度の縦割りが、特に具体的生活援

助の実施度が低い原因となっているのかもしれない。保護者の通院・入院時の保育ケア、

子どもの送迎サービスなどにおいては、ファミリーサポー トセンターがサービス提供の主

体となっているものの、有料サービスであることがサービス受給の制限となってしまつて

いる現実もある。民生児童委員が地域において柔軟な活動ができる援助者として、これら

の具体的生活援助を請け負つている場合もある。

市町本sllよ、多様なサービスを資源として持つ多くの関係機関が存在するが、サービス行

政の縦害1り が存在することは否めない事実である。その縦害1り のはざまを埋めるために、

それぞれの援助者が時には自分の本来の職務を超えて、自発的に援助を提供していること

も少なくない。例えば、学校や保育所が必要な子どものために衣服や学用品の確保や提供

を行つたり、送迎を行つたりするケースもある。一方で、特に家計の管理、求職、住居探

しに関する援助などは、障がい・母子・生活保護受給対象に該当しない限り、サービスが

受給しづらい。これらのサービス提供の限界について、子どもを持つ家族が市1限されるこ

となく必要時に必要なサービスを利用できるようなサービス提供体制を整えることが、包

括的な家族維持を目的とした援助の実施につながるのではないかと考える。また、直接提

供しなくても援助に送致することやサービス受給申請のための援助や代弁を行うこともソ

ーシヤルワークとしては大切であるが、それもできていないようだった。
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6.全体としての考察

児相よりも中心的な役割となる援助者が見えづらい援助体制を持つ市町村であるが、実

際に中心的な役割を行つている機関 (地域協議会におけるケースごとの主担当機関、もし

くは事務局)は、保健センター、家庭児童相談室、市町村児童相談窓口 (児童福祉主管課)

であるようである。援助の実施に関しては日常的に直接的な関わりを持つことができる市

町村ならではの、家族との関係性を大切にした援助がおこなわれていた。また、複数の関

係機関との連携による援助展開がされている点も市町村の特性であると言えるだろう。

具体的生活援助に関しては、子育てに関するサービスと医療に関するサービスに関して

は実施度においては、衣食住経済などの他の具体的生活援助とは別に独立した構成要素と

して因子が抽出された。子育てに関するサービスは他の具体的生活援助に比べ実施度は高

かつた。保育や子育て支援サービスなどの、子育てに関するサービスメニューをたくさん

持つていることは市町本引ことって大きな強みであると言える。医療に関するサービスにつ

いては、障がい児・者分野及び保健分野が市町村に移譲してきているため、市町村がサー

ビス提供主体となつていることも、独立した因子が抽出された理由であろう。しかし、衣

食住や経済、就職に関する他の具体的なサービス援助に関しては児相と同様、重要度も実

施度も低い。市町村が重要だとは思つておらず、実施もあまりしていないのであれば、一

体誰が家族のニーズに対応しているのだろうか?具体的生活援助の提供に関しては、市町

村の縦割りのサービス提供体制も影響している。子どもを持つ家庭というだけでは、具体

的生活援助の対象にはならないことが多い。一時的な危機的状況に対応できる、幅広い子

育て家庭に対する具体的サービス提供システムの構築が必要である。また、機関同士の権

限やサービスの条件の狭間で必要なのに提供できないサービスもある。保育所の送迎、通

院への同伴、親の通院・入院時の保育サービス等はこれに当たる。これらのサービスにつ

いてもそのはざまを埋めるような、個人の善意や努力のみで終わらせない柔軟なサービス

提供体制作りが市町村では必要となつてくるであろう。また、虐待と貧困との関係性が顕

著となりつつある今、具体的援助の重要性についても、市町村援助者には認識してもらい

たい。

また、家族にとって身近な存在であるため、より家族に寄り添つた援助を展開すること

が可能であるはずだが、「家族とともに目標を設定する」や「ニーズアセスメント」に関し

ては重要性に気づいていながらも、実施度との間に差がある援助として挙がつていた。必

要要素に関しても、家族の関係性 (家族内の関係性、援助者との関係性)を重要とおきな
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がらも、家族自身の変化への動機づけ、コンピテンスに関しては、児相同様にあまり必要

ではないと感じていた。身近でありながらも、「家族維持」「虐待の再発予防」等の目的を

はつきりと家族と共有できていないまま、家族自身の当事者参加がないまま、援助を展開

している市町村の苦しい状況が図り知れるような結果となったと思う。

これらの結果を児相の結果と併せ、日本の児童虐待在宅支援に対する家族維持を目的と

した援助について全体的な考察を行いたい。
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第 9章 日本における在宅支援の現状把握

本章は在宅支援担当児童福祉司に対する質問紙調査 1、 および全国市町村の在宅支援実

践者に対する質問紙調査 2の調査結果を用いて、リサーチクエスチョン 1「『家族維持』と

いう視点において、現在の日本の児童虐待ケースに対する在宅支援は何がどこまでできて

いて、何が足りないのか?また、日本で行われている『家族維持』を目的とした援助には

どのような要素が実際は影響を与えているのだろうか ?」 に応える形で全体的な考察を行

い、次の 6点にまとめた。

1.具体的な生活援助に対する考え方

本調査の結果により、市町村においても児相においても、衣食住、経済的基盤を主とし

た具体的生活援助はあまり重要だと思われていないし、実施もされていないことが明らか

になった。児童相談所は市町村の役割であるとし、市町本‖ま縦割り行政の中でそれぞれの

対象となる機関 (障害分野、母子分野、生活保護、ハローワーク等)にその援助を任せて

いる。しかし、家族維持のために必要な要素においては、児相、市町村ともに養育に必要

な最低限度の生活基準を強く求めている。家族が家族として維持されていくために必要な

ニーズを満たすのが援助の役日であるはずなのに、それに対する援助の重要性については、

あまり重要だとは感じられていないし、実施もされていない。最低限度の養育基準の必要

性を高く評価しておきながら、その部分の援助ができていない、またはその重要性を感じ

ていないのは大きな矛盾であると指摘せざるを得ない。

その理由としては、これらの具体生活援助の提供が、縦割り行政の中に組み込まれてお

り、子どもがいる家庭というだけでは、サービスの対象にならない場合が多々あることが

考えられる。児童相談所は具体的なサービスのメニューを持つてはいないし、市町村の福

祉施策も縦割りであり、家庭児童相談室や児童福祉主管課がこれらのサービス提供をすべ

てできるわけではない。しかし、実際にサービス提供ができる機関につなぐ役割やその二

―ズを代弁する役割を果たすことができるはずである。筆者が市町村援助者に行つたイン

タビュー調査 (畠山、2010)でも、実際には、家庭相談員や民生児童委員や学校教諭など

が保育所への送迎や、衣服や学用品の寄付の提供など、狭間を埋めるために個人の善意で、

本来の職務を越えて、援助を行つている場合があることが明らかとなつている。

FamilyPreservationプ ログラムの原型であるHomebuildersプログラムでは、多くの生

活上の具体的な援助が直接ワーカーにより家族に提供されている (Kinney et al.,1991)。
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最も提供した時間数が多い具体的サービスは「家族に交通手段を提供する (多 くの場合は

目的地までの車での送迎)」 であり、次に多しⅦ贋に、「求職のための援助」、「娯楽活動の提

供」、「交通手段獲得のための援助」、「家事 (掃除)をクライエントとともに行う」であつ

た (p.107)。 これらの基本的二一ズが担当するワーカー (Homebuildersプ ログラムの場合

は、カウンセラーと呼ぶ)から直接、提供されることにより、「実際にワーカーが自分のた

めに何かをしてくれる」ということ実感し、ワーカーの提案に耳を傾け、自分のことも話

し始めるようになるのである (Kinney et al.,1991)。

直接的な援助ができる、家族により身近であるという理由で在宅支援が市町村の役割ヘ

と完全に委譲したのであれば、市町村の援助の中心となる機関 (地域協議会の事務局とな

る児童福祉主管課または家庭児童相談室)がこれらの具体的サービスを直接提供できるよ

うな、またはサービス提供窓口につなげる・具体的サービス利用を可能にするため代弁で

きるようなシステムが必要である。

Homebuildersサービスのように、援助者が直接援助することに関わるのであれば、柔軟

に対応できるだけの職域の拡張と時間的余裕が必要であろうし、他のサービス提供機関に

つなぐのであれば、広く子育て家庭が利用できるような、対象を限定しないサービス供給

が必要だと考える。援助者個人の配慮や判断で、ハローワークに同伴したり、一緒に掃除

を手伝ったりするのではなく、「家族維持」という目的を持つて、実践モデルとして、養育

に必要な生活上の援助が組み込まれているべきである。

衣食住、安全などの生活上の基本的ニーズは、人間にとっての最も必要なニーズであり、

それが満たされていなければ、人間としてより高次の可能性や創造性に向かっていくこと

はできない (Maslow,1954)。 実際に、具体的支援、特に「経済的支援提供」と「家族と援

助者の信頼関係」の間には正の相関がみられることが実証的研究により明らかにされてい

る (Wells&Fu H er,2000)。 また、具体的支援の提供が措置の予防に対して効果があるこ

とも実言正されている (We H s&Fu H er,2000)。

まずは、人間としての基本的欲求をきちんと保障できる在宅支援が必要であり、そのた

めに対象を限定しない門戸の広いサービス提供システムと具体的生活援助を戦略的に用い

た援助活動が日本の児童虐待ケースに対する在宅支援に必要であると考えられる。

2.家族自身の能力に対する評価とそれに対する援助

児童虐待 (ネグレクト)が認められたまたは疑いがあつた家族が「家族維持」していく

０
０

Ｅ
Ｕ
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ためには、自らのリスクを家族がコントロールできるためのスキルが必要である。また、

いわゆるネグレクト家庭では、ハー ド面の支援だけではなく、実際の養育スキルおよび生

活上のスキルの向上を目的とした支援が提供されなくては、いつまでたつても状態が改善

しない。在宅支援ケースの多くがネグレクトケースである事実を前に、これらのスキル向

上に対する援助は児相 口市町村共に重要であると認識はされているものの、重要だと思わ

れているほどには実施できていない。特に、市町村においては、その実施度は低い。

生活スキルに関しても実際、定期的に家庭訪間を行い、生活の環境である家庭で家事や

養育を一緒に行うことができる職種は、ヘルパーや保健師に限られてしまう。市町村の中

には、ネグレクト家庭の小学校高学年以上の子どもを対象にしたグループワークを行い、

調理や掃除等の生活技術を子どもが学べる場を提供しているところもあるが、全国的にみ

ると少数であり、ボランティアや家庭相談員が週末に開催しているため、なかなか定期的

に行うことは難しい現状がある (畠山、2010)。 また養育支援訪間事業の下での家事支援に

関しても、市町村によってうまく資源として活用できている市町村と活用しきれていない

市町村とがある(畠山,2010)。

最終的には家族自身がフォーマル ロインフォーマルな資源を利用しながら、自らのリス

クも理解し、リスクに対する対応を身に付けた上で、子どもにとって家庭が安全な環境と

なることを目的として援助すべきはずなのだが、実際には家族のそのような自助能力やリ

スク対応能力、資源活用力などについては、児相・市町村とも「家族維持」のために必要

な要素としては高く評価していない。また、家族自身の変化に対する動機づけや、自主性、

自信などもあまり必要だと感じていない。動機づけや自主性、自信への期待の低さに関し

ては、在宅支援自体に家族の当事者参加力ヽ まとんどされていない現状があるからかもしれ

ない。市町村の援助者にとって当事者参加は必要性やその利点も感じてはいるが、地域協

議会でのケース検討会議メンバー様々な立場の支援者がいるという点で「支援者自身が悪

者になるのを恐れ」たり、「支援者間で信頼がなく」、「支援者自身が家族のことを信頼でき

ていない」という真の理由があるようである (畠山,2010)。 ある市町村援助者は「要保護

対策地域協議会自体が、要保護ケースの個人情報を親の承諾なく関係機関内で共有できる

ことが目的で設置されており、家族の当事者参加を根本から想定していない」という意見

を述べていた (畠山,2011)。

家族自体が変わるためには、家族自身が行つている (いた)行為は虐待であると認識し、

実際に自分たちは家族としてやっていこうという動機と自信を持ちながら、変化のプロセ
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スに参加していくことが必要である。家族自身のコンピテンスを信 じ、家族自身の意思決

定を尊重することこそ、本論文の第 2章第 2節で述べた「Family Centered Practice(FCP)」

のコンピテンス視点そのものである。また、人間が生涯、発達し続けていくという発達的

視点も FCPの概念的枠組みの 1つであった (Pecora et al口 ,1990)。 これらの 2つの重要

な視点は、日本での家族維持実践においても必ず組み込むべき視点である。

在宅ケースにおける家族維持は、家族再統合とは違い、「子どもの家庭復帰」という保護

者にとって目標となるわかりやすい動機づけはない。ゆえに、家族自身が「変わりたい」

という動機づけがないと難しいだろうし、その変化の方向性は家族自らが決めるべきであ

ろう。初めは難しくても、最終的に、家族が子どもの安全と家族全体のウェルビーイング

のために、家族自らで変化を起こすことができるように導いていくこと自体が、家族維持

のための援助であると考える。そのためには、今一度、中心となる援助者は、家族が援助

のプロセスに参加し、自らで変化を作り上げていくことの重要性を理解すべきである。

3.誰が複数の援助者の中で援助の中心なのかわからない在宅支援

関係機関との連携による援助が日本の在宅支援の基盤となっている。児童相談所が担当

するケースでも情報収集や、実際の家族に対する日々の対応などは関係機関を通して行つ

ている場合が多い。また、市町村においても要保護児童対策地域協議会を通して、家庭児

童相談室や市町村児童相談窓回、保健センターなどが中心となり、援助に関する文書の記

録や家族との定期的な接触等を行つているが、実際の家族の全体的な様子などは、家族と

の接触が多い機関や子どもの所属機関から情報を収集することで把握することが多い。ケ

ースマネージメントシステムが高齢者領域や障がい領域に比べ、発達していないこと、当

事者である家族の自覚がないままにケースとして支援に乗せられていることから、援助の

中心人物が見えないまま、援助目標や援助計画の全体が見えないまま、援助が展開されて

いることが多いのも日本の児童虐待ケースに対する在宅支援の特徴であると言える。家族

の全体像がつかめぬままリスク以外のアセスメントも行えず、援助計画作成や援助効果の

評価もその重要度の高さに関わらず、実施できていない状況も今回の調査により明らかに

なつた。市町村での在宅支援は、一般の子育て支援との明確な区別のないまま、終結のな

いまま継続していく。始めと終わりが見えない援助の中で、中心となる援助者の見えない

ままの援助展開ではなく、家族の参加とニーズアセスメントの徹底、ケースマネージメン

トシステムの確立が市町村での在宅支援に必要であると考える。
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4.児相・市町村の援助者とも援助者としての姿勢については実践している

児相、市町村とも「家族の長所を生かして援助する」「家族がすべきことまで援助者がし

ない」「忍耐強く対応する」などの援助者としての基本的姿勢については実施度が高かつた。

児相も市町村も家族に対する援助に際して、援助者が持つべき基本的態度については、き

ちんと理解し、実施していることがわかる。それらを具体化させるための援助手続きとそ

れを補綴する環境の整備が必要である。そのためにはしっかりした理念、援助者としての

「正当な努力」に基づいた上での「家族維持」の実践モデルの構築が日本の児童福祉施策

には必要である。

5口 家族維持の障害となる人的資源と専門性の不足

現在、在宅支援を行う上で、家族維持を目的とした援助の障害となっているのは、人的

資源と専門性の不足である。児相では平成 22年度で平成 11年度の 2倍に児童福祉司が増

員され児童相談所の数も207か所 (平成 24年 4月 時)に増えたが、同時に児童虐待相談対

応件数も平成 11年度より約 4.8倍 (平成 22年度比)に増えているため、人的資源不足は

改善しない状態が続いている (厚生労働省,2012)。 市町村においても要保護児童対策地域

協議会の調整機関担当職員数は5,223人 (前年度より285名増)そのうち、一定の専門資

格を有する者は2,812名 (224名 増)と なっている。児童相談窓口全体でも前年度比で 206

名増加しており、増員はされているものの、児相ケースと同じく全体の相談件数の増加 (10,

839件増)、 中でも虐待ケースは 53,232件を占めており、年々増加している (厚生労働省

児童家庭局総務課、2010)。

特に市町村では専門性の不足を家族維持に対する障害として感じていた。要保護児童対

策地域協議会の調整機関に従事する者の半数程度 (53.8%)が一定の専門資格を持つている

に過ぎず、児童福祉司と同様の資格であれば 15.4%し か持つていない。スーパービジョン

の制度も整っているとは言えず、児童相談ケースに対して外部からの助言を受けている市

町村は 24.5%にすぎず、児相からの助言や情報提供以上の後方支援が活発に行われている

とは言い難い状況である (厚生労働省、2010c)。

児相においても、市町村においても、もう少し時間に余裕があれば、1つ 1つの家族に

もっと丁寧に接する時間もあるし、児童福祉司や相談員自らが定期的に家庭を訪問し、家

族とともに生活技術や社会的スキルの開発などのスキル トレーニングを行うことも可能だ

ろう。また、専門的な技術とその自信があれば、外部のプログラムに頼らずとも、ペアレ
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ントトレーニング等の養育スキルに関するトレーニングも、直接、個別に実施することが

できる。

児相においても、市町本引こおいても、「専門性確保」と一言で言つても現行の公務員制度

の人事システムの中での「専門性確保」については様々な困難があることは、才村ら(2011)

の調査で明らかになっている。人事異動のスパンが全国的に 3～5年ごとであり、経験が蓄

積できない状況になっていること、福祉ポストに対する昇進システムが整備されていない

こと、人事当局の理解が得られないこと、バーンアウトの問題などである。この才村らの

調査は全国児童相談所主管課および児童相談所を対象としたものであるが、地方自治体の

人事システムの中での専門性確保の困難性として多くの市町村でも同じことが言えると予

測できる、

児相・市町村のどちらにおいても、虐待ケース対応、さらには家族維持を目的とした援

助の展開に関しては、現任での訓練、経験の蓄積、経験豊富なスーパーバィザーからの密

なスーパービジョンが必要である。現行の地方自治体の人事システムの中で補えない部分

については、民間委託やアウトソーシングも考慮に入れてもよいだろう。しかしながら、

実際に民間委託やアウトソーシングに対して質の良いサービスの提供を期待する際には、

提供者の選抜と定期的なサービス評価、監査のシステムが必要となつてくる (ノ1ヽ林,2004)。

評価のためには基準が必要であり、実際にアメリカでは委託事業者の監査の際には、委託

ケースに対する「パーマネンシー」、「子どもの安全」、「ウェルビーイング」が評価の指標

として使われている。結局はやはリサービス提供の目的や理念が明確でないとこれらの評

価を行うことはできない。

今一度、在宅支援という現場での家族維持の価値とそこに求められる専門性、そしてそ

の専門性を担保する条件 (採用形態なのか?教育的バックグラウンドなのか?資格なの

か?)を明らかにしつつ、地方自治体内部での人事システムの整備、およびその専門性の

蓄積と内在化を目的とした研修制度の徹底と民間委託などの外部からの専門性確保の両方

の方向性において、その具体化に向けての議論を行う必要があるだろう。

6.リ スク主体の援助展開

最後に、やはり日本の児童虐待施策がリスク中心に展開しており、在宅支援も例に漏れ

ず、子どもに対するリスクさえ取り除かれればよいのかと思つてしまうほど、リスク主導

で動いてしまつている。特に児童相談所が行う在宅支援については、リスクに関する援助
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の実施度が高く、自らの役割もそう認識している。市町村においては、一般の子育て支援

施策との切れ目のない援助であるために、終結のないまま援助が続いて行くことになつて

しまう。そうであれば、家族維持を目的として、家族全体の We H―beingや 00Lを主体とし

ながら、家族に何が必要かを考え、情報を収集し、アセスメントをしていく必要がある。

リスクを取り除<こ とに終始してしまうのではなく、リスクがあつてもうまくやり過ごせ

るような強さや耐性を家族が持てるように、それらをうまく引き出し培うような援助こそ

が家族維持に不可欠な援助だと考える。

以上の 6点についてリサーチクエスチョンIに呼応するかたちで、質問紙で得た結果を

基にまとめた。次に「正当な努力」に関するリサーチクエスチョンⅡについての仮説の検

証と分析を次章にて行うこととする。
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第 10章 日本における援助者が行うべき「Reasonable Efforts」 についての仮説検証

第1節  「正当な努力 (Reasonable Efforts)」 に対する仮説

本章においては、先に設定した日本における援助者が行うべき「Reasonable Efforts」

(RE)についてのリサーチクエスチョンⅡに対する仮説を検証する事を目的とする。REの

概念の操作的定義として、第 5章で述べたとおり「親子分離に対する意見 (価値)」 「措置

前の家族維持に対する尽力の主観的評価」「実際の家族維持を目的とした援助の量 (実施度

の合計)」 の 3つの変数を観測変数として用い、変数間の関係を検証することでその「正当

性」が証明できると仮定し、仮説 1から仮説 5を設定した。

REに関するリサーチクエスチョンⅡは「日本における児童虐待在宅ケースに関わる援助

者は援助者として行うべき家族維持に対する正当な努力の概念を持つているのか?REは

在宅支援の現場の中でどのように体現されているのか?どのような要素が REに影響を与

えているのか?」 である。本章では、このリサーチクエスチョンを明らかにするために、

仮説 1か ら5に加え、質問紙の他変数と組み合わせて次の仮説 6から9を設定し、検証す

ることを目的とする。

仮説 1.援助者はすべてのケースに対して、措置前に家族維持のための援助をできる限り

行つたと感じている。

仮説 2.援助者は「親子分離は最終手段でありなるべく避けるべきである」と考えている。

仮説3.措置前に家族維持の尽力をしたと感じる援助者ほど、在宅支援ケースに対しても、

家族維持を目的とした援助を多く実施している。

仮説 4.親子分離に対する意見は、措置前に行つた家族維持の尽力度と関係している。つ

まり、親子分離は最後の手段と考えるグループのほうが尽力度は高く、親子分離

は対応の一方法と考えるグループのほうが尽力度は低い。

仮説 5.親子分離に対する意見は現在行つている在宅支援に対する家族維持の実践に影響

を与えている。つまり、親子分離は最後の手段と考えるグループのほうが、親子

分離を対応の一方法と考えるグループよりも家族維持のための援助実施量の平均

値が高い。

仮説 6.親子分離に対する意見は回答者の属性に関係している。

仮説 7.措置前の家族維持のための尽力に対して、援助者の意識や援助の環境が影響を与

えていると仮定し、重要度、必要要素、障害度の因子を潜在変数として、児相お

ｎ
υ

Ｅ
Ｕ



第 10章 日本における援助者が行うべき「正当な努力」についての仮説検証

よび市町村の援助主体としての特徴を反映させた仮説モデルを作成し、共分散構

造分析を用いて検証する。

仮説 8.援助者が行つている家族維持を目的とした援助行動の総量 (実施度合計)に対し

て援助者の意識や援助をする際の障害が影響を与えていると仮定し、重要度、必

要要素、障害度の因子を潜在変数として、児相および市町村の援助主体としての

特徴を反映させた仮説モデルを作成し、共分散構造分析を用いて検証する。

仮説 9.上記の仮説 7・ 8で検証したモデノロよ、親子分離に対する意見 (最後の手段 OR対

応の一方法)により群間で差異が見られる。つまり仮説 7口 8で検証した家族維持

の尽力度および家族維持を目的とした援助の行動の総量 (実施度合計)について

の共分散構造モデルに対して多母集団同時分析を行い、潜在変数間および潜在変

数から観測変数へのパス係数の差異を検証する。

第2節 Reasonable Effortsに対する仮説の検証 1ロ

仮説 1.援助者はすべてのケースに対して、措置前に家族維持のための援助をできる限り

行つたと感じている。

本仮説については、「調査実施年度の長期措置ケースに対して子どもの措置を避けるため

の援助をどの程度行つたか」という質問に対して「1.まったく行わなかった」から「5.

できる限り行つた」の 5件法のライカー トスケールによる回答の結果を用いて検討する。
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図 10-1 家族維持に対する尽力度 (%)
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児相

最も回答が多かつたのは、「4」 の回答であり有効回答のうち 33.9%、 次に回答が多かつ

たのは「3」 の回答であり30.9%であった。平均値は 3.76、 標準偏差は 1。 004と いう結果と

なつた。全体として、「3-4」 の回答に偏る形の分布であつた。

市町村           1        .             l

最も回答が多かつたのは、「5.できる限り行つた」であり有効回答数の 35.6%を占めた。

次に回答が多かつたのは「4」 の回答であり、31.9%であった。平均値は 3.90、 標準偏差は

1.067と いう回答となつた。全体としては「4-5」 の回答に偏る形の分布であつた。

考察

児相と市町村の「入所ケースに対する措置前の家族維持の尽力度」を比較してみると、

市町村のほうが児相に比べて、最高値である「5.できる限り行つた」を選んだ回答者が多

く (8.9%差 )、 対して中庸である「3」 の回答を選んだ回答者は児相のほうが市町村に比べ

7.9%多いという結果になった。全体的には 4および 5の回答を選んだ回答者の割合は児相

60.6%。 市町村 67.5%と 、児相・市町村とも高い評価をしている回答者が多いものの、市町

村の回答のほうが、最高1直の「5」 に偏るような傾向が見られた。この結果は、児相 口市町

村ともに、「措置前になるべく子どもを在宅にとどめ措置を防ごう」という試みをしている

と高く自己評価するものの、児相においては最高値である「5」 を選んでいる回答者は市町

村よりも少ない。一方、市町村は反対に、「3」 よりも高い数値を選応M頃向が児相より強い

のは、在宅支援を中心となって行つており、「できるだけのことをやつた」と言えるケース

が実際に多いからかもしれない。しかしながら、本質問を回答しなかった無回答者数が児

相では 30人だったのに対し、市町村では 201人と多いことは回答した回答者にはバイアス

があることも留意しておかなくてはならない。以上のことを踏まえながらも、本仮説に対

しては、概して、児相・市町村ともに比較的高い割合で援助者は措置前に家族維持の尽力

をしたと主観的に評1面 しているといえる。

仮説 2.援助者は「親子分離は最終手段でありなるべく避けるべきである」と考えている。

本仮説については回答者自身の「長期の親子分離に対する意見」を「1.親子分離は最後

の手段であり、なるべく避けるべきである」(以下、親子分離慎重派)と 「2.親子分離は

対応の一方法として積極的に行うべきである」(以下、親子分離積極派)の 2択より回答し

てもらった結果を検討した。
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児相

児相においては全体の回答者の 95。 6%である505名 が回答し、うち 30.69%(155名 )が

「親子分離は対応の一方法として積極的に行うべきである」と回答し、69.31%(350名 )

児相 親子分離に対する意見

(n=505)

親子分離は対
応の一方法と

して積極的に

行うべきであ
る。

30.69%

親子分離は最
後の手段であ
り、なるべく避
けるべきであ

る。
69.31%

図 10-2 児相 親子分離に対する意見

が「親子分離は最後の手段であり、なるべく避けるべきである」と回答した。

割近くの回答者が親子分離を最後の手段と考えなるべく避けると考えており、

対する価値を保持していると考えてよい結果となった。

市町村

市町村 親子分離に対する意見

(n=889)

親子分離は対

応の一方法とし

て積極的に行

うべきである
32.51%

親子分離は最
後の手段であ

り避けるべきで

ある。
67.49%

図10-3 市町村 親子分離に対する意見

市町村においても児相と同じ文言で同じ質問を行つた。全体の 92.1%である889名が回

答し、うち32.51%(289名 )が「親子分離は対応の一方法として積極的に行うべきである」

と回答し、67.49%(600名 )が「親子分離は最後の手段であり、なるべく避けるべきであ

る」と回答した。児相に比べ、親子分離積極派が約 2%多く見られるものの、全体の約 7

全体の約 7

家族維持に
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割の回答者は「親子分離は最後の手段であり、なるべく避けるべきである」と回答してお

り、児相と同様に 7割近くの援助者が家族維持に対する価値観を保持している傾向がみら

が確認された。

考察

ここで用いた親子分離に対する意見を問う質問は、高橋 口中谷 口加藤・澁谷 口伊藤・友

川ら (2002)の全国児童福祉司に対する質問紙調査において使われたものとほぼ同じ質問

形式を用いた。この高橋らの調査での結果では、有効回答者の 95.9%(832人 )中、「親子

分離は最後の手段でありなるべく避けるべきである」と回答した者が 45.4%(378人 )、「親

子分離は対応の一方法として積極的に行うべきである」と回答した者が 50.5%(420人 )

とわずかながら親子分離積極派が慎重派を上回る結果となっており、児童福祉司を対象と

した本調査で得られた結果とは異なるものとなつている。違いとしては、本調査では対象

を「児童虐待在宅支援ケース担当 (いない場合は児童虐待在宅支援ケースにかかわってい

る児童福祉司の方 )々」 と指定したことと、高橋らの調査から4年を経ていることくらいで、

回答者の属性等にはあまり違いがない (唯一、社会福祉士資格の取得者が本調査では約3%

多い)ため、在宅支援にかかわっている児童福祉司は、家族維持に対する価値観が高まる

傾向にあるか、もしくはこの 4年間で児童福祉司の意識が変わりつつある可能性が考えら

れる。

本調査においては、児相・市町村とも回答者の約 7割が「親子分離はなるべ<避けるベ

きである」という意見を示しており、仮説 2.はほぼ支持されたと考えてよいだろう。

仮説 3.措置前に家族維持の尽力をしたと感じる援助者ほど、同時に在宅支援ケースに対

しても家族維持を目的とした援助を多く実施している。

仮説 3.は言い換えると、「措置前の家族維持に対する尽力度と在宅支援ケースに対する

家族維持を目的とした援助の実施度合計には正の相関がある」ということである。また本

分析では同時に実施度における探索的因子分析において抽出された実施度の下位概念であ

るそれぞれの因子内平均点 (因子内に残った項目の要素の得点の合計を平均したもの)と

の相関も分析した。結果は下表のとおりである。
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1.児相 結果  (表 10-1参照 )

家族維持尽力度と実施度合計と各実施度因子の関係 (児童相談所児童福祉司)

実施度合計 実施度第 1因

子

実施度第 2因

子

実施度第 3因

子

実施度第 4因

子

因子名 具 体 的生 活 援

助

援助に対するワ

ーカーの態度

関係機関との協

議・連携

家族のもつスキ

ルの開発

相関係数 0.410★
★ 0.084 0.404★

★
0.265★

★
0.217★

★

1)ピアソンの積率相関係数を使用。

2)★★:p<0.01、 ★:p<0.05

表 10-1 家族維持尽力度と実施度合計・各実施度因子の実施度との関係 (児相)

2.児相 考察

家族維持を目的とした援助の全体的な実施量と入所ケースに対して措置前にどれだけ家

族維持の尽力を行つたかの度合いの間には中程度の相関が見られた。つまり、家族維持の

実施を在宅ケースに対してより多く行つている援助者は、入所ケースに対しても、措置前

に、家族維持の尽力をより多くしたと評価 していると言えたがそれほど強い関係ではなか

つた。

実施度で探索的因子分析を行い、抽出した各 4因子との尽力度の相関を見てみると、最

も相関が高かった因子は「援助に対するワーカーの態度」であり、後の因子については、

相関が見られるもののそれほど高 <な く、衣食住や生活に対する「具体的生活援助」につ

いては、有意な相関が見られなかった。

結果として、実施度と尽力度の関係については、全体的に相関関係が見られるものの、

措置前に家族を維持しようという取り組みは、実際の具体的な家族維持のための援助行動

というよりは、援助者の援助や家族に対する態度と比較的強い相関があるようである。と

<に具体的生活援助に対しては、有意な相関が確認できなかった。
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3.市町村 結果  (表 10-2参照 )

家族維持尽力度と実施度合計と各実施度因子の関係(市町村)

ピアソンの積率相関係数を使用。

士士:p<o.01、 ★:p<0.05

表 10-2 家族維持尽力度と実施度合計・各位実施度因子の実施度との関係 (市町村)

4.市町村 考察

市町村においても、措置前のケースに対する家族維持のための尽力度と家族維持を目的

とした援助の全体的な実施度については低度から中度の正の相関が見られた。また実施度

の各因子に対しても低度から中度ながら全ての因子に対して正の相関が見られた。児童相

談所と同様、「援助者としての態度」との相関が中では最も強い相関を示しているが、次に

「家族に対するアセスメント」に対して強い相関が見られた。また他の 4因子に対しても

低度から中度ではあるものの有意な正の相関がみられた。市町村でも、措置前に家族を維

持しようという取り組みは、援助者の態度や家族の見方 (包括的アセスメン ト)などに、

もっとも高い相関があることが明らかになった。「医療に関するサービス」には有意な相関

は確認できなかった。

以上の結果より、家族維持に対する尽力度と実施度総量の間には統計的に有意な相関が

みられたが、その程度は援助者の努力の「正当性」を証明できるほど強いものではなかつ

た。また、因子別の相関においては、児相・市町村ともに「援助者の態度」が最も相関が

高く、他の具体的な援助の実施の因子とは、児相においてはあまり強い関係があるとはい

えない。市町村においても、家族の状況をとらえることが中心の「家族に対するアセスメ

ント」が、「援助者の態度」の次に強い相関が見られたが、児相と同様に、その相関はそれ

ほど高いものではなかった。

１

　

２
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実 施 度 合

計

実施度第 1

因子

実施度第 2

因子

実施度第 3

因子

実施度第 4

因子

実施度第

5因子

実施度第

6因子

因子名 援助者とし

ての態度

具 体 的 な

生活援助

家 族 に 対

するアセス

メント

子 育 て に

対 す るサ

ービス

関係機関

との つな

がり

医療に関

するサー

ビス

相関係数 0.356★
★

0.338★
★

0.240★
★

0.317士
士

0.299★
★

0。 239士
士 0.180
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仮説 4. 親子分離に対する意見は、措置前に行つた家族維持の尽力度と関係している。つ

まり、親子分離は最後の手段と考えるグループのほうが措置前の尽力度は高く、

親子分離は対応の一方法と考えるグループのほうが措置前の尽力度は低い。

この仮説を検証する方法として親子分離に対する2グループ間の尽力度の平均点の差の検

定 (t検定)を行つた。

グルー プ 平 均 値 標 準 偏 差 tイ直

有意確率

(両側 )

親 子 分 離 に 対 す る

滝表J記 (J己 本日)

最 後 の 手 段 341 3.81 0.963

1_460

0_145対 応 の 一 方 法

親子分離 に対す る

意 見 (市町村 )

最 後 の 手 段 3.94 1.078

1_462 0_106″対 応 の 一 方 法 1.061

将
 p<.000,  

林
 p<.01,  * p<.05,   ″S p≧.05

表 10-3親子分離に対する意見による尽力度平均値の差の検定 (t検定)

結果

結果として、児相においても市町村においても親子分離に対する意見の違いの 2つのグ

ループ間において、措置前の家族維持の尽力度の平均値に有意差は見られなかつた。

考察

親子分離に対する意見の違いによって措置前の家族維持の尽力度に統計的な差は見られ

なかった。つまり親子分離に対する価値観による措置前の家族維持の尽力度への直接的な

影響は統計的には認められなかった。つまり、ここでは価値観と尽力度の間の「正当な」

関係は統計上証明することができなかった。児相・市町村共に、尽力度は高い評価に偏つ

ているため、親子分離に対する価値観に関係なく、高い評価を選んでいる可能性がある。

仮説 5.親子分離に対する意見は現在行つている在宅支援に対する家族維持の実践に影響

を与えている。つまり、親子分離は最後の手段と考えるグループのほうが、親子分

離を対応の一方法と考えるグループよりも家族維持のための援助実施量の平均値が

高い。

親子分離に対する意見の 2グループにより、実施度合計の平均値の違いをみるため、対

応のない t検定を行つた。t検定の前提となる正規分布性については、児相、市町村とも
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実施度合計は正規分布していることが確認されている。

グループ 平均値 標準偏差 ti直

有意確率

(両側 )

親子分離に対する意

5乳 (J記本目)

最後の手段 276 210.83 33.49

-0.177 0.227″ S対応の一方法 211.49 35.31

親子分離に対する意

見 (市町村 )

最後の手段 441 195.43 39.14

1.182 0.2382S対応の一方法 197 191.47 39.23

絆
 p〈 .000,  料

 p〈 .01,  * p〈 .05,   ″S p≧ .05

表 10-4 親子分離に対する意見による実施度合計平均値の差の検定 (t検定)

結果

結果として、児相においても市町村においても親子分離に対する意見の違いの 2つのグ

ループ間において、実施度の合計の平均値に統計的な差は見られなかつた。

考察

児相、市町村共に、親子分離に対する意見によって、家族維持を目的にしている援助を

どれだけ行つたかには統計的な差がみられなかった。親子分離についての意見は実際の援

助の実施度にはあまり直接に影響がないのかもしれない。その原因については次の 3つの

理由が考えられる。

1.日本の児童虐待ケース対応は、児童相談所におけるチーム体制もしくは市町村におけ

る要保護児童対策地域協議会などで組織的に行われており、個人の考えや価値観が援

助自体の実施に反映しづらい。

2.実際に行つている援助が、親子分離をなるべく避けるための家族維持を目的としたも

のだという自覚がなく行われている可能性がある。つまり日本の在宅支援は親子分離

の防止という意識なく行われている可能性がある。

3.児相での調査、市町村での調査共に、回答者の約 70%が親子分離は最後の手段であり

なるべく避けるべきであると回答している。しかしながら、日本の児童虐待対応の施

策自体が、親子分離を避けるための援助ができるような環境にはなつていないのでは

ないか?なるべく子どもを在宅にとどめるための援助を行おうとしても、一般的な子

育て支援サービスや縦割りになったサービス以外は、虐待ケースというだけでは提供

できるサービスカヽ まとんどない。また、在宅支援に関しては司法によるモニタリング

７
′

公
Ｕ
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体制が十分でないため、家族を巻き込んだ積極的なサービス展開が特に市町村では行

いづらい現実は前章でもら、れたとおりである。

仮説 6.親子分離に対する意見は回答者の属性に関係している。

親子分離に対する意見の違いは回答者および回答した児相や市町村の属性と関係がある

かどうかを児相・市町村の以下の属性について、χ
2検

定および t検定を行い明らかにする。

1日 児相

1)児相に対する調査よりχ
2検

定に用いた属性

① 回答者の年齢 (20代、30代、40代、50代、60代 )

② 性別 (男性・女性)

③ 社会福祉士資格の有無

④ 大学での専門領域 (社会福祉学、心理学、教育学、社会学、保育学、児童学、大学・

短大にはいっていない、法学 口法律 口政治、経済 日経営 口商学・会計学、文学・史学・

哲学・宗教学)、 理系、看護・保健、その他

⑤ 児相に在宅支援体制の有無 (在宅ケース担当課の有無)

2)児相に対する調査よりt検定に用いた属性

⑥ 児相勤務経験月数

⑦ 回答者の担当ケース数 (全ケース数、虐待ケース数、虐待在宅ケース数)

③ 児相が扱うケース数 (全ケース数、虐待ケース数、虐待在宅ケース数)

結果

以上の属性の中で、親子分離に対する意見との間で有意な関係が見られたのは、児童相

談所勤務月数のみであった。

グループ 平均値 標準偏差 t{直

有意確率

(両側 )

親子分離に対する意

見 (児相)

最後の手段 49.80 50.119

-3.822 0.000 ~対応の一方法 154 76.44 79.807

格
 p〈 .000,  林

 p〈 .01,  * p〈.05,   ″S p≧.05

表 10-5 親子分離に対する意見による児相勤務月数平均値の差の検定 (t検定)

親子分離を対応の一方法と考えているグループの方が、親子分離を最後の手段と考えてい
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るグループよりも、児童相談所で児童福祉司として勤務した平均月数が多いという結果と

なった。

2.市町村

1)市町村に対する調査よりχ
2検

定に用いた属性

①  家庭児童相談室の有無

②  市町村内の管轄児相の有無

2)市町村に対する調査よりt検定に用いた属性

③ 人口

④ 新規・継続ケース数

⑤ 回答者の有資格者数

⑥ 回答者の平均現職年数

市町村では、どの属性においても、親子分離に対する意見との有意な関係は見られなかっ

た。

3日 考察

児相・市町村ともさまざまな属性と親子分離に対する意見との関係をχ
2検定および t

検定を用いて検証したが、関係が見られたのは児童相談所に対する調査の回答者である児

童福祉司の児相勤務月数だけであった。「親子分離は対応の一方法として積極的に行うべき」

と答えた回答者のグループのほうが児相勤務月数の平均値は 76.44ヶ 月であり、「親子分離

は最後の手段であり避けるべきである」と答えた回答者のグループの平均値 (49.80ヶ月)

よりも有意にかなり高かった。つまり、親子分離積極派のほうが、児相勤務経験が長いと

いうことになる。児相勤務経験が長ければ長いほど、対応困難なケースをたくさん経験す

るため、自然と親子分離を擁護する意見を形成してしまうのかもしれない。これらの児童

福祉司は調査時の2006年の時点で平均して6年以上児童相談所に勤務していることになる

ため、2000年の児童虐待防止法以前から勤務していた児童福祉司の割合が高いといえる。

児童虐待防止法成立以降、児童虐待に対する制度が少しずつ整備されつつあるが、日本の

児童虐待施策の歴史はまだまだ浅く、とくに児童虐待防止法以前から児童相談所に勤めて

いる児童福祉司にとっては、虐待ケースの対応に多くの苦渋を強いられてきたことは否め

ない。長く経験を積んだ児童福祉司ほど、家族維持の価値観に反するような意見を持つて
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いるということは、大変残念な結果ではあるが、これは児童虐待対応の制度の未熟さを示

しているのであり、経験を積んだ児童福祉司が家族を維持するために積極的な態度で援

助・支援に臨めるような制度づくりを行う必要があると考える。

第 3節 Reasonable Effortsに対する仮説の検証 2.

1.措置前の尽力度と児相 口市町村の援助者の意識 口環境についての仮説モデルの検証

仮説 7. 措置前の家族維持のための尽力に対して、援助者の意識や援助の環境が影響を与

えていると仮定し、重要度、必要要素、障害度の因子を潜在変数として、児相お

よび市町村の援助主体としての特徴を反映させた仮説モデルを作成し、共分散構

造分析を用いて検証する。

1)児相

家族維持の尽力度についてのモデルを構築するために、まず重要度、障害度、必要要素

の探索的因子分析より抽出された因子、重要度 4因子、障害度 2因子、必要要素 5因子の

計 11因子 (表 7-11～表 7-13参照)よ り、家族維持の尽力度にどの因子がどのように関連す

るかについての仮説を構築した。

Reasonabie Effortsの 本来の意味に立ち戻つてみると、Reasonable Effortsが 正当なも

のであるかどうかは、州裁判所による「子どもの安全と家庭の状況」に対するアセスメン

トの結果を踏まえたものであるとされている (AAttAよ り)。 つまり、力を尽くしたかどう

か判断する際の判断基準は、子どもに対するリスクと家族の状況のアセスメントが重要な

要素であり、援助者の家族維持の尽力に対する主観的評価についてもこの 2つの要素を含

んだ因子が潜在因子として適当であると判断した。また児相という措置権を持つ機関であ

り、質問紙調査の結果からも措置権者としての役割を強く意識していることがわかる点か

ら、重要度・必要要素から「家族の状況の理解」と「子どもの安全、リスク」に関わる次

の 4つの因子を潜在変数として採用することは妥当であると考えた。加えて、家族維持を

目的とした援助に対する障害度 2因子についても、家族維持のための尽力を図る際に影響

を及ぼす可能性が高いと考え、どちらも潜在変数として採用することとした。以上、仮説

モデルに含めたのは次の 5因子である。:重要度第 2因子「家族の状況の理解と対応」、必

要要素第 3因子「家族自身のリスクマネージメン ト能力」、必要要素第 4因子「子どもに

対する安全確認の枠組み」、障害度第 1因子「援助のためのシステム不足」、障害度第 2因

子「人的資源の不足」。

170



第 10章 日本における援助者が行うべき「正当な努力」についての仮説検証

なおモデル構築に使用する観測変数は、潜在変数として扱う因子に帰属した項目のうち

0。 4以上の因子負荷量をもつ上位 3項目を用いた (表 10-6参照)。 児相尽力度に対する仮

説モデルについては巻末資料 3の付図3-1を参照していただきたい。

在 観測変数

重要度第2因 子

家族の状況の理解 と対応

重23.地域の機 関か ら家族の情報 を収集す る。

重24.学 校教諭・幼稚園教諭・ 保育士 と子 どもの情報 につ いて協議す る。

重43.保健師や学校 の教諭 な ど地域の援助者 に家庭訪間 を依頼す る。

障害度第 1因 子

援助のための システムの不足

障害5.家 族のニーズにこたえることができるサービス提供体制が地域に組めていない。

障害3.費用や交通が理由で、保護者が地域の資源神 えない。

障害10.ネ グレクトケースに対して家事を行ってくれるヘルパー制度がない(あつても利用に制限がある)。

障害度第2因 子

人的資源の不足

障害16.担 当地区が広い。

障害6.児 童福祉司一人あたりの担当ケース数が多い

必要要素第3因 子

家族 自身の リスクマネー ジメン ト能 力

必要23.虐 待者が 自分でSOSを 出せ る。

必要20.虐 待者 に虐待の認識がある。

必要21 家族が地域 の資源 を自分 で うま く利用で きる。

必要要素第4因 子

子 どもに対す る安全確認の枠組み

必要 17 子 どもが幼稚園 口小学校・ 中学校の学校や保育所 な どの所属集 団へ毎 日通 つている。

必要 19.保 護者が就 業 して いる間 に保育サー ビスが確保で きる。

必要 13.家 庭 内に子 どもの安全 を守 る人がいる、または定期的に家庭 を訪問 して くれ る人が い

る
^

表 10-6 児相 家族維持の尽力度の共分散構造分析モデルに用いる変数

児相尽力度仮説モデルの分析結果については以下の通りとなつた。なお、これ以降、す

べての共分散構造分析は Amos17.0を用いて分析を行つた。児相の尽力度を検証した共分

散構造モデル図については巻末資料 3の付図3-2を参照にしていただきたい。

児相の尽力度に対して CFI=0.901、 RMSE岸0.063と RMSEAが若干高く、モデルそのものの

適合度はあまりよくなかった。また、必要要素第 4因子「子どもに対する安全の枠組み」

と必要要素第 3因子「家族自身のリスクマネージメント能力」の因子間相関については、1%

の有意水準にて統計的に有意であり、0.74と いう高い相関がある。「子どもに関する安全

の枠組み」と「家族自身のリスクマネージメント能力」は一方に対して必要に感じる度合

いが高ければ、他方に対しても必要に感じる度合いは高いということが明らかになった。

しかしながら、これらの潜在因子からの家族維持の尽力度に対する影響力を示すパスに

ついては、必要要素第 4因子「子どもに対する安全確認の枠組み」はパス係数が 0.02、 必

要要素第 3因子「家族自身のリスクマネージメント能力」についても-0.05と 大変小さい

値であるうえに、5%水準でも統計的に有意ではなかった。障害度第 1因子「人的資源の不

足」についてもパス係数 0。 01であり、5%水準でも統計的に有意ではなかつた。重要度第

2因子「家族の状況の理解と対応」から家族維持の尽力度へはパス係数 0.18、 障害度第 1

因子「援助のためのシステム不足」からは 0。 15で あり、どちらのパスも1%の有意水準に

て統計的に有意であった。
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これらの分析結果を検討してみると、仮説モデルにて想定した児相の「安全性とリスク」

に重点を置いた形での援助に対する重要度、特に安全に関する潜在変数については、統計

的には有意だが小さいパス値であつた。障害度については「援助のためのシステム不足」

の因子で尽力度に統計的に有意な関係が認められたが、その影響力は大変弱いものであつ

た.(0。 15)。 重要度「家族の状況の理解と対応」においても家族維持の尽力度に対する影響

が示唆されたがその影響力は0.18と小さかつた。

全体として、このモデルはデータヘの当てはまりはあまり良いとは言えない。つまり、

リスクや家族の状況を潜在変数に用いたモデルでは、尽力度への影響をうまく表すことが

できなかった。また、在宅指導担当児相ワーカーはこのモデノИこて仮定した「安全とリス

ク」に重点を置いた援助を重要と感じていることや、担当ケース数の大きさなどを問題と

した「人的資源の不足」を障害と感じていることに関しては家族維持の尽力との有意な関

係は認められなかったし、「家族の状況と理解」に対する重要度や「援助のためのシステム

不足」を障害に感じていることについてもその影響力はあまり高いものではなかつた。

2)サ 市町村

市町村においては重要度、障害度、必要要素のそれぞれの探索的因子分析により抽出さ

れた因子計 12因子のうち、市町村という援助主体での特性を踏まえながら、仮説モデルを

作成する。

市町村での家族維持の尽力度については、児相の仮説モデル構築と同様に、「措置せざる

を得なかったが力を尽くしたと感じられる評価」として考えるものの、市町村という在宅

支援での家族に密接した立場で生活に即した援助を展開できる立場、かつ複数の関係機関

により援助を行つている立場という2点を考慮しながら潜在因子を選択した。

重要度の因子からは、市町村での援助提供の特徴として、家族の生活に即した援助の展

開があると考え、重要度第 2因子「生活のための具体的な援助」を採用することとした。

また、市町村の援助の特徴を良く表している項目を含んだ因子として重要度第 3因子「関

係機関との協力体制」を採用した。これはR01の分析結果や文献でも明らかなように、市

町村での援助の展開に関係機関との連携は欠かせないものであり、要保護児童対策地域協

議会中心の援助の展開を考えても、この因子は市町村家族維持の取り組みを考える際には

最も外せないと考えた。

障害度については抽出された 4因子のうち、最も市町村という援助主体上、家族に対す
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る直接的なサービス提供に関わるであろう2因子を潜在変数として選んだ ;障害度第 1因

子「援助のための環境の不整備」、障害度第 4因子「援助技能の不足」。この 2つの因子に

ついては、才村らの全国市町村に対する調査 (2003)お よび佐藤・柏女の全国市区町村に

対する質問紙調査 (2009)の両調査の結果にて、市区町村の今後の課題として指摘されて

いる次のような点を考慮して採用した ;「人員・組織体制の検討」「財源と専門性の確保、

技術的支援」(才村・澁谷・伊藤・前橋・宮島・細野ら,2003;p223)、「兼務体制の限界を

考慮し、専門分野を理解した人材配置の必要性」、「他職種、専門職の柔軟な人事異動シス

テムの必要性」、「人事異動があつても安定的な体制がとれる仕組みの必要性」(佐藤・柏女、

2009;p399)。 これらの障害度因子の潜在変数は高ければ高いほど尽力度には負の影響を与

えるのではないかと予想した。

必要要素については、必要要素第 3因子「安全を守る環境」、必要要素第 4因子「困難を

乗り越える力」の 2つの因子を潜在因子として採用することとした。必要要素第 3因子「安

全を守る環境」は、リスク自体をコントロールするというよりは、在宅にて、子どもの安

全が守られる仕組みを作り上げる要素が含まれているため、市町村にとっては、家族を維

持していく上で不可欠な要素になると考えた。第 4因子「困難を乗り越える力」について

は、Family Centered Practiceに おいて保護要素に当たるものであり、家族自身の変化ヘ

の自発性や虐待に対する認識を含む因子であり、日常的な援助を行う市町村だからこそ働

きかけることの出来る項目ばかりが含まれている。これらの項目が必要であると感じれば

感じるほど、家族に対しての働きかけを多く行い、その結果、家族維持の尽力度も高くな

るのではないかと考えた。

以上をもって次の 6因子を潜在変数として用い、仮説モデルを構築した :重要度第 2因

子「生活のための具体的な援助」、重要度第 3因子「関係機関との協力体制」、障害度第 1

因子「援助のための環境の不整備」、障害度第 4因子「援助技能の不足」、必要要素第 3因

子「安全を守る環境」、必要要素第 4因子「困難を乗り越える力」。

モデル構築に使用する観測変数は、潜在変数として扱う因子に帰属した項目のうち0.4以

上の因子負荷量をもつ上位 3つの項目を用いた (表 10-7参照)。 市町村尽力度に対する仮

説モデルについては巻末資料 3の付図3-3を参照していただきたい。
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観測変数

重要度第2因 子

生活のための具体的な援助

重要 61.保 護 者 の求職 の ための具体的 な準備 (履 歴書 を一緒 に書 く、面接 の練 習等 )を 手伝

重要52:住 居探 しを手伝 う。

重要57:医 療費の控除の申請を援助する。
重要度第3因 子

関係機関 との協力体制

重要21:学 校教諭・幼稚園教諭・保育士 と子 どもの状況について協議す る

重要20:地 域の機関か ら家族の情報 を収集す る。

重要22:地 域の民生児童委員に協力を要請す る。

障害度第 1因 子

援助のための環境の不整備

障害16: スーパー ビジ ョンが受けられない

障害 17:司 法 システムの関与がない

障害 15:人 員が不足 している。

障害度第4因 子

援助技能の不足

障害 19:保 護者 との信頼関係 を結ぶ ことが難 しい

障害 18:援 助者の児童虐待ケースに対す る専門的な技能が不足 している。

必要要素第3因 子

安全 を守 る環境

必要6:関 係機関内で「在宅で援助 してい く」との共通認識がある。

必要7:家族はインフォーマルなサポー トシステム を持 つている。

必要13:家 庭内に子どもの安全を守る人がいる、又は定期的に家庭を訪問してくれる人がい
る。

必要要素第4因 子

困難 を乗 り越 える力

必要21:家 族が地域の資源 を自分で上手 く利用できる。

必要23:虐 待者が 自分でSOSを 出せ る。

必要20:虐 待者に虐待の認識がある。

表 10-7 市町村 家族維持の尽力度の共分散構造分析モデルに用いる変数

市町村の尽力度を検証した共分散構造モデル図については巻末資料 3の付図3-4を参照に

していただきたい。

共分散構造分析の結果、市町村の家族維持のための尽力度を表すモデルは CFI=0。 892,

RMSEA=0。 059と データとの適合度はあまり良くなかった。いずれの因子相関についても

0.34～ 0。 72と比較的高い相関が p〈0。 01で統計的に有意に見られた。

潜在変数から尽力度へのパスの中で、統計上有意かつ 最も大きなパス係数が見られたの

は、必要要素第 3因子「安全を守る環境」で0.30で あった。つまり子どもの安全を守るた

めの環境要素を必要に思えば思うほど、在宅ケースに対して措置前により多くの尽力を行

うことが弱いながらも有意に示唆された。次にパス係数が高く、有意であつた潜在変数は

障害度第 4因子「援助技能の不足」であり、-0.17と弱いながらも、統計的には pく0.05で

有意であり、負の影響がみられた。統計的に有意な関係が認められた潜在因子のなかで、

0。 09と最も弱い影響力だったのは重要度第 2因子「生活のための具体的な援助」であつた

(p〈 0.05)。 しかしながら全体的には、どの変数からの影響力も-0。 17～ 0.30と あまり高い

ものではなく、仮説モデルで表した市町村という援助主体の特徴を表した因子の尽力度に

対する影響は全体的に高いものではなかった。

3)考察

児相、市町村ともにそれぞれの援助主体としての特徴をいかした仮説モデルについて共

分散構造分析を用いて検証した。児相は安全やリスク、家族の状況に対する理解を焦点に

置いた仮説モデルを構築し、市町本引ま関係機関との協力、生活のための具体的な援助、家

族自身の困難に打ち勝つ力や、子どもの安全を守る環境など家族と近い関係で直接援助に
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あたる市町村の特性を生かした仮説モデルを構築し、それぞれ検討した。結果としては、

児相・市町村共にこれらのモデルのデータに対する適合度はあまりよいものではなく、そ

れぞれの因子の影響力に関しては大変小さいものであつた。特に、児相でのモデノロこつい

ては、統計上有意であっても、尽力度に対して、潜在変数は0.15と 0。 18と 大変小さな影

響力しか認められなかった。つまり、この仮説モデルにおいては、安全やリスク要素、家

族の状況理角朝こ関わる援助、援助に対する障害などの意識は、児童福祉司が措置ケースに

対してどれだけ自分が家族維持について尽力したかの評価に対して、あまり影響を及ばし

ていないことがこの結果から示唆された。

市町村に対する仮説モデルにおいても、「安全を守る環境」の必要度以外は、統計的に有

意な潜在変数の影響も低いものであつた。

結論として、児相や市町村の援助の主体の特性から考えられるモデルでは、入所ケース

に対して措置前にどれくらい家族維持の尽力度を行つたかという援助者自身の評価には、

援助者の意識や援助に対する障害要因は強く影響しているとは言いきれなかった。あえて

言うならば、市町村において家族の「安全を守る環境」の必要性や「援助技能の不足」に

対する障害の弱い貢献が認められたのみであつた。結局のところ、入所したケースに対し

て措置前に家族維持のための援助をどれだけやったか (措置前の尽力度)は、援助者個人

の家族維持に関する意識とはあまり関係していないようである。やはり、尽力度の評価は

主観的な評価であり、援助者としての援助に対する意識や家族維持という概念に対する考

えを基盤としたものではないようである。

2口 援助者がおこなった家族維持を目的とした援助の総量 (実施度合計)と児相・市町村

の援助者の意識・環境についての仮説モデルの検証

仮説 8. 援助者が行つている家族維持を目的とした援助の総量 (実施度合計)に対して援

助者の意識や援助の環境が影響を与えていると仮定し、重要度、必要要素、障害

度の因子を潜在変数とし、児相および市町村の援助主体としての特徴を反映させ

た仮説モデルを作成し、共分散構造分析を用いて検証する。

次にReasonable Effortsを 行動で表す変数である実施度の合計に対して、援助者の援助

の重要度、必要要素、障害度に対する意識がどのように影響を与えているかを示す仮説モ

デルを構築し、共分散構造分析を用いて検証することとする。

この仮説モデルでは重要度、必要要素、障害度のそれぞれの探索的因子分析にて抽出さ
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れた因子を潜在変数として用いた。実施度の合計については、児相および市町村が家族維

持を目的とした援助を在宅ケースに対して行つたかという行動量を示すと考える (なおこ

の変数についても主観的評1面である限界は否めない)。

1)児相

探索的因子分析の結果、因子間の相関は比較的高かつたためい<つかの因子を潜在変数

として用い、モデルを構成することとした。因子別平均値の結果 (第 7章第 3節、図 7-2

～図7-4参照)を参考に、それぞれの因子別平均点の高い因子を潜在変数として次の 6因

子を採用することとした。(  )内で示した数{直は因子別平均点を示す。

重要度

第 2因子「家族の状況の理解と対応」 (4。 42)

第 4因子「援助のタイミング」 (4口 11)

障害度

第 2因子「人的資源の不足」 (3。 97)

第 1因子「援助のためのシステムの不足」 (3.85)

必要要素

第 2因子「最低限度の養育基準」(4.18)

第 4因子「子どもに対する安全確認の枠組み」(4.06)

因子間の相関についても参考にし、以上の 6因子を用いて仮説モデルを構築した。モデ

ル構築に使用する観測変数は、潜在変数として扱う因子に帰属した項目のうち 0。 4以上の

因子負荷量をもつ上位 3つの項目を用いた (表 10-8参照)。 児相実施度合計に対する仮説

モデルについては巻末資料 3の付図3-5を参照にしていただきたい。
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潜在変数 観測変数

重要度第2因 子

家族の状況の理解 と対応

重要23地域の機関から家族の情報を収集する。

重要24学校教諭・幼稚園教諭・保育士と子どもの情報について協議する。

重要43保健師や学校の教諭など地域の援助者に家庭訪間を依頼する。

重要度第4因 子

援助の タイ ミング

重要63児童相談所との誓約を破つた場合に起こる結果についてきちんと保護者に伝える。

重要62保護者が困つていることを口にしたタイミングを逃さず、必要なサービスにつなぐ。

障害度第 1因 子

援助のための システムの不足

障害5家 族の二一ズにこたえることができるサービス提供体制が地域に組めていない

障害3費 用や交通が理由で、保護者が地域の資源を使えない

障害10ネグレクトケースに対して家事を行つてくれるヘルパー制度がない(あっても利用に制限がある)。

障害度第2因 子

人的資源の不足

障害 16.担 当地区が広い

障害6児 童福祉司一人あたりの担当ケース数が多い

必要要素第2因 子

最低 限度の養育基準

必要 18 最低限の衣食住の確保ができている。

必要 24 最低限度の経済的基盤が確保できる。

必要 16 最低限の衛生状態が保たれている。

必要要素第4因 子

子 どもに対す る安全確認の枠組み

必要 17 子 どもが幼稚園・小学校・中学校の学校や保育所などの所属集団へ毎 日通 つている。

必要 19 保護者が就業 している間に保育サー ビスが確保できる。

必要 13 家庭内に子 どもの安全を守る人がいる、または定期的に家庭 を訪問 して くれる人がいる。

表 10-8 児相 家族維持のための援助実施度合計の共分散構造分析モデルに用いる変数
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児相の実施度合計を検証した共分散構造モデル図については巻末資料 3の付図3-6を参

照にしていただきたい。モデルのデータに対する適合度は、CFI=0.926,RMSE卜0.055で

あり、若干RMSEAの値が高いが、モデルは受容できると判断した。また潜在変数が個々の

観測変数に与えているパス係数をみると0.57～ 0.84と いずれも十分高い値を示し、かつ制

約を加えていないパス係数についてはすべて p〈0。 001で統計的に有意であるので、それぞ

れの潜在変数は個々の観測変数を十分に規定していると判断する。因子間相関についても

すべて p〈 0。 001の有意水準で統計的に有意であり、いずれも 0.48～0.76と 高い相関がみ

られた。

それぞれの潜在変数が実施度合計に与える影響については、統計上有意で (p〈 0。 01)も

つとも高い影響を表すパス係数 (0.34)を 示した変数は重要度第 4因子「援助のタイミン

グ」であった。次に有意で影響が高かつたものは重要度第 2因子「家族の状況の理解と対

応」(p〈0.001で有意、パス係数は 0.29)、 障害度第 1因子「援助のためのシステムの不足」

(pく0。 01、 パス係数は0.20)で あった。必要要素第 4因子「子どもに対する安全確認の枠

組み」、必要要素第 2因子「最低限度の養育基準」の 2変数に関してはいずれも統計的に有

意ではなかった。

家族維持に対するReasonable Effortsを実際の行動量として表す変数である援助の実施

度の合計点数に対して、もっとも影響がある潜在変数は重要度「援助のタイミング」であ

る。この変数には保護者と誓約を結びその意味を伝えることや、援助提供のタイミングを

計る内容の援助が含まれており、これらの援助を重要だと思つていると、家族維持のため

の援助も全体的に多<行つていることを示唆している。次に影響があるのは重要度「家族

の状況の理解と対応」であり、この変数には地域の機関から家族に関する情報を収集し、

協議し、連携を通して対応する内容の援助が含まれている。これらの援助を重要と感じる

ことも、家族維持のための援助全般を実施することに小さいながらも正の影響があること

が示唆された。

家族維持に対する障害に関する潜在変数では、障害度第 1因子「援助のためのシステム

の不足」がパス係数0.20の正の影響を統計的に有意に示した。これは先に分析した家族維

持の尽力度と同様の結果ではあるが、家族にとって身近な地域にサービスや社会資源がな

い場合、または何らかの理由で家族が資源にアクセスできない場合に、それらの不足や欠

損を補填するために、児童福祉司が行う援助の量が多くなるのではないかと考える。障害

度第 2因子「人的資源の不足」、必要要素第 2因子「最低限度の養育基準」、必要要素第 4

７
′
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因子「子どもに対する安全確認の枠組みJの 3変数については、パス係数が低く、統計的

に有意な結果を得ることができなかった。

2)市町村

市町村における家族維持を目的とした援助の実施度合計に対する仮説モデルの構築につ

いて、児相でのモデル構築と同様に、因子ごとの平均値 (第 8章第 3節、図 8-2～ 図 8-4)

を参考に潜在変数の選択を行つた。

重要度

第 3因子「関係機関との協力体制」(4.41)

第 1因子「ソーシャルワークの基本的態度」(4.21)

障害度

第 4因子「援助技能の不足」 (3。 92)

第 1因子「援助のための環境の不整備」(3.81)

必要要素

第 2因子「養育のために必要な基本的条件」(4.36)

第 1因子「家族維持のための関係性」 (4.12)

因子間の相関についても参考にし、以上の 6因子を用いて仮説モデルを構築した。モデ

ル構築に使用する観測変数は、潜在変数として扱う因子に帰属した項目のうち0.4以上の

因子負荷量をもつ上位 3つの項目を用いた (表 10-9参照)。 市町村実施度合計に対する仮

説モデルについては巻末資料 3の付図3-7を参照にしていただきたい。

潜在 変数 観測変数

重要度第 1因子

ソー シヤル ワー クの基本 的態度

重要度31:チ ームア プローチ を取 る ことによって、アセス メン ト結果や意思決定 を確認す る。

重要度54:家 庭訪間を行い、在宅で暮らしていくためには、家族が何を必要としているかをア
セスメントする。
重要度43:子 どもに対す る リスクアセス メン トを継続 して行 う。

重要度第3因 子

関係機 関 との協 力体制

重要度21:学校教諭・ 幼稚園教諭・ 保育士 と子 どもの状況について協議す る

重要度20:地域 の機関か ら家族の情報 を収集す る。

重要度22:地域 の民生児童委 員に協 力を要請す る。

障害度第1因子

援助のための環境の不整備

障害度 16: スーパー ビジ ョンが受 け られ なし

障害度 17:司 法 システムの関与がなし

障害度 15:人 員が不足 している。

障害度第4因 子

援助技能の不足

障害度 19:保 護者 との信頼関係 を結ぶ ことが難 しし

障害度 18:援 助者の児童虐待ケースに対す る専門的な技能が不足 して いる。

必要要素第 1因 子

家族維持のための関係性

必要度2:家族がお互いに助け合っている。
必要度 :子 どもと保護者の間に愛着関係がある。
必要度 2:保護者が保護者としての責任を自覚している。

必要要素第2因 子

養育のために必要 な基本 的条件

必要度 8:最低限の衣食住の確保ができている。

必要度 6:最低限の衛生状態が保たれている。
必要度24:最 低限度の経済的基盤が確保できる。

表 10-9 市町村 家族維持のための援助実施度合計の共分散構造分析モデルに用いる変数
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市町村の実施度合計を検証した共分散構造モデル図については巻末資料 3の付図3-8を

参照にしていただきたい。このモデルのデータに対する適合度は、CFI=0.917,RMSE卜 0。 056

であり、若干RMSEAの値が高いが、モデルは受容できると判断した。また潜在変数が観測

変数に与えているパス係数をみると0.52～ 0.72と いずれも十分高い値を示し、かつ制約を

加えていないパス係数についてはすべて p〈0.001で統計的に有意であるので、それぞれの

潜在変数は個々の観測変数を十分に規定していると判断する。因子間相関についてもすべ

て pく0.001の有意水準で統計的に有意であり、いずれも0.50～0.63と比較的高い相関がみ

られた。

それぞれの潜在変数が実施度の合計点数に与える影響が最も高かつたのは重要度第 1因

子「ソーシャルワークの基本的態度」であり、パス係数は0.52と高く統計的にも有意であ

つた (p〈 0.001)。 この潜在因子を規定する観測変数は「チームアプローチでのアセスメン

ト」「二一ズアセスメント」「リスクアセスメント」に関するものが含まれており、市町村

において、「アセスメント」を重要と考えることは、全体の援助の実施度にも正の影響を与

えることが明らかになった。次に、実施度の合計に強い影響を与える変数は障害度第 4因

子「援助技能の不足」であり、パス係数は-0.23で負の影響を与えることが統計上有意に

明らかになった (p〈 0.001)。 保護者と信頼関係を結ぶのが困難だつたり、援助者の専門技

能が不足したりすることは全体の実施度にも負の影響を与えていることがわかつた。他の

潜在変数と実施度合計の因果関係においては、統計上有意ではなく、値も-0。 02～ 0。 06と

大変小さなものであつた。

3)考察

児相での調査で、実施度合計に高い影響力を示したのは重要度「援助のタイミングJ(パ

ス係数 0.34)、 「家族の状況の理解と対応」 (パス係数 0.29)であり、児相のもつ介入的役

割を用いることや、援助をつなぐタイミングを図ること、そして地域の機関との連携や協

議を通して家族に関する情報を収集し対応することを重要だと感じることが、家族維持を

目的とした援助全体の実施度を高める、つまり家族維持を目的とした援助を多く行う結果

となった。これらの援助は、介入的役害1や地域の関係機関を介して家族を理解し対応する

などの、児相の特徴を象徴した援助であるともいえる。これらの援助の重視が実際の援助

活動の活発化につながるということが明らかになった。

また障害度「援助のためのシステムの不足」がノIヽ さいながらも (パス係数 0.20)正の影
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響を実施度合計にも与えていることが明らかになった。これも児相の特徴として、地域 (市

町村)でサービス提供体十Jがない、資源にアクセスできない、資源自体がない場合は、そ

の欠損や不足を補填するために、児童福祉司がより多くの援助を実施する可能性を示した。

市町村においては、主にアセスメントにかかわる援助項目を含んだ重要度「ソーシャル

ワークの基本的要素」が 0.52と 実施度に対して高い影響を示した。(p〈0。 001にて統計的

にも有意)。 家族の生活基盤である市町村にとつてリスクアセスメントロニーズアセスメン

トを含んだ家族の状況の把握は重要な援助項目であることが結果により示された。また、

統計的に有意な負の影響が低いながらも認められた障害度「援助技術の不足」も多くの文

献で指摘されている専門的技能の不足および保護者との信頼関係構築の難しさを観測変数

として含む潜在変数であった。いまだ行政職が相談業務や地域協議会の調整機関を行つて

いる市町村も多い中で、このような要素が実際に援助の実施度を下げていることは、市町

村における専門性向上および専門職配置の必要性の議論に大きく貢献する結果である。

この分析結果は、家族維持を目的とした援助の実施をどのように促進させるかという本

研究の目的に対しての答えを示唆するものであり、全体の考察部分において、再度さらに

深い考察を行い、提言につなげていきたい。

第 4節 Reasonable Effortsに対する仮説の検証 3.

―親子分離に対する意見による尽力度 口実施度合計モデルの多母集団同時分析 ―

仮説 9.上記の仮説 7・ 8で検証したモデルは、親子分離に対する意見形成により群間で差

異が見られる。つまり仮説 7・ 8で検証した家族維持に対する尽力度および家族維

持を目的とした援助の行動の総量 (実施度合計)についての共分散構造モデルに

対して多母集団同時分析を行い、潜在変数間および潜在変数から観測変数へのパ

ス係数の差異を検証する。

1.手続きについて

本仮説では、仮説 7・ 8で検証した「尽力度」と「実施度合計」に対するモデルを用いて

「親子分離に対する意見」の違いを表す変数 (1=「親子分離は最後の手段である」、2=「親

子分離は対応の一方法である」)によって分けられたグループにおける観測変数である「尽

力度」「実施度合計」に対する各潜在変数のパス係数の差異を検討するため、次の手順で多

母集団同時分析を行うことにした。

まずは、同一の潜在変数が当てはまるかどうかを検討するため、潜在変数から観測変数
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へのパス係数がすべて等しいという制約を加えモデルが成立しているかを確認する必要が

ある (測定不変の検討)(藤田,2007;豊田,2007:小塩,2008)。 これを踏まえ、次の手

続きを用いて多母集団同時分析を行うこととした。

1)ま ったく制約を加えないモデル (配置不変モデル)の適合度を確認し、集団間でパ

ス図は一緒でも、推定値はそれぞれ異なつていてもよいという仮説モデル (=モデル

丁。)を確認する。

2)次に潜在因子から観測変数に対するパス係数 (因子負荷量)に対して等値制約を加

えたモデル (=モデルL)において測定不変を検討する。

3)それぞれのモデルにおいてデータの当てはまりの良さを適合度指標により評価する。

その上で、モデル 丁。が成立する元でモデル Lが成立するかの等値の制限を加えて

ぃき、χ
2検定により検定する。この場合「2つのモデルの差がない (等質である)」

ことを5%水準で検定する。

以上の手続きにより採択したモデルを用いてグループ間の差異について比較を行うことと

した。

グループ間の差異の検定

児相 尽力度モデル

２

　

　

１

自由度

自由度 x2/df

675150 265 0887

表 10-10 児童相談所 尽力度モデル多母集団同時分析 結果 (適合度指標)

表 10-10の とおり、丁
0、 L、 においてもCFI、 RMSEAと ともに 0.90未満、0.05以上と適合

度指標においてよい結果が得られなかった。よって児相尽力度に関するモデルについては

親子分離に対する意見の 2つのグループでの差異についていずれのモデルも受容できない

と判断した。

2)市町村 尽力度モデル

等値条件の検定 (df)

等値条件の検定 (df)

表 10-11 市町村 尽力度モデル多母集団同時分析 結果 (適合度指標)

表 10-11の とおり、いずれのモデノロこついても、RMSEAに ついては0.047以下であるも
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のの、CFIが 0.90未満であり適合度がよくない。したがって市町村尽力度に関するモデル

については親子分離に対する意見の 2つのグループの差異についていずれのモデルも受容

できないと判断した。

3)児相 実施度合計モデル

自由度 x2/df

自由度 x2/df

829785

表 10-12 児童相談所 実施度合計モデル多母集団同時分析 結果 (適合度指標)

表 10-12に示す通り、適合度指標はCFIが 丁。,Lと ともにO.90以上であり、χ
2/dfに

ついても2.0以下、RMSEAも 0.45以下と良好な結果が得られた。以上より丁。,Lと もに受

容することができると判断した。また採択されたLと 丁。のグループ間の差異について比較

を行うこととした。モデル間の差についてはLと 丁。のモデル間で、統計的に有意な差が認

められた。よって潜在変数から観測変数への因子負荷が等値であるという制約を加えた 丁

1のモデルが成立していることが確認された。以上より児相実施度合計において、親子分

離に対する意見の2つのグループの間でまつたく同じ潜在変数が当てはまるといえる。

4)市町村 実施度合計モデル

等値条件の検定 (df)

等値条件の検定 (df)

表 10-13 市町村 実施度合計モデル多母集団同時分析 結果 (適合度指標)

表 10-13の とおり、適合度はCFIが T。 ,Lと ともに0.90以上、RMSEAも 0.37以下と良

好な結果が得られた。ゆえにいずれのモデルも受容できると判断し、モデル間の差を検定

した。Lと 丁。の間に統計的に有意な差が認められたため、潜在変数から観測変数への因子

負荷量が等値である制約をかけたLのモデルが成立していると確認された。よって市町村

実施度合計において、親子分離に対する意見の2つのグループの間で全く同じ潜在変数が

当てはまるといえる。

以上の結果より、2グループ間で同じ潜在変数が当てはまることが確認された、実施度

合計に対する児相、市町村モデルに対して、多母集団の同時分析によるグループ間比較を

行うこととした。
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3.多母集団の同時分析によるグループ間比較

1)児相実施度合計モデル 多母集団同時分析

児相実施度合計モデルにおいては潜在因子から観測変数の因子負荷量が等値であるとの

制約を置いたモデルが受け入れられた。児相実施度合計モデルの多母集団モデルの結果に

よる「親子分離は最後の手段グループ」モデルの標準化解 (資料 4付図 4-1)および親子

分離は対応の一方法グループ」モデルの標準化解 (資料 4付図 4-2)は巻末資料 4を参照

いただきたい。
1

最 後 の 手 段 G 対 応 の 一 方 法 G 差 (最後 の 手 段 G―

対 応 の 一 方 法 G
実 施 度 合 計 ← 重 2「 家 族 の

状 況 の 理 解 と 対 応 1

0_47* -0_46n 0_93

実 施 度 合 計 ← 重 4「 援 助 の
タイミン グ :

0_18* 1.05** -0_87

実 施 度 合 計 ← 障 1「 援 助 の
た め の シス テ ム 不 足 l

0.23** -0.08n 0.31

実 施 度 合 計 ← 障 2「 人 的 費
源 の 不 足 J

-0.04n 0.14n -0.18

実 施 度 合 計 ← 必 2「 最 低 限
度 の 基 吉 基 菫 :

-0.01n -0.12n

実 施 度 合 計 ― 必 4「 子 ども
に対 す る安 全 確 認 の 枠 組
み 」

0.06n 0_13n -0_19

必 4「 子 どもに 対 す る 安 全 確
認 の 枠 組 み 」⇔ 必 2「 最 低
限 度 の 養 育 基 準 :

0.78** 0_67ホ *

重 2「 家 族 の 状 況 の 理 解 と
対 応 」」⇔ 重 4「 援 助 の タイミ
ン グ :

0.57* 0.78** -0.21

障 1「 援 助 の た め の シ ス テ
ム の 不 足 」⇔ 障 2「 人 的 資
源 の 不 足 1

0.38ホ
* 0.81 -0_43

表 10-14 児相 実施度合計 丁1モデルでのパス比較

2)結果

①グループ間におけるパス比較

親子分離に対する意見の違いによるグループ間の実施度合計モデルにおけるパスの差異

について比較していく。実施度合計←重要 2「家族の状況の理解と対応」のパスでは、最

後の手段のグループにおいて 0。 47(0.1%水準にて有意)、 対応の一方法のグループにおい

て-0.46(n口 s.)で あり、最も大きい差が認められた。つまり親子分離慎重派においては、

1なお、この「対応の一方法」グループのモデルにて潜在変数である重要 4因子「援助のタイミング」
から観測変数である実施度合計に至るパスにおいて標準解で1よ りも大きい不適解が得られたが、
データの入力には間違いがないこと、付随する誤差変数の分散が負になつていないこと、推定値で
は 1.018と 1をあまり超えていないこと、反復が収束していること、適合度水準はCFI,RMSEAと も
許容水準を満たしていること、パスは信頼区間0を含んでおり、1%水準で有意であることを確認し、
モデル自体の適合には問題がないととらえるが、分析からは省くことにした。(豊田、2003;朝野、
2005;狩谷・三浦、2002:山本・小野寺、2002)
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「家族の状況の理解と対応」を重要に感じていれば感じているほど、全体の援助実施量も

多い。親子分離積極派においては、重要に感じていないほうが全体の援助実施量が多い。

実施度合計←重要 4「援助のタイミング」については最後の手段グループ (0.18)、 対応

の一方法グループ (1。 05)とかなり差があるが、一方法グループの数{直が不適解をしめし

ているため、分析結果から省くこととする (前ページ脚注 1参照)。

実施度合計に対する障害 1「援助のためのシステム不足」からのパスでは、2グループ

間の差異が次に大きい。最後の手段グループ (0.23)、 対応の一方法 (-0。 08)であり、差

は0.31で あった。最後の手段グループ (親子分離慎重派)では、援助のためのシステム不

足は実施度合計に対して正の影響を、対応の一方法グループ (親子分離積極派)では負の

影響を与えている。つまり、援助のためのサービスが何らかの理由で利用できないという

障害を感じれば感じるほど、親子分離慎重派の児童福祉司は自らが行う援助量が増えるが

積極派は若干ながら減る可能性が示された。

その他のパスの差については、パス自体が小さい (0.2以下)または差が小さい (1。 0

以下)であった。

②グループ間での因子間の相関の比較

各グループのモデルに用いた潜在変数間の相関は、重要 2「家族の状況の理解と対応」

と重要 4「援助のタイミング」の間、障害 1「援助のためのシステムの不足」と障害 2「人

的資源の不足」の間の相関係数については親子分離積極派のほうが高く、特に障害度 2因

子間の相関については0.81(親子分離慎重派は 0.38)と 大変高い相関係数がみられている。

親子分離積極派は援助提供システム不足をワーカー自身が直接抱え込んでしまい、さらに

担当ケース数の多さなど人的資源の不足による障害をより強く感じてしまうことになるの

かもしれない。

重要 2「家族の状況の理解と対応」と重要 4「援助のタイミング」の相関では親子分離積

極派の相関 (0。 78)の方が、親子分離慎重派 (0.57)の相関より高い。やはり実施度合計

への重要 2「家族の状況の理解と対応」のパス係数の高さともつながるが、親子分離積極

派のほうが、関係機関から情報を聞いたり、家庭訪間をしてもらつたりすることと援助の

タイミングを重要と考えることの相関が高い。親子分離積極派はこれらの関係機関との協

働や家族との接触をタイミングを計るための手段として用いており、この 2つの援助を関

連づけているのではないかと考えられる。
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3)市町村 実施度合計モデル 多母集団同時分析

市町村実施度合計モデルの多母集団同時分析による「親子分離は最後の手段グループ」モデ

ルの標準化解 (資料 4付図 4-3)および親子分離は対応の一方法グループ」モデルの標準化解

(資料 4付図4-4)は巻末資料 4を参照いただきたい。

最後の手段G 対応の一方法G
差 (最後 の手 段

G― 対 応 の 一 方 法

G
実 施 度 合 計 ← 重 1「 SWの
基 本 的 態 度 J

0.43*** 0。 67*** -0.24

実 施 度 合 計 ← 重 3「 関係
機 関 との協 力体 制 」

0.08n_s -0。 08n_ 0.16

実施度合計←障 1「 援助
のための環境不整備」

0.13n.s -0.05n.s 0.18

実施度合計←障 4「 援助
技能の不足 J

-0。31*** -0.09*** -0.22

実 施 度 合 計 ← 必 1「 家族
維 持 のための 関係 性 」

-0¨ 01n_s 0.09n‐ -0.10

実 施 度 合 計 ← 必 2「 養 育
の た め に 必 要 な 基 本 的 条

♯卜」

-0。 05n.s -0.09n. 0.04

重 1「 SWの基 本 的 態 度 」
⇔ 重 3「 関係 機 関 との協 力
体 制 l

0。 65*** 0.59*** 0.06

障 1「 援 助 のための環 境
の 不 整 備 」⇔ 障 4「 援 助 技
能 の 不 足 l

0.58** 0。 70*** -0.12

必 1「 家 族 維 持 の ための

関係 性 」⇔ 必 2「 養 育 の た
めに必 要 な基 本 的 条 件 I

0.45** 0.52*** -0.07

表 10-15 市町村 実施度合計 丁1モデルでのパス比較

4)結果

①グループ間における各パスにおける比較

児相と同様に、親子分離に対する意見の違いによるグループ間の実施度合計モデルにお

けるパスの差異について比較してい<。 実施度合計←重要 1「 ソーシャルワーク (SW)の

基本的態度」のパス係数において2グループ間にもっとも大きな差が認められた (両グル

ープとも0.1%水準で有意)。 親子分離積極派グループ (0.67)の方が、親子分離慎重派グ

ループ (0.43)よ りもソーシャルワークの基本的態度、とくにアセスメントにかかわる援

助行動 (因子の上位 3位の項目)を重要と感じていることが全体的な援助の実施量に高く

貢献している。積極派と慎重派の間でこのアセスメントに関わる援助行動の持つ意味が異

なることがこの差を説明しているのではないかと考える。

実施度合計に対する潜在変数からのパスで、次に大きな差が認められたのは実施度合計

←障害 4「援助技能の不足」のパスである。どちらもグループも 0。 1%の有意水準で統計的
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に有意であった。親子分離慎重派 (-0.31)、 親子分離積極派 (-0。 09)でどちらも負の影響

を表すが、負の影響が大きいのは親子分離慎重派のグループである。親子分離に慎重なほ

うが、援助技能の不足が障害になればなるほど、全体の援助量に負の影響が出る。

実施度合計←障害 1「援助のための環境の不整備」については統計的な有意性は言えな

かつたが、親子分離慎重派では0.13で あり、親子分離積極派では-0.05で あった。慎重派

は環境の不整備が障害であると感じるほど、微小ながら援助者自身が援助を実施しようと

する傾向にあり、積極派では援助環境の不整備が全体の援助実施量にわずかながら負の影

響を与えるようである。

必要要素因子から実施度へのパスで、両グループ間での差があったのは実施度合計←必

要 1「家族維持のための関係性」であり、親子分離慎重派力■0。 01、 親子分離積極派が 0。 09

であつた。

②グループ間での因子間の相関の比較

障害 1「援助のための環境の不整備」⇔障害 4「援助技能の不足」間の相関においては、

親子分離は最後の手段 (0.58)、 対応の一方法 (0.70)で親子分離積極派のほうが相関は大

きい。親子分離積極派の方が、援助の技能が不足していると感じれば感じるほど、スーパ

ービジョンや司法システムなどの環境的サポー トを欲するのかもしれない。

次に相関の差が大きいのは、必要 1「家族維持のための関係性」⇔必要 2「養育のために

必要な基本的条件」であり、親子分離慎重派 (0.45)、 親子分離積極派 (0.52)で親子分離

積極派のほうが相関はわずかに大きい。

重要 1「SWの基本的態度」⇔重要 3「関係機関との協力体市1」 の相関については、親子

分離慎重派 (0.65)、 親子分離積極派 (0.59)で親子分離慎重派のほうが、わずかに相関が

大きい。

4。 考察

援助者の意識 (どのような援助を重要と考えているか、家族維持には何が必要か)と環

境 (家族維持のための援助の障害となっているものは何か)が援助の実施量にどのように

影響を与えるかを示したモデルが、親子分離に対する意見の違いによって、どのようにパ

ス係数の間に差異が出るかを比較検討した。

尽力度のモデルについては、同一の潜在変数が当てはまることが確認できず、多母集団
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同時分析ができなかったため、児相・市町村とも実施度合計に関するモデルのみの比較と

なつた。考察では、2グループ間で比較的大きな差があったパスのみを取り上げて考察を

行う。

児相に関しては、親子分離慎重派と親子分離積極派の間で、最も差があつたパスは、実

施度合計←重要度因子「家族の状況の理解と対応」であった。積極派は「家族の状況の理

解と対応」を重要だと感じていないほうが、家族維持のための援助の実施量が多く、慎重

派では重要だと感じていた方が実施量は多かつた。この因子には、関係機関を通じて家族

に関する情報を収集したり、家庭訪間を依頼したりするような援助が観測変数として含ま

れている。また、積極派はこの重要度因子「家族の状況の理解と対応」と重要度因子「援

助のタイミング」との相関係数についても、慎重派より高かつた。援助のタイミングを図

ることと関係機関を通じて家族の状況を理解したり、対応したりすることをより関連付け

ていることが想定される。つまり、積極派は援助や介入のタイミングを図ることを目的に、

これらの情報収集や接触等を関係機関に依頼しているのではないかと考えられる。また、

「家族の状況の理解と対応」を重要視することが、家族維持のための援助の実施量を下げ

るのは、「家族の状況の理解と対応」という行動自体が「家族維持」という目的のために想

定されているのではなく、子どもの保護のためや、家庭外措置のために用いられている可

能性がある。

児相における親子分離慎重派は、障害因子「援助のためのシステム不足」の障害度が高

ければ高いほど、実施度の合計は高かった。この「援助のためのシステム不足」の因子は、

何らかの事情で対象となる家族がサービスを利用できるシステムが組めていない状態を示

している。サービスがない、またはサービスが利用不可能な状況であればあるほど、慎重

派の児童福祉司は家族維持のための援助を実施する傾向がある。積極派は大変小さい値な

がら実施に対して負の影響が見られている。親子分離に慎重な児童福祉司は、積極派の児

童福祉司に比べ、地域にサービス供給のシステムがないことを、自らの援助活動で補おう

とする傾向があるようにも考えられる。

対して、積極派の児童福祉司は2つの障害要素「援助のためのシステム不足」と「人的

資源の不足」の間の相関係数が慎重派に比べて大変高い (0.81と 0.38)。 積極派の児童福

祉司は家族に対して援助提供のためのシステムが組めず障害と感じるときに、人的不足に

ついても共に障害と感じていることが明らかになった。また、反対に人的不足を感じてい

るからこそ、家族に援助のためのシステムが組めずに障害と感じるのかもしれない。
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市町本sllこ おいては、親子分離積極派は、アセスメントに関する観測変数を含んだ潜在変

数である「ソーシャルワークの基本的態度」から実施度合計へのパス値が慎重派に比べて

大きかった。この潜在因子における上位 3つの観測変数はリスクアセスメント、ニーズア

セスメント、チームアプローチによるアセスメントであり、すべてアセスメントに関する

ものであった。つまり、これらのアセスメントに関する援助が重要であると感じれば感じ

るほど、親子分離積極派は、家族維持のための援助をより多く実施するようになる、この

点では、児童福祉司の親子分離積極派のグループとは違い、市町村における親子分離積極

派にとってはアセスメント等の援助行動の重要性と家族維持のための援助の実施が結び付

いている可能性がある。

また、市町村での慎重派は、積極派に比べて援助技能の不足が家族維持のための援助の

実施に影響を与えやすい。つまり、家族との信頼関係構築の難しさや自らの専門技能を障

害に感じると、家族維持のための援助を提供しづらくなるのかもしれない。親子分離を最

後の手段とするためには、親子分離以外の援助の手段を持つていなくてはいけないので、

援助技能は大変重要であることは容易に想像がつく。

以上の結果により、親子分離に対する意見に関して、児相においては「親子分離積極派」

は「家族の状況の理解と対応」という援助行動を重要に捉えているほど、「家族維持」とい

う目的の援助の実施が減る可能性があることが示唆された。同じ積極派でも市町村の援助

者はアセスメントに関する行動の重要性は家族維持を目的にした援助の実施量の増加に強

く影響している可能性があった。情報収集やアセスメントという行動は、そこでの情報や

判断をどういう目的で使うかによって、そのとらえ方が変わつてくる。この分析結果は親

子分離に対する意見の違いにより、ある援助行動に対するとらえ方が違う可能性を示して

いる。「親子分離」という切り札的な「方法」を軸に、援助者の意見や考え方により同じ援

助行動でも、その行動が持つ意味が異なることが示唆された結果であつた。

また障害要因に関するとらえ方も親子分離に対する意見によって異なる可能性が明らか

になった。児相における親子分離慎重派のグループは、サービス提供のシステムの不足に

よる障害があればあるほど、自らが家族維持のための援助を実施しようとするが、親子分

離積極派は、サービス提供のシステム不足による障害は、人的資源の不足という別の障害

要因との相関も高かった。また市町村親子分離慎重派は、専門技術の不足が障害となつて

実施度に及ぼす影響が高い。親子分離に対する意見の形成とこれらの障害要因との因果関

係は明らかではない(障害と感じたのが先か、意見を形成したのが先かは明らかではない)
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が、意見によって障害要因が実際の援助の実施に及ぼす影響が違う可能性が示された。親

子分離に対する意見によって、どの援助を重要だと思つているか、何を障害と感じている

かが援助の実践に与える影響が違うということが本分析結果により示唆された。

第 5節 まとめ :「正当な努力 (Reasonable Efforts)」 に対する仮説の検証結果

本節では、リサーチクエスチョンⅡ「日本における児童虐待在宅ケースに関わる援助者

は援助者として行うべき家族維持に対する正当な努力の概念を持つているのか?REは在

宅支援の現場の中でどのように体現されているのか?どのような要素が REに影響を与え

ているのか ?」 を明らかにするために、仮説を9つ設定し、本章での分析結果を用いて検

証した。本節において、その検証結果をもとにリサーチクエスチョンⅡを明らかにしたい。

1口   日本における児童虐待在宅ケースに関わる援助者は援助者として行うべき家族

維持に対する正当な努力の概念を持つているのか?「正当な努力」は在宅支援の現場の中

でどのように体現されているのか?

本研究では、「正当な努力」を3つの変数に操作的に定義した :1.措置前の家族維持の

尽力度、2.家族維持を目的とした援助の実施総量、3.親子分離に対する意見 (価値)。 援

助者が正当な努力の概念を持っているかどうかを判断するため、REを定義した 3変数の関

係を仮説の検証結果を用いて検討することにより、その援助の「正当性」について検証す

る。

1)「措置前の家族維持の尽力度」と「家族維持を目的とした援助の実施総量」

児相 口市町村ともに援助者は措置前に家族維持の尽力をしたと高い割合で評価している

といえる。若干、市町村の方が全体的には高い主観的な評価を下していた(仮説 1)。

しかし、児相・市町村とも、援助者本人が評価する措置前の「家族維持に対する尽力度」

と実際行つている家族維持の実践との間には中程度の相関関係しか認められなかつた (仮

説 3)。 つまり自己評価としては、措置前の尽力度に対して高い評価をしているのだが、在

宅支援に対しては、尽力度評価ほどには家族維持を目的とした援助の実施量が伴つていな

いということになる。実施度の因子別の相関をみると、児相・市町村共に尽力度と最も相

関が高かった因子は援助者の態度に関するもので、児相 0.404、 市町村 0.338であった。

これは具体的な援助行動というよりも、家族維持のための援助を行う上で、援助者が常に

心得ておかなくてはいけない内容の行動が含まれたものだった。以上のことから、児相・
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市町村ともに入所ケースに対する措置前の家族維持の尽力度が高ければ、在宅支援にて家

族維持を目的とした援助をより多く実施していると言えるが、その正当性を証明するほど

の有意で強い関係はみられなかった。むしろ、尽力度の自己評価が高い割には、中程度の

相関係数しかみられなかった。つまり、措置前の尽力度は全体的に高い評価をしているが、

結局は主観的な評価にすぎず、評価自体の信頼性は高いものとはいいづらい。また、児相

よりも市町村のほうが、尽力度については高い評価をしているが、実施度総量との相関は

低い。

2)「措置前の家族維持の尽力度」と「親子分離に対する意見」

親子分離に対する意見が措置前の尽力度と関係しているかどうかについて、親子分離に

対する2グループ間の尽力度の平均点の差の検定 (t検定)を行い検言正した (仮説 4)。 児

相・市町村とも平均値には大きな差は見られず (児相 :0.15差 口市町村 :0.14差 )、 統計

的に有意な違いは見られなかった。つまり「親子分離の意見」の違いによる「措置前の家

族維持の尽力度」の違いは統計的には証明できなかつた。

3)「親子分離に対する意見」と「家族維持を目的とした援助の実施総量」

児相 口市町村とも約 7割が「親子分離は最後の手段である」と回答しており、「正当な努

力」の「正当性」の基盤となる価値を7割の援助者が支持している (仮説 2)と いえるが、

実際の家族維持を目的とした援助の実施に関連しているかというと、t検定による検証 (仮

説 5)では、親子分離に対する意見による援助の実施総量の平均値の違しЧま統計上見られ

なかった。つまり、親子分離に対して慎重であるからといって、実際に、家族維持を目的

とした援助をたくさん実施しているかどうかは統計的に有意に証明することはできなかつ

た。家族維持の根本となる価値 (親子分離に対する意見)についても、その価値があるか

らこそ、家族維持を目的とした援助をより多く行うとは言えなかった。

以上の結果により、日本の児童虐待ケースに対する在宅支援において、「正当な努力」を

定義した 3変数の間では、一応、尽力度と援助実施総量の間には、中程度の相関が認めら

れるものの、強い正当性を示すような関係を見つけることができなかつた。しかし、援助

者自身は、「措置前の家族維持の尽力度」の高さで見られるように、自己評価としては入所

ケースに対しては措置前に努力をしたという点では、比較的高い評1面 をしている。また、

親子分離に対する意見についても、家族維持の基盤である「親子分離は最後の手段」と言

う意見をもつ援助者が児相・市町村とも約 7割いる。これらの結果から、大部分の援助者

は「正当な努力」の概念を意識としては持つていると言える。ただ、その概念を示す変数
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同士の関係性において強い「正当性」を示す結果が今回の調査では得られなかつた (図 10-4

参照)。

日 本 の 在 宅 支 援 に お け る「 努 力 」の

図 10-4 日本の在宅支援における「努力」の正当性

2。 どのような要素が「正当な努力」に影響を与えているのか?

尽力度を示すモデルについては、児相では、モデルのあてはまりはあまり良いとは言え

ず、その上、援助の重要度、障害度、家族維持の必要要素を表す各因子から尽力度に向か

うパス係数は最も絶対値が大きいもので0.18と あまり高いものではなかつた。また、市町

村の尽力度のモデルも、あまり適合度はよいものではなく、尽力度に対しては援助者の意

識や援助に対する障害要因は強く影響しているとは言いきれなかつた。

実施度総量を表すモデルから、児相においては、どのタイミングで援助を行うかを判断

するため、家族の状況の理解と対応を重要と考え、援助を実施している可能性が示唆され

た。市町村の場合は、援助技能の不足が実施度総量に影響を与えていた。また、ニーズや

リスクのアセスメント、チームによるアセスメントを重要だと思うと、援助の実施度も高

くなることがわかった。

親子分離の意見の違いにより、同じ援助行動でも目的が違い、障害要素のとらえ方も違

う可能性が、多母集団の同時分析からは示唆された。児相の親子分離積極派は家族の状況

の理解と対応を重要だと感じれば感じるほど、家族維持を目的とした援助の実施度が少な

くなっていた (-0.46)。 反対に親子分離慎重派の児童福祉司は同援助項目を重要だと感じ

るほど、援助の実施度が多くなる (0.47)。 親子分離に対して積極的な意見を持つ児童福祉

司は、家族の状況の理解と対応という援助行動自体が、家族維持のために行うのではなく、
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子どもの保護や措置のために行つているのではないかと推測する。市町村の援助者につい

ては、親子分離積極派であつてもアセスメントに関する援助行動に対する重要度の高さは

援助の実施度の増加へとつながっていた。

また障害についてのとらえ方も、親子分離慎重派の児童福祉司のグループは、地域のサ

ービス提供システムの不足が障害となればなるほど、家族維持のための援助を多く実施す

る傾向がある (0.23)。 市町村の親子分離慎重派は、援助技能の不足を障害に感じると、援

助の実施が減る傾向がある (-0.31)。

日本の児童虐待ケースに対する在宅支援において、「家族維持」のための「正当な努力」

を体現するためには、親子分離に対する意見や尽力度の主観的評価にもっと「家族維持」

のための援助の実践が伴う必要があるだろう。親子分離に対する意見によつて、援助行動

の意味が変わるのではなく、まずはリスクアセスメントの結果を優先した上で、「家族維持」

の可能性を見極め、家族維持のための「正当な努力」を行うかどうかの判断をする必要が

ある。「措置待ちケース」や家族維持の援助の実施が積極的になされないまま介入のタイミ

ングだけ図られるような「見守リケース」では「正当な」努力をしているとは言えない。

また、在宅ケースが措置を必要とする場合には、援助者の「中身を伴わない」主観的評

価のみの尽力度ではなく、援助者としてのアカウンタビリティ (どれだけ「正当な努力」

をした後の結果なのか)を証明する責任を求め、客観的に評価するシステムこそが必要だ

と考える。アメリカの裁判所による「正当な努力」の評価システムは、確かに「正当性」

の判断の基準が明確でなく、ケースバイケースの判断となっているが、その評価システム

があるからこそ、援助者の自己満足の主観的評価に陥らず、客観的に「正当性」を証明す

るために実践を伴う努力を行うのではないだろうか。「正当な努力」を援助者の「心意気」

だけで終わらせず、実践によってその正当性を証明していくべきであり、それが「子ども

や家族のために最善を尽くした」と言える実践なのではないだろうか。

以上、「正当な努力」に関わるリサーチクエスチョンを、仮説検証の結果より明らかにし

た。未だ本研究で得られた分析結果だけでは不十分な部分もあったが、リサーチクエスチ

ョンIの結果とも合わせて、次章での提言につなげていきたい。
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第 11章 総括と今後の課題 由「家族維持」のための「正当な努力」の実現を目指して ―

本章は結びの章として、本研究での 2つの全国規模の質問紙調査から得られた結果とそ

の考察により、日本の在宅支援の中で「子どもの最善の利益」に基づいた共有理念の下で

「家族維持」のための「正当な努力」を実現するために、具体的にどのような変革が望ま

れるのかの提言を行いたい。

第1節  提言

1.児相と市町村との役割分担の明確化

本研究の分析において、児相はあくまでもタイミングを図るために関係機関を通じて家

族の状況を把握していることが明らかとなった。また、市町村とともにリスクをモニタリ

ングし、職権をもって必要時に一時保護や家庭外措置を行う存在であるという意識が援助

の実施にも顕著に表れている結果となった。しかし、いまだ現場では、役害1分担について

は、ケースごとの「協議の上の対応」とされていることも多く (大阪府健康福祉事務部児

童家庭室,2008)、 また自治体の中には、市町村の通告元がまずは家族に「警告」してから

でしか児相は動かないなどの「内部ルール」があるところもある。元々、児相と市町村の

役割分担を行い、児童家庭相談や在宅支援を市町村に移譲することにしたのは、「強権的介

入」と「相談・支援」の役害1分担を図るためであったはずである。児相には、「措置権を持

つた介入者」として毅然とした立場の役割を執つてもらい、市町村はあくまでも「家族維

持」を目的とした支援を行う支援者の役割をとるべきだと考える。明確な役割分担をとる

ことで、市町村が家族維持に専念できる。児相はアメリカの調査官 (investigator)のよ

うな役害1で、調査や職権介入に関する部分を担う役害1を とることはできないのだろうか。

児相が関わるケースか否かの見極めは市町村の仕事であるが、いつたん関わるとリスクに

関する介入は児相が責任をもっておこなうべきであり、「憎まれ役」に徹してほしい。もち

ろん、未だ体制が極めて脆弱な市町村に至っては、児相はさらに積極的に後方支援を行う

必要性もあるので、児相と市町村も密な連携を図つておく必要がある。

役割分担が徹底されれば、市町本引ま、ケースにある程度高いリスクが認められながらも、

家族に「家族維持」の動機が全く感じられない場合は、自らの役割は「家族維持のための

支援」であり、その場合は児相にバ トンタッチしなくはならないことを「システム」とし

て家族に説明することができるだろう。非自発的なクライエントに対しては、関わりの目

的と援助者の役害Jを明確に説明することは有効な支援アプローチである lTrotter,2007)。

193



第 11章 提言 日本研究の限界・今後の取り組み

援助者の役割が明確化されると、家族も援助者との関係性の中でどのような役割を期待さ

れているのかを理解することができるし、協働もしやすくなる。σrotter,2007)

2。 市町村における家族維持実践のためのシステムの確立

1)中心人物となる家族維持ソーシャルワーカーの必要性

本研究の結論として、家族維持のための援助の主体は市町村であるべきである。ゆえに、

現在の市町村要保護児童対策地域協議会 (地域協議会)の中に家族維持を目的としたソー

シヤルワーク実践モデル展開のためのシステムを設立し、「家族維持」という目的のケース

マネージメントを行うソーシャルワーカーの存在が必要だと考えられる。今後、よリー層、

在宅支援が市町村に移譲していく中で、家族維持のためのシステムも市町村に置くことが

最も適切である。ただし、児相は強制介入が必要な場合は迅速に対応できるように、日ご

ろからの市町村との情報交換は必須であると考える。

しかし、調査結果からもわかるように、市町村は未だ、ケースワーク機能・ケースマネ

ージメント機能が弱い。特に地域協議会を通した在宅支援については、複数の関係機関が

役割分担をしつつ、連携しながら援助を進めているため、家族に関わる援助者たちが縦割

り行政の隙間を埋めることができるためには、しっかりと援助をコーディネー トしていく

ことができる中心的な存在が必要である。現在、地域協議会内にもケースマネージャー機

能と呼ばれる機能が運営指針には記載されているが、リスク判断を中心に援助計画及び進

行管理を行うことが中心であり、家族維持のための家族のニーズに眼を向けた役害1は言及

されていない。加藤 (2011)は児童虐待のソーシャルワークにおけるアセスメントは、「情

報を集める段階で、子どもの安全指標であるリスクを把握しつつ、子どもの状況や、発達、

家族状況、家族史、生活環境、親子関係などを把握し、虐待が起こつているのはなぜか、

家族に何が起こつているのかを明確にした上で支援につなげ、虐待を軽減する。リスクと

同時にニーズをとらえ支援につなげるプロセス (p.28)」 であると述べ、市町村の調整機関

には「専門性の高いチャイル ド・ファミリーソーシャルワーカーの専任設置が必要である

(p.35)」 と主張している。筆者も本研究の提言として、その主張に強く同意する。そして、

その家族維持のための在宅支援の担当者がもつべき専門性は他の専門領域ではなく、ソー

シヤルワークの専門性でなくてはならないと限定する。

調査結果からも、関係機関の連携やチームアプローチが市町村の在宅支援展開の基盤と

なっていることが分かる。家族に日常的に直接接し、情報を集める人は、主担当機関やキ
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―パーソンと呼ばれ、その家族に最もつながっている援助者がなることが多い。家族のキ

ーパーソンは地域協議会に対して家族の代弁も行うため、その援助観がケースの方向性を

大きく左右する。現在、キーパーソンになっているのは、社会福祉専門職に限らず、保健

師、保育士、学校教諭などの他の対人援助専門職であることも多い。

しかし、どのような専門性が必要かを考えてみると、ケースワークやケースマネージメ

ントの技量を含めたソーシャルワーク (社会福祉)固有の機能である「評価的機能」「調整

的機能」「送致的・代替的機能」 (岡村,1983)に対する専門的技能と知識と「社会貢献」、

「社会正義」(西川,2009)な どの職業的価値観を持つソーシャルワークの専門性をもった

者がその中心的役割を担うことがふさわしいと考える。

筆者は従来の要保護児童対策地域協議会および児童虐待防止ネットワークにおけるネッ

トワークマネージメント的役割だけでは、家族維持を目的とした援助を展開するには不十

分だと考える。山野 (2009)が 聡十のむしろ」と描写するように、バラバラな問題意識を

持ち、価値観や役割認識が異なるメンバーの間での対立や葛藤、機関連携の障壁の中、全

体のバランスをとる行為を行うことを、自然発生的ではなく、システムとして役割を担つ

た「家族維持ソーシャルワーカー」がソーシャルワークの専門技能と知識を用いて、「家族

維持」というミッションに沿つて展開していくべきだと考える。チームアプローチは温存

したままでも、「家族維持」の目的に向かってチームを引つ張る「リーダー」としての役害1

をもった存在が必要であり、その存在こそが家族維持ソーシャルワーカーである。

また、特にアセスメントなどの援助行動は、その援助を重要にとらえていたとしても、

家族維持のための援助全体の実施度につながっていない可能性も今回の調査結果より見ら

れた。市町村がチームで動く際は、援助全体が何を目的として行われているかという全体

の方向性を、関わる援助者全てが共有しておく必要がある。そのためには、中心人物がき

ちんと全体の状況を把握し、サービスを一定の方向に向かってコーディネー トしていく必

要がある。チームで包括的に援助活動を行うからこそ、システム上、ある目的のために与

えられたソーシャルワークの専門性を持つ中心人物の存在が強く必要なのである。この役

割を担えるのは、長年にわたる家族支援の経験を蓄積し、ソーシャルワークの知識と技術

を持ち、家族維持の目的を明確に理解している人物ということになる。現任の市町村地域

協議会の中で、家族支援の経験をある程度積んだ実践者に市町村の制度としてこの役割を

与えることができないだろうか?主担当機関やキーパーソンのようにケースごとに代わる

のではない、家族維持ソーシャルワーカーの位置づけを検討していただきたい。
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2)家族と協働できるプロセスの確立

「家族維持」のプロセスは、家族と協働して行うべきものである。我が国の要保護児童

対策地域協議会は、親の承諾を得ずに、関係機関の間で家族に対する情報の共有を可能に

し、守秘義務によってその情報を必要範囲内で止めることを主目的に設立された経緯があ

る。米国や英国のように、支援のスター ト時点から親との協働対応を求めているシステム

とは全<異なる。しかしながら、職権という「ムチ」も使わずに、「アメ」となるような「虐

待ケースに特化した資源」も持たないまま、親との関係性を大切にしながら、長期的 口継

続的に子どもの育ちを見守るということを、長年の間、市町村の援助者たちは行つてきた

(畠山,2010)。 しかし、虐待ケースを市町村が主体となって扱うようになつてきて、関西

などの一部の地域で見られるような古き良き家庭児童相談室が持つていた関係作りのノウ

ハウが虐待対応に追われてしまうことで、失われてきているような気がする。本調査の結

果においても、市町村でも家族自身の動機づけや力をあまり重要視していないような傾向

が見られた。家族に対して「子どもに対するリスク」の存在を明らかにし、家族とともに

「子どもが安全に健やかに育つ」ことを目的に協働していくことは可能なのではないか?

今まで地域のベテラン家庭相談員や、保育士、幼稚園教諭、保健師、学校教諭が日々の接

触の中で培つてきた家族との関係を、専門的な (professional)「 援助関係」として、「共

有 した目的に向かう協働関係」として育むことができることも、米国の Family

Preservation実践にとっては、ヮーカーの専門技能の一つとして挙げられている (Kinney,

Happala,&Booth,1991)。 市町本引こおいても、これらの専門性を身に着けたソーシャルワ

ーカーが中心となって、関係機関と連携し、家族維持を目的とした支援を展開すべきであ

る。

また、そのためには、従来の「要保護性」の考え方ではなく、なるべく親との同意と協

働に基づいた支援を展開できる新たな枠組みが必要となるだろう。通告後の調査段階から、

今家族はどんな状態に置かれているのか、どんな選択肢があるのか、それぞれの選択肢を

選んだ場合の結果はどのようなものなのか、をきちんと家族に説明し、家族の意志で協働

に参加してもらうプロセスが必要である。調査結果では、家族自身の自主性や動機づけ、

変化への自信等は、家族維持にとってあまり必要だとは感じられてはいなかつたが、それ

らを育むプロセスこそが、家族維持のプロセスであり、そこに焦点を当てるべきである。

信頼関係は相互的な関係であり、援助者側が家族をある程度信頼していないと関係は成り

立たない。「家族のことは家族が一番よく知っている」(Kinney et al.,1991)はずなのだ
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から、その家族をプロセスに含まずに変化を起こすことは不可能だろう。「正当な努力」は

援助者側だけの努力で成り立つものではない。家族側の家族維持に対する努力を求めるこ

とは必要であり、努力する機会を与えることこそが必要であると考える。

3)サービスの連続性の必要性

考察の部分でも繰り返し述べたことだが、本調査の結果において、児相・市町村とも具

体的生活援助に対する実施度 口重要度は他の援助に比べて顕著に低かつた。つまり、家族

維持にとって具体的生活援助は重要ではないし、実施もしていないということになる。

Family Preservationの 実践として大切なことは、サービスの連続性であり、ハー ドとソ

フトのサービスのバランスをとることである。心理社会的な支援 (ソ フト面)だけではな

く、物質的な支援 (ハー ド面)も、社会の中で家族が生きていくためには必要となる。マ

ズローの欲求階層理論 (Maslow,1954;上 田,1988)に おいても、「生理的欲求」や「安全

に対する欲求」など低次の欲求が満たされないと、「所属と愛の欲求」や「承認の欲求」、

「自己実現の欲求」などのより高次の欲求に移行することができないとされている。親が

自己に与えられた役割を果たし、子どもとの情緒的な関係を築けるためには、低次の欲求

である衣食住 日経済・健康 口安全などの欲求が満たされる必要がある。まずは、親が一人

の人間としての生理的欲求や安全が満たされていないと、子どもに対する養育に向かうこ

とはできないだろう。調査の結果では、児相も市町村も家族維持に最も必要なものとして、

養育に必要な最低限度の衣食住、経済的基盤、保護者の養育能力を挙げていたが、これら

のニーズを満たすような援助をしていないのに、家族にこれらの要素が必要だと求めるこ

とができるのだろうか?家族のニーズを満たせるような援助を提供するためには、家族が

毎日の生活を営む上で必要な具体的なサービスの重要性を援助者自身が理解しなくてはな

らない。

実際に、松本 (2008)が北海道児相を対象に行つた調査においても、解雇・借金 口多重

負債・破産などの経済的問題を抱える家族は全虐待ケースのうちの 72.3%を 占めていた。

特にネグレクトケースに経済的基盤の脆弱な家族が多い (87.3%)結果を見ると、マズロー

の欲求階層理論が当てはまることが明らかである。また親に精神保健上の問題があるケー

ス (39.5%)、 養育者に知的障がいがあるケース (20.2%)も 高い割合で見られた。また、子

どもに何らかの障がいがあるケース (当該児童 47.1%、 きょうだい 34.5%)も 多かつた。

このような家族には、まず家族としての生活の基盤を立て直すということが必要である。
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また、物質的な援助とともに、生活能力についてのスキル トレーニングを必要としている

家族が多いこともわかる。子どもに何らかの障がいがある家族ならば、障がいがある子ど

もに対する養育技術の トレーニングが親に対して必要である。しかし、本研究での調査に

おいて、これらの具体的な生活援助は、児相においては「市町村が行うもの」と認識し、

市町村においては「サービス担当機関が提供する」と認識していた。またサービス自体は

あるものの、縦割りのサービス供給体制により対象に該当しない場合は、サービスを必要

としていても提供されない。実際、この縦割り行政を個人の努力によつて埋めているよう

な例も現場では多く見られている。また、保護者に対するスキル トレーニングに関しては、

児相においても重要度も実施度もあまり高 <な く、市町村では下位 25%にはいるほどに低

い実施度であった。しかし、ほとんどの具体的生活援助に関する援助行動は重要度が低い

中で、家計の管理や求職に関する援助は重要度と実施度の差が児相・市町村においても大

きく、援助者はすでに経験知として、虐待ケースに対しては経済的困窮に対する援助が必

要であることに気付いている。しかし、時間がない、業務上難しい、どのように行えばよ

いかわからない等の理由で、なかなか実施できていない現状が垣間見える。

家族維持が家族という複数の人間による生活集合体を対象にした援助である限り、生活

のための具体的サービスを避けて、子どもの養育の部分だけを対象に援助することはでき

ない。サービスは包括的に連続性をもって行われるべきであり、具体的生活援助とスキル

に関するサービスは必要である。「おなかがすいている時にバンもくれないで、援助すると

言われても、家族が援助者を信じるはずがない」とアメリカの Family Preservationワ ー

カーが FGI調査において発言していた。実際、実証的調査でも具体的サービスは措置予防

に効果的である一方で、カウンセリングなどの臨床的なサービスでは措置予防の効果は認

められておらず、具体的な援助を必要としている家族はその二一ズを満たされてからでな

いと家族機能の向上などが認められないことが明らかになつている (Wells,et al.,2000)。

まずは援助者が具体的生活援助とスキル トレーニングに対する重要性を認識し、関係機関

と共に基本的ニーズを満たすための援助を展開していく必要がある。加えて、縦割り行政

の隙間を埋めるような、対象外の二一ズを持つ家族がこばれおちないようなサービス供給

体制の再構築も図られるべきである。

3. Evidence Based Practiceの 意識化

特に市町村では、全体的にケースワーク機能が弱いことは既に述べたが、なかでも援助
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効果の評価については、重要さはわかつていてもなかなか実施が難しいようである。要保

護児童対策地域協議会の個別ケース検討会議においても、関係機関が事前に割り振られた

自分の役割をどう行つたか、家族の現状はどうかを報告し共有することで終わつてしまう

ことが多い。ゆえに、実際に関係機関が行つている援助が効果を表したのか、「家族維持」

のために必要なニーズをきちんと満たせたのか、それとも、ただ単に今は状況が落ち着い

ているだけなのか、区別がつかないままであることが多い。継続して支援を続けている間

に、子どもの成長や、離婚や祖父母との同居などの環境の変化などにより、自然と家族が

落ち着いてしまうこともある。「終わりよければすべてよし」であり、「何事もなく子ども

が元気で大きくなってくれたならよい」という考え方もある (畠山ヮ2010)が、限られた

資源を用いて、家族維持を行つているのだから、効果について評価をし、援助の成果を証

明するべきである。芝野 (2005a)は 、援助を実践する専門職者の役割として、「援助を実

践する手順とそれがもたらす効果をわかりやすく示す責任=accountability(p.22)」 が

あると述べた。また、公的なサービスを用いての援助であるために、その効果を証明する

ことは、丁ax payers(納税者)に対しての責任も果たすこととなる。また、在宅で効果的

な援助を展開できることが証明できれば、子どもを措置するよりも「家族維持」を目的と

した援助を在宅で行つた方が対費用効果を考える上で、効率的だと証明できる。

芝野 (2005b)はバックボーンとなる法的手続きのない日本の児童虐待に対する実践を

「フローチヤー トの書けないフェーズ型の実践」であると述べた。在宅支援においては、

特に、「在宅」という1フ ェーズであるため、「家族維持」の実践もフェーズ型の実践と考

えてよいと思う。そしてそのフェーズの中で始めと終わりの明確な一定期間がなく、子ど

もの成長に合わせて包括的な援助が円環的に展開されていくのが「家族維持」の実践であ

る。そのため、援助の効果は、アウトカムではなく、芝野 (2005b)が述べるように、プロ

セスエビデンスとして、援助者の専門的活動実績で示される。しかしながら、本研究にお

いて、児相 口市町村共に、援助者が示した「正当な努力」は自らの実践の主観的な評価や

価値観にとどまっており、実践の量には強く結び付いていなかつた。援助者は正当な努力

を示すような価値を持ち、高い自己評価をしているが、専門的活動実績としては表わされ

ていなかったのである。「正当な努力」を考える上でも、援助者の「心意気」や「あるべき

姿」だけで「正当な努力」を語るのではなく、客観的に評価してもらえる形で証明する必

要性がある。続けて、芝野 (2005a)は、評価システムのイメージとして、二一ズに対応し

たアセスメント (対象 日問題の把握)→プランニング (問題解決のための援助手続きと契
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約)→インプリメンテーション (プランの実行とモニター)→エヴァリュエーション (援

助の結果の評価)をセットとしてモデル化された実践の手続きのシステム化を提唱した。

本研究で提言する家族維持のためのシステムもこれに倣い、通告受理→調査→リスクアセ

スメント→スクリーニング→ニーズアセスメント→援助計画→援助実施 (サービスのコー

ディネー ト)→援助効果の評価という流れのプロセスにおいて、二―ズアセスメントの結

果とサービス実施の量と質に妥当性があることを評価の基準として、客観的な評価に耐え

うるだけの証拠が出せるようなプロセスを持つたシステムを提案する。また公的サービス

となるため、「家族維持」に対する「正当な努力」を客観的に評価するシステム (独立した

機関による第三者評価および親子分離時の裁判所によるレビュー)があれば、自らの「正

当性」をエビデンスとして証明しようとする動機づけになるだろう。

4。 日本版「家族維持」実践モデルの開発の必要性

芝野 (2002)に よると実践モデルとは対象を絞り込み、具体的な手続きの背後にある考

え方をわかりやすく示すと同時に援助手続きについても具体的に示したものである。

Family Preservationモデルも、アメリカ合衆国において 1980年連邦法 (AACWA)以降パ

ーマネンシープランニングの理念を元に具体的援助手続きを含んだ実践モデルであつた。

しかし、このアメリカの Family Preservationモ デルを日本の在宅支援の特徴である関係

機関との連携、児相と市町村との役割分担を基盤とした援助展開を無視して、そのまま実

践モデルとして採用するのは不可能だろう。様々な市町村の実情にあわせて誂えが可能な

日本版の家族維持実践モデルの開発が急務となつている。

第 2節 本研究の限界

本研究の限界は次の 4点である。1つ目は、質問紙調査 1の全国児童相談所在宅支援担

当児童福祉司に対する調査の実施において、実際に全国で在宅支援を担当している児童福

祉司の母集団の人数が特定できなかったことである。これは在宅支援担当課を設けている

児相が全体の 5.5%しかなく、地域担当として地域の様々な種月1のケースを担当している

ことが多いため、「在宅支援担当児童福祉司」という母集団自体をとらえきることができな

かつた。ゆえに、在宅支援を担当している (したことのある)児童福祉司という解釈にて、

分析結果をとらえることとなった。2つ目は「正当な努力」の操作的定義を行つた変数は、

完全に客観的な指標でなかった点である。質問紙調査の限界上、措置前の尽力度の主観的
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評価はもちろんのこと、援助の実施度総量についても、援助者の主観的な評価の枠からは

出ることができなかった。3つ目は、「措置前の尽力度」および「実施度の総量」に対する

共分散構造モデルの仮説モデルが児相・市町村ともに1モデルのみの検証にとどまつたこ

とである。今回は、研究の主旨より文献レビューと調査結果に基づき「児相・市町村の特

徴」を反映するような仮説モデルに限定して検証を行つたが、より適合度の高い他の仮説

モデルの存在の可能性は否めない。4つ目は、家族維持をテーマとしながらも当事者の家

族からの視点を今回の調査では対象として含むことができなかつたことである。2点日と

も関連するが、それぞれの家族の二一ズとリスクに対して適切なサービスを提供している

かという個別の家族に対する「サービスの質」を今回の調査では直接的に把握することは

できなかった (援助項目にサービスの質を担保するような項目は含まれてはいたが、間接

的な手法にすぎない)。 また、提供されるサービスに対する家族の「満足度」についても、

計り得る手段を今回の調査では含めることができなかつた。

このような今回の調査での限界を踏まえて、今後は家族を対象にして援助内容を分析で

きるようなタイムスタディのような調査デザインにより、サービスの質という視点から「正

当な努力」を検証する調査を計画、実施し、今回の研究を補うことができればと考えてい

る。

第3節 今後の取り組み

提言でも述べたとおり、今後は、本研究で得た知見を生かし、市町村を使い手とし、要

保護児童対策地域協議会に組み込める「家族維持」を目的とした実践モデルの開発に取り

組んでいきたい。その際の開発の手続きとしては、芝野 (2002)による M―D&Dの開発のプ

ロセス (図 11-1)を採用したい。本研究は、M―D&Dでいえばフェーズ I「問題の把握と

分析」にあたる。本研究では、日本の児童虐待ケースに対する在宅支援の現状を把握し、

「家族維持」という視点で分析を行つた。故に、本研究を基礎研究として、次のフェーズ

Ⅱ「たたき台のデザイン」へと実践モデル開発のプロセスを進めていきたいと考えている。

この家族維持実践モデルの「たたき台」はあくまでもプロトタイプとしての「家族維持」

実践モデルであり、全国の個々の市町村の特色や事情にあわせて誂えが可能であるような

ものとし、以降、試行を繰り返し、改良を加え、実践に耐えうるものとしていきたい。
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図 11-1 脚 のプロセス (芝野,2∞2)

本研究でも明らかになったように、児相においても市町本‖こおいても、援助者は「正当

な努力」の概念は持っている。多くの援助者は「できる限り子どもを親から引き離すこと

は避けたい」し、子どもを家庭外措置する時も「できる限りのことをした」と感じてから

措置している。ただ、その「正当な努力」の概念は、「家族維持」という目的をもった実際

の援助行動として実践される必要があるし、その援助を引き出すような環境を設定する必

要がある。その環境こそが、芝野 (2∞2)のいう「プロセティック環境
1」 であると言える。

その環境を現在の要保護児童対策地域協議会を中心とした市町村での援助体制の中に、整

えるための手段として「日本版家族維持実践モデル」を開発できればと考えている。また、

援助の対象となる家族にとっても、家族が「子どもが安全に安心して成長できる場となる

ような」行動を引き出せるような、援助者と家族が「家族維持」と言う目的に向かって協

働できるような環境をもたらす実践モデルとしていきたい。本研究での成果は限定された

ものであるし、ここで述べた提言は短期間では実現は不可能かもしれないが、本研究の成

1芝
野 (2∞2)は プロセティック環境を「結果事象を意図的に操作し、行動と弁別刺激・結果事象と

の間にある随伴の仕組みを変えることによって、失われたと思われている好ましい行動や十分に学
習する機会がなかった好ましい行動の出現順位を高めるように作られた環境である(p.95)」 と定義
しているが、本稿では「好ましい行動を引き出す環境」として理解し、使用している。

フ ェ ー ズ I

11:j地璽σ)キ巴夕七ミと う)夕千

フ ェ ー ズ III

試 行 と 改 良

202



第 11章 提言 日本研究の限界・今後の取り組み

果が一人でも多くの子どもが家族とともに安全で安心して暮らせる実践に役立つことを願

いながら、今後の研究につなげていきたいと考えている。
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おわりに

私がこの「家族維持」という実践をテーマに研究を始めたきっかけは、15年前に大学院

修士課程での 2年間の実習で養護施設での子どもたちに出会ったことでした。「うちのお母

さんのカレーは世界で一番おいしいねんで !」「うちのお父さんはとてもやさしくて力持ち

やねん !」 。特に小学生の子どもたちは、実習生である筆者に対して、自分のお父さん、お

母さんがいかに素晴らしいか、ということを競うようにして話してくれました。だからこ

そ、その子たちの措置理由が虐待によるものであつたことを知った時はとてもショックで

した。毎年七夕では「お母さんと一緒に住みたい」「お父さんに会いたい」と書かれた短冊

がたくさん笹に飾られました。

実習していた 2年間、この子たちはどれだけひどいことをされても親を愛することをや

めないのだと痛切に感じました。だからこそ、どうしてこの子たちは家族と引き離されて、

施設で生活しなくてはいけなかったのか?それまでに1可かできることはなかったのか?こ

の子たちが施設に措置されたとしても、親が変わらなければ新しい子どもが生まれれば、

同じことではないのか?それらの疑間が、この「家族維持」というテーマに興味を持つた

原点でした。

アメリカにFamily Preservationと いう実践プログラムがあるということを知って、実

際、その実践を現地で学びたいと思いました。いつか、日本でもなるべく多くの子どもた

ちが家族から引き離されることなしに安全に生活できるために、自分がアメリカで学んで

来ることができればと思いました。そうでないと、私が実習先で出会った子どもたちに申

し訳ないと思つたのです。

シカゴ市内で実際に Family Preservationの ワーカーとして、シカゴ市内南部 口西部地

域に家庭訪間を始めた時は、アメリカの児童虐待ケースの酷さを身にしみて感じました。

「明日、訪間するまでに担当している子どもが無事でいますように…」と祈らずにいられ

ない夜がたくさんありました。在宅で家族を支援することのワーカーのプレッシャーが自

分でワーカーをしてみて痛いほどわかりました。「こんな親のもとで育つたら、子どもがダ

メになるわ !」 とその場から子どもを連れて帰りたい衝動に駆られた時もありました。

それでも、私は世界でたつた一組のお父さん・お母さんを子どもから取り上げる権利は

誰にもないと信じています。引き離さないといけないときは、「できる限りのことをした。

それ以外に仕方がなかった」と援助者として胸をはつて言えるときでなくてはいけないと

信じています。もちろん、現場の方々は身の切るような思いで、それを決断されるのでし
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ょう。私もシカゴでの短いワーカー時代に、2回、子どもの措置を裁判所に申し出ました。

裁判所で泣きじゃくる子どもたちを見て、身を切られるような思いをしました。「自分がし

た決断が本当に正しいものだつたのか」とその夜は眠れないくらい悩みました。

この研究は研究としては本当に拙いものです。ただ、私が 1995年の夏に初めて児童養護

施設に踏み入れてから、ずっと自分のこだわってきた「家族維持」を博士論文として、「研

究」としてやっと一つの形にできました。この論文は、私にとって、ソーシャルワーカー

として、研究者としての、家族維持に対する「正当な努力」の形です。

畠山 由佳子
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資料 1。 市区町村質問紙回答者の属性

付図 1-1市町村調査における第 1部の回答者の回答者数

付図 1-2 市町村調査における第 1部の回答者の職種 (1市町村につき回答者は複数可)

付図 1-3 市町村調査における第 1部の回答者の属性 (勤務形態 1)

付図 1-4 市町村調査における第 1部の回答者の属性 (勤務形態 2)

付表 1-5 市町村調査における第 1部の回答者の属性 (所有資格・複数回答)

付図 1-6 市町村調査における第 1部と第 2部共通の回答者数

付図 1-7 市町村調査における第 2部の回答者数

付図 1-8 市町村調査における第 2部の回答者の職種 (1市町村につき回答者は複数可)

付図 1-9 市町村調査における第 2部の回答者の属性 (勤務形態 1)

付図 1-10 市町村調査における第 2部の回答者の属性 (勤務形態 2)

付表 1-11 市町村調査における第 2部の回答者の属性 (所有資格 )

資料 2.市町村調査における援助の主体 (主体別)50%までの援助項目 (実施度 4,5と 実

施度 1)

付表 2-1 保健センター

付表 2-2 保健所

付表 2-3 医療機関 (精神科含む)

付表 2-4 精神保健センター

付表 2-5 保健・医療・精神保健分野 その他

1       付表 2-6 障害児地域療育等支援事業

付表 2-7 知的障害者更生相談所・身体障害者更生相談所

1       付表 2-8 発達障害児支援センター

付表 2-9 市町村 (障害相談担当課)

|

付表 2-10 障害分野 その他

付表 2-11 地域子育て支援センター

付表 2-12 保育所

付表 2-13 育児支援家庭訪間事業

付表 2-14 児童館・子育てひろば事業

付表 2-15 ファミリーサポー トセンター



付表 2-16 児童養護施設等の児童福祉施設

付表 2-17 児童家庭支援センター

付表 2-18 家庭児童相談室

付表 2-19 児童相談所

付表 2-20 主任児童委員・民生委員

付表 2-21 市町村 (児童相談窓口)

付表 2-22 子育て支援・児童相談分野 その他

付表 2-23 学校 口幼稚園 (教育委員会)

付表 2-24 教育相談室・教育センター ロ教育研究所

付表 2-25 教育分野 その他

付表 2-26 法律事務所 口弁護士

付表 2-27 警察

付表 2-28 保護司

付表 2…29 法律 口人権分野 その他

付表 2-30 母子自立支援員

付表 2-31 地域生活支援センター

付表 2-32 市町村 (生活保護担当課)

付表 2-33 ヘルパーサービス

´ 付表 2-34 社会福祉協議会

ホナ豪曼2-35  NPO

付表 2-36 その他の分野 その他

資料 3.仮説 7、 仮説 8 共分散構造分析による REに対する仮説の検証

1.措置前の尽力度と児相・市町村の援助者の意識・環境についての仮説モデルの検証 (仮

説 7)。

付図 3-1 児相 家族維持の尽力度仮説モデル

付図 3…2 児相 家族維持の尽力度の共分散構造モデル図

付図 3-3 市町村 家族維持尽力度仮説モデル

付図 3-4 市町村 家族維持の尽力度の共分散構造モデル



2.援助者がおこなった家族維持を目的とした援助の総量 (実施度合計)と児相・市町村

の援助者の意識・環境についての仮説モデルの検証 (仮説 8)。

付図3-5 児相 家族維持のための援助実施度合計仮説モデル

付図3-6 児相 家族維持のための援助実施度合計共分散構造モデル

付図3-7 市町村 家族維持のための援助実施度合計仮説モデル

付図 3-8 市町村 家族維持のための援助実施度合計共分散構造モデル

資料 4口 仮説9 多母集団同時分析による検証

付図 4-1 多母集団同時分析の結果 児相実施度合計モデル 親子分離は最後の手段グル

ープ

付図 4-2 多母集団同時分析の結果 児相実施度合計モデル 親子分離は対応の一方法グ

ループ

付図 4-3 多母集団同時分析の結果 市町村実施度合計モデル 親子分離は最後の手段グ

ループ

付図 4…4 多母集団同時分析の結果 市町村実施度合計モデル 親子分離は対応の一方法

グループ

資料 5。 質問紙

質問紙 1.「児童相談所における児童福祉司による児童虐待ケース在宅支援の実態及び意見

調査」

質問紙 2-1.「市町村における児童虐待ケース在宅支援の実態および意見調査」第 1部「児

童虐待ケースに対する援助 (支援)の状況について」

質問紙 2-2.「市町村における児童虐待ケース在宅支援の実態および意見調査」第 2部「児

童虐待ケースにける在宅支援に対する意見について」



資料 1。 市区町村質問紙回答者の属性

付日 1-1市町村調査における第 1部の回答者の回答者数

第1部回答者人数

事務職 ,6,そ の他 ,

0。4%_52,3。 7%

保育士
,

14,

1。0% 保

第1部回答者職種

付日 1‥2 市町村調査における第 1部の回答者の職種 (1市町村につき回答者は複数可)



第1部回答者属性 勤務形態1

644,46.3%

746,53。 7%

付日 1-3 市町村調査における第 1部の回答者の口性 (勤務形態 1)

付口 1-4 市町村調査における第 1部の回害者の口性 (勤務形態2)

第1部回答者属性 勤務形態2

614,44.5%

766,55.5%



付図 1-6

資格種 別 合 計   (%)
社 会 冨祉 士 66     4。 1%
精 神 呆健 福 祉 士 29 1。8%

心 理 職 [臨床 心 理 士 等 ) 26 1。 6%

教 許 283    17。5%
保 師 229    14。 1%
土会 冨祉 主 事 の 任 用 資 格 261     16。 1%
呆育 士 191     11。8%
その他 74     4。 6%

資 格 な し 460    28.4%

合 計 1619   100。0%

付表 1-5 市町村目査における第 1部の回答者の口性 (所有資格・複数回答)

第■部・第 2部共通 回答者数

市町村田査における第 1部と第 2部共通の回答者数

4人,10,1.四

3A,68,8。 0% 0人,66,7.7%

1人 ,528,62。 0%



「~

6人 以上 ,5,

0.5%

3A,79,8.5%

1人 ,614,66.5%

第2部 回答者数

市町村調査における第 2部の回答者数

第2部回答者職種

回答なし,164,

その他,54,3.7%    11.4%

事務職,5,0.3%

相談員等直接援
助職,382,26.5%

保育士,13,0.9%

保健師,84,5.8%

管理職,739,51.3%

付日 1-8 市町村調査における第 2部の回答者の職種 (1市町村につき回答者は複数可)



第2部回答者属性 勤務形態 1

付図 1…9 市町村調査における第 2部の回答者の属性 (勤務形態 1)

第2部回答者属性 勤務形態2

636,48。 6%
673,51.4%

付図 1-10 市町村調査における第 2部の回答者の属性 (勤務形態 2)



2部回答者属性
資格種別 合 計 (%)

社会福祉士 4.0%

精神保健福祉士 26 1.7%

心理職[臨床心理士等 ) 33 2.2%

教諭 294 19.2%

保健師 202 13.2%

社会福祉主事の任用資格 233 15.2%

保育士 204 13.3%

その他 82 5.3%

資格なし 399 26.0%

合計 1534 100.0%

付表 1…11 市町村調査における第 2部の回答者の属性 (所有資格 )



資料 2

市町村調査における援助の主体 (主体別)50%ま での援助項目

1)

(実施度 4,5と 実施度

ア.保 健センター (実 施度4,5) ア.保 健センター実施度 1

機1助 :輌籠| 攪:割:“ | 療辞 籠:助1環■ 曇:覇:% 1緊岸■:

6.援 助者としての責任を証明するために自分が行つた

援助を文書に記録しておく。
5.75% ,7J〃

37.保護者にペアレントトレーニング (親 業)プ ログラムを紹
介する。

8.86% 8.86%

11.援 助者は家族に対して忍耐強く対応する. 5,19% /aθィ% 36.保護者や子どもの状態を医師と協議する。 7.91% 16.77%
26.定 期的に家族に接触する。 4.91% ノιlθJZ 5保護者や子どもの通院に同伴する。 7.81% 24.58%

10_家 族に医療機関 (病 院、医師等 )を紹介する。 4.88% ′θ.7θZ
13医療機関で保護者が充分な説明を受けられるよう配慮
する。

770% 32.28%

19.家 庭を訪問し、家族の生活の場で援助活動をおこ
なう。 4.30% ′JθθZ 10家 族に医療機関 (病 院、医師等 )を紹介する。 527% 37.55%

4.保 護者が子どもに対して肯定的な視点を持つことが
できるように働きかける。 371% ′θアイZ 57医療費の控除の申請を援助する。 4.11% 41.67%

27_家 族が必要としているスキル(生 活・養育技術等)

を、例を用いて家族にわかりやすく説明する。 331% θ′θJ% 35保護者に他の親と交流する機会を与える。 4.01% 45.68%

18.家 族が必要なとき、自分自身で利用できるよう
に、地域の資源とつなげておく。 3.21% θJ′∂Z

24.保 護者と子どもが一緒に楽しめるような娯楽活動を企
画するのを手伝う。

3.48% 49.16%

58.保 護者が困つていることを口にしたタイミングを逃
さず、必要なサービスにつなぐ。 3.19% θaィJz

55.住居設備 (修 繕・安全面の確認など)に 対する助言・援
助をおこなう。

3.16% 52.32%

36.保 護者や子どもの状態を医師と協議する。 3.16% イア.∂ /Z

20.地 域の機関から家族の情報を収集する。 3.11% イイ.7′Z

21.学 校教論・幼稚園教諭・保育士と子どもの状況に
ついて協議する。 306% イス7θZ

54_家 庭訪間を行い、在宅で暮らしていくためには、家
族が何を必要としているかをアセスメントする。

2.98% Jθ 7∂Z

付表 2-1 保健センター

イ.保 健 所 (実 施 度 4,5) イ_保 健所 (実 施度1)

付表 2-2 保健所

‐ウ.医療機関 (精 神科含む)

実施度4,5

付表 2-3 医療機関 (精神科含む)

震:購:項僣: 第計 | 1選:勤:瑾週 獲|■196● 緊 計

10.家 族に医療機関 (病 院、医師等 )を紹介する。 12.70% ノZλ 7θ %
13医療機関で保護者が充分な説明を受けられるよう配慮
する。

14.88% 14.88%

13.医 療機 関 で保 護 者 が 充 分な説 明を受 けられ るよう
配慮 する。

6.45% ノ
`λ

ノJ〃
37.保護者にペアレントトレーニング (親 業 )プ ログラムを紹
介する。

13.64% 28.51%

36.保 護者 や子 どもの状 態を医師 と協 議する。 6.14% ′J′θ〃 36.保 護者や子どもの状態を医師と協議する。 9.50% 38.02%
11.援 助者 は 家族 に対 して忍耐強 く対応 する。 ′aθ /〃 10.家 族に医療機関 (病 院、医師等 )を紹介する。 9.09% 7.11%
6.援 助者としての責任を証明するために自分が行つた
援助を文書に記録しておく。

4.47% θイθイ″ 5保護者や子どもの通院に同伴する。 7.85% 54.96%

56_危 機的な状況の時には、児童相談所と連携し、一

時保護等を使い 凍ヽやかに危機弁同辞する^

437% θa//〃

19.家庭を訪問し、家族の生活の場で援助活動をおこ
なう。 416% イ2θ ア〃

26.定 期 的 に家族 に接触 する。 395% ィa∂′〃

21.学 校教諭・幼稚園教諭・保育士と子どもの状況に
ついて協議する。

302% イθθイ%

38.地 域の他の関係機関の援助者に家庭訪間を依頼
する。 2.71% J2JJ%

ウ.医療機関 (精神科含む)

実施度 1

13.医 療機 関で保 護者 が 充分な説 明を受 けられ るよう
19.67%

13医 療機関で保護者が充分な説明を受けられるよう配慮
する。

や子どもの状態を医師と 36.61% 36保護者や子どもの状態を医師と協議する。
56.危 機 的な状 況 の 時 には 、児童 相 談所 と連 携 し、一

45.35% 57医療費の控除の申請を援助する。

10.家 族に医療機関 (病 院、医師等 )を紹介する。 52.45%

工.精神保健センター

(実施度4,5)
工.精神保健センター

(実施度 1)

援1簿1霞着II 壼1鶴196■ | 【評I 機1助1項■| 田:覆:雑 緊 計
=

10。 家族に医療機関 (病 院、医師等)を紹介する。 24.53% ′4Jθ〃
13医 療機関で保護者が充分な説明を受けられるよう配慮
する。

20.00% 20.00%

13_医 療機 関 で保 護者 が 充分 な説 明を受 けられ るよう
配 慮する。

16.98% イ/.Jノ 〃10.家 族に医療機関 (病 院、医師等 )を 紹介する。 16.67% 36.67%

36_保 護 者 や子 どもの状 態を医師 と協 議する。 13.21% 」イ72% 36.保 護者や子どもの状態を医師と協議する。 13.33% 50.00%

付表 2-4 精神保健センター



6.援 助者としての責任を証明するために自分が行つた 37保護者にペアレントトレーニング (親 業 )プ ログラムを紹

介する。
10.23% 10.23%

10_家 族に医療機関 (病 院、医師等 )を紹介する。 36.保 護者や子どもの状態を医師と協議する。

19.家 庭 を訪 問 し、家族 の生 活 の 場で援 助活 動 をおこ
22.73%ノθ θJZ

13医療機関で保護者が充分な説明を受けられるよう配慮
する。

11.援 助者は家族に対して忍耐強く対応する。 10家 族に医療機関 (病 院、医師等 )を紹介する。 27.27%′イ.JイZ

26.定 期的に家族に接触する。 ′θ.θイZ
24保護者と子どもが一緒に楽しめるような娯楽活動を企
画するのを手伝う。

31.82%

4.保 護者が子どもに対して肯定的な視点を持つことが 33家 に食料が十分確保されているかどうか、入手手段は
あるのかを確認をする。

21.学 校教諭・幼稚園教諭・保育士と子どもの状況に
57.医療費の控除の申請を援助する。 40.91%

58_保 護者が困つていることを口にしたタイミングを逃
―ビスにつ

5保 護 者 や 子 どもの 通 院 に同 伴 す る。 44.32%

3.援 助 終結 後も、家族 が再 び同じ状 態 に戻つていない
39.頼 りにできるような親威等を探し出し、協力してもらう。 47.73%

13_医療機関で保護者が充分な説明を受けられるよう
51.14%43.子 どもに対するリスクアセスメントを継続して行う。

8.家 族をどのように資源やサポーHこ結びつけるかの

付表 2-5 保健・医療・精神保健分野 その他

力.障害児地域療育等支援事業 (実施度4,5) 力.障害児地域療育等支援事業 (実施度 1)

11.援 助者 は家 族 に対 して忍耐 強 く対応 する。
37.保 護者にペアレントトレーニング (親 業 )プ ログラムを紹
介する。

35.71% 35。71%

10.家 族 に医療機 関 (病 院 、医師 等 )を紹 介する。 5.保 護 者 や 子 どもの 通 院 に同伴 す る。

19.家庭 を訪問 し、家 族 の生 活 の場で援 助 活 動 をおこ

.保 護 者 が子 どもに対 して肯 定 的な視 点を持つことが
2964%

家族 をどのように資源 やサポー Hこ結 びつけるかの

60家 族 が 自身 の リスクに気付 く術と、それ に対する
46.32%

5保護者 や子 どもの通 院 に同伴する。 5002%

付表 2-6 障害児地域療育等支援事業

キ.知 的障害者更生相談所・身体障害者更生相談所(実 施度4,5)キ .知 的障害者更生相談所・身体障害者更生相談所(実 施度 1)

付表 2-7 知的障害者更生相談所・身体障害者更生相談所

2667% 26.67%
61 保護者の求職のための具体的な準備 (履 歴書を一緒
に書く、面接の練習等 )を 手伝う。

9.保 護者に対して求職に関する情報を得る援助をす
9保 護者に対して求職に関する情報を得る援助をする。 46.67%

30.す でに保護者とつながっている関係機関に保護者
が必要としているサービス

37保護者にペアレントトレーニング (親 業 )プ ログラムを紹

介する。
13.33%

16.面 接等を通して、保護者に虐待した原因について

60_家 族 が 自身 の リスクに気付 く術と、それ に対する 36.保 護 者 や 子 どもの 状 態 を医 師 と協 議 す る。

5.保 護者 や子 どもの通院 に同伴 する。
13医療機関で保護者が充分な説明を受けられるよう配慮
する。

18.67%

13.医 療 機 関 で 保 護 者 が 充 分 な 説 明 を受 け られ るよう
25.33%

27.家 族 が 必 要 として いるスキ ル (生 活・養 育 技 術 等 )を 、
例 を用 いて家 族 にわ か りや す く説 明 す る。

4.保 護 者 が子 どもに対 して肯 定 的な視 点を持つことが
30.67%

24.保 護者と子どもが一緒に楽しめるような娯楽活動を企
画するのを手伝う。

6.援 助 者 としての 責任 を証 明するために自分 が行 つた
34.67%

61.保 護 者 の 求 職 の ため の 具 体 的 な準 備 (履 歴 書 を一 緒
に書 く、面 接 の 練 習 等 )を 手 伝 う。

8.家 族 をどのように資源 やサポー Hこ結 びつけるかの
38.67%

37.保 護 者 にペア レントトレー ニング (親 業 )プ ログラム を紹

介 す る。

10.家 族 に 医 療 機 関 (

27.家 族 が 必要 としているスキル (生 活・養 育 技術 等 )
46.67%

30_す でに保護 者 とつながっている関係 機 関 に保 護者
50.67%

付表 2-8 発達障害児支援センター



10.家 族 に医療 機 関 (病 院 、医師 等 ) 57医療費の控除の申請を援助する。 22.55% 22.55%

57.医 療費の控除の申請を援助する。 13,73% 36.27%17.02%
61 保護者の求職のための具体的な準備 (履 歴書を一緒

の練習等 )を 手

6.援 助者としての責任を証明するために自分が行つた
12家計の管理を保護者ができるように援助する。 46.08%22.46%

58.保 護者 が 困っていることを口にしたタイミングを逃 13医 療機関で保護者が充分な説明を受けられるよう配慮
する。

53.92%27.37%

18.家 族が必要なとき、自分自身で利用できるよう
に、地域の資源とつなげておく。 3175%

11.援 助者は家族に対して忍耐強く対応する。 35.79%

30.す でに保護者とつながつている関係機関に保護者
39.82%

8.家 族 をどの ように資源 やサポー Hこ 結 びつけるか の

全体 的な援 助計 画 を作 成 していく。
43.68%

22_地 域 の 民生児童 委 員 に協 力を要 請する。 47.02%

36.保 護者や子どもの状態を医師と協議する。 50.35%

付表 2-9 市町村 (障害相談担当課 )

付表 2-10 障害分野 その他

60。 家族 が 自身の リスクに気付 く術と、それ に対する
34.21% 9保 護者に対して求職に関する情報を得る援助をする。34.21%

10。 家族に医療機関 (病 院、医師等 ) 42.11% 15衣服や学用品の提供・確保の援助をおこなう。

12.家 計の管理を保護者ができるように援助する。 47.37% 20地域の機関から家族の情報を収集する。 23.08%
13.医 療機関で保護者が充分な説明を受けられるよう 26定期的に家族に接触する。 30.77%5263%

28生活保護等の申請を援助する.

36保護者や子どもの状態を医師と協議する。 46.15%
37保護者にペアレントトレーニング (親 業 )プ ログラムを紹

53.85%

35.保 護者 に他 の親 と交流 する機会 を与 える。
24.保 護 者 と子 どもが 一 緒 に楽 しめ るような娯 楽 活 動 を企

画するのを手伝う。
27.58%

50.子 育 て の 負 担 を軽 減 す るた め の 家 事・育 児 支 援 35.保 護 者 に他 の 親 と交 流 す る機 会 を与 える。 14.76% 42.34%

24.保 護者 と子 どもが 一緒 に楽 しめるような娯楽 活 動 37保護者にペアレントトレーニング (親 業)プ ログラムを紹
介する。

51.81%

45_保 育サービス、学童 サービスの利 用 のための手続
きを援 助する。

4保護 者 が子 どもに対 して肯 定的な視 点を持 つことが

18.家 族 が必要 なとき、自分 自身で利 用 できるよう
に、地域 の 資源 とつなげておく。

11援 助 者 は家族 に対 して忍 耐 強く対 応 する。 イ47θ″

60.家 族 が 自身の リスクに気付 く術 と、それ に対 する

58.保 護 者 が困つていることを口にしたタイミングを逃
Jノ .7θZ

付表 2-11

シ.保育所(

地域子育て支援セ ンター

施度4,5)

4.保 護者が子どもに対して肯定的な視点を持つことが
10,75% 10.75%

24保護者と子どもが一緒に楽しめるような娯楽活動を企
画するのを手伝う。

21.学 校教諭・幼稚園教諭・保育士と子どもの状況に
17.40% 2見 本となる大人の姿を援助者が子どもに見せる。 11.43% 26.43%

45.保 育 サービス、学 童 サービスの利用 のための手 続
23.88%

29保護者が通院・入院している間、子どもの保育ケアを

確保する。
10.71% 37.14%

11.援 助者 は家族 に対 して忍耐 強 く対 応する。
59子どもを学校・幼稚園・保育園に送迎するサービスの

利用を援助する
29_保 護者が通院・入院している間、子どもの保育ケ

51 子どもの気持ちを代弁して保護者に伝える。

51.子 どもの 気持ちを代弁 して保 護者 に伝 える。 42.28%

2_見 本 となる大 人 の姿 を援 助 者 が子どもに見 せ る。

3.援 助 終結 後も、家族 が再 び同じ状態 に戻つていない

付表 2-12 保育所



実施度 4、 5)

付表 2-13 育児支援家庭訪間事業

19.家 庭を訪問し、家族の生活の場で援助活動をおこ
11.97%

50子育ての負担を軽減するための家事・育児支援サー

ビスに家族をつなぐ。

27.家 族が必要としているスキル (生 活・養育技術等 )

18.63% 2見 本となる大人の姿を援助者が子どもに見せる。 16.41%

50.子 育ての負担を軽減するための家事・育児支援
2506% 5保 護者や子どもの通院に同伴する。 24.22%

54.家 庭訪間を行い、在宅で暮らしていくためには、家
2971%

19.家 庭を訪問し、家族の生活の場で援助活動をおこな
29.69%

11_援助者は家族に対して忍耐強く対応する。 34.15%
27家族が必要としているスキル (生 活・養育技術等 )を 、

例を用いて家族にわかりやすく説明する。
35,16%

26.定 期 的 に家族 に接触 する。 3836%
37保護者にペアレントトレーニング (親 業 )プ ログラムを紹

4.保 護者が子どもに対して肯定的な視点を持つことが
4235% 15衣 服や学用品の提供・確保の援助をおこなう。 4531%

45.保 育サービス、学童サービスの利用のための手続
4634%

29保護者が通院・入院している間、子どもの保育ケアを

確保する。
49。22%

2.見 本となる大人の姿を援助者が子どもに見せる。 49.45% 35保護者に他の親と交流する機会を与える。 53.13%

や子 どもの 通院 に同伴する。 52.55%

・子育てひろば

35.保 護者 に他 の親 と交流 する機会 を与 える。 27.85% 27.85%
24保護者と子どもが一緒に楽しめるような娯楽活動を企
画するのを手伝う。

62.77% 62.77%

24.保 護者と子どもが一緒に楽しめるような娯楽活動
20.68% 48.52%

45.保 育 サービス、学 童 サービスの利 用 のための手続
11.39% 5992%

付表 2-14 児童館・子育てひろば事業

付表 2-15 ファミリーサポー トセンター

付表 2-16 児童養護施設等の児童福祉施設

ソ.ファミリーサポートセンター (実施 ファミリーサポートセンター(実 施度1)

59.子 どもを学校 口幼稚園・保育園に送迎するサービス
3153%

59.子 どもを学校・幼稚園・保育園に送迎するサービスの

利用を援助する。
26.14% 26.14%

29.保 護者が通院・入院している間、子どもの保育ケ
20.38% 5191% 5保護者や子どもの通院に同伴する。 13.73% 39.87%

24.保護者と子どもが一緒に楽しめるような娯楽活動を企
画するのを手伝う。

11.11% 50,98%

60.家 族 が 自身の リスクに気付 く術 と、それ に対する 29保護者が通院 日入院している間、子どもの保育ケアを

確保する。
35。 71%

15衣服や学用品の提供・確保の援助をおこなう。 46.43%
4保 護者が子どもに対して肯定的な視点を持つことができ
るように働きかける。

庭支援センター

60.家 族が自身のリスクに気付く術と、それに対する
33.65% 33.65%

37保護者にペアレントトレーニング (親 業 )プ ログラムを紹

介する。
10.17% 10.17%

56.危 機 的な状 況の 時 には 、児童相 談 所 と連 携 し、一 61.保 護者の求職のための具体的な準備 (履 歴書を一緒
に書く、面接の練習等 )を 手伝う。

18.64%

18.家 族 が 必要なとき、自分 自身で利 用 できるよう
に、地域 の 資源 とつなげておイ。 39.53%

24保護者と子どもが一緒に楽しめるような娯楽活動を企
画するのを手伝う。

24.58%

20_地 域の機関から家族の情報を収集する。 42.27%
29保護者が通院・入院している間、子どもの保育ケアを
確保する。

30.51%

21.学 校教諭・幼稚園教論・保育士と子どもの状況に
45.01% 9保 護者に対して求職に関する情報を得る援助をする。 35.59%

6_援 助者としての責任を証明するために自分が行つた
47.61% 2見 本となる大人の姿を援助者が子どもに見せる。 39.83%

11_援 助者 は家族 に対 して忍 耐強 く対 応する。 50.21%
8家族をどのように資源やサポーHこ 結びつけるかの全体

助 計 画 を作 成 していく。
44.07%

17家 族と共に日標を設定する。 48.31%
35保護者に他の親と交流する機会を与える。

付表 2-17 児童家庭支援センター



6.援 助者としての責任を証明するために自分が行つた 1 保護者の求職のための具体的な準備 (履 歴書を一緒
に書く、面接の練習等 )を 手伝う。

56.危 機的な状況の時には、児童相談所と連携し、一 37保護者にペアレントトレーニング (親 業)プ ログラムを紹

介する。
16.97%

は家族に対して忍耐強く対応する 13.98% 5保 護者や子どもの通院に同伴する。

21.学 校教諭・幼稚園教諭・保育士と子どもの状況に
1824% 家族をどのように資源やサポー Hこ 結びつけるかの全体

的な援助計画を作成していく。
24.71%

60.家 族 が 自身の リスクに気付 く術と、それ に対する 4.保護者と子どもが一緒に楽しめるような娯楽活動を企
画するのを手伝う。

22.地 域の民生児童委員に協力を要請する。 25.36% !7家 族と共に日標を設定する。 31.76%

26.定 期的に家族に接触する。 28.88% 46.定 期的に援助効果の評価を行う。 35,13%

4.保 護者が子どもに対して肯定的な視点を持つことが
32.26% 51.子 どもの気持ちを代弁して保護者に伝える。

20。 地域の機関から家族の情報を収集する。 3554% 41.85%
60.家族が自身のリスクに気付く術と、それに対する適切

な対応を教える。

58.保 護 者 が 困つていることを口にしたタイミングを逃
35.保護者に他の親と交流する機会を与える。 4487%

18.家 族 が 必要なとき、自分 自身で利 用 できるよう

に、地域 の 資源 とつなげておく。
55.住居設備 (修 繕・安全面の確認など)に 対する助言・援

助をおこなう。

45.保 育サービス、学童サービスの利用のための手続
50.76%

59。 子どもを学校・幼稚園・保育園に送迎するサービスの

利用を援助する。

8_家 族 をどの ように資源 やサポー Hこ 結 びつけるか の
50.17%

付表 2-18 家庭児童相談室

テ.児 童相 所 (実施度 4、 5)

付表 2-19 児童相談所

6.援 助者としての責任を証明するために自分が行つた
13.65%

37保護者にペアレントトレーニング (親 業 )プ ログラムを紹

介する。
13.65%

21.学 校教諭・幼稚園教諭・保育士と子どもの状況に 16面 接等を通して、保護者に虐待した原因について内省さ
せる。

18.86%

11.援 助者は家族に対して忍耐強く対応する。 42(ケ ースの状況を見て)虐 待の告知を行う。 24.01%

42.(ケ ースの状 況を見 て )虐 待の 告 17家 族と共に目標を設定する。

26.定 期 的 に家族 に接触 する。 22.64%
60家族が自身のリスクに気付く術と、それに対する適切

な対応を教える。
32.91%

16.面 接等を通して、保護者に虐待した原因について
26.75% 36保護者や子どもの状態を医師と協議する。 36.86%

56.危 機 的な状 況の 時 には 、児童 相 談 所と連 携 し、一 8家 族をどのように資源やサポー Hこ 結びつけるかの全体
的な援助計画を作成していく。

43.子 どもに対するリスクアセスメントを継続して行う。
29.保 護者が通院・入院している間、子どもの保育ケアを

43.28%

54.家 庭訪間を行い、在宅で暮らしていくためには、家

るヽかをアセスメン 3793% 5保 護者や子どもの通院に同伴する。 46.22%

20.地 域の機関から家族の情報を収集する。 41.31% 49,16%39.頼 りにできるような親戚等を探し出し、協力してもらう。

60.家 族が自身のリスクに気付く術と、それに対する
44.62% 43.子 どもに対するリスクアセスメントを継続して行う。

家族 をどのように資源 やサポートに結 びつけるか の
47.88%

17.家族 と共 に 目標 を設 定する。 51.13%

卜.主 任児童

20。 地域の機関から家族の情報を収集する。 11.74% 11.74%
61 保護者の求職のための具体的な準備 (履 歴書を一緒
に書く、面接の練習等 )を 手伝う。

38.地 域の他の関係機関の援助者に家庭訪間を依頼 33.家 に食料が十分確保されているかどうか、入手手段は

あるのかを確認をする。
15.22%

26.定 期的に家族に接触する。 2354% 28生活保護等の申請を援助する。 21.74%

28_生 活保護等の申請を援助する。
3援 助終結後も、家族が再び同じ状態に戻つていないか
フォローアップする。

27.61%

3_援 助終結後も、家族が再び同じ状態に戻つていない
34.34% 52住 居探しを手伝う。 33.48%

60_家 族 が 自身の リスクに気付 く術 と、それ に対する
39.34% 5保 護者や子どもの通院に同伴する。 37.83%

33.家 に食料が十分確保されているかどうか、入手手
44.24%

24保護者と子どもが一緒に楽しめるような娯楽活動を企
画するのを手伝う。 42.17%

19.家庭を訪問し、家族の生活の場で援助活動をおこ
48.64%

55住居設備 (修 結・安全面の確認など)に 対する助言・援
助をおこなう。

46.52%

22.地 域 の 民生児童 委 員 に協 力を要 請する。 39頼 りにできるような親戚等を探し出し、協力してもらう。

付表 2-20 主任児童委員・民生委員



町村 (児童相談窓口)(

56危 機 的な状 況 の時 には 、児童 相 談 所 と連 携 し、一 57医療費の控除の申請を援助する。

21 学校 教 諭・幼 稚 園教 論 口保 育 士と子 どもの状 況 に
//θイ〃

59.子 どもを学校 口幼稚園・保育園に送迎するサービスの

利用を援助する。
11.05%

6援助 者 としての責任 を証 明するために自分が 行つた 61 保護者の求職のための具体的な準備 (履 歴書を一緒
に書く、面接の練習等 )を 手伝う。

15.95%

45.保 育 サービス、学 童 サービスの利 用 のための手続
′/.Jθ Z 52住 居 探 しを手 伝 う。

22地 域 の民生 児童 委 員に協 力を要 請する。 ′θ θJ″
37保護者にペアレントトレーニング (親 業)プ ログラムを紹
介する。

25.10%

20地 域 の機 関 か ら家族 の情 報 を収 集 する。
55住居設備 (修 繕・安全面の確認など)に 対する助言・援
助をおこなう。

28.97%

11援 助 者 は家族 に対 して忍 耐 強く対 応 する。 46定期的に援助効果の評薔を行う。

58保 護者が困つていることを口にしたタイミングを逃
―ビスにつ

8家 族をどのように資源やサポートに結びつけるかの全体
的な援助計画を作成していく。

35.58%

8.家 族 をどのように資源 やサ ポー トに結 びつけるか の
ィaィィ〃 9保 護者に対して求職に関する情報を得る援助をする。 38.75%

18_家 族 が必要 なとき、自分 自身で利 用 できるよう
に、地域 の 資源 とつなげておく。 イユ′θ″

29.保 護者が通院・入院している間、子どもの保育ケアを
確保する。

41.87%

50.子 育 ての負担 を軽 減 するための 家事・育 児 支援

サービスに家族 をつなぐ。
39.頼 りにできるような親戚等を探し出し、協力してもらう。 44.98%

26.定 期 的 に家 族 に接触 する。 28.生 活保護等の申請を援助する。 47.97%

19.家 庭 を訪 問 し、家族 の生 活の場 で援 助活 動 をおこ
Jノ /2Z

50.子育ての負担を軽減するための家事・育児支援サー
ビスに家族をつなぐ。

付表 2-21 市町村 (児童相談窓口)

付表 2-22 子育て支援・児童相談分野 その他

野 (実 施 度 4、 5) 育て支援・児

60.家 族 が 自身 の リス クに気 付 く術 と、それ に 24保護者と子どもが一緒に楽しめるような娯楽活動を企
画するのを手伝う。

21.学校 教 綸・幼 稚 □ 教 綸・保 育 士 と子 どもの
1204% 52住 居 探 しを手 伝 う。 14.29%

6.援 助 者 としての 責 任 を証 明するため に 自分 が
15.72%

59子 どもを学 校・幼 稚 園・保 育 園 に送 迎 す るサ ー ビスの

利 用 を援 助 す る。
21.43%

8.家 族 をどの ように資 源 や サ ポー Hこ 結 びつ け

か の 全 体 的 な援 助 計 画 を作 成 して い
19.41%

37保護者にペアレントトレーニング(親 業)プ ログラムを紹
介 す る。

26.79%

11.援 助者は家族に対して忍耐強く対応する。
55.住 居 設 備 (修 繕・安 全 面 の 確 認 など )に 対 す る助 言・援

32.14%

57.医 療 費 の 控 除 の 申請 を援 助 す る。

22.地 域 の 民 生 児 童 委 員 に協 力を要 請 す る。 5.保 護 者 や子 どもの 通 院 に同 伴 す る。 41.07%

54.家 庭 訪 間 を行 い 、在 宅 で暮 らしていくた め
に は 、家 族 が 何 を必 要 として いるか をアセス メン

20.地域 の 機 関 か ら家 族 の 情 報 を収 集 す る。

33.66%
8.家 族 をどの ように資 源 や サ ポー トに結 び つ けるか の 全 体
的 な援 助 計 画 を作 成 していく。

4464%

3686% 9保 護 者 に対 して求 職 に関 す る情 報 を得 る援 助 をす る。 48.21%

45.保 育 サ ー ビス 、学 童 サ ー ビスの 利 用 の ため
12家 計 の 管 理 を保 護 者 が できるように援 助 す る。 51.79%

46.定 期 的 に援 助 効 果 の 評 価 を行 う。 43.24%

50.子 育 ての 負 担 を軽 減 するた めの 家 事 0育 児 4619%

4.保 護 者 が 子 どもに対 して 青 定 的な 視 点 を持 つ
48.89%

19.家 庭 を訪 問 し、家 族 の 生 活 の 場 で援 助 活

委員会)(実 施度4 会)(実 施度 1)

21_学 校教諭・幼稚園教諭・保育士と子どもの状況に
15衣 服や学用品の提供・確保の援助をおこなう。 15.46% 15.46%

4.保 護者が子どもに対して肯定的な視点を持つことが
16.59% 2見 本となる大人の姿を援助者が子どもに見せる。 10.31% 25,77%

20.地 域の機関から家族の情報を収集する。 2212%
59.子 どもを学校・幼稚園・保育園に送迎するサービスの

利用を援助する。
35.05%

11.援 助者 は 家族 に対して忍 耐強 く対応 する。 27.53%
24.保護者と子どもが一緒に楽しめるような娯楽活動を企
画するのを手伝う。

43.71%

3.援 助 終結 後も、家族 が再 び同じ状態 に戻つていない
3265% 51 子どもの気持ちを代弁して保護者に伝える。 50.31%

56.危 機 的な状 況の 時 には 、児童 相 談 所と連 携 し、一
37.77%

15.衣服や学用品の提供・確保の援助をおこなう 4281%
51.子 どもの気持ちを代弁して保護者に伝える 47.48%

2_見 本となる大人の姿を援助者が子どもに見せる。

付表 2-23 学校・幼稚園 (教育委員会 )



所 (実 施度 4、

付表 2-24 教育相談室・教育センター 0教育研究所

21.学 校教諭口幼稚園教諭・保育士と子どもの状況に
12.16% 12.16%

37保護者にペアレントトレーニング (親 業 )プ ログラムを紹
介する。

30.19%

4.保 護者 が子 どもに対 して肯定 的な視 点を持 つことが
19.93% 15衣服や学用品の提供・確保の援助をおこなう。 1132% 41.51%

11.援 助者は家族に対して忍耐強く 25.68% 35保護者に他の親と交流する機会を与える。 49.06%

51_子 どもの気持ちを代弁して保護者に伝える。 30.41%
21 学校教諭・幼稚園教論・保育士と子どもの状況につい

て協議する。
54.72%

6.援 助者としての責任を証明するために自分が行つた

20_地 域 の機 関か ら家族 の情 報 を収

56.危 機的な状況の時には、児童相談所と連携し、一
43.58%

38.地 域の他の関係機関の援助者に家庭訪間を依頼

49.関 係機関に対して、家族との接し方についての詳
51.01%

15.衣 服 や学 用 の提供・確保の援助をおこなう。 5保 護者や子どもの通院に同伴する。

21.学 校教諭・幼稚園教論・保育士と子どもの状況に
17.28%

37保護者にペアレントトレーニング (親 業 )プ ログラムを紹
介する。

16.67% 33.33%

11.援 助者は家族に対して忍耐強く対応する 23.46% 43子 どもに対するリスクアセスメントを継続して行う。 16.67%
4.保 護者が子どもに対して肯定的な視点を持つことが

6_援 助 者 としての 責任 を証 明するために 自分 が行 つた
33.33%

22_地 域の民生児童委員に協力を要請する。 38.27%

51.子 どもの気持ちを代弁して保護者に伝える 4321%
8.家 族をどのように資源やサポーHこ結びつけるかの

4691%

56.危 機 的な状 況の 時 には 、児童相 談 所と連 携 し、一
50.62%

付表 2-25 教育分野 その他

ハ.法律事務所・弁護士 ( 4、 5)

付表 2-26 法律事務所・弁護士

付表 2-27 警察

所口弁護士 (実施度 1

28.57%

57.14%

警察 (実施

2.(ケースの状 況を見 て)虐 待の 告知 を行う。

56.危 機的な状況の時には、児童相談所と連携し、一
4327% 43.27% 42(ケ ースの状況を見て)虐 待の告知を行う。

14.62% 57.89%
16面 接等を通して、保護者に虐待した原因について内省さ

56.危機的な状況の時には、児童相談所と連携し、一時保

護等を使い、速やかに危機を回避する。

フ.保護司(実施度 4、 5) フ .

撮1勁1項旧■ 1機:割1鳴‖ 翼 鮮 ‖ 援助 :嚢EI 役 寝 :喘 露静 ■

20.地域の機関から家族の情報を収集する。 40.0091 40.00%
16面 接等を通 して、保護者 に虐待 した原因について内省さ
せる^

16.67% 16.67%

38.地域の他の関係機関の援助者に家庭訪間を依頼
する.

13.33% 53.33% 52住 居探しを手伝う。 11.11% 27.78%

61 保護者の求職のための具体的な準備 (履 歴書を一緒

に書く、面接の練習等 )を 手伝う。
38.89%

3.援 助終結後も、家族が再び同じ状態に戻つていないか
フォローアップする。

5.56% 44.44%

4保護者が子どもに対して肯定的な視点を持つことができ
るように働きかける。

5.56% 50.00%

付表 2-28 保護司



へ .法律・人権 分 野 そ の 他 (実 施 度 4、 5 へ .法律 D人 権 分 野 そ の 他 (実 施 度 1

隣:助:項颯
=

役:壽,鴨 1露 r~~f● 撮:助:項ヨ 霊:壼:斃
=

塚 麟
=60.家 族が自身のリスクに気付く術と、それに対する

適切な対応を教えるn
48.28% 48.28% 12家 計の管理を保護者ができるように援助する。 50.00% 50.00%

4_保 護者が子どもに対して肯定的な視点を持つことが
できるように働きかける。 3.45% 5172%

自立支援員(実 施度4、 5

9.保 護者に対して求職に関する情報を得る援助をす
15.17% 15.17%

61.保 護者の求職のための具体的な準備 (履 歴書を一緒
に書く、面接の練習等 )を 手伝う。

30.43%

28_生 活保護等の申請を援助する。 22.62% 9保 護者に対して求職に関する情報を得る援助をする。 12.56%

11.援 助者は家族に対して忍耐強く対応する 12家 計の管理を保護者ができるように援助する。
58.保 護者 が 困つていることを口にしたタイミングを逃

30.62% 52住居探しを手伝う。

6.援 助者としての責任を証明するために自分が行つた
34.07%

52.住 居 探 しを手伝 う。 37.52%

50。 子育ての負担を軽減するための家事・育児支援
4083%

61.保 護者の求職のための具体的な準備 (履 歴書を
4414%

26.定 期 的 に家族 に

12.家 計 の 管理を保 護者 ができるように

付表 2-29 法律・人権分野 その他

付表 2-30 母子自立支援員

付表 2-31 地域生活支援センター

9.保 護 者 に対 して求職 に関する情 報 を得 る援 助 をす 61 保護者の求職のための具体的な準備 (履 歴書を一緒
に書く、面接の練習等 )を 手伝う。

13.55% 13.55%

30.す でに保護者とつながつている関係機関に保護者
1463% 52住居探しを手伝う。

18.家 族が必要なとき、自分自身で利用できるよう
に、地域の資源とつなげておく。 19.51%

55住居設備 (修 繕・安全面の確認など)に 対する助言・援
助をおこなう。

50.子 育ての負担を軽減するための家事・育児支援
24.39% 12家 計の管理を保護者ができるように援助する。

59.子 どもを学校・幼 稚 園・保 育 園 に送 迎 するサービス
29.27% 9保 護者に対して求職に関する情報を得る援助をする。 43.87%

10.家 族 に医療 機 関 (病 院 、医師 等 )を紹介 する。 33.33%
24保護者と子どもが一緒に楽しめるような娯楽活動を企
画するのを手伝う。

49.68%

12.家 計の管理を保護者ができるように援助する。 5保 護者や子どもの通院に同伴する。 54.84%

20.地 域の機関から家族の情報を収集する。

60.家 族 が 自身の リスクに気付 く術と、それ に対する
4553%

19。 家庭 を訪 問し、家族 の生活 の場 で援助 活 動をおこ
4878%

33.家 に食料が十分確保されているかどうか、入手手
52.03%

施度 4、 5) 市町村 (生

28.生 活 保 護等 の 申請を援 助する 28生活保護等の申請を援助する。

9.保 護者に対して求職に関する情報を得る援助をす 15衣服や学用品の提供・確保の援助をおこなう。 13.93% 28.48%

12.家 計の 管理を保 護 者 ができるように援 助する。 52住居探しを手伝う。 11.85% 40.33%

15_衣 服 や学 用 品の提 供・確 保 の援助 をおこなう。
61.保 護者の求職のための具体的な準備 (履 歴書を一緒
に書く、面接の練習等 )

11.23% 51.56%

33.家 に食料が十分確保されているかどうか、入手手

52.住 居探しを手伝う。 4174%

22.地 域の民生児童 に協力を要請する。 45.52%
19.家 庭を訪問し、家族の生活の場で援助活動をおこ

49.12%

付表 2-32 市町村 (生活保護担当課 )



ヘルバーサービス

19.家 庭を訪問し、家族の生活の場で援助活動をおこ
24.14% 24.14% 5保 護者や子どもの通院に同伴する。

50.子 育ての負担を軽減するための家事・育児支援
11.03% 35.17%

19家 庭を訪問し、家族の生活の場で援助活動をおこな
16.16%

59.子 どもを学校・幼稚園・保育園に送迎するサービス
11.03% 46.21%

59子どもを学校・幼稚園・保育園に送迎するサービスの

利用を援助する。

27.家 族が必要としているスキル (生 活・養育技術等 )

53.79%

付表 2-33 ヘルバーサー ビス

付表 2-34 社会福祉協議会

付表 2-35 NPO

付表 2-36 その他の分野 その他

12.家 計 の 管理を保 護者 ができるように援 助する。 12.68% 1268% 15衣服や学用品の提供・確保の援助をおこなう。 18.31%
50.子 育ての負担を軽減するための家事・育児支援

21.13%
24保護者と子どもが一緒に楽しめるような娯楽活動を企
画するのを手伝う。

i6.20% 34.51%

15。 衣服や学用品の提供・確保の援助をおこなう。 2864% 12家計の管理を保護者ができるように援助する。

22.地 域の民生児童委員に協力を要請する。 35,21%
59子どもを学校・幼稚園・保育園に送迎するサービスの
利用を援助する。

30.す でに保護 者 とつなが っている関係 機 関 に保 護者
41.78%

28.生 活 保 護等 の 申請を援 助する。 46.95%

18.家 族が必要なとき、自分自身で利用できるよう
に、地域の資源とつなげておく。 51.64%

施度 4、 5)

59_子 どもを学校・幼稚園 0保 育園に送迎するサービス
22.22% 22.22%

24.保護者と子どもが一緒に楽しめるような娯楽活動を企
画するのを手伝う。

22.22% 22.22%

18.家 族が必要なとき、自分 自身で利用できるよう
に、地域の資源とつなげておく。 3175% 15衣 服や学用品の提供・確保の援助をおこなう。 14.07%

24.保 護者と子どもが一緒に楽しめるような娯楽活動 3968%
59子どもを学校口幼稚園・保育園に送迎するサービスの
利用を援助する。 49.63%

29.保 護者 が通院・入院 している間 、子 どもの 保 育ケ
4762% 5保 護 者 や 子 どもの 通 院 に同 伴 す る。 59.26%

30.す でに保護者とつながつている関係機関に保護者
53.97%

サービスその

9.保 護者に対して求職に関する情報を得る援助をす
17.42% 1742%

61.保 護者の求職のための具体的な準備 (履 歴書を一緒
に書く、面接の練習等 )を 手伝う。

19.74% 19。 74%

11.援助者は家族に対して忍耐強く対応する。 24.24% 9保 護者に対して求職に関する情報を得る援助をする。 17.11% 36.84%

6.援 助者としての責任を証明するために自分が行つた 52住居探しを手伝う。

52.住 居探 しを手 伝う。 3485%

20.地 域 の機 関か ら家族 の情 報 を収集 する。 3864%
28.生 活 保 護等 の 申請 を援 助する

55。 住居設備 (修 繕・安全面の確認など)に 対する助
46.21%

57.医 療 費 の控 除 の



資料 3。 仮説 7、 仮説 8 共分散構造分析による REに対する仮説の検証

1.措置前の尽力度と児相 口市町村の援助者の意識・環境についての仮説モデルの検

証 (仮説 7)。

児相  家族維持 の尽 力度仮説 モデル 1

付図 3-1 児相 家族維持の尽力度仮説モデル

家族維持の
尽力度

児相 尽力度モデル

(標準化解 )

'pく 005,會
會
pく 001,★

★★く0001

必 要 4

子 どもに対 す る安全確 認

の 枠組 み

必 要 3

家 族 自身の リス クマ ネー

ジメント能力

障害 2

人的資源の不足

家族維持の尽力度

重 要 2

家 族 の状 況 の理 解 と対応

必要3

家族 自身の

リスクマネージメ
ント能力

必要4

子どもに対する安
全確認の枠組み

障害1

援助のための
システムの不足

重要 2

家族の状況の理

解と対応

付図 3-2 児相 家族維持の尽力度の共分散構造モデル図



沖
郷織七彙撃益え暮ぬ

∬ 、́ 嚇轟群駐

警可村 章織 終感 力醐 tpル

付図 3-3 市町村 家族維持尽力度仮説モデル

障害 1

援助のための環
境の不整備

重要3

関係機関との協
力体制

市町村 尽力度モデル

(標 準化解)

付図 3-4 市町村 家族維持の尽力度の共分散構造モデル



2。 援助者がおこなった家族維持を目的とした援助の総量 (実施度合計)と 児相・市町

村の援助者の意識・環境についての仮説モデルの検証 (仮説 8)。

ノ
/イ

~障

害2~｀ ＼

ヾ

的資源の不

ン

家族維持の実施度合計

＼
1＼

＼              (
/     暉 舌 ]

ヽ
の 不 足

 ノ

/  重蟹

家族のt‐２枷前
一 5　́　鰤」の援助実施度合計児相 家族維持のため

仮説モデル

付図 3-5 児相 家族維持のための援助実施度合計仮説モデル

児相 実施度合計モデル

(標準化解 )

'pく 005:・
★
pく o ol,★

★會く0001

必要4

子どもに対する安
全確認の枠組み

障害1

援助のためのシス
テムの不足

付図 3-6 児相 家族維持のための援助実施度合計共分散構造モデル



付図 3-7 市町村 家族維持のための援助実施度合計仮説モデル

市町村 実施度合計モデル

(標準化解)

CFI=0917,RMSEA=0056

付図 3-8 市町村 家族維持のための援助実施度合計共分散構造モデル

必要 2

養育のために必

要な基本的条件

必要 1

家族維持のため

の関係性

障害1

援助のための環
境の不整備

重要 1

ソーシャルワーク
の基本的態度

重要3

関係機関との協
力体制



資料 4。 仮説 9 多母集団同時分析による検証

多母集団同時分析の結果
児相 実施度合計モデル(標準化解)

親子分離は最後の手段
pく 005,會・pく o01,・・・く0001

付図 4-1 多母集団同時分析の結果 児相実施度合計モデル 親子分離は最後の手段グループ

多母 集 団 同 時 分析 の 結 果

児 相 実 施 度 合計 モデ ル (標準 化 解 )

親 子 分 離 は 対 応 の 一 方 法

障害1

援助のためのシス
テムの不足

援 助 の ため の シス

付図 4-2 多母集団同時分析の結果 児相実施度合計モデル 親子分離は対応の一方法グループ



必要 2

養育のために必

要な基本的条件

障害1

援助のための環
境の不整備

重要1

ソーシャルワーク
の基本的態度

市町村 実施度合計モデル(標準化解)

親子分離は最後の手段

付図 4-3 多母集団同時分析の結果 市町村実施度合計モデル 親子分離は最後の手段グループ
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付図 4-4 多母集団同時分析の結果 市町村実施度合計モデル 親子分離は対応の一方法グループ
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